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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年２月２０日

自  午後 １時２９分

至  午後 ２時１３分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 中島 浩介 君

副委員長（副会長） 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 坂本 智徳 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 一三 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 浦  真樹 君

政策 企画課 長 浦  亮治 君

地域 振興部 長 早稲田智仁 君

地域振興部次長兼 小川 雅純 君

交通 政策課 長

地域づくり推進課長 宮本浩次郎 君

新幹線対策課長 峰松 茂泰 君

総 務 部 長 大田  圭 君

財 政 課 長 小林  純 君

６、審査事件の件名

○総務分科会

第47号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第15号）
（関係分）

７、審査の経過次のとおり

― 午後 １時２９分 開会 ―

【中島(浩)委員長】 ただいまから、総務委員会
及び予算決算委員会総務分科会を開会いたしま

す。

これより議事に入ります。

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、山田委員、ごう委員のご

両人にお願いいたします。

本日の議題は、第47号議案「令和4年度長崎
県一般会計補正予算（第15号）」のうち関係部
分及び令和5年2月定例会における本委員会の
審査内容等についてであります。

審査方法について、お諮りいたします。

本日審査する議案は、国の経済対策などに伴

うものであり、明日の予算決算委員会及び本会

議において審査する必要があることから、付託

議案に限って審査を行い、その後、令和5年2月
定例会における本委員会の審査内容等について
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の委員間討議を行うこととしたいと存じますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

また、総務部長が文教厚生分科会に出席する

必要があることから、企画部・地域振興部関係

の審査を先に行い、終了後、総務部関係の審査

を行うこととしたいと存じますが、ご了承をお

願いいたします。

なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関係する範囲とし、お手元に配付しており

ます配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 それでは、分科会による
審査を行います。

まず、企画部・地域振興部関係の審査を行い

ます。

予算議案を議題といたします。

企画部長より、予算議案の説明を求めます。

【浦企画部長】それでは、企画部関係の議案に

ついてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

企画部の分をお開きいただきます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第47号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第15号）」のうち関係部分であります。
補正予算は、歳入予算で、23億8,572万1,000

円の増を計上いたしております。

今回の補正予算は、国において決定された「物

価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」

に沿って、令和4年12月2日に成立した国の補正
予算等に適切に対処するとともに、本県独自の

経済対策を緊急に実施するため、必要な予算を

追加しようとするものであり、他部局で歳出予

算を計上しております新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用した事業に対

応して、政策企画課において歳入予算を計上す

るものであります。

なお、その内訳につきましては、別紙の補足

説明資料「新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金充当事業一覧」のとおりとなっ

ております。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。

【中島(浩)分科会長】次に、地域振興部長より、
予算議案の説明を求めます。

【早稲田地域振興部長】地域振興部関係の議案

について、ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

（先議分）2ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第47号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予
算（第15号）」のうち関係部分であります。
今回の補正予算は、国において決定された「物

価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」

に沿って、令和4年12月2日に成立した国の補正
予算等に適切に対処するとともに、本県独自の

経済対策を緊急に実施するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

今回の補正予算は、歳出予算で、3億4,920万
2,000円の増となっております。
歳出算の内容については、電気代高騰の影響

を受けている雲仙岳災害記念館に対し、公共サ

ービスの維持・継続を支援するための指定管理

者支援負担金や、新幹線開業効果を県内各地域

へ波及・拡大させるために、西九州新幹線長崎

県広報大使を活用した広報プロモーションを実
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施するための経費、3ページになりますが、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けた国庫補

助及び県単独補助対象のバス路線を維持するた

め、国の補助要件緩和に併せた追加支援や、県

単独補助路線の補助要件を満たすことができな

い路線に対する支援を実施するための経費を計

上いたしております。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた離島航空路線を維持するため、欠損額の増

加に対する国の追加支援に併せた支援や、長崎

空港の航空ネットワーク拡充等を推進するため、

未就航地との双方向チャーター便運航や県産品

の販路拡大等に向けた取組を展開するための経

費を計上いたしております。

次に、繰越明許費については、西九州新幹線

長崎県広報大使を活用した広報プロモーション

を実施するための経費及び長崎空港のネットワ

ーク拡充等につながる施策に要する経費であり

ますが、今回、補正予算に計上しております事

業については、年度内に適正な事業期間を確保

できないことから、鉄道対策費2,000万円、航空
対策費2,900万円について、繰越明許費を設定し
ようとするものであります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますよう、お願いいた

します。

【中島(浩)分科会長】 次に、次長兼交通政策課
長より、補足説明を求めます。

【小川次長兼交通政策課長】 国の令和4年度第
2次補正予算に係る経済対策について、ご説明
いたします。

補足説明資料をご覧願います。

まず、左上に記載しております路線バス運行

対策追加支援事業でありますが、1億3,070万円

を計上しております。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けた国庫補助対象のバス路線を維持する

ため、国の補助要件緩和に併せた追加支援を行

うもので、対象経費や支援額等については、記

載のとおりでございます。

次に、右上に記載しております生活バス路線

運行対策緊急支援事業でありますが、4,870万円
を計上しております。

この事業は、新型コロナウイルス感染症によ

り、利用者が減少し、輸送量や収支率などの補

助要件を満たせなかった路線について、県単独

補助路線と同様の支援を行うもので、対象経費

や支援額等については、記載のとおりでござい

ます。

次に、左下に記載しております離島航空路線

確保対策緊急支援事業につきましては、長引く

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた離島

航空路線を維持するため、欠損額の増加に対す

る国の追加支援に併せた支援として、1億1,550
万円を計上しております。

右下の長崎空港活性化事業につきましては、

長崎空港の航空ネットワーク拡充等を推進する

ため、未就航地との双方向チャーター便の運航

や県産品の販路拡大等に向けた取組の支援とし

て、2,900万円を計上しております。
以上が、各事業の概要でございます。ご審議

いただきますよう、よろしくお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんか。

【北村委員】 よろしくお願いします。

先ほど最後に説明がありました（新）長崎空

港活性化事業についてお尋ねをいたしますが、
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未就航地との双方向チャーター便運航への支援

ということで、コロナ禍からリベンジ消費とい

うようなこともあるんでしょうか、ぜひこうい

った感染対策に気をつけていただきながら人流

の流れを取り戻していただきたいなと思うんで

すけれども、現時点で発表できるものがあれば、

お聞かせ願いたいと思います。どちらに飛ぶと

か、どこの航空会社を使うのかといったところ

で、可能な限りで結構ですので、ご教示をお願

いします。

【小川次長兼交通政策課長】お答えいたします。

長崎空港活性化事業の詳細な内容ということ

でございますが、まずチャーター便につきまし

ては、現在、長崎空港とを結んでいる路線とい

うのが、羽田、成田線が一番北の路線になりま

すが、それから北部の方については路線があり

ません。また、例えば四国等についても路線が

ございませんので、そういう未就航地とチャー

ター便等を双方向でやることによって、いわゆ

る就航地それぞれの県で連携した対応ができれ

ばということで検討しているところでございま

す。

なお、航空会社等については、既存で今運航

していただいている航空会社といろんなお話は

してございますが、現時点で、どこの会社とい

うことについては言及を避けさせていただきた

いと思います。

【北村委員】 わかりました。今、交渉中という

ことで、なかなかつまびらかにできないという

ようなことでございました。

チャーターとなりましたら、やっぱり観光客

向けにというようなイメージが一般的にあるの

で、北海道とか、雪まつりなんかもかなりの人

気があるじゃないかなと思いますので、観光県

同士で結んでいただければよろしいかなと思い

ますので、要望として発言をしておきます。

以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【宅島委員】 今、次長の説明の中で（新）路線

バス運行対策追加支援事業ということで1億
3,000万円ですね。
まず、この支援対象路線というのは何路線が

あるんですか。

【小川次長兼交通政策課長】 今回、1億3,070
万円の予算を計上しております路線バス運行対

策追加支援事業でございますが、この分につき

ましては、9事業者で30路線が対象となってお
ります。

通常、国庫補助対象経費として計上されてお

りました額が、当初2億9,400万円ほどございま
したが、いわゆる乗車密度が一定の数値に達し

ていないため、国が一部カットしておりまして、

当初の交付決定としては1億6,400万円ほどの
交付決定になっておりました。

その分につきまして、国の方が、コロナ禍で

の人の乗降が少なかったんだろうという部分も

含めまして、その補助要件を緩和いたしまして

追加で交付決定をされるということでございま

すので、この制度自体が、基本的に国が2分の1、
県が2分の1という形で構成していることから、
今回、その差額の約1億3,000万円について予算
を計上させていただいたというところでござい

ます。

【宅島委員】 それと、もう一つ（新）生活バス

路線運行対策緊急支援事業ということで4,870
万円なんですけども、この事業に関しては、対

象が何路線あるか教えてください。

【小川次長兼交通政策課長】生活バス路線運行

対策緊急支援事業でございますが、これは対象

が3事業者8路線となっております。
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通常、こちらの方も県単独のバスの補助金の

要綱というものがございますが、やはりコロナ

禍において収支率等の要件を達成できなかった

ということで、本来であれば県単独のバス補助

金の対象から落ちて、市町村単独の補助となる

ケースが多いんですが、今回これで支援をする

ことによって、市町村の負担も一定軽減するこ

とができると考えておりますし、バス事業者の

運行継続にも資すると考えておりますので、そ

ういう視点で、今回、補正によって支援をした

いというところでございます。

【宅島委員】 3事業者8路線ということで、先
ほどの9事業者30路線に比べると少ないんです
けども、主に一番多いところで、どこの区間を

生活バスというんですか。

【小川次長兼交通政策課長】今回の対象でござ

いますが、基本的には諫早市内、もしくは島原

半島の口之津、小浜、島原、多比良、こういう

ところが対象となっております。そのほか五島

市の鐙瀬、福江等々の路線が、その対象となっ

ているというところでございます。

【宅島委員】せっかくですので、一番最初に聞

いた新路線バス運行対策追加支援事業、これが

1億3,000万円なんですけれども、この主なトッ
プ3ぐらいでいいから、どういうところがある
か教えてください。

【小川次長兼交通政策課長】路線バス運行対策

の追加支援事業でございますが、これは先ほど

ご説明いたしましたように国の補助要件緩和に

伴う部分でございますが、主な路線といたしま

しては、例えば諫早市内から県境ということで

小長井の方に行くような路線、または東厚生町

から飯盛団地の方に行く路線、または松浦駅前

から平戸桟橋の方に行く路線、島原市内で行き

ますと諫早市から雲仙の路線、こういうところ

が主な対象となっております。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【吉村委員】今の関連やけど、出してよ、全部。

主な何点とか言わんで、全部、それはしれたも

んたい。委員長、お願いします。両方ね、事業

者と路線と、それぞれの補助、支援費、その辺

を出していただきたいと思います。

全体的に、今、話を聞きよって、これは国の

新型コロナウイルス関連対応臨時交付金を活用

して補正をやっておるということなんやけど、

それでできました。こういうことが、手当がで

きましたと。

今、話を聞きよって、大変なところたいね。

要件を満たさないとか、それから乗車密度が低

くて対象にならないとか、それを基本的に、今

回これは補正予算なんじゃけど、この臨時交付

金がなくなったら手当できないとなってしまう

んじゃなかろうかと危惧するんじゃけど、そこ

ら辺、今後の考え方として、この時点で聞くの

はどうかと思うけど、お聞かせ願いたいんじゃ

けど、いかがかな。

【小川次長兼交通政策課長】今回の支援におい

て、国庫補助対象と歩調を合わせて協調補助と

してやっているのが、その路線バス運行対策追

加支援事業、それと離島航空路線の欠損補助の

部分でございますが、委員ご指摘の部分で、県

単独補助路線の要件を満たさずに、そこを今回、

私どもの方で補正で手当をしたい、支援をした

いというところの部分が多分一番大きい影響が

あるかと思います。

この部分につきましては、生活路線等を含め

て利用者が戻れば一定その補助要件をクリアで

きるという前提にはなっておりますので、今後

も、その状況を見ながらと思っております。今、

各自治体においても、地域公共交通計画を策定
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していただいておりまして、その中で、バスだ

けではなくて、バスとデマンドタクシーとの乗

継ぎとか、そういう部分での役割分担を進めて

いただいております。その状況も見ながら、今

後の在り方についても研究をしてまいりたいと

考えております。

【吉村委員】今出た地域公共交通計画ね、これ

をやっぱりどこでも策定していきよるんだろう

と思うけど、その計画自体、やっぱりその地域

に住む人たちの足を確保するという観点で成り

立っておかんといかんとやろうと思うので、さ

っきも生活バス路線なんかは要件が落ちて市町

が見ないといけないようになると。それを県が

こういうことでできるようになったと。ああ、

よかったねとなるんじゃけど、そこら辺が、だ

んだん低下していって、復活することを念頭に

とは言うけど、しない場合が、ある程度想定も

されたりするわね。

だから、そういうのを地域公共交通計画の中

でしっかり織り込んで、次の対策ということに

つないでいくようにお願いしたいと思います。

それから、もう一つ、この長崎空港活性化事

業やけど、空港を活性化するということで理解

はするんじゃけど、いわゆるＯＲＣを、長崎県

の離島航空路を確保するために、その左隣、緊

急支援で1億1,500万円。年間赤字がどれぐらい、
ＯＲＣが出よるとかとかいろいろ計算は立って

いきよるんだろうと思うけど、黒字には少なく

ともあまりなりよらんというのがわかる。

それで、今少しでも赤字幅をせばめるために、

福岡～宮崎とか、福岡～小松とか、そういうと

ころはＡＮＡとかと一緒になって、そういう稼

げるところに行く。そこが頭にあるんじゃけど、

この空港活性化で、また、そのような双方向チ

ャーターから始めて新たな路線を開拓したいん

だという思いが、先ほどからあるわけね。

ただ、それも大事やろうと思う、開拓してい

くということ。しかし、あくまでもそれは、こ

こは空港活性化なんやけど、離島航空路を守る

という観点からいくと、あまりそっちに走ると

主客転倒というか、本末転倒というか、そうい

うことにならんような考え方というのはしっか

り持っとかんばいかんよねと思うけど、その点

についてどうですか。

【小川次長兼交通政策課長】お答えいたします。

まず、離島航空路線の補助でございますが、

今の離島航空路線を運航している事業者におき

ましては、離島航空路線だけで考えますと、国

からの補助、県からの補助を受けても、やはり

大きな赤字となるという状況でございます。

その赤字を少しでも圧縮をしたいと、いわゆ

る経営の安定化を図りたいということで、委員

ご指摘の福岡～小松、福岡～宮崎というのをこ

れまで運航しておりましたが、今後、そこに加

えて宮崎から中部、中部から秋田という路線に

ついてもＡＮＡと共同をして、運航することに

よって経営の安定化を図ろうとするものでござ

います。

また、右側の空港活性化という部分につきま

しては、運航する事業者というのが、ＯＲＣが

運航するということは、現時点では想定はして

おりません。大手の航空会社等々と連携をした

ところで、そういうものをやっていきたいと思

います。

特にＯＲＣにつきましては、私どもが常日頃

言っているのは、離島航空路線の運航をしっか

りと維持していただく、安定化していただくと

いうのが一丁目一番地だと、そこの精神だけは

きちっと置きながら、日々の運航に当たってほ

しいというお話はしてございますので、私ども
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としても、その考えは大きく持っているところ

でございます。

【吉村委員】今の説明で大体わかりましたけど、

そういうふうに相乗効果も狙いながらというと

ころも頭に入れながら取組を進めてもらいたい

と思います。

最後に、もう一つ、ここにはあまり関係なか

と思うんだけど、あえて言うんだけど、企画部

長とか、この総務部関係は予算が上を通ってい

って、よその部局にいくわけよね、こういうコ

ロナ対策補正でも。それでいくんですとなるん

じゃけど、そういうときに、もうほかの部局が

組んだ予算だからというので、あまり興味がな

いと言うたら語弊があるな、何と言うかな。ほ

かの部局がしている事業にも意識を持ってもら

ってというかね。それで今回の補正も目立つの

が緊急補正なので、例えば燃油高騰とか、そう

いうことに対応して県の施設とかに助成します

とかというのがずっと目立ったわけたいね。

それで、僕なんかも佐賀県の資料が、前も言

ったんじゃけど、小規模事業者とか、貨物事業

者とか、民間ね。そこに例えば燃油高騰でガソ

リンやったら1リットル10円の補助、ＬＰガス
やったら立方20円の補助とか、そういうのを具
体にしてあるわけよ。だからそういうのもして

ほしいのよ、民間についても。公共交通も必要

やけど、例えば民間にもしてよというようなこ

とを言うけど、なかなか実現しない。そこら辺

を出す側として、そこの根っこの部分として、

そういうのも頭に入れて、そういう企画もやっ

てよとかということを言ってもらいたいなと思

うんだけど、企画部長どうですか。

【浦企画部長】国のこの交付金の活用について

でありますけれども、通常の、毎年やっていま

す地方創生推進交付金につきましては、私ども

が窓口になっておりますけれども、充当する事

業については、企画部も一緒に入って、どうい

うプロジェクトを組むかという形でやっており

ます。

そういう意味では、企画部もしっかり関わっ

て、施策の構築、充当先を決めているんですけ

れども、今回の臨時交付金につきましては、今、

委員からお話がありましたように、やはり緊急

的な経済対策ということになりますので、基本

的には国の方から示されております経済対策と

しての推奨事業メニューみたいなものが、生活

者支援でありますとか、そういったメニューが

一定示されますので、そういうのを基に、基本

的には各部局で現場の状況を踏まえた経済対策

を考えて、財源として、この臨時交付金を、査

定を行った結果として振り分けるということに

なりますので、なかなか経済対策の中で、査定

の場面では我々も参加はするんですが、通常の

推進交付金のような形でしっかり最初から入り

込むということは、時間的にも難しい面があり

ますけれども、基本的には、可能な限り現場の

実情、実態を踏まえての対策ということは全庁

的に意識を共有してやっておるところですので、

まだまだ足りないというようなご指摘がありま

したら、そういうのはしっかり真摯に受け止め

て、これからもそういう意識はしっかり持って

やっていきたいと思います。実情としては、今

そういう状況でございます。

【吉村委員】 実情はわかるのよね。ただ、各部

局が予算をいろいろ考えて引っ張り回す、あな

たたちは要件に従って、よければ出していくと

いうそういう作業の中で、やっぱりそういう意

識を持っておいてもらいたいなというか、去年

からずっと言うんだけど、今度の新年度予算に

もなかなか組み込まれないという。僕も総務委
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員会ばかりおるもんやけん、行きたいんだけど、

よそにもさ、だから愚痴になってしまう。

そういうことで、頑張って、そこら辺にも意

識を持ってやっていただきたいというのを要望

しておきますので、お願いいたします。以上で

す。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第47号議案のうち関係部分については、原案
のとおり、可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第47号議案のうち関係部分は、原案
のとおり、可決すべきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思います。し

ばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ０分 休憩 ―

― 午後 ２時 ０分 再開 ―

【中島(浩)分科会長】 分科会を再開します。

これをもちまして、企画部、地域振興部関係

の審査を終了いたします。

引き続き、総務部関係の審査を行いますが、

理事者入替えのため、しばらく休憩いたします。

再開を2時10分といたします。

― 午後 ２時 １分 休憩 ―

― 午後 ２時 ７分 再開 ―

【中島(浩)分科会長】 分科会を再開します。

これより総務部関係の審査を行います。

予算議案を議題といたします。

総務部長より、予算議案の説明を求めます。

【大田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。

総務部の予算決算委員会分科会関係議案説明

資料第47号議案分をお開き願います。
今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

47号議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算
（第15号）」のうち関係部分でございます。
今回の補正予算は、国において決定されまし

た「物価高克服・経済再生実現のための総合経

済対策」に沿って、令和4年12月2日に成立いた
しました国の補正予算等に適切に対処するとと

もに、本県独自の経済対策を緊急に実施するた

め、必要な予算を追加しようとするものでござ

います。

歳入予算といたしましては、地方交付税8億
5,478万9,000円の増、県債1億630万円の増とな
っております。

以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。
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次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第47号議案のうち関係部分については、原案
のとおり、可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第47号議案のうち関係部分は、原案
のとおり、可決すべきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思いますので、

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ９分 休憩 ―

― 午後 ２時 ９分 再開 ―

【中島(浩)分科会長】 分科会を再開します。

以上で、本分科会関係の議案審査は全て終了

いたしました。

この後、委員間討議を行いますが、理事者退

出のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１０分 休憩 ―

― 午後 ２時１１分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

本日の委員会は、令和5年2月定例会における
本委員会の審査内容等を決定するための委員間

討議であります。

それでは、審査方法について、お諮りいたし

ます。

審査の方法については、委員会を協議会に切

替えて行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１２分 休憩 ―

― 午後 ２時１２分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかにご意見等がないよう
ですので、これをもちまして、本日の総務委員

会及び予算決算委員会総務分科会を終了いたし

ます。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時１３分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年 ３月 ７日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時２１分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 坂本 智徳 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 一三 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 橋本 真和 君

首 席 監 察 官 平戸 雄一 君

首席参事官兼警務課長 川本 浩二 君

総 務 課 長 車  康之 君

広報 相談課 長 山田 恭市 君

会 計 課 長 沢田石 徹 君

装備 施設課 長 松尾 和人 君

監 察 課 長 山崎 博之 君

厚 生 課 長 林田 哲朗 君

留置 管理課 長 久田 庄蔵 君

生活 安全部 長 川口 利也 君

生活安全企画課長 宮下 直樹 君

人身安全対策課長 松尾 文則 君

少 年 課 長 奥野  勝 君

生活 環境課 長 井上 信男 君

サイバー犯罪対策課長 朝末 英一 君

地 域 部 長 鷺池 満治 君

地 域 課 長 黒﨑  誠 君

刑 事 部 長 山口 善之 君

刑事 総務課 長 宮﨑 和久 君

捜査 第一課 長 松本 武敏 君

捜査 第二課 長 中道 宣信 君

組織犯罪対策課長 下田 健一 君

交 通 部 長 植木  保 君

交通 企画課 長 式場 龍明 君

交通 指導課 長 林田  晋 君

交通 規制課 長 永尾 俊之 君

運転免許管理課長 松尾 邦仁 君

警 備 部 長 池園 直隆 君

首席 参事官 兼
サミット対策課長

杉本 正彦 君

公 安 課 長 船場 幸夫 君

警 備 課 長 一瀬 永充 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子 君

会 計 課 長 岩村 政子 君

物品 管理室 長 高橋寿美子 君

監査 事務局 長 上田 彰二 君

監査課長（参事監） 太田 勝也 君
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人事委員会事務局長 大﨑 義郎 君

職 員 課 長 田中  京 君

労働委員会事務局長(併任) 大﨑 義郎 君

調整 審査課 長 山田 譲二 君

議会 事務局 長 黒﨑  勇 君

次長兼総務課長 藤田 昌三 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政務 調査課 長 濵口  孝 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第1号議案
令和5年度長崎県一般会計予算（関係分）

第9号議案
令和5年度長崎県庁用管理特別会計予算

第12号議案
令和5年度長崎県公債管理特別会計予算

第35号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第14号）
（関係分）

第41号議案
令和4年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第1号）

第43号議案
令和4年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第1号）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第16号議案
内部組織の設置に関する条例の一部を改正

する条例

第17号議案
長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関

係分）

第18号議案
警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例

第19号議案
長崎県警察関係手数料条例の一部を改正す

る条例

第20号議案
長崎県暴力団排除条例の一部を改正する条

例

第29号議案
包括外部監査契約の締結について

諮問第1号
退職手当支給制限処分に係る審査請求に関

する諮問について

（2）請 願

な  し

（3）陳 情

・要望書

・令和5年度 県政に対する要望
・令和5年度 県政に対する要望
・日本全体で解決すべき問題として、普天間基

地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の

安全の保障を求める陳情書

・ＪＲ北海道の国有化を求める意見書を国に提

出する事に関する陳情

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

・大村市中央商店街における騒音・安全対策に

関する要望

・国に対し、適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）の延期・見直しを求める陳情書

・庁舎内における職員への政党機関誌の勧誘・

配達・集金を自粛するよう求める陳情

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活
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用・公開・整備に関する陳情書 ⅩⅧ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ００分 開会 ―

【中島(浩)委員長】 皆さん、おはようございま
す。

ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

16号議案「内部組織の設置に関する条例の一部
を改正する条例」ほか6件であります。そのほ
か、陳情10件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することとなっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分ほか5件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

配付しております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めることといたします。

なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員一回当たりの質問時間は、

理事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した
後、審査時間が残っている場合に限って再度の

質問ができることといたしますので、よろしく

お願いします。

これより、警察本部関係の審査を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

警務部長より、予算議案の説明を求めます。

【橋本警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

はじめに、第1号議案「令和5年度長崎県一般
会計予算」のうち関係部分についてご説明いた

します。

予算額は、歳入予算10億274万1,000円、歳出
予算391億4,005万5,000円となっております。
歳出予算の主なものについてご説明いたしま

す。

2ページ下段に記載しております一般管理費
につきましては、一般庁費等の管理的な経費と

して、光熱水費、電子計算機の使用賃借料等20
億1,858万8,000円などを計上いたしておりま
す。

給与費、装備費につきまして、記載のとおり

であります。

警察施設費につきまして、一般施設整備費と

して警察署庁舎の改修、佐世保警察署庁舎建替

の用地購入経費、設計委託経費等8億4,482万
8,000円などを計上いたしております。

4ページをお開きください。
運転免許費につきまして、記載のとおりであ

ります。

一般警察活動費につきまして、一般的な警察
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運営、地域警察に要する経費等8億1,648万
1,000円を計上いたしております。
一般警察活動費には、高齢社会対策として、

ニセ電話詐欺を始めとした犯罪の抑止対策経費

や高齢者が関係する交通事故の抑止対策経費等

を計上いたしております。

刑事警察費、交通指導取締費につきましては、

記載のとおりであります。

このほか、債務負担行為は5ページ上段から
下段にかけて記載のとおりでございます。

次に、5ページ下段から7ページ中段にかけて
記載しております第35号議案「令和４年度長崎
県一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部
分についてご説明いたします。

補正予算額は、歳入予算905万1,000円の減、
歳出予算3億9,207万7,000円の減となっており
ます。

歳出予算の主な内容は、警察活動に要する各

種システム借上料等の執行残や、職員給与費既

定予算の過不足調整に要する経費であります。

最後に、令和4年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和4年度の予算につきましては、今後、年
間の執行額の確定に伴い整理を要するものがあ

り、これらの整理・調整を行うため、3月末を
もって、令和4年度予算の補正について専決処
分により措置させていただきたいと考えており

ますので、ご了承を賜りますようお願いいたし

ます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんか。

【宅島委員】 4ページの一般警察活動費につい
て8億1,648万1,000円が計上されているんです
けれども、この中でニセ電話詐欺をはじめとし

た犯罪の防止対策と書いてあるんです。

先日、私の携帯電話に、契約していない携帯

電話会社を装ってショートメールが入ってきた

んです。自分が契約している先ではないので、

警察の方に「こういったメールが入ってきたん

ですけど」と相談をしたら、「これはＳＭＳ詐

欺ですね」とかえってきたんです。

実際にこの会社を使われているとか、このメ

ールに特に何の不思議もなく、ぽんと押したら

架空請求がきたり、いろいろと電話等々につな

がって、オレオレ詐欺みたいなことにつながっ

ていくんだろうなと思ったんです。

どのような手口があるのか、事前に通告をし

ておりましたので、その辺を含めて詳しく説明

をしていただきたいと思います。

【宮下生活安全企画課長】ニセ電話詐欺の手口

にいかなるものがあるかというご質問でござい

ます。

先ほどお話しされた、宅島委員のもとにショ

ートメールとして届いたということで、ＮＴＴ、

大手通信会社を装って、支払いの料金が未納で

すということで、架空の事実を口実として金銭

をだまし取る架空料金請求詐欺、これにつきま

しては、最近ではネットにつながったパソコン

にウイルス感染があるということでサポートし

ますという手口も結構多くなっているようでご

ざいます。

ご承知と思いますけど、市役所職員等を装っ

て、医療費の還付金があるということでＡＴＭ

を操作させる還付金詐欺、あとはオレオレ詐欺
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とか、融資保証金詐欺とかギャンブル詐欺、金

融商品詐欺と、全国共通で10種類に手口が分類
されております。

架空料金請求詐欺の手口が多くなっていまし

て、令和4年中、県での被害113件のうち84件、
約74％が架空料金請求の手口で占められてい
るという実態でございます。

【宅島委員】今、課長から答弁をいただいたん

ですけれども、委員長、お許しを得て資料の配

付をしていただきたいんですけど、よろしいで

しょうか。

【中島(浩)分科会長】 資料配付をお願いいたし
ます。

（資料配付）

【宅島委員】せっかくの機会ですので、委員の

皆様方にも、こういった手口の一覧があります

ということで、ぜひご承知いただきたいと思い

まして、委員長の許しを得て資料を配付してい

ただきました。

それで、全国からいくと、特殊詐欺の全体の

被害額が361億4,044万円で、長崎県においては
そのうち2億161万円が被害総額として認知、そ
して検挙件数が全国で6,629件、長崎県で69件、
42名を検挙しているという資料であります。
このような被害に遭わないように、どのよう

なことに注意をすればいいのか、教えていただ

ければと思います。

【宮下生活安全企画課長】県民が被害に遭わな

いように注意することはというお尋ねでござい

ます。

現在、私どもも情報を発信しておりますけど、

県下でどのような手口が発生しているか、県民

一人ひとりの皆さんが身近な情報として知って

いただくことと、いつかだまされるかもしれな

いという危機意識を持っていただくことも大事

なことだろうと思っております。

それと、還付金詐欺などは1本の電話から始
まりますので、電話を遮断する対策として留守

番電話機能のある電話機や、私どもが周知、設

置しております自動通話録音機、撃退機ですね、

これなども設置していただいて、不審な電話を

遮断していただくこと。

そして、電話やメールでお金の話が出たら、

一人で解決しようとせずに、すぐに家族や警察

に相談することなどが被害に遭わないために必

要なことであろうし、また、これらを対策の一

環として広く県民に呼びかけているところでご

ざいます。

【宅島委員】私はたまたま、契約先ではない大

手の携帯電話会社からそういうメールがきたの

で、これはあやしいなと思って相談ができたん

ですけれども、広く啓発活動について、この予

算の中でどのような啓発をしていくのか、教え

ていただければと思います。

【宮下生活安全企画課長】今後、どのようにし

て注意喚起を図っていくのかというお尋ねでご

ざいますが、まず県民に知っていただくという

ことです。つまりは情報発信の強化に積極的に

取り組んでいくということでございます。

日々認知したニセ電話詐欺の事案につきまし

ては、安心メールキャッチくんもございますし、

県警公式のＳＮＳで発信しております。また、

自治体の防災行政無線も活用して、各地域に放

送していただいております。

それと、委員もご承知と思いますけど、報道

各社にも、日々のニセ電話詐欺事案を認知した

場合は情報を提供しております。特にＮＨＫ局

は「その電話、詐欺ばい」という特集で、夕刻

時間と夜9時の全国ニュースの前にも放映して
いただいております。これにつきまして、市民、
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県民の方から、番組を見て被害を防げたという

反響がございます。

巡回連絡などの直接的な活動に加えまして、

多種多様な媒体を活用して、タイムリーな周

知・広報に今後も努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

【宅島委員】ありがとうございました。毎日の

ように、こういう被害に遭われる方が全国にい

らっしゃって、長崎県警におかれても、ぜひ未

然に防ぐ策として啓発活動に力を入れていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

【川崎委員】 宅島委員からの資料請求があっ

て、整理されてお知らせいただきましたので、

大変ありがたいと思って今、見ておりました。

資料の後半、後ろから2枚目に被害者アンケ
ートとありまして、先ほど宅島委員からもご指

摘があったように、この啓発に取り組まないと

いけない。アンケートに答えた人の9割は自分
が被害に遭うとは考えていなかったと、まさに

心のすきを突いたところがあるんじゃないかな

と思っておりますので、より一層力を入れてい

ただきたいというふうに思っております。

いま一度、このアンケート調査を踏まえてど

ういった取組がなされているのか、新年度、強

化をしようとされているのか、お尋ねをいたし

ます。

【宮下生活安全企画課長】先ほどお配りした資

料に被害者アンケート結果ということで載せて

おります。「自分はだまされないと思っていた」

が28％、「詐欺について考えたことはない」60％
と、おおよそ9割が、自分は被害に遭わないん
だと自信を持っていることが表れた結果だろう

と思っております。被害に遭われた方に被害者

アンケートをとるわけでございますけど、ほと

んどの方が、被害に遭わない自信があるとか、

だまされないと思っていたと、そして、ニセ電

話の手口かれこれは知っておりますということ

です。いわゆる知識はあるのに、実際にニセ電

話詐欺の電話や、メールがスマホにあれば被害

に遭ってしまう、そういう危機意識が欠如して

いる、知識はあるのに意識がないという状態だ

ろうと思います。

そこで、皆さんに危機意識を持っていただく

ということで、対策は先ほど述べましたが、情

報発信活動もしかりです。基本的には3本柱、
電話対策、周知広報、そして声かけ対策という

大きな3本柱に沿って粘り強く徹底して対策を
講じてまいりたいと考えているところでござい

ます。

【川崎委員】ありがとうございました。最終ペ

ージに被害の阻止件数もお知らせいただいてお

ります。電子マネーの詐欺が増加傾向にあるこ

とから、前々回だったですか、対策強化をとい

うことで質問をさせていただいて、報奨制度も

設けてコンビニ店の皆様にご協力をいただく取

組をなさって、強化をされているところであり

ます。

このコンビニ店における阻止の実績といいま

すか、効果についてお尋ねをいたします。

【宮下生活安全企画課長】銀行、コンビニの皆

さんの声かけ等によって阻止した、未然防止に

努めた状況はというお尋ねでございます。

昨年、113件の被害があっておりますけど、
実際に声かけで阻止した件数は172件把握して
おります。要は172人の被害を防いでいただい
た。これについては、一昨年と比較して74件の
増加です。非常に声かけ対策、窓口対策は有効

に効果が表れているのではないかと考えている
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ところでございます。

加えまして、コンビニにおける阻止件数は57
件でございます。先ほどの172件は全体の阻止
件数、コンビニにつきましては57件ということ
で、3分の1ぐらいを占めております。これは一
昨年と比べて12件の増加で、私どもは、様々な
研修をやっておりますが、その効果が表れてい

るんじゃないかと感じるところでございます。

【川崎委員】コンビニの皆様のご協力によって

57件、阻止する件数も増えているということで
あります。業務多忙の中において、そういった

ところまで目配せ、気配せをしていただいての

取組でありますので、ご協力をいただいた皆様、

阻止をしていただいた皆様、しっかりと顕彰も

していただきたいと思いますが、そういう取組

はどのような状況か、お尋ねをいたします。

【宮下生活安全企画課長】コンビニにおける電

子マネー対策の検証ですね。（発言する者あり）

報奨制度を昨年10月から実施しているところ
で、声かけをしていただいた方にはクオカード

を贈呈しております。その報奨制度につきまし

ては、これまで1月末で40人に贈呈させていた
だいております。コンビニの店員の皆さんも、

この報奨制度があるからではないんですけど、

声かけの率が上がっている、効果が上がってい

るのではないかというのがうかがえる状況でご

ざいます。

【川崎委員】クオカードのためにということは

決してないとは思いますが、そこは一つのきっ

かけとしてご協力いただいていると、大変にあ

りがたいと思っております。

よく警察署の方、署長さんあたりが感謝状を

お渡しする、そこを報道の皆様に報道していた

だく、そしていろいろなところでお知らせをし

ていただいて、さらにコンビニの皆様にも、も

うちょっと頑張っていこうや、みたいなモチベ

ーションにもつながっていく。そういったとこ

ろを知らせることによって意識改革といいます

か、意識してもらうことの一つになれば、いい

循環が生まれるんだろうと思います。ぜひ、し

っかりとした顕彰、感謝状なのか、そういった

ところもお取組をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

【宮下生活安全企画課長】水際対策、窓口対策

ということで、この架空料金請求詐欺を止める

すべとしては、コンビニ店舗の従業員の皆様方

は非常に重要であろうと思います。今後も引き

続き、報奨制度も含めて、声かけ対策を徹底し

て努めてまいります。

失礼いたしました。署長からの感謝状も、各

警察署、所轄、功労があった場合はほとんど、

招致したり、あるいは店舗に出向いて労をねぎ

らっているところでございます。関係機関の皆

さんも非常に協力的で、今後もその制度を活用

しつつ、周知広報に努めてまいりたいと考えて

おります。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

【山田委員】お尋ねいたします。交通指導取締

費について、この内訳を教えてください。4億
1,810万2,000円の分です。
【沢田石会計課長】 交通指導取締費として約4
億1,800万円を計上しておりますが、その主な内
容としましては、交通事故の情報や交通違反切

符の管理を総合的に行う交通総合管理システム

の運営経費のほか、放置駐車違反の取締りにか

かる経費、自動車保管場所調査及び入力業務の

委託料など、交通安全活動や交通指導取締りの

実施のために必要な経費を計上しております。

【山田委員】交通取締りで捕まった時のデータ
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を管理する、データを共有したりするものと、

これは毎年かかる経費という理解でよろしいで

すか。

【沢田石会計課長】そのとおりです。システム

の維持費については毎年度かかっております。

【山田委員】データの入力の委託業務みたいな

ことを言われたかと思うんですが、違反とか、

そういったことのデータ、個人情報の取り扱い、

もちろんいろんな契約の中でされていると思い

ますが、どういったものを業務委託されている

のか教えて下さい。

【沢田石会計課長】データの入力の関係で先ほ

ど話したものにつきましては、自動車保管場所

調査、車庫証明の調査の関係の入力業務の委託

料ということで計上しております。

【山田委員】 わかりました。

次に、5ページの警察職員の制服のリユース
業務委託などということで予算が計上されてお

ります。この内容も教えてください。

【松尾装備施設課長】制服リユース業務委託の

概要でございますが、平成30年度から、廃棄物
量の削減及び経費削減のため、返納された制服

類のうち、未使用品または使用済みのもので生

地に損傷等がなく補正していないものについ

て、エンブレムの交換などを行い、再利用可能

な状態にする作業と、再利用できないものにつ

いてはボタン等を取り外して廃棄する業務とな

っております。

【山田委員】 平成30年からそのような取組を
いただいているようでありますが、実際それで

新たな人に渡った数とか、そういったものはあ

りますか。

【松尾装備施設課長】 令和3年度分について
は、約2,000点のリユースを実施しておりまし
て、これを新規購入した場合と比較しますと約

2,100万円の削減効果がございました。
【山田委員】本当に警察は、公舎一つとっても

そうですが、全てにおいてよくやっていただい

ているというか、そういう意味で工夫していた

だいているということを、これでまた改めて感

じたところであります。引き続き、環境にもや

さしく、お財布にも優しく、このような取組は

継続をいただきたいと思っております。

もう1点の一般警察活動の支援業務などとい
うのは、どういったものが入るのか教えていた

だけますか。

【沢田石会計課長】そのほか機動隊員に対して

給食を提供する業務とか、被留置者に対して食

事の提供をする業務などが計上されておりま

す。

【山田委員】知らなかったんですけど、機動隊

の人には給食を出すようになっているんです

か。

【沢田石会計課長】機動隊は、緊急で出動した

りする場合がありますので、寮に入っている方

もおりますので、その方には給食を支給する制

度を導入しております。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質問はございませ
んか。

【ごう委員】 資料4ページ上段で運転免許費に
ついて1点確認させてください。
免許試験費として、運転免許証作成装置整備

費と運転免許事務委託料等で6億4,105万2,000
円計上されていますが、この具体的な内容につ

いてお知らせください。

【沢田石会計課長】免許試験費は、運転免許試

験に要する経費として、運転免許試験場の維持

管理や運転免許証の作成、運転免許事務の委託

などに要する経費を計上しております。

主な内容としましては、運転免許の更新にか
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かる事務の委託、運転免許証の作成装置のリー

ス料、運転免許証用の消耗品のほか、現在、運

転免許業務の合理化、高度化を図るために、運

転免許のシステムを警察庁の整備するシステム

に移行することとしておりまして、そのための

システム改修やデータ移行に要する経費を計上

しております。

【ごう委員】システム移行の準備というか、そ

ういったことの経費の計上ということですが、

このシステム移行は令和何年ぐらいに完了する

んですか。

【松尾運転免許管理課長】先ほどご質問があり

ましたシステム移行でございますが、これは運

転免許業務の合理化、高度化といいまして、こ

れにつきましては、各都道府県でこれまで運転

免許管理システム、これは運転免許の情報管理

をするシステムでございますが、これを各県で

今までは整備をしておりました。これを、警察

庁が提供します運転者管理システムへ移行する

ことになっております。これは令和5年1月4日
から警察庁と岡山県が先行して移行をしており

まして、長崎県は令和7年1月からの予定になっ
ております。運転免許証とマイナンバーカード

の一体化等を行うために、警察庁の指示により、

全国都道府県警察で取り組んでいる事業でござ

います。

【ごう委員】わかりました。マイナンバーカー

ドと一体化するためのシステムの改修という理

解でよろしいんですね。これが令和7年1月から
と、2年後ということでわかりました。ありが
とうございます。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

【吉村委員】 何点かね。3ページ、一番上の会
計年度任用職員運営費、警察安全相談員、交番

相談員報酬等3億8,900万円。これ、全体の職員
給与の301億円からしたら、費用的に1％ぐらい
の割合ではあるんだけど、この任用職員の採用

というか、そこら辺の配置とかというところで、

安全相談員と交番相談員の動き、ここら辺は全

部任用職員である程度埋めていこうというふう

な職員運用の在り方になるのかどうかというと

ころをお知らせいただけるんですか。今後も含

めてね。

【川本警務課長】 会計年度任用職員について、

本年は160名を予定しております。内訳につき
ましては、交番相談員が73名、警察安全相談員
19名、主なものでスクールサポーター、カラー
ガード隊員等もろもろで160名としておりま
す。

交番相談員につきましては、県下の交番に全

て配置することにしております。安全相談員に

つきましては、各警察署の相談の窓口等におい

て、住民からの相談等に対応するようにしてお

ります。

【吉村委員】 交番相談員を全て配置というの

は、今年度初めて全てに埋まるというのではな

くて、何年度から交番相談員は全箇所配置にな

っているんですか。

【川本首席参事官兼警務課長】今年度ではなく

て、既に全交番に配置しております。ただ、何

年度かというのは、後ほどお知らせしたいと思

います。

【吉村委員】正職員もおるんだけど、これはほ

ぼ警察ＯＢの方ですか、中身は。そこら辺を具

体に教えてくれんですか。

【川本首席参事官兼警務課長】交番相談員につ

きましては、警察官のＯＢが全てとなっており

ます。

【吉村委員】そこら辺を全員正規職員ではなか
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なかカバーできないので、警察ＯＢの方に協力

いただいて任用職員になっていただいて、そこ

の足らざるを埋めていくという考え方で今後ず

っと確立されていくのかどうか、そこら辺の根

本的な考え方をお知らせいただけんですか。

【川本首席参事官兼警務課長】交番につきまし

ては、その規模に応じて適正な警察官を配置し

ております。ただ、警察官は署外活動がござい

ます。巡回連絡に行ったり、警らに行ったりと

かがございます。そういった時に、留守番では

ないですけれども、住民の皆様が駆け込んで来

た時に対応できるよう、交番相談員を配置して

対応しているところです。

【吉村委員】正規職員を、いわゆる定数をどん

どん増やしていくこともなかなか難しいところ

があるんだろうと思います。なので、そこの足

らざるをこういうところで補って、現場をきち

っと整備していくと、対応ができるようにして

いくということで、今後この任用職員の割合が

増えていく傾向にあると考えていいのか、今ぐ

らいで、これ以上はそう増えないというふうに

なるのか、そこら辺は今後の方向性としてどう

いうふうな考えを持っておられますか。

【川本首席参事官兼警務課長】定年制の延長が

来年度から始まります。これに向けて、短時間

任用職員も採用する方向で現在調整をしている

ところです。

そういった意味で、短時間も含めますと、人

員については、若干ずつではありますけれども

増加させていきたいと考えております。

【吉村委員】 そういうことだろうと思います。

定年の延長もこれありではあるけれども、一定

それが完了したら、その後はまた同じような状

況になるわけですから、ＯＢの方々も力がまだ

あると思うので、ここを積極的に活用していく

のは一つの道だろうと思うので、今後ともその

方向でやったがいいと思いますので、よろしく

お願いします。

次に、4ページの一番上の運転免許費として
高齢者講習委託料等9,600万円、これの中身は多
分、道交法が改正になって、75歳以上は免許更
新の時に実地試験を受けなければならないと義

務化されたことに関連があるのかなと思います

けど、どうですか。

【松尾運転免許管理課長】こちらの委託料の中

には、先ほど委員からご指摘がありました高齢

者講習等ということで、運転技能検査も含まれ

ております。

この状況につきまして令和4年中でお話しま
すと、5月13日から改正道路交通法が施行され
まして、12月31日までの延べで対象が915人お
りまして、636人が自動車学校等で受験をして
おります。563人が合格、73人が不合格という
ような状況になっております。

【吉村委員】その前を聞きよるとだけどさ。そ

んな、昨日の質問じゃないけど、あんまり気の

利いて早く言わんちゃよかとばい。

そういうことで、実地試験が行われるように

なって、対象者がこうで、今、合格者がこうで、

不合格者がこう出たと。

その実地試験をする場所、私たちもこの前、

大村の運転免許試験場で実地試験の体験をさせ

てもらった。これをクリアせんとだめなんです

よと、落ちたらどうするのと、そうしたら2回
目を受けんばいかんですと、2回目も落ちたら3
回目となって、1回1回費用がかかるので、これ
はあなた、年金生活者は大変じゃないのという

ような話をしたことを覚えている。

まず、今の答えの前に、そういう試験場とい

うのは、どういうところが試験場になり得るの



令和５年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月７日）

- 20 -

か。その時にちょっと耳にしたのは、どこかの

駐車場の屋上がそういう会場になっております

という話を聞いた記憶があるんだけど、どうい

うところが試験場になり得るのか、そこら辺を

教えていただけますか。

【松尾運転免許管理課長】 技能検査の実施場

所、試験場は、県下の指定自動車学校、届出の

教習所と運転免許試験場で行っております。

先ほど委員からございました駐車場の屋上の

話は、令和4年10月17日から、大村市内の民間
の会社が運営します駐車場の屋上で大村高齢者

講習センターというものが開設されまして、こ

こでも実施をしている状況でございます。

【吉村委員】大村高齢者講習センターのように

申し出をして、ある程度の施設が整備されてお

ればどこでもできるのかどうかということにつ

いてお知らせください。

【松尾運転免許管理課長】 この講習の実施に

は、その場所であったり、人であったり、そう

いった環境が整わないと許可ができないことに

なっております。現在、この検査をしていると

ころには、そういった検査ができるコースが用

意されていたり、指導員は運転技能検査の講習

を受けなければなりませんので、高齢者講習の

教養を受けなければなりませんので、こういっ

た資格を持っている方がいるかどうかで、でき

るかできないかということになります。

【吉村委員】だから、そういうのを県下に周知

したのか。こういう資格者がおって、こういう

条件、試験場の整備がされておれば許可できる

と。これは、警察の許可か、どこの許可でやる

のか。

【松尾運転免許管理課長】こちらは警察、公安

委員会で許可をしております。実施場所はコー

スがないとできませんので、自動車学校や教習

所等にこういったところを法改正の前から周知

をしまして、一定の検査ができるように準備を

してきたところでございます。

【吉村委員】 危惧するのは、そこ1か所できま
して、それは足らんけんよかとかもしれんけど、

「うちもしたかったのに」と後から出たら、そ

こら辺の公平性とか公正性とか、周知の徹底と

か、こういう条件をクリアすればできるんです

よというようなことがあって初めて、ここが1
か所応募したのかどうかというところが問題な

わけよね。だからそこら辺、これを長く言うと、

もう時間が来るので、今後、そういう高齢者の

講習が増えるだろうけん、場所が足らんのであ

れば、地域に1か所、どこか民間でもつくって
いくとか、計画的に配置を考えてやっていただ

きたいと思いますが、答弁ありますか。

【松尾運転免許管理課長】先ほど委員からお話

がありましたとおり、高齢運転者の数は今後ま

た増加するものと考えております。そういった

ところもございますので、今後も民間とかに働

きかけを行いながら、運転免許試験場でも直営

でやっておりますので、こういった枠の拡大を

図りながら、適切に運用がなされるように努め

ていきたいと考えております。

【吉村委員】 次にいきます。5ページの債務負
担、各種システムやネットワーク機器云々の令

和6年から令和15年と、これはちょっと長いな
と思うけど、債務負担26億円。これは、なんで
このように長期間、債務負担行為をせんといか

んのかなと思うんじゃけど、その理由について

お知らせください。

【沢田石会計課長】こちらの債務負担行為には

様々な機器の賃貸借等を計上しております。基

本的には5年前後でリースを組んでいるところ
が多いのですが、一部、長い期間使えるシステ
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ムがございまして、今回はヘリコプターテレビ

システムの設備で、ヘリコプターで上空から撮

影したものを警察本部に伝送する装置がござい

ます。こちらの機器は長期間使用に耐えるとい

うことで、10年間の債務負担行為を計画して計
上しております。

【吉村委員】今、ヘリコプターテレビシステム

と言ったけど、たいがいせいぜい5年というリ
ース期間が普通は考えられるところやけど、そ

のヘリコプターテレビシステムは、長期間に耐

え得る、途中で絶対に更新されないような機械

なのか。どうか。

【沢田石会計課長】絶対にということは、この

場で正直にそこまで確定はできないところはご

ざいますけれども、他県でも同様に導入してい

るものでございまして、機械としては使用に耐

えるということで計画を進めております。

【吉村委員】 使用に耐えるね。思ったのは、シ

ステムとかネットワークとかというと特殊性が

あって、まだ出てきておらんけど、政策等決定

過程等の中にも毎回出るんじゃけど、入札じゃ

なくてどうして随契なのかという時に、この技

術はこのメーカーだけしか持たないからという

話になるわけよね。それでも長期リースという

ことはないわけよ。

それなのに、これだけは令和6年から令和15
年やけん、何年か、8年、9年、そのくらいの長
期間を継続して契約を結んでおく必要性がある

のかなと、ちょっと疑問を感じたから聞いたん

じゃけど、やっぱりその必要性はあるわけね。

いかがですか。

【沢田石会計課長】本来であれば新しいシステ

ムに変更していったり、いろいろ取替えを考え

ていくべきところもあるかと思いますが、経済

性とか機械の耐久性、ヘリコプターに積み替え

たり、地上で受信する設備の取替え等、入替え

の手間や金額等を考えると一番経済的ではない

かという計算で進めているものでございます。

【吉村委員】課長のその言葉を信じておきまし

ょう。でも、年々こういうものは新しく機能が

どんどんどんどん変わって、新しい機能が出て

くるので、そこら辺は常に対応できるような体

制はつくっておってください。よろしくお願い

します。

最後にもう1点だけ被服費、さっき出ました
が、同じ5ページで下の方にリユース業務委託
3,800万円、これも債務負担なのよね。債務負担
を組んで契約する理由は何ですか。

【松尾装備施設課長】リユース業務の債務負担

行為でありますが、これは4月分と5月分だけ、
金額にしては30万円弱になります。ほとんどは
退職者の方の制服等を集めてリユースにするも

ので、年度を超えてする必要もございますので、

このような形にさせていただいております。

【吉村委員】 わかりました。そういうことね。

それともう一つ、さっきもちょっと出よった

けど、リユースをするのはいいことだと思うけ

ど、新しい制服を新任の警察官とか事務職員に

配るほかに、制服が古くなって着られなくなっ

たので交換をしますというあたりが考えられる

のかなと思うけど、そういう中でリユースをす

ることで、令和3年の実績で2,000点、2,100万
円の費用が少なくて済んだと効果をさっき言わ

れたんです。傷みが少ないものをエンブレムと

かを交換して使うんですと、その傷みが少ない

のが2,000点も出る背景をちょっとお知らせい
ただけんですか。

【松尾装備施設課長】制服につきましては、職

種に応じて、例えば地域警察官であるならば制

服をほぼ毎日着ます。内勤の刑事はスーツとか
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を着る場合が多いので、それぞれの職種によっ

て大分変わってくるんですけれども、それぞれ

の制服は貸与期間が決まっておりまして、例え

ば冬制服であるならば12か月とか、それを基準
としまして、県民の皆様に見苦しくないような

制服をきちんと確保するようにと私たちも推奨

しておりますので、それぞれの職員が、ちょっ

とこれは事件で少しほころびたなとか、血が付

いたなとかとなれば交換をお願いしているとこ

ろでございます。

2,000点という数がちょっと多いということ
ではございますけれども、それまではほとんど

廃棄処分しておりましたので、もったいないと

それぞれ職員の意識が変わってきて、これはま

だ使えるというのをどんどん本部に送ってきて

いる状況かと思っております。

【吉村委員】 2,000点が多いか少ないかと、多
過ぎると言ったわけでもないんだけど、使える

制服がそれだけあるということがどうなんやろ

うと、状況がわからんもんだから聞いたわけよ。

新しいのがいっぱいあるということは、例えば

早期退職した人がおるということもあるとかな

と思ったりして。

そういうことはあまりないと考えていいんで

すか。いかがですか。

【松尾装備施設課長】委員ご指摘のとおり、早

期退職した方もおられますので、そのような制

服の場合は新しいのが多い場合もあります。あ

とは、体型がちょっと変わった場合とか、職種

が変わった場合、例えば地域警察官で勤務して

いたけれども刑事になったとか、そういう場合

に制服の枚数を減らして、使えるものはリユー

スに回そうとか、そのような意識が向上してき

たと考えております。

【吉村委員】 リユースのところだけ見ると、

3,815万円かかるんじゃけど、2,100万円の削減
効果があるんですよと。その前の方を見ると、

被服費で1億6,839万円とあるわけ。だから、こ
れが2,100万円減額されていると考えていいの
かなと思うんだけど、どうですか。そのとおり

ですか。

【松尾装備施設課長】 そのとおりでございま

す。

【吉村委員】そういう効果があれば、こういう

取組は今後もどんどん進めてもらうのがいいで

すね、大事に扱って。

それから、捨てよったというけど、このごろ

リユースというと、制服としては使えんですよ

と言いながらも、結構頑丈にできた制服でしょ

うから、警察の制服は、それを素材と考えたら、

この頃よくバッグとか何とか、いろんなもので

できよるじゃないですか。そういうところに、

わからんようにして生地素材として出すという

のも。せっかくリユースというんだったら、そ

こら辺まで頑張ってやれば、欲しい人はいっぱ

いおるんじゃなかろうかなと、安く譲ってやる

ならね。それこそ、ただでもいいのかもしれん

けど、警察で使いよった制服の生地だと言うと

売れるかもしれんねとかと思ったり。おれが扱

おうかな、手数料取って。そういうのも進める

ように考えてみてください。お願いしておきま

す。以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

【山田委員】 3ページの職員公舎整備費で2億
8,434万7,000円上がっておりますが、この中身
を教えてください。

【沢田石会計課長】職員公舎整備費につきまし

ては、職員公舎の建設や改修などに要する経費

を計上しておりまして、この大半は対馬北警察
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署の職員公舎の建設にかかる工事費、工事監理

費が占めております。そのほか、職員寮の給水

設備改修工事費用などを計上しております。

【山田委員】対馬北警察署の職員公舎が相当古

くて、オール建替えを行ったという感じですか。

そこが主な予算で、残りは先ほどの感じのもの

をされたかと思うんですが。

私は以前からずっと気になっていたんです

が、全般的に警察公舎は、県の公舎に比べて非

常に古いというか、そういう状況でずっと長年

我慢をいただいていたように感じていたんです

が、現状として大分よくなってきたのか、リフ

ォームをしたりして生活の質といった状況は大

分改善されているのか、そのあたりを教えてい

ただけますか。

【松尾装備施設課長】 職員用公舎は県下154
棟、1,114戸、職員の寮が5棟、166室あります。
これらの中には老朽化して使えないものがあり

ますので、そのようなものは外しているんです

けれども、鉄筋コンクリート造りでまだ耐用年

数が見込まれるものについては順次補修をしま

して、環境というところにつきましても、例え

ば水回りだけのリフォームをするとか、そのよ

うにして順次進めておりますので、環境として

は徐々に上がってきていると思っております。

【山田委員】 耐用年数があると思うんですけ

ど、とても古いもので築何年なのか、教えても

らえますか。

【松尾装備施設課長】 公舎で一番古いものは、

昭和38年に建築した、築59年になります長崎地
区の若竹警察官待機宿舎です。

【山田委員】 築59年というと相当古いものだ
と思うんです。中の改修とかしていただいてい

るかと思うんですが、多分、県の公舎でそこま

で古いものはないかなと思います。できました

ら順次、時代に合わせて、ニーズに合わせて造

っていただく。

私は、できれば、県民の安全・安心を守って

いただいている方々に、ある程度快適な住まい

を確保していただきたいと強く思っていますの

で、予算をしっかり取って環境を整えていただ

きたいとご要望を申し上げたいと思います。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んでしょうか。

【田中委員】先ほどちょっと出ていた会計年度

任用職員、この制度について、全体像を教えて

もらえないかなと。

というのは、退職する職員の皆さんが再任用

になる、喜んで受けてもらえるような制度にな

っているのかなと。退職時に、期待して再任用

に自分は行くぞと、そういう喜んでもらえるよ

うな制度になりつつあるのか、なっているのか

なと。その全体像をちょっと教えてもらえませ

んか。

【川本首席参事官兼警務課長】退職者の再任用

の関係で、フルタイムで働く再任用職員につき

ましては、令和5年度、警察官が15人、一般職
員が3人の合計18人を任用予定としておりま
す。先ほど申し上げましたけれども、新たに再

任用短時間勤務職員の運用を開始して、警察官

12人、一般職員2人の合計14人を任用する予定
です。それから、先ほどご説明いたしました会

計年度職員160人分の予算をお願いしていると
ころです。

退職に当たりましては、退職者に対して希望

を取っております。それぞれ希望があり、フル

タイムで働きたいという方が多数おります。今

のところ、会計年度職員で働きたいという方が

若干多いような形になっています。

【田中委員】もう一つ、概略でいいんだけれど
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も、知りたいのは、やはり給与実態ですよ。現

役の時に対する給与実態がどのくらいのものに

なるのか、何パーセントぐらいになるのかとか。

それから、2つの制度があるような気がした
んですよ。本当に警察の能力を生かして再任用

でやられる制度と、これは会計年度だから1年
ということになっているけれども、1年じゃな
くて数年頑張ってもらおうという制度と、流れ

的に、定年後何年かは再任用で頑張ろうかとい

うような流れがあるような気が、今の答弁でち

ょっとしたんだけれども。

一つお願いしたいのは、長崎県は離島もある

わけですよ、離島もね。だから、この再任用職

員、長崎県方式みたいなね。長崎県はこういう

実態なので、こういう再任用の形をとりたいん

だというようなものを、できればつくってほし

いと。これは年金との関係で、国がある程度制

度としてやったけれども、長崎県はそれをうま

く利用すればいいわけでね。

離島があるのが一つの大きな問題だ。今、県

の職員の中で、本土の勤務と離島勤務の比率が

どうなのかまでは私も全て知らないけれども、

そんな感じがするので、どうでしょうか。全体

像の長崎県方式的なものをつくると。

というのは、調べてみると、歳入・歳出の関

係で、私は、もっと国からの金がきて、ひも付

きの金がいっぱいあるのかなと思ったら、あま

りない。県の一般財源でほとんど賄われている

わけだから、融通がきくわけ。そういう感覚が

するんですが、ちょっと見解を聞かせてもらえ

ませんか。

【川本首席参事官兼警務課長】まず、給与の関

係ですけれども、フルタイムの再任用職員につ

いては、ピーク時の7割程度のような形になっ
ております。

それと、離島への再任用者の配置についても

人事措置で考えてまいりたいと思います。その

うえで、一旦退職された方につきましては、例

えば離島出身の方もおられます。そういった方

を配置するなど弾力的に運用していきたいと考

えております。

【田中委員】弾力的にやってもらう。ありがた

い話だ。長崎県は離島があるんだというのは全

国的にはちょっと違う内容だから、そこら辺は

うまく利用できないだろうかと私はちょっと考

えたんだけれどもね。

要は、皆さん方が喜んでもらえるような再任

用制度をつくらないかん。これは、我々から言

うと警察の実態と教育委員会の実態と2つあ
る。しかし、教育委員会は再任用といっても子

どもたちがずっと減っていくからね。ちょっと

困っているようなところもある、子どもが減る

ものだからね。

警察はまたちょっと別で、定年後の能力をい

かに生かすかというのを一つ大きな柱で。もう

一つは、失礼だけれども、年金の関係でもう4
～5年は働かないと大変なんだと。60歳定年と
は早いですよ。60歳定年というのは、私は早い
と思う。私は、80歳近くになってもまだ特別公
務員をやろうと思っているから、議員をね。

そういう意味からは、能力を生かす方法を考

えること、ひとつ長崎県方式的なものをじっく

り考えて、県の財政あたりと話をしながら、一

般財源でやれるわけだから、という感じがしま

すので、検討方をよろしくお願いしておきたい

と思います。

【中島(浩)分科会長】 ここで、換気のため、し
ばらく休憩をとりたいと思います。再開を11時
15分といたします。
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― 午前１１時０２分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【中島(浩)分科会長】 それでは、分科会を再開
いたします。

【川本首席参事官兼警務課長】先ほど答弁させ

ていただきました交番相談員について、若干訂

正等させていただきます。

私、交番相談員全て警察官という答弁をいた

しましたけれども、一部警察職員も含まれると

いうことです。

それと、交番に73人の交番相談員を配置して
おりますけれども、全ての交番ではなくて70か
所の交番に配置をしているところです。

それと、交番相談員につきましては、平成6
年に初めて配置し、それから順次拡大を図って

いるところです。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んでしょうか。

【北村委員】 何点か、よろしくお願いします。

装備費についてでありますが、2億300万円ほど
の増額ということで、前年度が7億円、今年度
が9億円。事業概要、6ページを見ますとヘリコ
プターというのが大きいなという感想を持ちま

した。このヘリコプターの維持費、管理費、あ

とは警察車両維持費ですね、燃料の高騰とかも

あるのかなと思っておりますが、この2億円の
増額の内容について、主なものをご説明お願い

いたします。

【沢田石会計課長】装備費の増額の要因としま

しては、ヘリコプターの定期点検整備に要する

費用が昨年に比べ増加したことによります。

ヘリコプターは、安全基準に適合するように

毎年点検整備を行っておりますが、令和5年度
はエンジンのオーバーホールを行うということ

で、大変高額になるということで増額となって

おります。

【北村委員】我々も、現地でいろいろと見学を

させていただいて勉強になりました。しっかり

と安全運航ができるように、維持・管理に努め

ていただければと思います。

もう1点が歳入の方ですけれども、勉強不足
ですみません。これは3ページです。公舎敷地
財産貸付収入で、前年度が2億5,300万円、本年
度が2億2,000万円、3,000万円ほど減っていま
す。公舎貸付収入が1億9,000万円ほどあると、
かなり収入があるんだなという感想を持ってお

りますが、この減額の理由であるとか、貸付収

入、どういったところでものを貸して収入を得

ているのか、概略で結構ですので、ご教示お願

いします。

【沢田石会計課長】財産の貸付収入ですが、公

舎貸付収入というのは職員公舎の貸付けでして、

職員が入居する際に払う貸付料の関係が主に入

っております。

今回、職員公舎の貸付収入と、庁舎に自動販

売機を設置する場合の設置場所の貸付けの収入

を計上しておりますが、令和4年度の貸付実績
や契約額を踏まえて積算した結果、減額となっ

たものです。

【北村委員】家賃だということで、よくわかり

ました。

土地の貸付収入で2,300万円ほど入っており
ますが。

先ほどの質問で、3,000万円ほど収入が減って
いるんですけれども、それは公舎の数が減った

とか家賃収入が減ったとか、そういう考え方で

いいのか、まだほかに理由があるのかどうか、

減額の理由ですね。

それと、公舎敷地貸付等収入とありますが、
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これは多分、家賃にはならないのかなと思いま

すけれども、この内容についてご教示をお願い

します。

【沢田石会計課長】ここに記載の公舎敷地貸付

等収入が自動販売機の設置場所の貸付けが主に

なります。公舎貸付収入が職員公舎の職員から

の貸付料の収入になります。

減額の理由としましては、職員公舎の廃止に

よって入居者が減少した実績を踏まえて減額し

たものと、自動販売機の設置に当たっては入札

を行いますが、その際の契約金額が昨年に比べ

て減額になっておりますので、その実績を踏ま

えて減額したものです。

【北村委員】よくわかりました。自動販売機の

敷地貸付けで2,000万円以上あるというのはち
ょっと驚きましたけど、了解です。

最後に、Ｇ7保健大臣会合、一般質問でも質
問させていただきましたが、今般の予算にＧ7
サミット保健大臣会合警備対策事業費として

3,751万2,000円計上されております。これにつ
いて、説明ができるものがあればお願いいたし

ます。

【沢田石会計課長】 Ｇ7警備対策予算の内容と
しましては、令和4年11月補正予算で、債務負
担行為としてご承認をいただいたカメラの設置

経費やレンタカーの使用経費のほか、警備対策

資機材の購入費や警備計画書の印刷経費などを

計上しております。

【北村委員】ありがとうございました。警備上

の観点から答えられないという回答がくるのか

なと思っておりましたが、少し回答いただいて

感謝しております。約3,700万円で、印象として
は少し小ぶりなのかなという感想を受けたとこ

ろでありますが。

一般質問でも申し上げましたけれども、昨今

は本当にいろんなテロや事件、事故が発生をし

ておりますので、世界各国の要人が長崎に集結

をし、これから国際的な会合とか、そういった

ものを長崎に誘致する足掛かりの一歩となる会

合であろうかと存じますので、しっかりと安

心・安全な長崎のまちを実現していただきたい

と要望しておきます。以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はないでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第35号議案の
うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

議案を議題といたします。

警務部長より総括説明を求めます。

【橋本警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

条例議案3件であります。横長の総務委員会資
料、警察本部の3ページをお開きください。
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それでは、条例議案についてご説明いたしま

す。

第18号議案「警察職員の特殊勤務手当に関す
る条例の一部を改正する条例」。

本条例は、警護を取り巻く情勢の変化及び国

における特殊勤務手当の取扱いの状況を踏まえ、

身辺警護等作業手当の引上げを行うとともに、

遠隔地水上警戒作業手当の夜間作業に対する手

当額の加算を行うため、所要の改正をしようと

するものでございます。

次に、横長の総務委員会資料、警察本部の4
ページをお開きください。

第19号議案「長崎県警察関係手数料条例の一
部を改正する条例」。

本条例は、道路交通法の一部を改正する法律

の公布を受けて「地方公共団体の手数料の標準

に関する政令」に特定自動運行許可手数料等の

標準額が新設されること、令和4年5月に新設さ
れた「若年運転者講習」の実施に関し、6つの
自動車学校が指定講習機関として新たに追加さ

れたこと、また、令和2年度末に運用を終了し
ていたパーキング・メーター及びパーキング・

チケットについて、令和4年3月にその発給設備
の撤去が完了したことから、これらに合わせた

改正をしようとするものであります。

次に、横長の総務委員会資料、警察本部の5
ページをお開きください。

第20号議案「長崎県暴力団排除条例の一部を
改正する条例」。

本条例は、博物館法、少年院法及び少年鑑別

所法の改正に伴い、暴力団事務所の開設及び運

営の禁止区域の起点となる各保護対象施設の定

義をこれに合わせて改正しようとするものであ

ります。

続けて、議案外の報告事項についてご説明い

たします。横長の総務委員会資料、警察本部の

6ページをお開きください。
これは、公用車による交通事故のうち、和解

が成立いたしました3件の合計137万9,046円を
支払うため、1月25日付で専決処分をさせてい
ただいたものであり、これらの損害賠償金は全

額保険から支払われることになります。

公用車による交通事故を防止するため、全職

員に対する事故の発生状況の情報配信や事故の

発生傾向が高い所属に対する事故防止教養、各

所属における運転技術の向上訓練、運転シミュ

レーション機器を活用した体験型教養など、運

転者の資質向上や同乗者の安全意識向上のため

の取組を強化し、より実効ある事故防止対策に

取り組んでおります。

引き続き、交通事故をはじめとする損害賠償

事案を起こすことがないよう、指導を徹底して

まいります。

このほか、犯罪の一般概況について、人身安

全関連事案への取組状況について、ニセ電話詐

欺（特殊詐欺）被害防止対策について、暴力団

対策について、薬物対策について、少年非行の

概況について、生活経済事犯の取締り状況につ

いて、サイバー犯罪の取締り及び被害防止対策

状況について、交通事故の発生状況についてに

つきましては、縦長の総務委員会関係議案説明

資料記載のとおりであります。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第18号議案乃至第20号議案については、原案
のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【橋本警務部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料についてご説明いたし

ます。

1,000万円以上の契約状況につきまして、昨年
11月から本年1月までの実績は、資料に記載の
とおり31件となっております。
以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。

審査対象陳情番号は6番になります。
陳情について、何かご質問はございませんで

しょうか。

【北村委員】 陳情番号6番、大村市の商店街連
合会から提出をされている陳情であります。ス

ケートボードの利用に関することでありますが、

今定例会でも一般質問でスケートボード、非常

に話題になりました。

大村市にも、スケボーパークがオープンをい

たしまして、東京2020オリンピックでも、本当
に若い選手が活躍をして大変すばらしいなと考

えているところでありますし、新たなストリー

トカルチャーというんでしょうか、日本を元気

にしてくれる文化の一つではないかなと歓迎は

しているところでございますが、大変残念なが

ら、本当にごく一部のマナーやルールを守らな

い方々がいらっしゃるのも悲しい事実でありま

して、負の部分というようなことになりましょ

うか、いろいろとインターネット上で資料をあ

さってみると、何百件も苦情が寄せられていた

り、本当にこれは悲しいことでありますが、子

どもたちがスケボーで走行中にトラックにぶつ

かって死亡するという事例も散見をされている

ところでございます。

そういったマナー違反についての報道がよく

なされているところでございますが、そういっ

た方々について非常にお悩みの大村市本町アー

ケードの方がいらっしゃるということで、商店

街連合会としての要望であります。夜間に大き

な音をたてて走行する方がいらっしゃると。

今まで県警の大村署の皆様を中心にマナーア

ップ、警戒活動を行っていただいているところ

でございますが、県警のパトロール、取締りの

強化ということについてご要望が上がっており
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ます。これについて、対応状況なり今後の対策

なり、答弁をいただければと思います。よろし

くお願いします。

【宮下生活安全企画課長】本件の要望につきま

しては、若者らによる大村市商店街アーケード

におけるスケートボードの走行、あるいは若者

らの蝟集に伴う騒音、迷惑行為に関しまして付

近の住民の方が困られて、悩んでおられること

につきましては、私ども県警としても認識して

いるところでございます。

警察といたしましては、日ごろから行為者に

対する注意、指導に努めておりますが、今回の

要望を踏まえまして、引き続きパトロールを強

化するとともに、深夜であれば補導措置、解散

を命じる等の必要な措置を講じてまいりますし、

悪質な行為者に対しては、さらに指導、取締り

を徹底してまいります。

併せて、大村市や関係機関、団体とも連携し

まして、スケートボードの利用者を対象に、先

ほど委員がおっしゃったとおり、ルールを守ら

せるとか利用マナーの向上を呼びかけるほか、

中学・高校生も中にはおられますので、学校等

に対しても広報・啓発活動等に総合的に取り組

んでまいりたいと考えているところでございま

す。

【北村委員】 わかりました。ぜひ、住民の生活

を守るという面でも、しっかりと力を入れてい

ただきたいと思います。

このスケボーの利用というか、こういった関

係の苦情が大村市や本県でどれくらいきている

のか、数は答弁できますでしょうか。

【宮下生活安全企画課長】まず、大村警察署に

対する相談や110番、局線からの通報も含めて
の通報状況ということでお答えさせていただき

ます。

大村警察署に対する相談、通報合わせて、令

和4年中に59件を把握しております。この59件
の内訳は、通報が多くて110番通報が51件、相
談として受理した分が8件です。
このうち商店街・アーケードにおけるスケー

トボードに絡むものは、商店街であれば15件と
いう件数を把握しております。

【北村委員】 承知しました。

こういったことがなくなっていくのが、冒頭

に申し上げたストリートカルチャーというか、

そういった文化を振興することにもつながって

いくんだろうと思います。

先ほど、各関係機関と連携を取ってやってい

くんだというお話がありました。いわゆる会議

体、協議会などの設置をしていただきたいと思

いますが、そういったものの設置を考えている

のか、できるのであれば今年度中、もしくは早々

に取りかかっていただきたいと思いますが、そ

の点についてはいかがでしょうか。

【宮下生活安全企画課長】今説明したとおり通

報が多くなっております。それで警察も通常勤

務というか、通報があった場合、いろんな必要

な措置を講じておりますが、なかなか減るよう

な気配がないと、今後も増加の一途かなと考え

ているわけでございます。

やはり警察だけでこれを対処することは困難

ですので、大村市も窓口がありますので、これ

はまだ案ですけど、大村市また商店街の皆さん、

警察署と協議会等を開催して、総合的に取締り

を図っていくべきだろうと、総合的な取組で、

この迷惑行為を防いでいかなければならないの

ではなかろうかと考えているところでございま

す。

【北村委員】わかりました。協議会の開催を検

討中ということで、ぜひ早い時期に行っていた
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だければと思います。要望しておきます。

それともう1件、陳情の2番です。長崎県迷惑
行為等防止条例についてのお願いが記載されて

おります。アーケード、公道、そういった許可

場所を除く全てのエリアで、午後9時以降、騒
音防止のためにスケートボードの禁止などを追

加できないのかというようなお尋ねですが、こ

れについての見解をお願いします。

【宮下生活安全企画課長】 要望の2点目の長崎
県迷惑行為等防止条例の改正、これにつきまし

ては、改正となりますと長崎県内全域で一律に

スケートボードの走行を禁止、そしてその違反

者に対しては一定の刑罰を科すということにな

ることから、現時点では、改正に当たっては、

より慎重な判断が求められるだろうと、そのよ

うに考えているところでございます。

【北村委員】わかりました。この長崎県迷惑行

為等防止条例は全県下に適用されることもあっ

て、改正については、私としても、まだまだ時

間がかかりそうだなというか、なかなかハード

ルが高いなと考えているところでございます。

ただ、これは長崎県の条例でありまして、条

例というのは、21市町がございますが、独自に
設置をしているところもあるようであります。

特に本県の諫早市は、諫早駅自由通路条例の

中に、スケートボードその他のこれらに類する

行為をすることを禁じると明確に明文化する条

例も存在をいたします。

こういった条例の制定については、県警の所

管外で、自治体の判断ということになるんでし

ょうか、確認です。

【宮下生活安全企画課長】スケートボードに関

して、他の都道府県の条例を私どもで調査しま

したけど、県の条例を制定している県は見当た

りません。確認ができませんでした。

ただし、諫早市の例もありますけど、他県の

一部自治体では、市の条例として、公園や駅前

広場など公共施設を特定の場所を指定して、ス

ケートボードをはじめ、これら類似する行為を

条例として規制しているという状況でございま

す。市条例は、各自治体で定めていただくとこ

ろでございます。

【北村委員】わかりました。各自治体での判断

ということになるかと存じますが、本町アーケ

ードは、いわゆる県道でありますから、県警の

方にも相談かれこれあるかなと思いますけれど

も、ぜひ対応をよろしくお願いをいたします。

スケートボード、あくまでもごくごく一部の

ルール・マナーが守れない方が、全体をおとし

めるようなことにつながっていくかと思います。

活躍をするたくさんの選手が所属をしている日

本スケートボード協会では、ホームページで、

スケートボードのルール、マナーとして、「車

の通る道路や歩道でのスケートボードの利用は

禁止です、マナーを守ってやりましょう、近隣

の住民に迷惑になるような行為はしない」とい

うように呼びかけて、文化を向上させようと取

り組んでいただいているところでありますから、

こういったストリートカルチャーの振興につい

ては、県警もしっかりと、ルールとマナーを守

りながら県民の皆様に楽しんでいただけるよう

にご協力をいただければと存じます。以上でご

ざいます。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

【吉村委員】 今、聞きよって、ちょっと感じた

んじゃけど、自治体というけど、基礎自治体や

ね。長崎県だって自治体なんじゃけん、そこら

辺はきちっと整理しておかんばいかんよ、言葉

としてはね。
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それと、県道と聞いたけど、県道に基礎自治

体が条例で規制をかけることができるのかどう

か、まずそれを答えてください。基礎自治体が

条例で縛ろうとする時に、県道上にできるのか

どうか。管理者は県やろう。

【中島(浩)委員長】 暫時休憩します。

― 午前１１時４１分 休憩 ―

― 午前１１時４３分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
午前中の審査をこれにてとどめ、再開を午後

1時30分といたします。
しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４４分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【宮下生活安全企画課長】午前中に吉村委員か

らご質問がございました。回答させていただき

ます。

県道を市の条例で規制できるかというお尋ね

でございます。商店街、アーケード、つまり県

道を市の条例で規制できるかということでござ

いますけど、大村市の事務に管轄する地域であ

ればということで、地方公共団体の範疇でござ

いまして、条例により規制することは可能と認

識しております。

具体的に事例で申しますと、例えば市町のた

ばこ喫煙を規制する条例や屋外広告物条例等ご

ざいます。エリアで規制が可能ということで、

当然そうなれば県道、国道も含まれると認識し

ております。一律に県道であることで、市の条

例を適用できないことはないものと考えている

ところでございます。

【吉村委員】午前の質問の続きになりますけど、

そういう迷惑行為について県の迷惑防止条例が

あるけど、それを基礎自治体でつくってもらえ

ば、それでいいというふうに判断しているのか

どうかというところをお尋ねしたいと思います。

【宮下生活安全企画課長】 実際、諫早市も、諫

早駅前の専用通路、私ども確認はしておりませ

んけど、そこにおいてスケートボードというこ

とを明記して条例をつくられているところでご

ざいます。その辺のところは市町の判断であろ

うと思いますので、また市ともちょっと検討し

て、研究してまいりたいと考えております。

【吉村委員】市町に任せるのではなくて、ほか

にもいろんな事例の中で県下押しなべて同じ取

り扱いというか。

例えば今の大村市とか、ボートでもうかって、

いろんなサービス、行政サービスに基礎自治体

間で差が出てくるのはなるべく避けた方が。

そこに住む人たちは、全部同じ県民なのよね。

そしてその後、市民とか町民とかになるんじゃ

けど、基礎自治体の経済の状況とか、いろんな

考え方の違いによって、そこに住んでおる人は

こうしてもらいたいと思うけど、うちの基礎自

治体では、市町ではできない、隣の市はやりよ

ると、そういう違いを感じてしまわれるわけよ

ね。そうしたら、やっぱりそこには県が、各市

町と連携したり意見の交換をやって、どうやっ

たが一番いいのかということを考えてもらいた

いと思うわけよ。

だから、ひとえにそこの町だけで対応してく

ださいと言うのではなくて、そういう事例がよ

そにあるのかないのか、あったらそれをどうや

って対処していくのか、各自治体でやってくだ

さいとするのか、やっぱり県で網かけて、その

中に入れ込んでいきましょうかとか、そういう

ところの対応をやってもらいたいと思うんだけ
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ど、最終的にそこら辺の考え方を答弁いただけ

ますか。

【宮下生活安全企画課長】今回は大村市商店街

からの要望でございましたけど、先ほど言いま

したとおり、諫早、長崎方面からも結構、要望、

苦情、通報はございます。大村市の例ではない

んですけど、県下全域に差が出ないように取り

組んでいく方向が正しいところかなと思ってい

るところです。

この辺については、まず大村市と協議会を設

けたり、取締り強化などして、それから県下に

わたるようにちょっと研究に努めてまいりたい

と考えているところでございます。

【吉村委員】 大村の場合、県道です。佐世保の

四ヶ町アーケードは市道、長崎浜の町アーケー

ドも市道かな、県道かな。島原のアーケード街

も道路なのかな。そういうところがあちこちに

あるので、そこら辺はどういう形が一番いいの

かというところまで、思いを、意を酌んでやっ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はございません

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんでしょうか。

【川崎委員】まず、日本を震撼させています凶

悪な強盗殺人事件について、お尋ねいたします。

いわゆる「ルフィ」といわれる、あの一味の

事件に関係することですが、長崎は幸い、そう

いったことは起こっていないようでありますけ

れども、市中の皆様は、市民、県民の皆様は大

変恐怖に感じておられて、用事があってお話を

伺うに当たっても、なかなか玄関も出きらんと、

そのようなことが本当に蔓延していると。

コロナでコミュニケーションがなかなか図れ

ず、希薄な人間関係になってきつつある中に、

またこういったことが重なってくると、本当に

地域力がどんどん、どんどん損なわれていく、

そのような思いでいっぱいでありまして、ぜひ

こういったことは早く根を断ってほしい、そし

て正常に戻してほしいという思いでございます。

現在、根を断っているわけではありませんの

で、非常にまだ恐怖感があるのも事実でありま

すから、警察として、こういった皆様の思いに

立って、どのような治安維持の強化に努めてお

られるのか、お尋ねをいたします。

【宮下生活安全企画課長】委員ご指摘の全国広

域強盗事件については、新聞、テレビ等で日々

報道されておりますので、認識があると思いま

す。

この事件を受けまして、私どもも、県民の皆

様に注意喚起するということで、「もってこいネ

ットワーク通信」という電子メールの発信機能

がございまして、自治体とか関係機関、教育機

関、団体、事業者、大体760か所ぐらいあるん
ですけど、そこにメールを発信して、住宅対象

強盗の被害を未然に防止するための対策という

ことで注意喚起を行ったところでございます。

具体的に申しますと、在宅時においても施錠、
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戸締りを徹底してくださいと。訪問者があれば、

ドアを開ける前にドアスコープやインターフォ

ン越しに確認して、ドアチェーン越しにも注意

してくださいと。また、帰宅した際は背後に人

がいないかよく確認すること、あとは防犯性の

高い建物、物品、強化ガラスとか防犯フィルム

等もございます。あとは防犯カメラの設置等々、

細部にわたって注意を促したところです。とに

かく不審を感じた場合には、ためらうことなく

110番とか相談を寄せてくださいということで、
わかりやすく発信したところでございます。

これら強盗対策と言えば、また皆さんちょっ

と不安がられるところもありますけど、一応こ

のような形で注意喚起を行ったところでござい

ます。

【川崎委員】ぜひ強化をしていただきたいのと、

制服の警察官の姿をよく目にするよう、大変か

とは思いますけれども、パトロール強化をして

いただきたいと思っています。制服の力は非常

に強いものがあると思っておりますので。

先ほどメールの話がありましたけど、東京で

したかね、高齢者の方が羽交い絞めにされて殺

害されるというようなことがありましたが、私

は、そういった高齢者の皆様がメールをお使い

なのかどうなのかということもありますし、や

はり電子の、ＩＣＴの力は、ＳＮＳの力は借り

たいところではありますが、一方ではひょっと

したら行き届かない方が狙われているんじゃな

いかというところもありますので、そういった

ところもぜひ強化をしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、一般質問で前回やらせていただいた、

横断歩道で車両が止まらないので手のひらを見

せるという歩行者に対する運動もさることなが

ら、そもそも信号がない横断歩道は車が止まる

のが道交法のルールであります。その横断歩道

をより確実に運転者が認識するために、カラー

塗装をして目立たせることも一つの方法ではな

いかと、ぜひルールを決めて取り組んでいただ

きたいとご提案をさせていただきましたが、現

在、そのルールづくりについてはどうなのか、

お尋ねをいたします。

【永尾交通規制課長】横断歩道のカラー化につ

きましては、昨年末、県の道路管理部門と協議

を行って、申合せ事項ということで双方の了解

事項として、整備する一定の基準というものを

設けたところです。今、その基準を踏まえて、

個別に検討を進めていこうと考えているところ

です。

具体的には、その一定の基準という部分につ

きましては、先ほど委員からお話がありました

ように、信号機のない横断歩道を対象に、まず

は小・中学校の通学路、要は児童生徒の安全を

守る必要のある場所とか、駅や病院、公共施設

の周辺で高齢者の方や障害者の方々が多数横断

するような場所、それと過去に交通事故が発生

した場所で、実際にカラー化をすることによっ

て強く認識が持てて、その結果、事故が防げた

んじゃないかという可能性の問題ですけど、そ

ういった場所、これらを要件として設置の検討

をしていくということで申合せをしたところで

あります。

ただ、中には地元住民の方からのご要望あり

ます。そういった時には、今の条件のいずれか

に合致しなければつかないということではなく

て、その周辺の道路を見ながら、結果的には事

故防止の観点から、ここはどうだろうかという

ことで、ある程度柔軟な対応をしていきたいと

ころで話を進めてきた状況です。

【川崎委員】大分ルールづくりも進んでいるし、
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合致しないところについても柔軟に考えていく

ということでありました。交通安全、交通事故

を防止するための対応でありますので、ぜひ適

切に、必要なところについては施工を速やかに

お願いしたいと思います。

次に、県警の所有する様々な資産についてお

尋ねをいたします。当然使っているものについ

ては何も言うことはありませんが、例えば宿舎

でも老朽化のために使わない、あるいは解いて

空地のままである、つまり未利用地、こういっ

たところがあるんだろうと思っておりまして、

現在、未利用地はどのような状況か、お尋ねい

たします。

【松尾装備施設課長】未利用地につきましては、

県有財産の管理・取得・処分、未利用地の処理

に関する事項を協議いたします県有財産管理運

営本部会議というものがございます。ここで決

定しました県警が保有しております未利用地と

しては22か所ございます。庁舎、駐在所が5か
所、公舎跡地が17か所、これには旧長崎署跡地
は入っておりません。

【川崎委員】先ほど言われた、県有財産管理運

営本部会議において、この活用、あるいは処分

といったものが議論をされると思いますが、例

えば売却に供するところが、どこかに情報とし

てアップされているのか。

要は、早めに未利用地の方針を決めて、どう

するかというところを進めていただければと思

っております。そのあたりの進捗はいかがでし

ょうか。

【松尾装備施設課長】未利用地につきましては、

管財課が売却の手続とかはしております。公告

とかして一般競争入札に付したりしております。

その前提として、県警から県、市町、国に対

して、公共用として利用するかどうかという調

査をかけて、これらが一切なかったものを管財

課にお願いして入札等にかけていただいている

ところでございます。

ちなみに、令和4年は3件売却ができておりま
す。

【川崎委員】 先ほどおっしゃった22件につい
て、一覧で進捗などご報告いただきたいと思い

ます。委員長、お願いしたいと思いますけど、

よろしいでしょうか。

【松尾装備施設課長】一覧表がございますので、

後ほど資料としてご説明したいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【赤木副委員長】 1点だけお尋ねをしたいと思
います。先ほど、川崎委員からも凶悪な強盗殺

人事件の話がございました。「ルフィ」の話です。

そこで、特殊詐欺グループは「ルフィ」だけ

じゃなくて、いろんなグループがあるんだろう

と想像しておりますし、報道で見聞きした部分

で、狙われやすいリスト、今回の「ルフィ」の

場合は長崎が影響を受けたわけではないんです

けれども、全国各地でそういう強盗被害が起き

ている中で、狙われやすい高齢者であったり資

産をお持ちの方のリストが出回っているという

情報もございます。

そういった対象となる方が長崎にいらっしゃ

った情報を県警が得た場合に、どのような対応

を行っているのか、お尋ねいたします。

【宮下生活安全企画課長】広域強盗事件に関す

る報道で、いろんな名簿が出回っていると、そ

の名簿をもとに犯行に及んだ可能性があると推

測されております。

その名簿、リストについては、全国の捜査機

関、警察等が名簿を押収した場合は警察庁に集

約いたしまして、その住所地を管轄する警察署
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に名簿が送られてきます。当然、長崎県警にも

毎年数回送付されてきます。

この名簿の皆さん方に対しましては、コール

センターが開設している場合はコールセンター

に名簿を預けまして、センターのオペレーター

が1件1件電話をかけて注意喚起をする。そして、
専用の注意喚起のはがきがありますので、それ

を名簿の方に送付しまして、併せて注意喚起を

する。

私ども生活安全企画課も一緒のような作業を

やっております。電話をかけて、はがきを発送

する。併せて警察官をそこに派遣して、そこで

改めて二重三重の注意をしていただくというリ

ストに基づく対応をとっている状況でございま

す。

【赤木副委員長】こういった犯罪が少なくなる

ことがもちろん望ましいんですけど、先ほど川

崎委員も言ったように、市民・県民の皆さんは

不安に思っている、不安が高まっている状況も

ありますので、引き続き、市民・県民の皆さん

の目に見える形での注意喚起というものを行っ

ていただいて、未然に防止する取組をお願いし

たいと思っております。以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、警察本部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５０分 休憩 ―

― 午後 １時５０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
警察本部の審査は本日が最後になりますが、

この3月で退職される方が8名いらっしゃいま
すので、ご紹介させていただきます。

お名前をお呼びしますので、ご起立をお願い

いたします。

（退職者紹介）

以上の8名の皆様です。
皆様には、これまで県民の安全・安心のため

にご尽力をいただきましたことを、改めて感謝

を申し上げます。今後とも、皆様の知見を長崎

県民のために、そして県政のために力を貸して

いただければと存じます。本当にお疲れさまで

した。ありがとうございました。（拍手）

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

引き続き、出納局及び各種委員会事務局の審

査を行いますが、理事者入れ替えのために、し

ばらく休憩いたします。再開は2時といたしま
す。

― 午後 １時５２分 休憩 ―

― 午後 １時５９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 それでは、委員会を再開し
ます。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

まず、会計管理者より予算議案の説明を求め

ます。

【吉野会計管理者】出納局関係の議案について

ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の出納局・各種委員会事務局の2ページをお開
きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
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一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

まず、第1号議案「令和5年度長崎県一般会計
予算」のうち関係部分についてご説明をいたし

ます。

歳入予算総額は19億2,002万円で、主なもの
は証紙売払収入であります。

歳出予算総額は4億7,213万1,000円で、主な
ものは出納局職員の給与費及び会計事務の管理

運営に要する経費であります。

債務負担行為につきましては、事務用消耗品

の集中調達に係る経費、公金収納手段の整備の

ための機器整備等に係る経費、公金支出情報シ

ステム用機器の賃貸借に係る経費及び物品関係

システムの運営業務に係る経費であります。

次に、第35号議案「令和4年長崎県一般会計
補正予算（第14号）」のうち関係部分について
ご説明いたします。

歳入予算の主なものは、手数料徴収のための

証紙売払収入の減によるものであります。

歳出予算の主なものは、会計事務の管理運営

に要する経費の執行見込額の減によるものであ

ります。

債務負担行為につきましては、公金収納手段

の整備に係る経費のうち決済手数料等を計上し

ております。

最後に、令和4年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和4年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、令和4年度予算の補
正を専決処分により措置させていただきたいと

存じますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、監査事務局長より
予算議案の説明を求めます。

【上田監査事務局長】監査事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。

同じく議案説明資料の5ページをお開きくだ
さい。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

まず、第1号議案「令和5年度長崎県一般会計
予算」のうち関係部分についてご説明いたしま

す。

歳出予算総額は1億6,797万8,000円で、その
主なものは、監査委員や事務局職員の人件費並

びに事務局運営に要する経費であります。

次に、第35号議案「令和4年度長崎県一般会
計補正予算（第14号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。

歳出予算の減額補正の主なものは、事務局運

営に要する経費の執行見込額の減によるもので

あります。

最後に、令和4年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和4年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、令和4年度予算の補
正を専決処分により措置させていただきたいと

存じますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を
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終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、人事委員会事務局
長より予算議案の説明を求めます。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案についてご説明をいたします。

同じ資料の7ページでございます。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

まず、令和5年度当初予算の歳入予算総額は
184万8,000円であります。その主なものにつき
ましては、警察官採用共同試験受託に伴う収入

であります。

歳出予算総額は1億4,676万2,000円でありま
す。その主なものにつきましては、職員給与費

及び事務局運営に要する経費であります。

債務負担行為につきましては、試験関係シス

テムの運営業務に係る経費であります。

次に、令和4年度の補正予算（第14号）につ
いてご説明をいたします。

歳出予算につきましては、その主なものは職

員給与費の過不足調整及び事務局運営に要する

経費の執行見込額の減によるものであります。

最後に、令和4年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和4年度の予算につきましては、今後、年
間執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要

が生じるため、3月末をもって、令和4年度予算
の補正を専決処分により措置させていただきた

いと存じますので、ご了承を賜りますようお願

いいたします。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、労働委員会事務局
長より予算議案の説明を求めます。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案についてご説明をいたします。

同じ資料の9ページでございます。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

はじめに、令和5年度当初予算についてご説
明いたします。

歳出予算総額は8,038万6,000円であります。
その主なものは、委員会業務の活動に要する経

費、職員給与費及び事務局運営に要する経費で

あります。

次に、令和4年度の補正予算（第14号）につ
いてご説明いたします。

歳出予算につきましては、その主なものは委

員会及び事務局の運営に要する経費の執行見込

額の減や、職員給与費の過不足調整に要する経

費であります。

最後に、令和4年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和4年度の予算につきましては、今後、年
間執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要

が生じるため、3月末をもって、令和4年度予算
の補正を専決処分により措置させていただきた

いと存じますので、ご了承を賜りますようお願

いいたします。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の
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説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、議会事務局長より
予算議案の説明を求めます。

【黒﨑議会事務局長】議会事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。

同じ資料の11ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

まず、第1号議案、令和5年度当初予算につい
てご説明いたします。

歳出予算総額は12億8,483万1,000円であり
ます。その主なものにつきましては、議員報酬

及び議会運営に要する経費であります。

債務負担行為につきましては、県議会テレビ

広報番組の制作及び放映委託に係る経費などを

計上いたしております。

次に、第35号議案、令和4年度補正予算（第
14号）について説明いたします。
歳出予算で、その主なものにつきましては、

議員の費用弁償に要する経費及び議会運営に要

する経費の執行見込額の減によるものでありま

す。

その他の内容につきましては、それぞれ記載

のとおりであります。

最後に、令和4年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。

令和4年度の予算については、今後、年間執
行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生

じるため、3月末をもって、令和4年度予算の補
正を専決処分により措置させていただきたいと

存じますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第35号議案の
うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

出納局及び各種委員会事務局においては、委

員会付託議案及び陳情がないことから、関係局

長より所管事項についての説明を受けた後、議

案外の所管事務に対する質問を行うことといた

します。

まず、人事委員会事務局長より所管事項の説
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明を求めます。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご報告いたします。

議案説明資料の2ページでございます。
令和4年度県職員採用試験についてでありま

す。

警察官Ⅰ類（男性・女性）［第2回］及び警
察官Ⅲ類（男性・女性）の採用試験を実施し、

最終合格者を発表いたしました。受験者数、合

格者数及び競争倍率につきましては、それぞれ

記載のとおりであります。

大学卒業程度採用試験のうち「農業」、「農

業土木」、「土木」、「建築」の4職種につい
て、追加募集に係る試験を実施し、最終合格者

を発表いたしました。受験者数、合格者数及び

競争倍率につきましては、それぞれ記載のとお

りであります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、労働委員会事務局長
より所管事項の説明を求めます。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

同じ資料の3ページでございます。
調整事件について。

これは、労働組合と使用者との間で生じた紛

争に関する事件でありますが、令和4年4月1日
以降、現在までに取り扱いました調整事件は2
件であり、いずれも解決により終結いたしてお

ります。

審査事件について。

これは不当労働行為に関する事件であります

が、令和4年4月1日以降、現在までに取り扱い
ました不当労働行為事件は2件であり、いずれ
も現在審査中であります。

個別的労使紛争について。

これは、労働者個人と使用者との間で生じた

紛争に関する事件でありますが、令和4年4月1
日以降、現在までに取り扱いました個別的労使

紛争に係るあっせん事件は5件であり、3件は解
決、1件は打切りにより終結、1件は現在調整中
であります。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった政策等
決定過程の透明性等の確保などに関する資料に

ついて、説明を求めます。

【岩村会計課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について、

ご説明申し上げます。

資料の2ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約について、令和4年11月
から令和5年1月までの実績は、記載のとおり5
件となっております。

また、入札結果につきましては、3ページか
ら7ページに記載のとおりでございます。
以上でございます。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました。
次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【山田委員】人事委員会事務局にお尋ねをした

いと思います。

令和4年度の県職員採用試験についてです。
警察官Ⅰ類で男性、女性の募集があっているよ

うでありますが、この詳細を教えていただけま

すでしょうか。

【田中職員課長】警察官Ⅰ類、それからⅢ類の

試験を行っております。

まず、警察官Ⅰ類男性Ａにつきましては、採

用予定数合計で31名のところ、申込者数216名、
受験者数143名、最終合格者46名、競争倍率3.1
倍となっております。

また、警察官Ⅰ類女性Ａ、大卒の試験となり

ますが、こちらが採用予定数合計12名のところ、
申込者数74名、受験者数39名、最終合格者12
名、競争倍率3.3倍となっております。
また、高校卒業者を対象としますⅢ類の試験

ですが、まず男性が採用予定者34名、申込者数
254名、受験者数156名、最終合格者63名、競争
倍率2.5倍となっております。
また、警察官Ⅲ類女性につきましては、採用

予定数14名、申込者数101名、受験者数57名、
最終合格者26名、競争倍率が2.2倍という結果
となっております。

【山田委員】それぞれ教えていただきましたが、

そもそも論として、勉強不足で大変恐縮ですが、

男性と女性と別々に募集をしている理由、同じ

試験だけれども職種が違うのか、どういった意

味で分けるのか。今時、男女別募集はハローワ

ークでもできない状況かと思うんですが、どう

して分けているのかを説明していただけないで

すか。

【田中職員課長】警察官の採用試験につきまし

ては、まず体力試験があるということで、その

点から男性、女性と別々の募集としております。

特に女性の警察官は、例えば性暴力被害とか犯

罪被害者支援など女性特有の能力を生かす分野

がございます。女性の警察官を確実に確保して

いくためにも、男性、女性と分けた募集として

おります。

【山田委員】体力試験を同じにしてしまうと落

ちてしまう可能性があるので、女性の特性を生

かした警察官としての職務があるので分けてい

るということですね。わかりました。

警察官のなり手不足の話があるんですが、ま

あまあ高い倍率だったかと思うんですが、誰で

もかれでも、適性がない方とか試験のレベルに

達していない方を合格させるわけにはいかない

と思いますが、これぐらいが適正な感じなのか。

人手不足の中ではあるけど、ラインが決まって

いて、毎年大体このような倍率ですか。

【田中職員課長】警察官の人材の確保につきま

しても、年々応募者の減少が、特にこの数年続

いております。そのため警察官につきましても

新たなＢ試験ということで、これまで実施して

おりました教養試験をＳＰＩ試験に変更いたし

まして、さらに意欲や能力、これまでの経験を

問う記述試験を一次試験に導入するなどして、

多様な人材の確保に努めているところでござい

ます。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、出納局及び各種委員会事務局関係の審査

結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１９分 休憩 ―

― 午後 ２時１９分 再開 ―
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【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
本年度の出納局、各種委員会事務局の審査は

本日で最後になります。

この3月で退職される方が4名いらっしゃい
ますので、ご紹介させていただきます。お名前

をお呼びしますので、ご起立をお願いしたいと

思います。

（各退職者紹介）

皆様には、長年にわたり県勢発展のためにご

尽力をいただきまして、本当にありがとうござ

いました。（拍手）

今後とも県民のために、その知見を生かして

いただければと存じますし、後進の指導に当た

っていただければと存じます。

長い間、本当にお疲れさまでした。ありがと

うございました。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。

本日の審査はこれにとどめ、明日は午前10時
から委員会を再開し、企画部関係の審査を行い

ます。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時２１分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年３月８日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時 ５分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 坂本 智徳 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 吉村 洋 君

〃 中村 一三 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 浦  真樹 君

企画部政策監
（ＩＲ推進担当）

吉田 慎一 君

企画部政策監
(デジタル戦略担当)

三上 建治 君

政策調整課長 黒島 孝子 君

政策企画課長 浦  亮治 君

ＩＲ推進課長 小宮 健志 君

デジタル戦略課長 小川 昭博 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、企画部関係の審査を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

企画部長より、予算議案の説明を求めます。

【浦企画部長】 おはようございます。

企画部関係の議案についてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

企画部の方をご覧願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

初めに、第1号議案「令和5年度長崎県一般会
計予算」のうち、企画部関係についてご説明い

たします。

予算額は、歳入予算で28億5,594万9,000円、
歳出予算で10億4,763万5,000円を計上いたし
ております

この歳出予算の主な内容は、特定複合観光施

設（ＩＲ）の開業を見据え、ギャンブル等依存

症対策や交通インフラ整備のほか、国際的な

ＭＩＣＥビジネスを後押しする誘致支援組織の

構築等、ＩＲ実現に必要な環境整備を推進する

ために要する経費や、Society5.0の実現に向け、
メタバース空間による新たなコミュニケーショ

ン手段の構築、データ連携基盤の機能拡充並び

にデータの充実等を図るための経費のほか、ド

ローンの社会実装へ向け、県内外の企業が有す

る先端技術等の普及並びに企業間マッチング等
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を行う産業展示会を開催するための経費等を計

上いたしております。

債務負担行為については、データ連携基盤運

営業務委託の令和6年度から令和7年度までに
要する経費を計上いたしております。

次に、第35号議案「令和4年度長崎県一般会
計補正予算（第14号）」のうち、企画部関係に
ついてご説明いたします。

今回の補正予算は、歳入予算で16億9,516万
2,000円の減、歳出予算で5,525万5,000円の減
を計上いたしております。

この歳出予算の主な内容については、政策調

整事業費及び部内各課の運営に要する経費の執

行見込み額の減等による委託料及び旅費等の減

を計上いたしております。

最後に、令和4年度の予算につきましては、
今議会に補正をお願いいたしておりますが、今

後、年間執行額の確定に伴い、調整・整理を行

う必要が生じてまいりますので、3月末をもっ
て令和4年度予算の補正について専決処分によ
り措置させていただきたいと存じますので、ご

了承を賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)分科会長】 次に、政策調整課長より
補足説明を求めます。

【黒島政策調整課長】 令和5年度当初予算の概
要について、ご説明いたします。

資料の3ページをお開きください。
企画部各課の令和5年度当初予算額及び内容

につきましては、資料記載のとおりでございま

す。このうち政策調整課の主要事業について、

ご説明いたします。

資料の4ページをご覧ください。
企業版ふるさと納税対策費について、ご説明

申し上げます。

この事業は、地方創生の推進に民間の活力を

活用する「企業版ふるさと納税」について、効

果的・効率的なアピール展開を推進し、企業か

らの寄附につなげることを目的に、継続して行

っている事業です。

当初予算としましては、企業等に対する制度

周知やプロジェクトへの支援依頼のための文書

送付、企業訪問等に係る旅費などの事務費とし

て、299万8,000円を計上しております。
令和5年度も、さらなる寄附額向上に向け、

引き続き、アピールに取り組んでまいります。

政策調整課の概要説明は、以上でございます。

【中島(浩)分科会長】 次に、政策企画課長より
補足説明を求めます。

【浦政策企画課長】 私の方から、5ページにな
ります。調査計画費のうち長崎県総合計画推進

事業費について、ご説明いたします。

令和5年度当初予算額は、738万2,000円でご
ざいまして、前年度と比べますと約500万円の
増となっております。

これは、事業内容の（1）に記載しておりま
すけれども、令和5年度における新たな取組と
して、「新しい長崎県づくり」のビジョン策定

及び長崎県総合計画の一部見直しに要する経費

512万4,000円を計上したことによるものでご
ざいます。

内訳としましては、以下、記載のとおりでご

ざいますが、まず、謝金、旅費などの有識者懇

話会の開催経費3回分であります。
また、ビジョン冊子デザイン作成であります

とか、点訳・音訳版の作成等の委託として282
万円、また、冊子印刷代などのその他事務費と
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して121万6,000円を計上しているところでご
ざいます。

また、それ以下の（2）（3）は、今年度から
継続した取組でございます。

一番下に書いていますが、その他特記事項等

の欄ですが、令和5年9月定例会に、今申し上げ
た総合計画の一部見直しに係る議案については、

上程予定ということで考えているところでござ

います。

私の方からの説明は以上でございます。

【中島(浩)分科会長】 次に、ＩＲ推進課長より
補足説明を求めます。

【小宮ＩＲ推進課長】おはようございます。引

き続き、資料の6ページをお願いいたします。
ＩＲ推進課の令和5年度当初予算の概要につ

いて、ご説明いたします。

当初予算計上額は、4億2,769万1,000円でご
ざいます。

この事業は、事業内容に記載のとおり、（1）
から（4）、大きく4つの柱で構成をいたしてお
ります。

まず、ＩＲ事業の開業を見据えまして、モニ

タリング業務の実施、そして交通インフラの整

備、国際的なＭＩＣＥビジネスを後押しする誘

致支援組織の構築、最後にＩＲを実現するため

の環境整備といたしまして、主にギャンブル等

依存症対策の推進に要する経費、県民向け・経

済界向けの広報活動、県民セミナー等の経費等

を計上いたしております。

ＩＲ推進課の概要説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 次に、デジタル戦略課長
より補足説明を求めます。

【小川デジタル戦略課長】引き続きましてデジ

タル戦略課の令和5年度当初予算の概要につき

まして、ご説明をさせていただきます。

資料の7ページをご覧ください。
まず一つ目、ながさきSociety5.0推進費につ

いてのご説明でございます。

本事業につきましては、本県における

Society5.0の実現に向けまして、メタバース空
間構築によるコミュニケーションの円滑化や各

分野における活用促進、民間人材の登用、さら

にはデータ連携基盤の機能拡充及びデータの充

実を図っていくこととしております。

令和5年度の当初予算としましては、7,047万
6,000円で、主に4項目から構成をしております。
メタバース空間の活用につきましては、来年

度、新たな取組としまして、距離や時間、活動

範囲などに制約されないインターネット上の仮

想空間にありますメタバースをコミュニケーシ

ョンの場として活用するとともに、多様な分野

における活用についても、検討を進めることと

しております。

データ連携基盤運営拡張につきましては、今

年度から本格運用を開始しておりますデータ連

携基盤につきまして、さらなる機能拡充ですと

か、データの充実を図りまして、データ利活用

による地域課題解決につなげてまいりたいと考

えているところでございます。

民間専門人材の活用並びにアドバイザーによ

るＩＣＴ人材育成につきましては、民間の専門

人材をデジタル戦略補佐監やデジタルコーディ

ネーター、さらには県情報戦略アドバイザーと

して登用しまして、本県におけるデジタル化や

ＤＸ推進を加速してまいりたいと考えていると

ころでございます。

引き続きまして資料の8ページをご覧くださ
い。

デジタルＤＥＪＩ-ＭＡ推進費につきまして、
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ご説明を申し上げます。

本事業につきましては、ドローンの社会実装

促進や県内外の企業が有する先端技術等の普及

並びに企業間マッチング等による産業振興や、

地域活性化を目的としたイベントを開催するも

のでございます。

令和5年度の当初予算としましては、2,275万
5,000円を計上いたしております。
ながさきデジタルＤＥＪＩ-ＭＡ産業メッセ

2023（仮称）及び第2回ドローンサミット、こ
の2つのイベントを、本年9月に同時開催する予
定としております。

ながさきデジタルＤＥＪＩ-ＭＡ産業メッセ
2023では、県内外の企業が有するデジタル技術
の展示や商談会・マッチングをはじめ、最先端

技術に関するシンポジウムなどを予定しており

ます。

また、第2回ドローンサミットにつきまして
は、国との共催によりまして、全国の優れたド

ローン技術の紹介や展示等を行い、ドローンを

はじめとした次世代空モビリティに係る意識醸

成や、具体的な社会実装の動きにつなげていき

たいと考えております。

デジタル戦略課の概要説明につきましては以

上でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった「政策
等決定過程の透明性等の確保などに関する資料

（政策的新規事業）」について説明を求めます。

【黒島政策調整課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本分科会に提出して

おります政策的新規事業の計上状況について、

ご説明いたします。

資料は、表紙に「企画部・地域振興部」と記

載のあるものでございます。

2ページをお開きください。
この資料は、決議第5の3に基づきまして、政
策的新規事業に係る令和5年度当初予算要求の
内容について、査定結果を提出するもので、企

画部の事業につきましては、デジタルＤＥＪＩ-
ＭＡ推進費の1事業を記載しております。
各事業の計上額につきまして、予算編成過程

において、事業内容等を精査した上で、予算案

として計上した額を記載しております。

以上でございます。よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんか。

【ごう委員】ＩＲのことについて、お尋ねした

いと思います。

補足説明資料の6ページでございますが、
ＩＲにつきましては、現在、国の方で審査中で

ございますよね。私の方にも福岡の経済界の

方々からとか、また、東京のＭＩＣＥ関係者の

方々などから、「認定がいつになるのか」など

いろいろと問い合わせがあったりとか、「早く

決まるといいね」とかという応援の声なども届

いているところでございます。本当に一日も早

く決定してほしいところでございます。そんな

中で今年度、令和5年度の予算として計上され
ておりますので、このことについて、お尋ねし

たいと思います。

予算が約4億2,700万円でございますが、この
内訳について、先ほど説明もございましたが、

少し具体的にお聞かせいただければと思います。

まず、モニタリング業務に9,899万8,000円と
いうことで、この内容として事業評価委員会と
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法務アドバイザリー等の経費が上がっているよ

うでございますが、5年後の開業に向けて、こ
れから何を、どのように評価をしていくのかと

いうことをまずお聞かせください。

【小宮ＩＲ推進課長】 資料6ページ、ＩＲの4
億2,769万1,000円の内訳として（1）に記載し
ておりますモニタリングに要する経費9,899万
8,000円、このうち①に記載しております事業評
価委員会の運営費につきましては、区域認定を

いただいた後、国土交通大臣から毎年の事業計

画の提出が求められます。

これは県とＩＲ事業者が提出いたしました区

域整備計画が認定をされた後、この内容につい

て、毎年進捗状況を報告する必要がございます。

そのため県の外部の有識者の委員から成る、Ｉ

Ｒ事業評価委員会（仮称）を設置いたしまして、

事業者から提出されたそれぞれの報告の審査を

お願いするということ、それに要する経費が謝

金または旅費として①の566万3,000円を計上
いたしております。

次に、②法務アドバイザリー及びモニタリン

グ実施支援経費といたしまして、現在も、監査

法人等に業務委託をいたしておりますが、モニ

タリング実施支援経費4,658万5,000円を計上
いたしております。このほか、法務アドバイザ

リーということで弁護士事務所への業務委託が

4,675万円、この②の合計が9,333万5,000円に
なります。

この内容といたしましては、区域認定をいた

だいた後、県とＩＲ事業者で区域整備計画の実

施に基づく協定を締結いたします。その協定締

結に際しまして、ＩＲ事業者等と様々なリスク

の検討や、それぞれの権利の確認を行うための

業務実施支援ということで予算を計上いたして

おります。

【ごう委員】具体的にご説明いただきましてあ

りがとうございます。毎年の進捗状況などを、

しっかりと提示していくということでございま

した。

それで、もう一つ、3番目のＭＩＣＥ誘致支
援組織のことですね。

この事業にも、予算が上がっているんですけ

ど、このＭＩＣＥ誘致支援組織約7,400万円です
が、この支援組織というものがどのような組織

で、どのようなことをしていくのかということ

を具体的にお聞かせください。

【小宮ＩＲ推進課長】 （3）のＭＩＣＥ誘致支
援組織構築事業につきましては、ＩＲ区域内の

中核施設として大規模な国際会議場や展示場が

整備をされます。

これは、我が国を代表するようなスケールと

クオリティーを要するもので、一義的には施設

を設置いたしますＩＲ事業者で国際会議、また

は様々なイベント、展示を誘致してくるという

ことでございます。一方、今回5月に開催され
ますＧ7等の国際的な会議、または政府系の会
議、それから、これまで県内、または九州、国

内で開催実績がない新たな会議、イベント等の

誘致や、ＩＲ事業者と一体となって誘致した国

際会議、または様々な展示、イベントで、長崎、

佐世保を訪問されたお客様を県内、または九州

へ広く周遊させるという意味を込めまして、官

民一体となった誘致の支援組織を区域認定後に

設置したいと考えております。

この間、事務局の専門スタッフについては、

区域認定後、数名から採用を行っていきたいと

思っております。

令和9年の開業を現在目指しており、開業ま
で5年程度ありますけれども、東京、大阪、福
岡等他の大規模なＤＭＯの事業内容や組織、人
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員等も含めて、今後、どの程度の規模感になる

のかということは精査してまいりたいと考えて

おります。

【ごう委員】ありがとうございます。今までに

なかったようなものを長崎に呼び込むために、

事業者と一体となって誘致活動を行っていくと

いう大変重要な組織だなということが理解でき

ました。

この組織の中に、例えば制約はないわけです

ね。長崎の人だけで構成とかではなく、本当に、

全国幅広いところから来ていただいて検討して

いくことになるということですか。

【小宮ＩＲ推進課長】ごう委員ご指摘のとおり、

ＭＩＣＥ誘致支援組織は、我が国を代表する機

能、または人材を要する必要があると私は認識

しておりますので、県内はもとより、全国から、

また世界から、そういったＭＩＣＥの誘致にた

けた優秀な人材の募集をかけたいと思います。

【ごう委員】ありがとうございます。本当にこ

れまでになかったものをつくっていくためには、

いろんな方々がやっぱり関わっていただくこと

が必要ですので、その人選などについては、し

っかりと取り組んでいただきたいと思っており

ます。

それから、こういった、例えば今までもいろ

んな有識者会議とか、いろんな組織を使って検

討していって、いろんな物事が動いていくと思

うんですけれども、私、組織というものが、人

というのがすごく重要だなと思っております。

政策監、ＭＩＣＥの誘致の支援組織には、本

当に実績とかそういったものがある方、人とい

うものが重要になってくると思いますが、現在、

どのような人材をお考えなのかということをお

聞かせください。

【吉田企画部政策監】先ほどから、課長が説明

申し上げていますとおり、国際競争力の高い魅

力ある滞在型観光のためのＩＲでございますの

で、国際会議、また、例えば東京モーターショ

ーのような大規模な展示会、そういったものの

企画運営の実績や能力を兼ね備えた人物であっ

て、さらに、海外からも九州・長崎ＩＲに引っ

張ってこないといけませんので、国際的なプロ

モーション活動にも長けた、そして、九州・長

崎ＩＲを必ずや成功させるという気概のある人

物、そういう方を広く公募により人選をしたい

と思っております。

【ごう委員】ありがとうございます。今おっし

ゃられた、ぜひとも、この長崎ＩＲを成功させ

たいという思いの強い方とか、本当に経験値の

高い方々が、この長崎ＩＲには必要だと思いま

すので、公募によっての選定ということでござ

いますが、長崎ＩＲが、これだけの方を求めて

いるんだということをまず広く知っていただい

て、優秀な方々に、この組織を作っていただけ

るかと思っております。

以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【田中委員】引き続き、今のＩＲについてお聞

きをします。

まず最初に、予算がデジタル田園都市国家構

想交付金が使われているんだけども、これはう

まくやったなという感じだけども、どういうい

きさつですか。

【小宮ＩＲ推進課長】こちらは、従来から地方

創生推進交付金を一部財源として、このＩＲ事

業を展開しておりましたが、今回、地方創生推

進交付金がデジタル田園都市国家構想交付金に

代わったということで認識をいたしております。

【田中委員】次に、ＩＲ事業評価委員会（仮称）
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なるものを初めて私は認識したんだけども、こ

の概要というか、メンバーとか聞かせてくださ

い。

【小宮ＩＲ推進課長】モニタリングを実施いた

しますＩＲ事業評価委員会（仮称）でございま

すけれども、現在、国へ提出いたしました区域

整備計画の主要な項目について、有識者の委員

を選定してご就任いただこうかという構想でご

ざいますけども、具体的な委員等については、

今後、区域認定後に人選を予定いたしておりま

す。

モニタリングの実施といたしましては、前年

度事業の取組の報告と次年度の計画の報告と、

年2回、国への報告がございますので、そのス
ケジュール感を踏まえて開催したいという計画

でございます。

【田中委員】まだ詳細はという話だから、それ

はわかるけれども、もちろん企業がこの評価委

員会に入るわけないので、県が主導したメンバ

ーだと思うけども、ＩＲを認定した委員会があ

ったよね。あの委員会との絡みが若干あるのか

どうか聞かせてください。

【小宮ＩＲ推進課長】田中委員がご指摘された

のは、事業者を選定する審査委員会かと思いま

すけども、審査委員会と、このＩＲ事業モニタ

リングを実施する審査委員会とは別でございま

す。事業者を選定する際の審査委員会と今回の

評価委員会とは別のものという認識でございま

す。

【田中委員】 次に、2番の交通対策及び周辺イ
ンフラ対策が私は一番関心があるんだけど、ハ

ウステンボス駐車場の復旧整備事業、これはど

ういう内容ですか。

【小宮ＩＲ推進課長】現在、ハウステンボスの

入口前面に県道のハウステンボス線が通ってお

ります。このハウステンボス線が片側1車線で
ございますので、交通渋滞対策等も踏まえまし

て片側2車線に拡幅の予定としております。
この際、ハウステンボスの駐車場を道路用地

として提供いただく計画となっておりますので、

このハウステンボスの駐車場を復旧するという

予定で事業費を計上しております。

【田中委員】次に、ハウステンボス駅舎等改修

整備事業、イメージが私も認識できないんだけ

れども、どういうイメージになるのかな、駅の

改修。

【小宮ＩＲ推進課長】今回、ＪＲハウステンボ

ス駅を利用するお客様が増加するという想定で

ございます。

ＩＲ事業者の計画では、ＪＲ九州と協議の上、

駅舎の、面積を広くし、改札等についても、改

修する計画となっております。この設計等に必

要な公共部分について、県が負担を行うという

予算立てになっております。

【田中委員】この駅の利用云々は、やっぱり意

見がいろいろ分かれるところだけども、今まで

ハウステンボスを利用したお客さんに比べて、

やっぱり3倍ぐらいは増えるんじゃなかろうか
なと、想定だけども。そうなると結構大きなや

っぱり改修が必要だなと。

プラスして、ロープウェイだったかな、それ

もやる予定なので、ロープウェイがどこに取り

つけられるのかね。駅といったって、どこに取

りつけて、どういうルート的な流れになるのか。

もう一つは、これは道路にも関係するんだけ

ども、駅を利用して、はっきり言うと一番奥の

萩野までは4キロなのよ、道路で言うと4キロ。
4キロというと、簡単に歩いてなんていう距離
じゃないから、道路の関係も含めて、駅舎の改

築は道路を利用するとすれば、駅の改札を両方
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につけるとか、今、片側だけだけど。つけるに

しても、今度は道路との関係でどうしたらいい

のかなと、いろいろ難しい問題が上がってくる

と思う。

これは私見だけども、我々が計画したのは、

駅の上に3,000坪ぐらいの面を造ろうと、そこを
バス駐車場の拠点にして、駅の上から運ばせよ

うと。今の平面のあの流れの中では、ちょっと

どうしようもないなという計画を昔持ったんだ

けども、どういう改修のイメージになるのか。

県も全然知らないというわけではないだろうか

ら、秘密かわからんけれども、できる範囲で。

【小宮ＩＲ推進課長】田中委員からご指摘があ

りました駅舎の改修のイメージですけども、Ｉ

Ｒ事業者、ＪＲ九州、国道の道路管理者、それ

から針尾の早岐瀬戸の関係者等と様々な議論を

継続して実施しております。

道路との取付け、または改札、駅舎の待合の

スペース。あとＩＣカードが使えないという現

状等もございますので、ＩＣカードの活用をど

うするか。また、現在新交通として計画されて

いるロープウェイとの接続をどうするか。

あと、ハウステンボス側の対岸に、現在、市

道が、歩道がかかっておりますけども、この接

続をどうするか。こういった様々な課題がござ

いますので、田中委員がご指摘された内容等も

踏まえた中での調査、検討ということでござい

ます。

【田中委員】ちょっとプラスしてお願いしてお

きたいんだけども、今、いみじくも対岸の市道

の話が出てきた。市道は、行き止まりのこんな

市道なのよ。奥の方も、また、こんな市道なの

よ。昔はハウステンボス線そのものが市道だっ

たから、全てつながった。今回、ハウステンボ

ス線が県道に、これは十数年前だけども、移管

しているから、市道というのを行き止まりとい

うかな、終点が市道につながってない。県道に

つながっているという関係から言うと、整備を

する必要があるんじゃないか。はっきり言うと、

全部県道にしてしまうのが一番いいなと、事業

の進捗上いいなという希望を私は持っている。

もう一つ、ハウステンボスの橋、あれも市道

ですから、橋そのものが市道だから。あれもや

っぱり県道にして、205号線につなぐ。こっち
が県道になれば、205号線、国道につなぐあの
橋だよ、ハウステンボスの橋、あれ市道なんで

すよ、橋は。だからネオンの電気代も全部佐世

保市がもっているのよ。駅も閉鎖することでき

ないんだ、市道が入っているから、駅の中に。

そこら辺の整備をぜひお願いをしておきたいと

思う。

3番目に、早岐港売却に係る土地。これは臨
港道路まで全て含めて売却する予定なのかどう

か。もう残らないのかな、県の道路というのは。

そこら辺、聞かせてください。

【小宮ＩＲ推進課長】今回、早岐港も一体とな

って開発を行うとＩＲ事業者から提案をいただ

いて、早岐港の県有財産は売却の方向で整理を

いたしますので、今の管理道路等も含めて事業

者へ売却するという計画になっております。

【田中委員】あの臨港道路を造った時に、なぜ

県が造ったかというと、我々は、当時、都市計

画決定まで全部地元で認定を受けなきゃいけな

かったんで、なんであんな道路をという話があ

ったのを記憶しているんだけどもね。

要は、あの港は、佐世保市民が利用するんだ

と、ハウステンボスだけじゃないんだと、佐世

保市民が利用する港ということで、私の位置づ

けは鹿子前のあの港と、ハウステンボスのあの

早岐港の港を、鹿子前的な発想で整備すべきだ
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と、佐世保市民の憩いの場として整備すべきだ

という意見等も話したことあるんだけども、も

う完全に企業のものになってしまうというイメ

ージなのか、どうですか。

【小宮ＩＲ推進課長】米軍住宅側から市道を経

由して早岐港に行く県の臨港道路がございます

けども、こちらは臨港道路としての機能は残り

ます。（発言する者あり）道路の機能としては

残します。

ただ、先ほど私が申し上げましたのは、ハー

バーとヨットの係留施設と、その係留施設に付

随する船揚場と管理道路がございますけども、

この管理道路まで含めたものは処分をいたしま

す。

【田中委員】私の理解とちょっと違うな。ヨッ

トハーバーはまだ別だ、後で議論しようと思っ

ていますが、今は早岐港の問題です。市民がフ

リーで利用できる形態が残るのかどうかという

話だ。

それは、ＩＲができて、ＩＲの中のあのター

ミナルがあそこにできるわけだから、あそこま

でバスで行けば、それは市民だって全部利用で

きるけども、マイカー等で今まで行けた。そこ

ら辺がどうなるのかなという話よ。

【小宮ＩＲ推進課長】私の説明が不足しており

ました。

ハウステンボス線から上の方に温泉施設がご

ざいます。その先から市道が入って釜墓地まで

入ります。釜墓地の先からが県の早岐港の管理

道路になりますけども、この管理道路は残りま

すので、市民の方が港までは行き来できるよう

に確保いたしております。

【田中委員】できていれば、それでいいんだけ

ども、ちょっとニュアンスがね。フリーで利用

できるかとなると、私は簡単にいかないと思う。

入口にカジノができたわけだから、極端に言う

と。釜墓地のあの入口のところに、あそこはカ

ジノの用地なんだ。そうすると、やっぱりある

程度の閉鎖性というのは出てくるんじゃなかろ

うかなと私は思っているんだけどね。

ハウステンボスと違って、全部フリーで出入

りできますよということにはなっているけれど

も、カジノのホテルのあそこら辺だけは、若干、

警備も含めて市道というか、市民が堂々と出入

りできる、ルートとして利用できる、ありがた

い話だよ、それは。しかし、それが本当かなと

いう気がちょっとするんだけども、これは置き

ます。後で、また企業との話になるでしょうか

ら。

この港湾施設を評価して売却するという話、

これは入ってくる話だから県としては別に何も

問題はないんだけどもね。要は、ちょっとうが

った話だけど、ハウステンボスさんは大丈夫な

のかな、この港を使って。

ＩＲの企業とハウステンボスの協調がうまく

いかなきゃ土地を通れないからね、そこら辺の

関係が、県がちゃんと調整をして話を進めない

と、ハウステンボスとしては入口、今は利用が

少ないけど、あのルートがなくなるような感じ

になるわけだから、それは念のため話しておき

たいと思う。

それから、あとは土地の売買がどうなるのか

な。認定後1年以内だったかな、何か月以内だ
ったかな、契約しなきゃいかんというような規

定になっていたと思うんだけど、200億円の土
地の売買、どうなっていますか。

【小宮ＩＲ推進課長】 ハウステンボスの31ヘ
クタールの205億円の土地の売買については、
区域認定後、速やかにＩＲ事業者と県の方で、

改めて実施協定を締結しますけども、その中で
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具体的に引渡し期限、または205億円の払う時
期等については協議して決定していくという状

況になっております。

【田中委員】期限があっただろうが。いつまで

もずるずる延ばすわけじゃなくて、認定後、何

か月後だったかに結ばなきゃいかんという期限

があったと私は理解しているけど。

【小宮ＩＲ推進課長】 令和4年10月を認定の時
期と想定して、ハウステンボス様とも協議を進

めておりましたけども、この間、区域認定の時

期が、現在も認定がなされてないという状況も

ございますので、今後ＩＲ事業者とハウステン

ボス様と、改めて詳細の引渡し時期については

協議が必要ではないかと認識しております。区

域認定後、どのタイミングで引渡しができるか

という状況については、今後、検討してまいり

たいと考えております。

【田中委員】これは私の個人的なことだけども、

若干困っているのよ。ハウステンボスが売却を

すると、あそこにあるハウステンボス温泉が、

我々利用させてもらってるけど、潰れるのよ。

もう解体してしまうから、ハウステンボスが売

ってしまうと。今、ハウステンボスは結構なポ

イントとして売り出しているのよ、温泉をね。

だからハウステンボスに移設か何かの話を、私

は持ちかけてるんだけど、今度のオーナーにね。

困ったなと、利用者の皆さんは私も仲間意識が

あるので、いつなくなるんですかと聞かれるも

んだから、売買の時期というのを私は知りたか

ったわけ。あれ、多分ちゃんと決まってたはず

よ、認定後、いつ以内に契約しなきゃいかんと。

そうなると、もう解体せざるを得ないからね、

ＩＲ事業者としては。それは後でまた聞きまし

ょう。

もう一つ、長崎県・佐世保市のＩＲ推進協議

会、これは、単年度負担と今までの発足以来の

負担金の合計的なものを確認しておきたいと思

う。

【小宮ＩＲ推進課長】令和元年度からの予算規

模になりますけども、令和元年度が1億1,723万
3,000円、令和2年度が1億5,714万2,000円、令
和3年度が1億6,856万8,000円、この3か年の合
計が4億4,294万3,000円となっております。3か
年分は決算ベースでございます。

このうち令和3年度につきましては、区域整
備計画の作成費用といたしまして、ＩＲ事業者

から1億5,800万円を県に入金していただいて
おりますので、実質の県の負担と申しますのが

2億8,494万3,000円になっております。
【田中委員】 4年度は。
【小宮ＩＲ推進課長】今年度は、当初予算ベー

スで申し上げますと1億7,316万3,000円で予算
を計上して、今現在、執行中でございます。

【田中委員】元年度からのスタートだったのか

な、推進協議会はもっと早くからスタートして

なかったかなというのが一つと、人件費は入っ

てるんですかという話。

【小宮ＩＲ推進課長】この事業費につきまして

は、人件費は含んでおりません。

ＩＲ推進協議会は、平成30年からの協議会設
置と認識しております。確認をさせていただき

ます。

【田中委員】 終わりますが、30年よりももっ
と早い感じがするんだけども、「ＩＲ、ＩＲ」

と言ってきたからね。

時間の関係で最後にしますが、私も、この前、

議案質疑で話したように、ＩＲに対する期待感、

高揚感みたいなものが全然感じられない、長崎

県を含めてね。

私の試算だけども、毎年500億円の納付金、
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税金が長崎県に入ってくるのよ、500億円、毎
年。長崎県政始まって以来だ、千載一遇のチャ

ンス。これを長崎県が捉えなくて、長崎県の県

勢浮揚なんてあり得ないよ。500億円だよ、毎
年。

私の試算だから、皆さん方、反論があればい

いけど、大体私の計算は合っていると思ってい

る。いろいろと税金の関係とか何とかも全て把

握しての話だけどもね。もちろん県には300億
円、佐世保市に200億円ぐらい、実質はそんな
感じだと思う。

300億円の中で、県下21市町にちゃんと行政
費用としてやらなきゃいかんようなシステムに

なっているわけだから、県下を挙げて、九州・

長崎ＩＲは長崎県政始まって以来の大事業なん

だと、大変な事業なんだという取組を、やっぱ

り発信しなければ、高揚感なんて生まれてこな

いよ、期待感だって生まれてこないよ。私は残

念だ。ハウステンボスの時の期待感がないもん、

地元には。極端に言うと反対的な雰囲気だけ。

それは大事なことだけども、依存症の話ばっか

りするから不安が広まって、そんな感じがして

いることだけ、皆さん方も反省をしてほしいな

と思います。

終わります。

【小宮ＩＲ推進課長】先ほどの協議会の設置の

時期につきましては、平成30年3月で間違いご
ざいませんでした。

それから、今、田中委員から盛り上がりが足

りないのではないかというご指摘につきまして

は、私どもも真摯に受止めまして、ＩＲ開業に

向けて、今後、県内各地域、経済界も含めて機

運が高まるよう精いっぱい努めてまいりたいと

考えております。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

【山田委員】何点か、お尋ねをしたいと思いま

す。

最初に、企業版ふるさと納税の件でお尋ねを

したいと思います。

約3,000万円の寄附の申し出をいただいてい
るということでありますが、今まで、この企業

版ふるさと納税、既に何年か行ってきていると

思いますが、その経過、金額の推移等を教えて

いただけますか。

【黒島政策調整課長】企業版ふるさと納税につ

きましてのお尋ねをいただいております。

制度としましては、平成28年度に創設をされ
ておりまして、その年には、長崎県は3,280万円
の寄附をいただいておりました。翌29年度が
2,960万円、平成30年度が2,730万円、令和元年
でございますが、これが一旦落ち込んでおりま

して1,550万円です。
実は、この時に税制改正がございまして、令

和2年度から、より有利な制度に、6割までの損
金算入が可能だったものが9割までということ
で会計が見込まれておりまして、翌令和2年度
には3,180万円まで回復をいたしております。昨
年度、令和3年度でございますが、7,550万円の
寄附をいただきました。

【山田委員】税制優遇措置もあって、あと皆様

の努力もあって7,550万円ということでありま
すが、令和5年2月1日時点で約3,000万円という
ことでありますが、1月から12月の集計ですよ
ね。このペースだと、前年度と比べてどういう

ふうになるような予想をしているか、教えても

らっていいですか。

【黒島政策調整課長】 2月末で約3,000万円と
書いておりますが、3月6日時点では、企業数48
社から4,000万円少々の金額をいただいており
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ます、お申し出を。これが3月末までで、およ
そ4,200万円ぐらいまでかと予測はしておりま
す。

【山田委員】年末までには相当な、今のペース

だと前年度を上回るような感じで、兆しとして

は明るい兆しかなと期待をしております。

それで、8番、9番目のものは、恐らく、今回
アプリを入れたりとかして健康寿命のやつをさ

れている分なのかなと。中身についてもお尋ね

しても大丈夫ですか。

9番目の長崎健康革命プロジェクトは、アプ
リを作ったり、いろいろ今健康への取組をして

いるようでありますが、私がお尋ねしたいのが、

8番の子育てに関する応援プロジェクト、この
中身を教えていただけますか。

【黒島政策調整課長】 8番目「『みんなで子育
て』長崎県子育て応援プロジェクト」というこ

とで寄付を頂戴するようにＰＲをしております。

これは、今年度新しく立ち上げたものでござ

いまして、企業さんにご案内をしておりますの

は、今のところ、県民の希望どおりの妊娠・出

産がかなうような機運醸成に向けたＰＲの経費

などということで、大枠でご案内をしていると

ころでございます。

【山田委員】子どもを産み育てやすい環境をつ

くるための機運醸成に向けた予算ということで

ありますが、これ寄附の内容が選べるものだと

思うんですけど、多分、ここに額が集まったら

の話ですけれども、機運醸成だけじゃなくて、

具体に不妊治療とか子どもの、今回、高校生ま

での医療費の無償化も行っているし、機運醸成

だけじゃなく、具体的に使えるだけ額が集まっ

てくれば、各課と連携して、機運醸成にとどま

らず、いっぱい寄附が集まるようだったら、ど

んどん子育て環境の整備に努めていただきたい

と思います。

次に、ＩＲのことでお尋ねをしたいと思いま

す。

予算が計上されておりますギャンブル等依存

症実態調査経費ということであります。福祉保

健部とか長崎大学とかと連携して調査を行うと

いうことでありますが、対象と内容について教

えていただけますか。

【小宮ＩＲ推進課長】 令和5年度の実態調査に
つきましては、ＩＲ区域認定後に毎年実施する

ようにしております。この実態調査につきまし

ては、今年度も事業者に委託をして、現在、そ

の結果を取りまとめている最中ですけども、同

様に、18歳以上の県民の方、約1万人を対象と
してアンケート調査を実施いたします。

このアンケート調査を実施したものを長崎大

学の精神科のドクターと連携をして、ギャンブ

ル依存症の疑いがある方の割合がどのくらいい

らっしゃるのかという統計を取っていくという

実態調査になります。

【山田委員】 今、委託していて、18歳以上の1
万人ということでありますが、調査方法とかは

どういうふうにやるのか教えてもらっていいで

すか。

【小宮ＩＲ推進課長】 県内21市町の住民基本
データから18歳以上の住民の方を抽出いたし
まして、書面にて郵送でアンケートの様式をお

送りして、任意でご回答いただくという調査方

法となっております。

【山田委員】 1万人に発送する、それとも1万
人集まるまで取り続けるのか、そのあたりどう

いうふうな取り方ですか。

【小宮ＩＲ推進課長】 1万人の方を対象とした
アンケート調査で、1万人の方に発送をいたし
ます。おおむね3割から4割程度の回答を見込ん
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での調査でございます。

【山田委員】当然、そういった傾向は見えると

思います。

それで、今回、第1回そういう調査をしてい
ただいて傾向を把握し、事業認定が決まってか

らは、毎年その調査をするということでありま

すが、そういう調査項目とか、そういったもの

も今回の第1回目の調査結果を受けて、毎年同
じ調査項目をずっとやっていくと思うんですけ

ど、今後はどのように考えているのか、わかれ

ば教えてください。

【小宮ＩＲ推進課長】これは厚生労働省が実施

しております全国の調査と調査項目は同じにし

ておりまして、令和2年度に最初に調査したも
のと今回令和4年度に調査したものと、これ以
降、調査したものと比較対象として、ずっと傾

向が読み取れるように整理をいたしております

ので、委員ご指摘のとおり、同じ調査項目での

アンケートの実施という内容になっております。

【山田委員】機運を盛り下げるような意見もあ

りましたが、やはり県民の心配ごとであります

ので、そこは、ぜひ引き続き丁寧に対処をいた

だきたいということをお願い申し上げます。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

【北村委員】 よろしくお願いします。

地域情報対策費（デジタルＤＥＪＩ-ＭＡ推進

費）2,275万5,000円、いわゆるドローンサミッ
ト関係についてお尋ねをさせていただきたいと

思います。

第2回ということで、第1回が兵庫県で、令和
4年9月に開催をされて、北海道、福島県、三重
県、そして長崎県が参加して、その中で第2回
を勝ち取ったと、勝ち取ったという言い方がい

いのかどうかわかりませんが、すばらしい取組

だなと思っております。

第2回ということでありますから、当然、第2
回から技術、環境、様々な進歩があっているこ

とと存じますから、兵庫での開催を何とか、さ

らによりよいものにしていただきたいなと思い

ますけれども、兵庫での実績として来場者数が

1万3,000人、68社・団体と書いてございますが、
こういった点について、例えば目標人数である

とか、現況の情報であるとか、そういった規模

についての答弁ができればお願いいたします。

【小川デジタル戦略課長】ありがとうございま

す。来年度予定をしておりますドローンサミッ

トについてのお尋ねでございます。

まず、今、委員からお話がありましたとおり、

昨年9月に兵庫県の神戸市の方で第1回目のド
ローンサミットということで開催されました。

兵庫県で実施をされた第1回目のドローンサ
ミットにつきましても、単体での実施ではなく

て、兵庫県が実施をしております産業展示会と

の合同開催での来場者ということで公表されて

いるという状況でございます。

今回、実は、今説明の資料の中にも書かせて

いただいておりますけれども、私どもの第2回
のドローンサミットにつきましても、同じよう

な形で、産業メッセという形の中で2つの事業
というか展示会、イベントを合同で開催したい

と思っております。

さらに、産業労働部の方で半導体の産学コネ

クトというイベントも予定をしておりますため、

そちらも実施しまして、3つのイベントを合同
開催ということで、実効性の高いものにしてい

きたいと考えているところでございます。

今回、場所としましては、出島メッセを予定

しておりまして、1階部分の展示ホールですと
か、2階部分のコンベンションホールを使いま
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して、様々なイベントですとか、企業さんの出

展等を誘致しまして非常に魅力のある、多くの

県内外の企業の皆様方に出展、参加いただく、

さらには県民の皆様方にも参加をいただけるよ

うなイベントをつくっていきたいと考えている

ところでございます。

企業の出展数としましては、展示ホールのス

ペースの制限もございますけれども、全ての中

での100社前後のブースですとか、参加者につ
きましても、今、2日間を予定しておりますけ
ども、2日間で5,000人程度を目標としてイベン
ト等を今からつくり込んでいきたいと考えてい

るところでございます。

【北村委員】 わかりました。第1回と完全に内
容が同じではないということで、比較対象とす

るのは、同列に比較はできないというような理

解でよろしいんですね、わかりました。

ただ、出展社数は68社を上回る100社程度を
見込めるということで、非常にいいのではない

かなと思います。人口規模が違いますので、参

加者数は5,000人だからといって全く問題がな
いのかなと思います。

これ、国と連携をしながら共催ということに

なるんですけども、ドローンについて非常に注

目が高まっているんだと思いますし、五島市で

医薬品を配送するサービスをやっていたと、そ

ういったところがあって、やはり第2回という
ようなところもあるのかなと、つながってきた

のかなと考えているんですが、このデモンスト

レーションですね。

兵庫の第1回については、ドローンによるフ
ードデリバリー、ドローンによる緊急パラシュ

ート・エアバッグ装置、水上離着陸無人飛行艇

のデモフライト、遠隔操作でのオンライン観光

というようなところの表記があるんですけれど

も、こういったデモンストレーションについて、

こういうことをやるんだということでイニシア

チブを取っていくのは長崎県なのか、国なのか。

そして、今どういったものがあるのか、答弁で

きる範囲でお願いいたします。

【小川デジタル戦略課長】ドローンサミットの

イベント、デモフライト等につきましては、今、

委員からもご指摘がありましたとおり、兵庫で

は3つの会社が様々な技術等を展示されたとい
う状況でございます。

今回、第2回は長崎で開催するということで
ございますので、長崎らしいものを実施したい

と考えておりまして、全国のドローンですとか、

空飛ぶクルマを含めた次世代の空モビリティに

関係する企業の方々に魅力を覚えていただいて

来ていただきたいということで考えております

ので、そのようなものを展示していきたいと思

っています。

その一つとしまして、今、委員からもご紹介

がありましたけども、今、五島市の方で医薬品

の配送をされております「そらいいな」さん、

これは豊田通商さんの100％の子会社で、地元
の方でサービスインということでサービスを提

供されております。

「そらいいな」さんが実際に固定翼型のドロ

ーンで、そういうサービスを実証されていると

いう先進的な取組があったというところが、今

回、長崎で第2回の開催が決定された一つの大
きな要因と聞いておりますので、そのようなド

ローンの小飛行ですとか、その他様々な企業さ

んに今ご相談を申し上げておりますので、様々

な視点からデモフライトが実施できるよう、今

後はしっかりと進めていきたいと考えていると

ころでございます。

【北村委員】ぜひ長崎らしいドローンサミット
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にしていただきたいなと思いますし、遠隔観光

とか、観光県でもありますし、いろいろおもし

ろいのかなと思っております。

また、やはり注目が集まるのは有人飛行、大

分県とかでやっているやつ、ああいうのが見れ

れば、かなり注目も集まるのではないかなと思

いますが、有人飛行のデモンストレーションな

んかは企画はされているんでしょうか。

【小川デジタル戦略課長】 実は、先日、大分市

の方で実際に空飛ぶクルマということで人を乗

せた形での飛行実証というのが実施されており

ます。

委員ご指摘のとおり、この第2回のドローン
サミットの中でも、ドローンだけではなくて、

ご指摘にあった空飛ぶクルマといったところも、

どのような形でもデモフライトといいますか、

展示ですとかできればいいなということで、い

ろいろ検討を進めて、それは前向きに、実現に

向けてということなんですけれども、取組、調

整を進めていきたいと考えているところでござ

います。

【北村委員】少し時間がありますので、ぜひ空

飛ぶクルマ、この長崎の町の中が飛べるかどう

かは置いておいて、デモフライトができれば非

常に注目も集まっていいんじゃないかなと思い

ますので、何とか取り組んでいただきたいなと

思います。

ちょっと気になったのが、第1回の兵庫では、
会場の都合でデモンストレーションが関係者の

みで行われたみたいな記載があったんですけれ

ども、こういったところは、広く県民の皆さん

に見ていただくのが必要だろうと思います。そ

ういった点については大丈夫ですか。

【小川デジタル戦略課長】前回、神戸市で開催

された時には、メインの展示会場から車で5分

程度走ったところの港湾施設の中で実施をされ

たという状況でございます。今回、長崎の第2
回のドローンサミット自体は、出島メッセで開

催をいたします。

ただ、ドローンにしても、空飛ぶクルマにし

ても、有人地帯ではなかなか厳しいところがご

ざいますので、この近辺の公共施設ですとか、

松が枝近辺ですとか、広く県民の皆様方にも見

ていただけるような形で計画はしていきたいと

考えているところでございます。

【北村委員】 隣から、「ハウステンボスから長

崎空港まで飛ばせ」とご意見を大先輩がおっし

ゃられておりますので、そういったところもで

きれば企画をしていただいて、第2回長崎はさ
らによくなったねというような評価をいただけ

るようなサミットにしていただきたいなと思い

ます。よろしくお願いします。

以上です。

【小宮ＩＲ推進課長】先ほど田中委員のお尋ね

の中で、県市協議会の設置の時期のご質問がご

ざいました。

ＩＲ推進室が設置される前、政策企画課内に

ＩＲ推進の担当がおりまして、平成26年から県
市協議会が設置されているという状況でござい

ます。訂正をさせていただきます。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

【川崎委員】 ながさきSociety5.0推進費につい
てお尋ねいたします。

メタバース空間の活用ということでございま

すが、予算が250万円、どのような事業を具体
的に展開されるかお尋ねをいたします。

【小川デジタル戦略課長】メタバースの活用で

ございます。

今回、メタバースということでインターネッ
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ト上の仮想空間で、距離的なものですとか、時

間的なもの、また、活動的なものに制限がかか

らない状況の中で様々な取組ができるものと考

えております。

県としましても、まずはコミュニケーション

の場として活用しながら、様々な分野での活用

もできるものと考えておりますので、そこを検

討していくということで考えております。

今回、予算として計上させていただいており

ます250万円ですけれども、ここにつきまして
は、まずメタバースの空間の構築の初期費用と

いうことで計上させていただいておりまして、

そこの部分を、今回、まずは取組を進めていこ

うと考えております。

このメタバースにつきましては、実は様々な

サービスが提供されておりまして、平面的な2
Ｄの部分ですとか、立体的な3Ｄの部分、また
有料のものですとか、無償で提供されているも

の様々ございますので、県としてどのような活

用をしていくかということを念頭に置きながら、

どのようなメタバースの空間が最適なのかとい

ったところも併せて検討を進めていきたいと考

えているところでございます。

【川崎委員】もう少しイメージが湧くような内

容を説明いただけませんか。構築はわかるんで

すけど、例えばこういうこと、こういった場で、

こういったものをしつらえて、こういう活用が

できるんですよという、皆さんがわかるような

事例も、過去の事例も含めてですね。しかも、

250万円というのは非常に私も大丈夫かなと思
っているところでありますので、もう少し、こ

ういうふうにやりたいんだというところがあら

れると思いますので、そこをぜひ説明いただき

たいと思います。

【小川デジタル戦略課長】失礼しました。説明

が足りず申し訳ありません。

来年度予定をしておりますのが、インターネ

ット上に、まずは長崎県としまして、メタバー

スの空間ということで様々な方がこれに入って

いただける、また、その中に、コミュニケーシ

ョンの場としてお話ができるような形の空間を

まずは構築していきたいと考えております。

最近、よくニュースですとか、報道の中で出

てきますけれども、一般の通信事業者の皆様方

が、携帯ショップとしてメタバースの空間の中

に定員さんがいて、そこにお客さんが入ってお

話ししたり、商品を見たりというふうな空間が

構築されておりますけれども、同じような形で

県のメタバース空間を一つ構成しまして、その

中で様々な関係者とのコミュニケーションです

とか、物産ですとか、観光等の情報なども見て

いただけるような場所をつくると。そのために

必要なイニシャルコスト250万円ということで、
まずは初期費用を計上させていただいていると

いう状況でございます。

【川崎委員】もう少しすみません。大体わかっ

てきましたけど。

例えば、コミュニケーションツールというこ

とでいけば、商品名を出して恐縮ですが、Zoom

とかWebexだったですかね、そういったものが

今既にできていますよね。それをセキュリティ

ーを保ちながらやるとすれば、当然費用がかか

るというのは事実でありまして、まさにそれを、

いわゆるメタバース空間として、県がその初期

費用を負担して県民の皆様に活用していただく

と、そういった理解でよろしいんでしょうか。

【小川デジタル戦略課長】基本的には、メタバ

ースの空間自体を県の方でしつらえまして、そ

の空間の中に県民の皆様方ですとか、いろんな

関係者の方に入っていただけるような形をイメ
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ージしております。

今、委員ご指摘されました、単なるお話をす

るだけであればZoomですとかTeamsといった

オンラインの会議システムがございますので、

そこの部分でも会話自体はできるんですけども、

そこで会話した方々に、併せて、その空間の中

で長崎の情報ですとか様々な情報を見ていただ

けるようなトータルとしての空間ということで、

今回、このメタバースを活用していきたいと考

えているところでございます。

【川崎委員】どういう展開をされるかという確

認をさせていただきましたが、ここで様々なコ

ミュニケーション、新たなコミュニケーション

が生まれて経済活性化につながっていくような

ことがあれば県民に有益だというふうに思いま

すので、お取り組みいただきたいと思います。

次に、データ連携基盤運営拡張3,848万円につ
いてお尋ねいたします。

これも、もう少し具体的な、いわゆる県民に

とって、こういったことが有益ですよというと

ころをご説明いただきたいと思います。

【小川デジタル戦略課長】データ連携基盤につ

きましては、今回3,848万円ということで予算を
計上させていただいております。

このデータ連携基盤の取組としては、令和3
年度からスタートをしておりまして、今年度、

令和4年度からインターネット上でリリース、
本格運用をスタートしたという状況でございま

す。

目的としましては、デジタル社会が進展して

いく中で様々なデータが世の中に出てまいりま

すので、それをしっかりと集積して、共用して、

皆さんに活用していただくということで考えて

おります。

その中で、県民視点からいきますと、今年度、

本格運用の中では、雨量のデータですとか、避

難所のデータ等を地図上で見ていただけるよう

な形で今作り込みをしている状況でございます。

その他、様々なデータを入れておりまして、

あと人流データ、人の動きといったところが、

施策の検討ですとか、県内の商業関係の皆様方

等につきましても非常に重要なデータと考えて

おりますので、今年度末を目指して最終的な人

流データの登載も進めていきたいと考えている

ところでございます。

このようなデータを県民の皆様方の生活に使

っていただいたりですとか、また、県内の企業

の皆様方につきましても、様々なこういうデー

タを使った中で、各社が作られますアプリのデ

ータに活用していただいたりですとか、様々な

施策ですとか、経営方針を検討していく中でも

使っていただくような基盤として今後も充実し

ていきたいと考えているところでございます。

【川崎委員】 わかりました。令和3年から続け
てきているデータの蓄積が随分できたので、

様々な分野でぜひそれを活用していくというこ

とで、そういったことをやるに当たっては、例

えば産労部が少し支援をするというような、そ

ういった部横断的な、そんな取組ということも

予定されているんですか。

【小川デジタル戦略課長】このデータ連携基盤

につきましては、県庁内の各課はもとより、県

内の21市町と共同で実施している事業になっ
ております。

今年度、今ご指摘ありました産労部とも話は

させていただいておりますけれども、まずは河

川防災情報システムという中で河川の水位です

とか雨量のデータというのを土木部が保有して

おりましたので、その部分を、今年度、このデ

ータ連携基盤の中に登載をするということで共
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同で取組を進めている状況でございます。

【川崎委員】今おっしゃられたのは、土木が持

っているデータがこうですよと、例えば観光部

門が持っているデータはこうですよと。そうい

ったデータが、こういった項目でありますよと

いうことは、既にオープンになっているんです

か。

【小川デジタル戦略課長】県庁内では、様々な

部局が様々なデータを保有しておりまして、オ

ープン化できているものと、オープン化できて

ないものがございました。今、そこをしっかり

整理しておりまして、基本的に行政データをオ

ープンにできるものは全てオープンにして、こ

の基盤の中で皆様に見ていただけるような形に

していきたいということで、今、検討、協議を

進めている状況でございます。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。

【宅島委員】今、委員の皆様方からＩＲについ

ての質疑があっているんですけども、昨年4月
28日に締切りがあって、締切り後、ＩＲ推進課
においてＧＧＲの予定額とか変更があっている

んですか。

【小宮ＩＲ推進課長】宅島委員のお尋ねは、国

へ提出したＧＧＲから変更があっているのかと

いうことですけども、国に提出して以降、ＧＧ

Ｒ等を含めて変更はございません。

【宅島委員】もしよかったら、そこを正確に教

えてください、ＧＧＲの額、提出した時の額。

【小宮ＩＲ推進課長】ＧＧＲの15％にあたる認

定都道府県納付金につきましては、開業5年目
で314億円が県に納付されるという計画で国へ
提出しております。

【宅島委員】ありがとうございます。私も委員

の皆様方と同じで、長崎県が発展する最後の起

爆剤ということで大変期待をしております。何

とか国に認定をしていただきたいなというふう

に思っております。ＩＲ推進課としては一生懸

命頑張られているんでしょうけど、国からのヒ

アリングとかは全くあってないんですか。

【小宮ＩＲ推進課長】 昨年4月28日の区域整備
計画の提出締切後、事務局の観光庁の担当から

は電話またはテレビ会議等様々な確認がござい

ました。また、今月も観光庁からの確認は継続

されております。最近の観光庁のホームページ

を確認いたしましたところ、国の審査委員会が

3月3日に開催されているという状況が確認で
きております。

【宅島委員】わかりました。本当に県も一生懸

命やられていると思いますので、我々議会とし

てもしっかり歩調を合わせながら、実現に向け

て努力をしていきたいと思います。ありがとう

ございます。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか

【吉村委員】空飛ぶクルマが出てきたんで、一

言、言うとかんばいかんだろうと。

先ほどからドローンサミットという話があっ

て、第2回目は長崎開催で、令和5年の9月ぐら
いが予定されておるとかな。

それで、ドローンサミットというこのポイン

トで、そういうことを取り扱いますってするの

か、ＩＲの推進に向けて、そういう機運の醸成

を高めるために、そういうことに取り組んでい

くのかというのをはっきりやらんといかんので

なかかと思うんですが、そこら辺について連携

というかね、ＩＲと、そういう地域情報対策と

いうことの関連性はどのようになるのか、整理

できとる分をお知らせいただきたいと思います。

【小川デジタル戦略課長】まず、ドローンサミ
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ットにつきましては、全般的なところの中で、

次世代空モビリティということで、ドローンで

すとか空飛ぶクルマといったところの県内での

社会実装に向けた意識醸成ですとか、様々な企

業の皆様方のつながりをつくっていきたいとい

うところを目的として実施しております。

ただ、その中には、今、委員からご指摘がご

ざいましたけれども、長崎の地理的なものです

とか、地勢的なものの地域課題を、こういった

空モビリティの中でクリアしていくと、解決し

ていくというところの想定をしておりまして、

その中に九州・長崎ＩＲの中での移動手段とし

て、エンターテインメントとしての空飛ぶクル

マ等の活用も含めたところでの意識醸成を含め

て考えているという状況でございます。

【吉村委員】何を言いよっとか、いっちょんわ

からんちゃけど。

ＩＲ推進課の方から、そこら辺一緒に、効果

的にやりましょうよというようなことの持ちか

けはなかったんですか、いかがですか。

【吉田企画部政策監】まず、この空モビリティ

という切り口ではデジタル戦略課の方で取り組

んでおられますけども、当然、ＩＲの方にも大

きく影響してきます。世界的な流れで言います

と、来年のパリオリンピック、それから2025年
に予定されている大阪万博でも空飛ぶクルマ等

を活用しようという機運が高まっております。

ＩＲの方でも、今の予定では2027年を開業予
定としておりますので、ここで何らかの形で、

特に長崎空港とＩＲ区域の移動手段として使え

ないかということも視野に入れながら、デジタ

ル戦略課と一緒に会議に出席したり、情報交換

も密に行って、この準備に向けて一緒に歩調を

合わせながら進んでいるところでございます。

【吉村委員】言いよることは、ベクトルはおう

とるけど、スピード感がないね。やっぱり取組

をもっと早めてさ、もう大分でやったんだとい

う話がある。そして日本にもそういう企業があ

って、もう既に実用化に向けた段階がきてる。

それで、「デモフライト」という言葉がさっき

出たけど、このドローンサミットという頭ばか

りだから、長崎のそこの出島メッセでやります。

だから、そこでデモフライトするのは建物があ

ったりして大変なんですとかさ、そこだけの頭

じゃん。

さっき政策監が言ったように、長崎空港から

ハウステンボスまで、これがＩＲの実態よね。

空港からの移動手段として、ハウステンボスに

そういうので来ると。

だって、ＩＲに来る人たちの、いわゆるカジ

ノに来る人たちは僕らみたいじゃないけんが、

どうやってでも来るわけよね。だからそういう

のを準備しておかんばいかん。認定前にしてよ

と、この前から言いよったけど、認定されたら、

すぐにでもそういう取組をやって、やっぱり機

運を盛り上げるための手段の一つということも

あるし、実際に具体化していくというようなこ

と。幾らかかったって金持ちは乗ってくるんだ

けんが。

それは、九州内のどこかの飛行場に来て、そ

れからヘリコプターで来るというのもあるやろ

うし、長崎空港に降りて、ヘリコプターで来る

というのもあるやろうし、大村湾をガンツウみ

たいな船で移動しようというのもあるやろうし、

そういうのをどんどん考えていかんといかんの

に、ここのＩＲ推進課の調査計画費では、実現

をするための環境整備費1億5,700万円。それは
大事と言うけど、ほとんどがギャンブル依存症

対策。これではやっぱりさっき田中委員さんが

言われるように盛り上がりに欠けるわね。もっ
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と長崎が盛り上がらんと、九州ＩＲでもあるわ

けよね。そしたら長崎以外の県が、果たして今

どれぐらいやる気があるというか、盛り上がっ

ておるかというたら、何となく、全然盛り上が

りがない。こんなんでいいんじゃろうかいと思

うんやけど。

そういった意味で、このドローンサミットを

待たずしても、デモフライトぐらい、そんな費

用がかかるのかなと思うけど。大村を飛ぶんだ

ったら建物も何もないし、いつでもできるんじ

ゃないかと思うけど、そういう取組を、まず認

定されたら、すぐやるというようなことで考え

られんか答弁をお願いします。

【吉田企画部政策監】その実現に向けては、関

係各社も精力的に取り組まれておりますし、行

政としても、それと歩調を合わせて推進してい

るわけでございます。

一方、やはり実際に人を乗せて飛ばすとなり

ますと、航空法の規制に必ず引っかかることに

なります。ですから、その辺りにつきましては、

関係各社、また行政においても、国と調整・協

議等しながら、その法的な規制もクリアしつつ、

その実現に向けて進んでいるということでご理

解賜ればと思います。

【吉村委員】だから、最初の段が要らないのよ。

そういうことはわかっとるさ、航空法があろう

が、何があるとかね。だから、そういうのをわ

かった上で、「それに向けて早速進めたいと思

います」という答弁だけでいいんじゃないです

か。どうですか、そういうふうに答えてよ。

【吉田企画部政策監】委員ご指摘のとおり、こ

の空飛ぶクルマは、やはり近未来を想像させる

ようなわくわく感もございますので、そういっ

た機運醸成の意味からも、何らかの形でしっか

りと実現できるように取り組んでまいります。

【吉村委員】何らかのとか言うけんね。装飾語

は排除して、「やります」と、こういうわかり

やすい言葉で言うてもらいたい。

そこら辺が最初の答弁みたいなことやけんが、

総括表を見ると、政策企画課で新モビリティサ

ービス構築推進事業費が対前年度比2,800万円
減りましたとなっておるわけよね。ＩＲ推進課

は、ＩＲの推進事業費の増で2億5,400万円増え
ましたとなるんじゃけど、政策企画課とＩＲ推

進課というのが、ちゃんとそういう連携ができ

とっとかなと、デジタル戦略課もね。この中で、

いわゆるデジタルＤＥＪＩ－ＭＡ推進の中に、

そういうモビリティもちょこっと入っておるん

じゃけど、そこら辺で、ちょこちょこ、ちょこ

ちょこで、なんかまとまり感がないというかね。

これは企画部ばかりじゃなくて、産業労働部

であったり、いろんな使えるところを使いなが

ら進めていこうという、そういうことについて、

もっと積極的に取組を進めてもらいたいと思う

んじゃけど、答弁を、部長。

【浦企画部長】ご指摘ございました予算の計上、

執行に関して、部内各課間、あるいは部局間の

連携をもっと強化をという話でございます。

ご指摘は当然でございまして、例えば、先ほ

どお話がありました空飛ぶクルマも、答弁いた

しましたように、ＩＲ推進課も当然見据えてや

ってますので、今、デジタル戦略課と常に一緒

に動いているような状況でございます。その辺

りはしっかり情報共有、あるいは取組の方向性

を一つにしながらやっております。

デジタルに関しては、まさに人材育成なども

例えばデジタル分野も含めて、そういうところ

は産業分野が今メインでやってますけども、デ

ジタル戦略課もしっかりそこに関わっていくと

いうふうなこと。
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その他、特に私ども企画部の役割としては、

庁内の横串をしっかり刺していくという横断的

な取組をとにかく進めていく、そこで旗を振る

というのが私ども企画部の役割だと思ってます

ので、私どもが直接やる事業だけではなくて、

県庁全体の中で、しっかりそこの横の連携が取

れて、より効果的な施策ができていくというと

ころでは、しっかり私ども旗を振ってやってい

くという自覚を持って取り組んでいきたいと思

います。

【吉村委員】 よろしくお願いします。

それと最後に確認やけど、さっき聞きよって

メタバース、さっき250万円で心配だと。これ
を立ち上げてこうこうて、さっき言いよったけ

ど、250万円で本当にそういうところまででき
るんやろうかと。

それと、県でやるんですと言いよったけど、

自分たちでやるんですか、立ち上げて、この管

理運営まで、そこを確認させてください。

【小川デジタル戦略課長】まず、メタバースの

予算として今計上させていただいております

250万円につきましては、まずメタバースの仕
様といいますか、一番初めの着手の部分の経費

ということで、今予定をしているところでござ

います。

この場合の活用方法ですとか、作り込みの部

分が出てきますと、また、新たな予算について

計上させていただくような形で今想定しており

ます。

また、管理運営につきましては、基本的には、

今、メタバースというものは民間の事業者の方

でサービスとして提供されております。そこの

部分を使わせていただくということで使用料に

近い経費になりますので、運営自体につきまし

ては、県で直接、そのメタバースの空間を管理

するという形ではございません。

【吉村委員】 でしょう。だから、さっきだけの

答弁を聞いとったら、あなた、自分で立ち上げ

て、自分でやって、皆さんよろしくと、こんな

場所をつくりますからとか聞こえるんじゃけど、

到底そういうことはできんじゃろうと。県でや

れることじゃないんじゃけん、どこかに委託す

るとかなんとかという、そういう話になるんじ

ゃろうけんね、そういうところははっきり言う

とってくださいよ。

やれるような感じでやるとかさ、そういうい

いかげんに言ってもろうたら困るわけよ。それ

が一つのやる気にもなるんだけんが、はっきり

ものは言ってくださいね、よろしくお願いいた

します。

以上です。

【中島(浩)分科会長】ほかに質疑はございませ

んか。

ここでしばらく休憩します。

再開は、午後1時30分といたします。

― 午前１１時３２分 休憩 ―

― 午後 １時３１分 再開 ―

【中島(浩)分科会長】 分科会を再開します。

【赤木副会長】 皆様、お疲れさまです。

一般質問でもさせていただいたんですけれど

も、メタバース空間の活用については、ご答弁

いただいてありがとうございました。

先ほども質疑がありましたけれども、県民の

皆様に対してもわかりやすい活用の方法という

のも、県の方からも、ぜひ発信をしていただけ

ればありがたいなと。頭でわかってても、やっ

ぱり見ないと、実際使ってみないとわかんない

こともたくさんあると思いますので、新しい販

売の方法であるとか、新しいコミュニケーショ
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ンの在り方というのをぜひ見せていただければ

なと、改めて要望を申し上げます。

私からはドローンサミットのことについてお

尋ねをしたいと思います。

こちらは、私自身もとてもわくわくして、あ

りがたい取組だなと思っておりますし、自分自

身も行きたいなと思います。また、私の周りに

もドローンを実際飛ばしたりする仲間もおりま

して、これを聞いて、とても喜んでおりました。

そういった方々も参画できるように、参画とい

うか、参加して実際手に取って触れるように取

組というのはお願いしたいと思います。

ここの記載の中で、「ドローンサミット国内

の空モビリティ関連企業団体が一堂に会し、次

世代空モビリティに関わる意識醸成並びに普及

促進」と書いてますが、やはり世界を見渡して

みますと、企業さんも含めて、世界の方が進ん

でいるところがたくさんあるので、国内にとど

まらず世界の企業さんも集うような、もしくは

担当者の方、世界の今の取組というか、わかる

ような場にしてほしいなというのがあるんです

けれども、そこら辺はいかがでしょうか。

【小川デジタル戦略課長】 まずは、第2回ドロ
ーンサミットへの期待につきましては非常にあ

りがとうございます。ぜひその期待にお応えで

きるような形で、しっかりとしたイベントに作

り込んでいきたいと思っております。

そういう中で今ご指摘をいただきました参画

していただける企業の皆様方なんですけども、

ドローンですとか空飛ぶクルマを含めてなんで

すけども、国内だけではなくて、企業の様々な

事業者の皆様方のソリューションですとか期待

ですとかというところがございますので、そこ

は県内の産業ですとか地域課題を踏まえたとこ

ろで、有益なソリューション等をお持ちの海外

の企業の皆様がいらっしゃいましたら、ぜひ積

極的に出展について働きかけるですとかご相談

について進めていきたいと考えております。

【赤木副会長】ありがとうございます。ぜひ期

待しております。

ドローンサミットは、第2回ということなん
ですけども、Japan Drone／EXPOの方はもう
何回も開催されて、そちらへは海外の企業も入

られて協賛もされているようですので、ぜひ長

崎の地場の企業にとっても有益な機会にしてい

ただきたいなと心から期待しております。

また、あえて世界と申し上げたのは、今回、

一般質問で取り上げた、12月3日と4日に西九州
新幹線とＦ1がコラボしたというお話の中で、
ハリウッドからドローンの世界的なチームが長

崎にお越しいただいて、実際、私もドローンの

機体というものを触りました。時速200キロで
飛ぶドローンでした。

そのドライバーの方というか、操縦する方も、

世界ナンバーワンの腕の持ち主で、英語でしゃ

べったりもしたんですけど、やはりそういう本

物と触れ合う機会、今まで長崎とか、日本でも

見たことがないような機体と触れ合うこととい

うのは、私もそうですし、これからの子どもた

ちにとっても物すごく有意義な機会に、ここし

かない機会になるかなと思いますので、ぜひと

も様々な企業さんとつながって、9月のドロー
ンサミットを長崎でやってよかったと、長崎に

来てよかったと思えるような機会にしていただ

ければなと思っております。

以上です。

【中島(浩)分科会長】ほかに質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 質疑がないようですので、
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これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第35号議案の
うち関係部分については、原案のとおり、可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

企画部においては、委員会付託議案がないこ

とから、所管事項についての説明を受けた後、

陳情審査及び議案外の所管事務一般について質

問を行います。

まず、企画部長より所管事項の説明を求めま

す。

【浦企画部長】それでは、企画部関係の議案外

の所管事項についてご説明いたします。

お手元の総務委員会関係議案説明資料企画部

の方をご覧願います。

2ページからになります。
（「新しい長崎県づくり」のビジョン策定及び

長崎県総合計画の一部見直しについて）

現在、「新しい長崎県づくり」の実現に向け

て、概ね10年先の本県のありたい姿をお示しす
るビジョンの策定と長崎県総合計画の一部見直

しに取り組んでいるところであります。

ビジョンの策定につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響やデジタル化の進展など

社会経済状況の変化を踏まえるとともに、100
年に一度と言われる県内の大きな変革のその先

も見通しながら、県民の皆様に、ふるさと長崎

県で夢や希望を持ち続けていただくことはもと

より、県外の皆様にも、本県の魅力や可能性を

感じていただけるようなビジョンをお示しした

いと考えております。

検討に際しては、新たに「新しい長崎県づく

り懇話会」を設け、去る2月8日に、様々な分野
でご活躍されている有識者の皆様から、ビジョ

ン策定に向けたご意見を頂戴したところであり

ます。

また、総合計画につきましては、ビジョン策

定を通じた様々なご意見等も踏まえながら、新

年度予算における5つの重点テーマを中心に、
施策の追加や充実・強化を図るとともに、社会

経済状況の変化や計画の進捗等に応じた目標値

の変更など、必要な見直しを行ってまいりたい

と考えております。

今後、県議会をはじめ、県民の皆様からのご

意見もいただきながら、引き続き内容の検討を

進めてまいります。

（長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の見

直しについて）

現在、第2期長崎県まち・ひと・しごと創生
総合戦略に基づき、人口減少対策を中心とした

地方創生の取組を進めているところであります。

こうした中、国においては、「全国どこでも

誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デ

ジタル田園都市国家構想」の実現に向け、昨年

12月、国の総合戦略を抜本的に改訂した「デジ
タル田園都市国家構想総合戦略」が閣議決定さ

れました。

県としましても、デジタルの力を活用し、地
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域の社会課題解決や魅力向上の取組のさらなる

加速化・深化を図る必要があることから、今後、

国のデジタル田園都市国家構想総合戦略や県総

合計画の見直し状況を勘案しながら、総合戦略

の見直しについて、検討を進めてまいります。

（こんな長崎どがんです会について）

本県の現状・課題を把握し、県政運営や諸課

題の解決につなげるため、知事と県民が直接対

話する場である「こんな長崎どがんです会」を、

これまで8回開催してまいりました。
また、去る2月には、知事の出張の機会を利

用し、地域の皆様の声をお聞きする会を、出張

スピンオフとして、佐世保市で開催するなど、

新たな手法も取り入れながら、継続的に実施し

ているところであります。

テーマについては、子育てやＵＩターン、在

宅医療、スタートアップなど、多様な分野にわ

たっており、関係者の皆様方から現場の貴重な

ご意見をお伺いしたところであります。

こうした意見に対しては、直ちに実行できる

もの、中長期的に検討を要するものなど様々で

ありますが、子どもの貧困や居場所づくりに係

る研修会の実施、移住を実現させた移住コンシ

ェルジュ等に対して県産品を贈呈する仕組みの

構築などについて、令和5年度当初予算にも可
能な限り反映したところであります。

引き続き、様々なテーマや手法等を取り入れ

ながら、「こんな長崎どがんです会」を積極的

に実施し、施策への反映に努めてまいります。

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進に

ついて）

ＩＲ区域整備計画については、現在、国が設

置した審査委員会において継続して審査が行わ

れており、本県も適切に対応しているところで

あります。

この間、県では、ＩＲに関連する取引の実態

や仕組みへの理解を深め、ＩＲビジネスへの参

入意欲を高めていただくよう、商工会議所や商

工会に対する説明会を、離島地域も含め県内一

円で実施してまいりました。

また、ＩＲ導入に対する理解促進を図るため、

各分野の団体やＩＲ周辺地域の住民が参画した

九州・長崎ＩＲ安全安心ネットワーク協議会準

備会を開催し、依存症対策、治安維持対策につ

いて検討を行ってまいりました。

さらに、ＩＲ区域認定後を見据え、ギャンブ

ル等依存症対策の基礎資料とするため、福祉保

健部や長崎大学と連携して、県民を対象にした

アンケート調査を実施し、現在集計作業を行っ

ているところです。

認定時期については、見通せない状況であり

ますが、認定後速やかに各種施策を進められる

よう、準備に万全を期してまいります。

引き続き、県内はもとより、九州・山口各県

及び経済界との連携を深め、九州・長崎ＩＲの

実現に力を注いでまいります。

（デジタル化やＤＸの推進について）

本県におけるデジタル化やＤＸの推進におい

て、超高速、調低遅延、多様同時接続を実現す

る第5世代移動通信システム、いわゆる5Ｇの県
内における整備促進は重要であると考えており

ます。

これまで、通信事業者の皆様が5Ｇ基地局を
整備する際には、個別に施設を探索し、管理者

に直接問い合わせをする必要がありました。

そこで、去る2月1日に、県において「長崎版
5Ｇ基地局設置ワンストップ相談窓口」を開設
し、県や県内21市町の管理する公共施設のデー
タ閲覧から基地局設置についての相談受付まで

をワンストップで対応することにより、通信事
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業者による5Ｇ基地局整備を促進してまいりた
いと考えております。

今後とも県内おける5Ｇエリアの拡大をはじ
め、通信環境の整備について、積極的に取組を

進めてまいります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった「政策
等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明を求めます。

【黒島政策調整課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります企画部関係の資料についてご説明いた

します。

資料の2ページをご覧ください。
事業者に対し内示を行った補助金について、

令和4年11月から令和5年1月までの実績を記載
することになっております。しかし、実は9月
の定例議会で報告すべきでありました6月分の
内示4件につきまして、その際、記載が漏れて
おりましたので、この分を、今回、記載させて

いただいております。大変申し訳ございません

でした。

次に、3ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でありますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

令和4年11月から令和5年1月までに、県議会議
長宛てにも同様の要望が行われたものは、島原

半島振興対策協議会ほか3団体からの要望、及
び長崎県町村議会議長会、長崎県離島振興市町

村議会議長会からの要望の3件となっておりま
す。

それに対する県の取扱いにつきましては、資

料3ページから5ページに記載しているとおり
でございます。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました。
次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。

審査対象の陳情番号は、83番、84番になりま
す。

陳情について、何かご質問はございませんか。

【山田委員】小値賀町から出ている陳情の件で、

高度情報化施策の推進についてということであ

りますが、冗長化、災害時とかにより、回線の

断線に対応するために二重化にするということ

でありますが、県下の今の離島の状況を教えて

いただけますか。

【小川デジタル戦略課長】今、離島におきます

光ファイバー、海底ケーブルの部分になります。

基本的に、今、本土から五島列島につきまして

は、光ファイバーの冗長化ということで、円と

して、どこかが切れても別のルートからつなが

るという形になっております。

今回、小値賀町からのご要望の分なんですけ

ども、現在、線が新上五島町の方から小値賀町

の方に入っているんですけども、小値賀町の中

で終点という形になっておりますので、小値賀

～上五島間がもし断線した場合に、それを担保

するルートがないというところで、今、小値賀

町から要望いただいているという状況でござい

ます。

【山田委員】 五島列島はわかったんですけど、

あと壱岐、対馬はどういうふうになっているん

ですか。
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【小川デジタル戦略課長】すみません、失礼し

ました。壱岐、対馬につきましては、本土と壱

岐・対馬ということで光ファイバーの線がつな

がっておりますので、冗長化が既にできており

ます。

【山田委員】切れてしまったら、小値賀町だけ

がネット環境とかがよくないというか、つなが

らなくなるということで、宇久島とかとつなぐ

話とか、そういった話があるんですかね。環境

に差が出ないというか、離島に暮らしてても大

きく変わらないための安全対策は、どういった

ことが考えられるかを教えてください。

【小川デジタル戦略課長】小値賀町につきまし

ては、お隣の宇久島、佐世保市になりますけれ

ども、実際、宇久の方は約1,000世帯あるんです
けども、そこはまだ光ファイバーがつながって

いないという状況でございます。

今回、小値賀町からの冗長化のお話がある時

に、小値賀町に対しても、やはり佐世保市さん

との共同での海底ケーブルの敷設についてご相

談いただくですとか、あと、近年、各民間の通

信事業者の方で衛星を使った通信環境というと

ころのサービスも開始されておりますので、そ

のあたりの技術等もご紹介いただきながら、地

元の方でご検討いただくような形に今お話をさ

せていただいているという状況でございます。

【山田委員】佐世保市と連携して、中枢連携都

市圏でもありますので、そこはと思うんですが、

最後の参考の4番目に、「公設の光ファイバー
網の民間事業者への譲渡に関わる支援制度の拡

充を図ること」とありますが、このあたりを教

えてもらっていいですか。

【小川デジタル戦略課長】光ファイバーにつき

ましては、基本的な新設、国の制度ではありま

すけれども、新設についての整備ということで、

既存の部分の改修等は補助の対象になっていな

いという状況がございます。

ただ、壱岐と対馬につきましては、公設で、

今設置をしているものについては、民間譲渡に

向けた改修等であれば補助の対象になるという

制度の内容でございます。

【山田委員】小値賀町が、国のお金で光ファイ

バーとかつけてもらえるんだけど、その後の維

持管理とか、そういった費用のことをすごく懸

念をされていました。

壱岐・対馬はうまい形でいっているようであ

りますが、そういった成功事例も、とにかく県

がもう少し関わっていただいて、住んでいると

ころで環境整備に差が出ないような形でしっか

りお手伝いをいただきたいと思います。

以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんか。

【田中委員】「こんな長崎どがんです会」につ

いて、お聞きしたいと思います。

私は、このタイトルを聞くのも、あまり認知

してなかったんでね、こんなに頻繁に行われて
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いると、8回開催して、出張スピンオフとして
佐世保市で開催すると。ここら辺のことがあま

りわからないので、「こんな長崎どがんです会」

の輪郭をお聞きかせいただけませんか。

【浦政策企画課長】 お答えいたします。

「こんな長崎どがんです会」につきましては、

大石知事が就任後、公約にも掲げられました県

民との対話の積極的な実施ということをベース

に組み立てた取組でございます。

名称につきましては、第2回目から、この名
称にさせていただいてます。

名称の考え方としましては、若い方からの意

見の中で、親しみのあるような名称が望ましい

のではないかということで、例えば方言とかを

使ったらどうだろうかというご意見があったも

のですから、そういった趣旨で、さらに、今後

の長崎をどういうふうに考えていくかというこ

とで、県民の皆様も主体的に考えていただきた

いという思いで、「こんな長崎どがんです会」

という名称に2回目からしたという経過がござ
います。

今お話がありましたように、第1回目を4月に
立ち上げまして、これまでの間、第8回まで実
施しております。

今お話があったとおり、去る2月7日には、佐
世保の方で出張スピンオフという形で、出張の

機会を活用して知事と県民、特に佐世保の市民

の若い方と対話をするような場を設けたという

状況でございます。

もともとの趣旨から考えて、ここで出た様々

なご意見、県民の声を施策に反映していくこと

が大変重要ということで考えておりますので、

引き続き、こういった視点を大事にしながら取

り組んでまいりたいと考えております。

【田中委員】これは、そうすると知事の公務な

んですね、政治活動じゃないわけだね。知事の

公務なんだね。

部課長さんの出席状況、予算の執行状況等を

聞かせてください。

【浦政策企画課長】 お答えします。

第1回から第8回目まで開催しておりますけ
れども、それぞれテーマを設けて、テーマごと

に参加者を選定しまして、さらに、そのテーマ

に応じて関連する部局の皆様方にも参加してい

ただいているという状況でございます。

例えば第2回目、子育てをテーマにした時に
は、こども政策局が参加しておりますし、直近

でいきますと第8回になりますが、女性の視点
を取り入れたまちづくりについて諫早の方で開

催した際には県民生活環境部が参加しておりま

す。それぞれのテーマごとに、関連部局が参加

しているという状況でございます。

また、予算につきましては、昨年6月補正予
算の肉付け補正予算の中で関連予算を計上させ

ていただいておりましたが、当時、予算の積算

としては約10回分ということで積算しており
ましたけれども、今回、実際スケジュールをこ

なしていく中で、結果として8回と、あとスピ
ンオフ1回ということで、合わせて9回の実施に
なっているという状況でございます。

【田中委員】 数字について聞かせてください、

予算を。

【中島(浩)委員長】 休憩します。

― 午後 １時５４分 休憩 ―

― 午後 １時５４分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。

【浦政策企画課長】 先ほど申し上げました6月
補正の予算額としましては、10回分の積算でご
ざいまして、旅費、謝金等を合わせまして約135
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万円ということで計上しております。

2月補正予算の中では、事務費ということで、
今回減額まではしておりませんけれども、先ほ

ど申し上げました、全体としては10回予定して
おりまして、スピンオフ含めて9回ということ
ですので、その分が減額する見込みと考えてお

ります。

【田中委員】そうすると、公務として全て企画

の方でセットして、そして知事が来てやるとい

う形になるね。

あなたたちは、いつも予算を聞く時には、人

件費を考えないんでね、物品費だけであって。

どのくらいの人が参加しているのか、県庁の当

局の役人さんが。そういうのを入れると、これ

は結構な規模になるんでしょう、ね今後は。

年間スケジュール等も、予算化の時にちゃん

と決めているんですか、予算を積み上げる時に。

5年度予算の内容を知らせてほしいと。
【浦政策企画課長】「こんな長崎どがんです会」

の開催につきまして、1回開催するために、私
ども政策企画課が全体的なコーディネーター役

として、私も含めて数名参加させていただいて

ます。もちろん知事、あるいは秘書課の関係者

と、あと先ほども申し上げましたとおり、テー

マに応じた関連所属が参加している状況でござ

います。

また、令和5年度のテーマについて、これか
ら各庁内の部局に照会をさせていただきまして、

それから、私どもの方で選定、絞り込み等を行

っていく予定にしております。

ただ、今年度開催した内容を踏まえますと、

各部局、分野で、まだ開催をしていない分野が

ございます。

例えば、観光分野でございますとか、水産行

政分野、あるいは土木、安全安心の分野が、今

年度まだ開催しておりませんので、そういった

分野を優先的に開催することを念頭に、今後、

調整してまいりたいと考えております。

【田中委員】 予算というのは大事なもんでね、

お金だから。令和5年度の積算した内容、予算
をどれだけ出しているのかな、総トータルで。

【浦政策企画課長】 お答えします。

令和5年度当初予算でございますけれども、
まず年間の回数につきましては、今年度の開催

状況を踏まえまして、8回で積算をさせていた
だいております。

その積算に基づきまして、謝金等を積み上げ

まして、令和5年度の「こんな長崎どがんです
会」に要する経費としては、少ないですけれど

も、26万4,000円を計上させていただいており
ます。

先ほどお答えした今年度の予算額が130万円
ほどございましたけれども、それとの差額約

100万弱につきましては、もともと旅費を、予
算措置を今年度しておりましたけれども、こち

らについては、各テーマごとに、各部局が参加

する際に、各部局の方で旅費については予算を

対応するということで、今年度は、その分の旅

費が減少しまして、結果的に26万4,000円とい
う当初予算の計上額になっております。

【田中委員】場所の設定とか、これは平日なん

だね、土日は使わない。公務だから、勤務時間

内で全てやるということで理解していいんです

か。

【浦政策企画課長】今、田中委員ご指摘のとお

り、基本的には平日の開催を考えております。

ただ、今年度開催した中で、やはり参加する

参加者の方の状況ですとか、テーマに応じまし

て、土日が比較的参加しやすいというお声もあ

りましたので、そういった声は真摯にお応えす
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る形で、できる範囲で対応してきているところ

であります。

例えば、昨年5月に開催しました子育てのテ
ーマ、あるいは8月に開催しましたＵＩターン
のテーマにつきましては、参加する方々のご意

見も聞きながら、土日開催としている状況でご

ざいます。

【田中委員】場所の設定は、大体県庁が持って

いる場所でやるのか。それから、広報関係はど

ういう広報を使っているのか。

【浦政策企画課長】今ご質問がありましたとお

り場所につきましては、なるべく会場の借上げ

経費を少なくするという観点から、長崎県庁の

会議室等を積極的に活用させていただいており

ますけれども、やはり現場に出向いていって、

現場の空気感、環境を感じながら、ご意見を聞

くということも大事な側面だと考えております。

第8回の女性の視点を入れたまちづくりの際は、
県央振興局で、活動の拠点となっているような

場所で開催させていただきました。例えばスタ

ートアップの支援のテーマの際には、県庁会議

室ではなくてＣＯ‐ＤＥＪＩＭＡの方で開催す

るような、こういう工夫もしながら、開催に努

めているという状況でございます。

【田中委員】ぜひ今年度の予定表を出してほし

いと思うし、我々も出席できるのかな。できる

だけ生の声を聞いてみたいね、議会の一般質問

だけではちょっと物足りないので。どうでしょ

うか。

【浦政策企画課長】すみません。私どもの周知

不足のところがありますけれども、どがんです

会を立ち上げて定期的に開催していく中で、議

員の皆様にもご案内ということで差上げており

まして、出席される場合は事前にご連絡いただ

ければということで、ご案内させて（発言する

者あり）ああ、そうですか。

失礼しました。佐世保で行った出張スピンオ

フについては、周知不足のところがありました

ので、今後、各地域に出向いていって出張スピ

ンオフ等を行う際には、周知を徹底するように

私ども注意してまいりたいと思います。

それ以外の本体部分のどがんです会につきま

しては、毎回、ご案内させていただいていると

理解しておりますので、通常、参加していただ

くことは、ぜひご検討いただければと考えてお

ります。

【田中委員】いいことだと私も思う、県民の声

を生に聞く。普通、しかし、私たちでさえ、大

体行政に対する要望等の基準は、私の場合は佐

世保市からいろいろ頼まれたりする。市からの

要望を中心として県に大体やるんだけれども、

直接個人的にいろいろ頼まれたって、それは簡

単に県に、だからといっていろいろ要望するこ

とは、私はしない。少し集積がないと、物事の

集積が。行政に対しての働きかけは。

だから行政と、まず、例えば21市町の行政と
の関係がスムーズにいった方が私はより、しか

し、それよりも直接県民に働きかけるというの

は、それは一つの手法かもわからんけれども、

議会は何となく形骸化してしまうね、議会の関

係がね、直接。回数がこのくらいだからいいけ

ど、月に2回、毎年ずっとやりますとか、県挙
げてやりますとかとなれば。

だから、やるのはいいから、公にして参加し

やすいような形でやってほしいね。そうしない

と予算までつけて公費でやるというのが、何と

なく政治活動じゃないかという感じがね、公務

じゃなくして、行政の範疇じゃなくして、もう

一つ踏み越えたところにいっていると批判され

る要素もあるなと私は考えているんだけどもね。
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いいことではあると思うよ、それは。それが一

番原点と言えば原点だから、県民の声を生に聞

くというのはね。生の声もいろいろな声がある

からね。

終わります。

【中島(浩)委員長】ほかに質問はございません

か。

【山田委員】ＩＲについて伺いたいと思います。

地元の待望の声が大きい、そういった事業で

はあります。当然、私も、新たな雇用が1万人
近く発生するということで非常に期待をしてお

ります。

しかしながら、一方で、今、地場の中小零細

企業を中心に本当に人手不足であります。企業

を回っていても人手不足のことしか言われない

ぐらいどこも大変な中、そして、佐世保でも熊

本の半導体に人を相当引っ張られているような

話も聞いてます。

そこで、ＩＲで新たな雇用が発生することに

よって、今、佐世保にある地場の中小零細の企

業から人が横流れをするんじゃないかという懸

念の声がありますし、私もそこを心配していま

す。そのことに対して県としてどのような対応

を考えているのかお尋ねをしたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】山田委員のご指摘は、私

どもも、この計画を推進する中で、地元佐世保

の経済界の皆様からも同様のご意見を頂戴いた

しております。

ＩＲが実際稼働してまいりますと、そういっ

た経済面で特徴的な、若い世代が誇りを持って

働けるような職場環境になると、我々も期待し

ておりますけども、そういった中で、地元の企

業から、従業員の皆様が横移動することがない

ようにということで、ＩＲの各施設が求める人

材がどういった人材なのかということを、地域

の高校、大学等にも早目に求人のご案内をして

いくということも一つあります。

もう一つは、一度県外に出られた方の学び直

しも含めて、リカレント教育に重点を置いて、

県外に一旦出られた方が、ＵＩターンの就職で

地元佐世保に戻って来れるような連携を図って

いくということで、地域振興部、または産業労

働部とも連携を図りながら、従業員の育成・確

保に努めていきたいと考えております。

【山田委員】 育成・確保はもとよりというか、

そこを期待をするところです。若い人たちが県

外に行かずに佐世保にとどまってくれる。例え

ば、親の介護で戻ってくる40代・50代の方が就
職をするのに、新たな職種として、なかなか今

マッチングの問題もあるので、期待はするんで

すけど、私が申し上げているのは、今働いてる

人たち、今地場で働いている人たちが横流れす

ることを心配しているので、部局は違うと思う

ので、私が再選をできれば聞きたいなと思って

ます。知事にも、お尋ねしたいし、結構、産労

の分野になってくるのかなと思うんですが、県

として、地場の企業を支えていかないと、人手

不足に拍車をかけて、佐世保のＩＲだけがよく

て、佐世保の周りの企業がどんどんつぶれてい

くようなことになってはいけないと思っている

んですよね。

そこで、全庁的にというか、こういったこと

を産労部とかと話したこととかはないんですか。

【小宮ＩＲ推進課長】産業労働部は、地場の企

業様との情報交換の窓口ということもあります

ので、常に情報はいただいております。

また、地元企業の振興という観点では、産業

労働部が中心になって人材の確保等も含めて動

いておりますけども、企業誘致という新たな視

点で申し上げますと、ＩＲに関連する、特にデ
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ジタルのコンテンツ産業といいますか、映像、

音響、そういった地元にはないような新たな企

業を誘致してくる。そこには、当然そういった

人材も併せて誘致をするような仕掛け、または、

そういった大学での人材育成も含めて議論をし

ております。

また、雇用の観点から申し上げますと、産業

労働部とも一体的に協議を進めておりますので、

今、山田委員がご指摘になられた点は私も十分

理解いたしましたので、今後、どのような場合

が想定されるかも含めて、議論を密にして、対

応してまいりたいと考えております。

【山田委員】 ぜひお願いをしたいと思います。

今までないところが入ってくるのも大いに結

構、人が一緒に来てくれるからですね。今いる

産業を守るということもやっていただかなくて

はいけないので、極端な話、企業の社会保険負

担部分を出すとか、いろいろ新たに、田中委員

が言われた500億円ぐらいいろいろお金が入っ
てくる、新たな税収というか、ＩＲが開業して

長崎県や佐世保市を含む21市町に新たにお金
が入ってくる、そういった中で、そういったお

金を、そういうのにも、地場産業を支えるとい

う周辺の、ＩＲの周りで地場産業を支えるよう

な仕組みというのもぜひ検討いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

【川崎委員】観光ＭａａＳについてお尋ねいた

します。

立ち上がって随分と期間もたっております。

まず、利用状況、いわゆるダウンロードをした

方とか、長崎における利用状況、また、これが

誘客にどの程度今貢献をしているのか、お尋ね

をいたします。

【浦政策企画課長】 お答えいたします。

長崎県ＭａａＳにつきましては、昨年8月か
ら本格的に取組を開始しまして、現在、2月末
時点の状況ということでご説明したいと考えて

おります。

8月から2月末までの間に、特に一日乗車券等
の交通関係のデジタルチケットにつきましては、

累計で1,670枚、販売がなされております。月別
で見ますと、昨年12月までは大体200件台の推
移でございましたけれども、今年1月に入りま
して増えつつありまして、1月が308枚、2月が
353枚ということで1,670枚ということになっ
ております。

また、ダウンロード数につきましては、昨年

12月末現在でありますけれども、約40万ダウン
ロードということで、徐々に増えてきていると

ころだと考えております。

今申し上げましたように、特に、乗車券等の

デジタルチケットの販売数が順調に増加してき

ているのではないかと考えております。

また、デジタルチケットの中身を見ますと、

観光客だけではなくて、地域住民の方も使って

いるような傾向も見て取れると考えております

し、先ほど申し上げましたとおり、1月、2月増
えているところとして、長崎電気軌道様の関係

のデジタルチケットが伸びております。

こちらの方、恐らく長崎市内のイベント等の

関連で、観光客等の誘客につながっているので

はないかと考えております。

【川崎委員】 40万人のダウンロードというこ
とで、観光客ではなく地元の方も使っていると。

長崎県の方、あるいは長崎市の方、そういうこ

とはわかるんですか、お住まいごとのダウンロ

ード数。

【浦政策企画課長】 ダウンロードした40万人
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の方の居住地までは、申し訳ございません。把

握はできておりませんけれども、先ほど私が地

域住民の方の利用もというふうに申し上げまし

たのは、今回、交通事業者の西肥バス様が、結

構、デジタルチケットの販売が枚数的には伸び

てきております。

西肥バス様は、土日のみの販売ではあるんで

すけれども、例えば通常1,000円で売られている
ような一日乗車券を、800円でデジタルチケッ
トとして販売しているということもあって、そ

ういった意味から、観光客だけではなくて地域

住民の方の積極的な利用につながっているので

はないかというふうに交通事業者の方からも意

見を聞いているという状況でございます。

【川崎委員】徐々に浸透しながら、これで利便

性も高い、また、お得感もあるということで、

いい効果になってきているんだろうと思います。

私は長崎市内でありますが、長崎での認知が

低いような気がしているんです。とりわけ若い

方、いいねとは言われるのに、あまりご存じな

いような感じがいたしておりまして、ぜひ積極

的にお使いいただきたいなというふうに思うん

ですが、そういう周知、告知、そういったこと

にはどんな取組をされているのかお尋ねいたし

ます。

【浦政策企画課長】今ご意見がありましたとお

り、このＭａａＳを普及させていくためには、

しっかり活用を図っていただくこと、あるいは

若い方を中心に積極的に利用していただくこと

が何より、まずは重要だと考えております。

そのため、今、ＭａａＳの実行委員会、交通

事業者等で構成される組織なんですけれども、

そちらを中心に、交通事業者がお持ちのそれぞ

れの広報媒体等も使って宣伝、ＰＲに取り組ん

でおりまして、具体的には今年に入りましてか

らバスのラッピング等にも取り組んでいるとこ

ろでございます。

まずは、県庁の中でもしっかりマイルートの

認知と、あと活用を進める必要があるというこ

とで、私どもの方から、例えば庁内の定例部長

会でもＰＲさせていただいたりもしてますし、

あと、県の観光部門とも連携して観光サイドの

ホームページの中でも周知啓発を図るような、

そういう取組に努めているところでございます。

今ご意見がありましたように、まだまだ周知

が足りないんではないかというのは、私も同様

の感触を持っておりますので、今からさらに

様々な広報媒体を活用しながら、周知を進めて

いきたいと思います。

今、九州ＭａａＳということで、九州各県で

も、このマイルートを活用したＭａａＳの動き

が非常に活発化してますし、九州ＭａａＳとし

て一つにまとめていくような動きも検討されて

おります。

そうしたことも踏まえながら、今申し上げま

したように積極的に、広報、普及に取り組んで

まいりたいと考えております。

【川崎委員】ぜひ積極的に取り組んでいただい

て、多くの方にご利用いただいて、長崎は観光

周遊に非常に便利なところなんだというところ

を、ぜひ確立をしていただきたいと思います。

運営費についてお尋ねをいたしますが、初年

度ということもあるので、県の支援も大きいと

は思うんですが、例えば、来年度、運営費をど

う事業者さんと負担を案分していくのかとか、

今後、最終的にはこういうことで県は考えてい

るという運営費の考え方についてお尋ねいたし

ます。

【浦政策企画課長】長崎県ＭａａＳの運営費に

ついてのお尋ねでございますけれども、今お話



令和５年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月８日）

- 74 -

がありましたように、県としては令和4年度の
当初予算におきまして、長崎県ＭａａＳ実行委

員会に対して導入に必要なシステム改修経費等、

あるいは先ほど話がありました広告費等への支

援ということで、デジタル田園都市国家構想交

付金等も活用しまして、約2,800万円の立ち上げ
に対する支援というのを行ったところでござい

ます。

当該支援につきましては、あくまでも導入立

ち上げを目的としたものでありまして、支援の

前提としまして、交通事業者の皆様には、2年
目以降は自走することを想定していますという

ことでお伝えしているところでございまして、

現在のところ、令和5年度におきまして県の補
助金等の支援についての予算は計上していない

という状況でございます。

実行委員会においても、各事業者の負担とい

うのを、現在、調整を図っているというふうに

聞いておりますし、立ち上げ時については、や

はりシステムの改修等がございまして2,800万
円程度、非常に大きな額でしたけれども、これ

が運営費ということになりますと、大体1,000
万円前後になるのかなというふうに伺っており

ますので、そちらの方を、各交通事業者等の負

担ということで調整を図っております。

併せまして、今お話し伺っていますのが、各

事業者の負担だけではなくて、例えば協賛金と

か、広告費とか、運営費に充てるような仕組み

も検討しているというふうに聞いております。

県としても、補助金支援は、現時点で予算計

上しておりませんけれども、そういった運営費

の中で活用できそうな国の財源等に関する情報

提供など、実行委員会の収入確保等への協力と

いうのは、引き続き取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。

【川崎委員】 ありがとうございました。

次に、度々お尋ねしていますが、クーポン等

を飲食事業者さんはじめ、国の全国旅行支援と

か、いわゆるクーポン化が図られて、そういっ

たところからデジタルでやりますよというのが、

ある意味、義務づけられたというところもあり

ます。

今から様々な地域経済の振興と活性化のため

には、クーポン事業ということは非常に効果的

だから、いろんな市、町も取り組むこともある

よと。しかしながら、紙で作るということを毎

度毎度すると事業費もかかる、スタートにも時

間がかかる、こういったところから、ぜひデジ

タル化を推進してほしい。このようなことも、

何度も本会議場でも述べさせていただきました

が、この検討状況というのはいかがでしょうか、

お尋ねいたします。

【小川デジタル戦略課長】電子クーポン化につ

きましては、委員会の中で、これまでもご提案

をいただいたところでございます。

今回、今年の1月からなんですけれども、全
国支援ということで旅行支援の部分がリージョ

ンペイという電子クーポンで、長崎県内のクー

ポンは全てがクーポン化ということで今動いて

いるという状況でございます。県内の様々な、

約4,000店舗がリージョンペイに登録されてい
るとお聞きしている状況でございます。

そういった状況を踏まえる中で、今後やはり

デジタル化を進めていくに当たっては、委員か

らご指摘ありましたとおり、やはり電子クーポ

ン化が非常に必要な取組だと考えておりまして、

現在、庁内で様々な部局の中での電子クーポン

の可能性があるかと思いますので、関係部局と

今活用の可能性について協議を進めているとい

う状況と併せまして、電子クーポンにつきまし
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ても様々な民間事業者の方々が提供されている

サービスがございますので、今、観光で使って

いますリージョンペイを含め、どの形のクーポ

ンが県として活用していくに当たって一番最適

かといったところの検討を進めているという状

況でございます。

【川崎委員】とにかく経済活性化について我々

も国に求めて、例えば臨時交付金を、さらに積

み増しをしてほしいというようなことも要望し

ておりますし、長崎市も来年度はそういった事

業を構築されているんです、今年度のうちにで

すね。1年以上かけてやりますよということも
言われております。

ぜひそういったところから、事業費が無駄と

は言いませんが、圧縮して、さらにそれが店舗

さんの売上等につながっていくようなところに、

いわゆる大事な交付金が向かっていくような、

そんな流れをつくっていただく上でも、ぜひこ

れは推進していただきたいと思いますので、早

期の確立を要望させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

【中島(浩)委員長】 ここで休憩します。

― 午後 ２時２４分 休憩 ―

― 午後 ２時３６分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
【田中委員】ＩＲについて、私が一人独断でい

ろいろな数字を出しているんだけれども、ＩＲ

推進課の方でも、ちゃんとそのくらいのことは

精査されていると思うんでね。

ＧＧＲ、さっきも出てきたね。私は大体2,000
億円という話をするんだけども、それで300億
円と、それ以上の話が企業から出てきているか

らね。それから、入場料収入も200万人分とな
ると60億円と。基本は360億円、プラス3分の1

ずつ大体分けるという方程式については確認を

しておきたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】開業5年目の2031年にお
けるＧＧＲにつきましては、2,095億円を今予定
しております。

この2,095億円のうち30％が国へ納付されて、
そのうち15％、半分が県に納付をされるという
ことで、午前中、宅島委員のお尋ねにも答弁し

ましたけども、2031年、開業5年目で年間314
億円が県に納められるという予定でおります。

このほか日本人からの入場料、1回当たり
6,000円がございます。今、年間257万人を想定
しておりますので、6,000円掛ける257万人、こ
の半分が県に納められますので、年間約77億円
ということで、田中委員ご指摘のとおり、2031
年度を見ますと391億円が収入として入ってく
る予定と、今、計画ではなっております。

【田中委員】 私は慎重だから、あの360億とい
う数字しか皆さんには言わないんだけどもね、

300億と60億は。もっとその3割ぐらいのものを
あなたたちは想定していると、これはそれで置

きます。

あと、何で私が言うかというと、県、市、結

構な収入になるのよ。まず、3,000億円の投資を
すると1.4％で40億円ぐらいの固定資産税が入
ってくるわけだ、市で言うと。そのほか県・市

民税というのが、間違いなくある。1万人の雇
用で平均給与を500万円とすると500億円の給
料が払われる。そのうち1割の50億円は県・市
民税の大体対象になる。それを3対2で分けるか
ら、佐世保市が30億円、県が20億円、県・市民
税が入ってくる。プラス地方消費税というのが

結構入ってくるんだ。これは、私は鮮明には把

握してないけれども、あなたたちは税務課と横

の関係で、もっと詳しい資料が入っていると思
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う。

だから、市で言っても120億円に40億円、30
億円、大体もう190億円あるし、それに地方消
費税が入ると300億円近くの収入になるのよ、
地方消費税。

そのほかにも、まだ車の税金とか、たばこ税

までは言わんけれども、たばこ税も入るかな。

いろいろな税金を考えれば、私は少なく見積も

って200億円と市で言っているんだけども、300
億円ぐらいのものが想定されるわけ。

県で言うと、さっき言った話ですると20億円
入ってくる、県・市民税のうちの県民税が。

法人事業税が、これもまあまあ、もうかるわ

けだから、4,000億円幾らの投資をするというこ
とは、10年で返済するとすると400億円以上の
ものが毎年利益として上がらなければいけない

わけだ。

そういうことをすると、法人事業税含めて20
～30億円の金が間違いなく入ってくるし、地方
消費税、これは県が大きいですよ。だから県で

も400億円、市でも300億円、700億円ぐらい入
ってくるけれども、少なく見積もって私は300
億円、200億円と話してるんだ。プラス人口が3
万人増えると地方交付税、これが県も市もずっ

と上がってくる。そういうもろもろのことは私

よりもあなたたちが専門だから、もう少し詳し

く話してください。

【小宮ＩＲ推進課長】今、田中委員ご指摘のＧ

ＧＲ、それから入場料収入以外の税収といたし

まして、これは区域整備計画にも記載しており

ますけれども、区域認定後、ＩＲ事業者がハウ

ステンボスから土地を提供していただくところ

の不動産取得税はじめ、先ほど田中委員が触れ

られましたように県税、法人県民税とか法人事

業税がございます。それから、佐世保市ですと

法人市町村民税や法人事業税と合わせますと、

ＩＲ開業までに伴うこういった税収として全体

で約428億円と今試算しております。
その後、これはＩＲ開業まで建設投資に係る

期間の限定的な税収ですけども、ＩＲ開業後、

運営に伴う地方税、それから地方消費税、これ

を想定しますと、やはり200億円を超える税収
が期待されるということで私どもも認識をいた

しております。

【田中委員】プラス地方交付税が間違いなく増

えるんだからね、人口が3万人増えるとね。こ
れも大きいんですよ、地方交付税。若干税金が

増えると、75％の壁で減らされるけども。しか
し、長崎県が不交付団体になることはない、い

くら頑張ったって。それは地方交付税をもらわ

なきゃ生きていけない、佐世保市だって、しか

りだ。

だから、もろもろやると1,000億円ぐらいの収
入になるのよ、毎年、長崎県が。ずっと積上げ

ていくと、いろいろなことをね。しかし、それ

はあまりにも不確定要素が多いから、私は500
億円ぐらいから、もっと言うと300億円、200
億円の話をしているんだけども、山田委員から

私の500億円について疑問的な空気があったも
んだから、改めて、あなたたちが専門だから。

行政は助かるんですよ、だから我々もやろうと

しているんだ、一生懸命頑張って。

雇用もあると、それはきれいごとで、県と市

がもうかるんだよ、税収プラス納付金で。こん

なことないのよ、今まで長崎県政で。少し大雑

把だけども、1,000億円も入ってくるなんてこと
はね。半分見積もったって500億円は、これは
間違いない数字なんだから、あなたたち、認め

るでしょう、そのくらいの数字は。

【吉田企画部政策監】田中委員から不交付団体
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という言葉がございましたので、ご承知とは思

いますけれども、交付税の仕組みの中で基礎数

値となる収入部分には、今言われた税収のほと

んどが入っております。ＩＲ納付金については、

国会の方で、「当分、交付税の算入には用いな

い」という政府答弁がありましたので、これは

真水として増えると思います。

ただ、先ほどもろもろ言われた税収につきま

しては、留保財源という仕組みが一部ございま

すけれども、交付税の収入として算定されます

ので、交付税がその分減らされるということに

なりますので、県の税収が丸々増えるというも

のではないということで、若干補足をさせてい

ただきます。

【田中委員】あなたがそこまで言うならね、わ

かったようなことを言うんじゃない。全部それ

は頭に入れて話しているんだ。だから、360億
円でも、これは関係ないんだよ、納付金は。ふ

るさと納税と一緒だ。ふるさと納税だって、マ

イナスのところもあるけれどもね。

だから、へ理屈を言い過ぎるんだ、あなたた

ちは。なんか知ったかぶりというかな。全部知

ってて話しているんだ、こっちは。だから1,000
億円という話はしない、500億円ぐらいはとい
う話をしているんだよ。

なんか否定するような、ＩＲに水差すような

話ばっかり、あなたたちはして回るから。あな

たたちは知識があることは知っているよ、俺も。

それはちょっと問題だ。

空飛ぶ自動車だ。あなたたちは笑っているけ

どね、これを本当に長崎ＩＲに位置づけるとす

れば、もうちょっと根拠のある話をしなさいよ。

位置づけるとすれば、空飛ぶ自動車を。

我々もヘリポートは必要という計画を練った

ことがある。それは必要の中なんだよ、富裕層

が来るわけだから。だからＩＲもちゃんとヘリ

ポートを造らないといかんよと、長崎空港から

のね。そこまでしたことあるけどね。空飛ぶ自

動車、それは話題性もあるし、いいことだと思

うよ。いいことだと思うけども、本当に長崎Ｉ

Ｒに位置づけされているのか、空飛ぶ自動車。

それだけの研究がなされているのか。

あなたたちは、議員の言うことにうまく迎合

してやってくれるのはいいけれども、中身は、

本気で空飛ぶ自動車は位置づけしているんだね、

九州・長崎ＩＲに。ちょっと聞かせてもらおう。

【吉田企画部政策監】空飛ぶクルマについてで

ございますが、ＩＲ区域と空港を結ぶ手段であ

りますとか、福岡方面からＩＲへ結ぶ手段であ

りますとか、そういう具体的な移動手段として

位置づけているわけではございません。それは

別途、飛行機で何人、船で何人、車で何人とい

う数字は、区域整備計画の中の一環として数字

は上がっておるわけです。

ＩＲが2ヘクタールの展示場を持ちます。こ
れは九州で一番の展示場になります。開業時点

では、大阪の計画でも同じ規模でございますの

で、2ヘクタールの展示場というのは、日本で
も有数の展示場になります。そこで空飛ぶクル

マを実証展示することで海外からの視察等も期

待できますし、そういった実証試験の場として

も活用できるのではないかと思っております。

ですから、繰り返しになりますけども、空飛

ぶクルマを、実際のＩＲの区域整備計画に盛り

込んだ移動手段として位置づけているわけでは

ございません。

【田中委員】あなたたちが知識の重さを披露し

てくれるのはありがたいけども、やっぱりちゃ

んとやるべき枠の中に入っているのか。企業も、

それを認めて空飛ぶクルマを自分たちの仕事の
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中に位置づけているのか。ならば、長崎県がや

ろうとするならば、空飛ぶクルマをどこで、誰

が、どういう規模でやるんですか、教えてくだ

さい。

【三上企画部政策監】空飛ぶクルマにつきまし

ては、今、先行して、例えば大阪万博でありま

したり、あるいは同じ海の上を飛ぶプランとし

ましては、和歌山ですね、セントレア空港から

和歌山や三重へ向かうプランであったり、ある

いは東京湾をよぎって羽田空港に行くプランな

ど、幾つかの地域が検討しているところでござ

います。

今、私がＩＲ推進課といろいろ話している中

では、特に、どの企業、どのメーカーの機体を

持ってくるとか、そこまで具体的な話にはなっ

ておりませんが、他方、今現在、外資の機体も

含めて各社が日本中のマーケットを探しており、

逆に我々は適切なものを選べる立場におります

ので、将来、例えばＩＲのアクセスを担う上で

スペックとして最も適切な機体があれば、そう

いった企業にアプローチしていくべきだと思っ

ております。

例えばですけれども、今、日本の国産の機体

であれば2人乗りの機体が出ているわけなんで
すが、果たして2人乗りでどれだけアクセスを
満たされるのかとか、あるいはエンターテイン

メントだったらオーケーかもしれないですけれ

ども、パイロットが1人乗ったら1人しか乗客を
乗せられないと、それで楽しめられるのかと。

そうすると2人乗りじゃだめだねと、6人乗り、
10人乗りの機体が出るのはいつなのかとか、ま
さにこういったケース・バイ・ケースの検討が

必要になります。

我々、デジタル戦略課としては、長崎はＩＲ

プランがなくても、実は離島だとか半島だとか

を結ぶ空飛ぶモビリティが全国で一番生きるエ

リアだと思っております。他方、その上にＩＲ

プランという立派なアクセスのルートが成れば、

さらに全国にＰＲしていける土地だと思ってお

りますので、引き続きＩＲ推進課と協力して進

めてまいります。

【田中委員】なんもあなたに空飛ぶクルマの将

来性とか、事業計画なんか尋ねたわけじゃない

んだ、尋ねたわけじゃないんですよ。

私は、九州・長崎ＩＲの中で空飛ぶクルマが

どういう位置づけをされているのか、国からの

認定があろうという時に、そういうものを、き

ちっとした位置づけで導入しようとしているの

か、それを話しているだけだ。将来性とかなん

とか、それはあるだろう。しかし、そんなこと

を聞いているわけじゃない。

九州・長崎ＩＲの計画の中で、空飛ぶクルマ

がどういう位置づけになっているのか、もしそ

れが実現性があるとすれば、空港と結ぶ港湾施

設の整備も要らないし、運航会社も、もう将来

性がなければやめますよ、空飛ぶクルマでやる

という話ならば。そういうところまでいってな

い、まだ、と私は判断しているから、軽々に空

飛ぶ自動車で議員の質問に答えるのはいいけど

も、九州・長崎ＩＲの位置づけとしては、早々

だよという話をしてるのよ。

【小宮ＩＲ推進課長】補足して答弁いたします。

区域整備計画の位置づけですけども、ＩＲ区

域の交通利便性という項目がございます。今現

在、空飛ぶクルマ等については実動しておりま

せんので、先ほど三上政策監が答弁したとおり、

現時点、国へ区域整備計画を提出した時点にお

いては、今後の、将来の交通手段という位置づ

けで記載をいたしております。

ちょっと読ませていただきますけども、「Ｃ
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Ｏ2排出量削減に向けた環境負荷の少ないモビ

リティ等、常に最先端技術を導入した交通計画

を図る」と。この一例といたしまして、自走式

ＥＶバス、燃料電池バス、こういったものの開

発と協議、あとは空飛ぶタクシー、グリーン経

営認証やＩＳＣＣ認証の取得、こういったとこ

ろを、ＩＲが令和9年度開業を今目指しており
ますので、その間、様々な技術の進歩等が期待

されるということで、九州・長崎ＩＲにおいて

は、こういった将来の技術も踏まえて、記載は

いたしております。

【田中委員】もう終わりますけども、国に対す

る認定の書類の中に導入されているんだね、間

違いなく空飛ぶクルマを、考えているんだね。

ならば空港だけじゃなくて、駅からだって4キ
ロの距離、そりゃ、空飛ぶクルマがあれば便利

だよ。あれも要らないよ、ケーブルとかなんか

も。やめなさいケーブルを、空飛ぶに変えなさ

い。空港からの移動手段も変えなさい、全部。

船会社にも言いなさい、こういうことでやりま

すからと。港湾の整備も要らないじゃないか。

【小宮ＩＲ推進課長】繰り返しで恐縮ですけれ

ども、現在の技術等において、乗員、定員が何

名なのか、継続しての飛行距離が何キロなのか、

そういったところも踏まえて、今後の技術開発

については期待をしているところでございます。

【田中委員】だから、空飛ぶクルマの将来性と

か、期待とか、それは当り前よ、私だって期待

しているよ。

しかし、今言う九州・長崎ＩＲの、もう国の

認定を受けようかなんかという時に、それを導

入するか、しないかを決めるぐらいの話でしょ

う。決定的に決まってるならば、さっき言った

ような施設は要らなくなるわけだから、駐車場

の施設だって考えなきゃいかんし、もろもろに

影響する。

そういう問題じゃなくて、将来はこういうこ

とでやりたいと思いますと。それとは全然違う

んだ、今の議論は。我々が今やろうとする、令

和5、6、7、8年の4年間で開業しようと、この
中にちゃんと組み込めるんですかという話にな

る。令和5、6、7、8でやらなきゃいかんのよ、
令和9年にオープンするんだよ。こういう計画
になっているんだから。不思議でもなんでもな

い。それまでにやれる可能性があれば、それは

やってくださいよ。

それを中心にして考えるような答弁をするか

ら、それは地元の人にも我々は説明しかねる。

空飛ぶクルマでやるんだから大丈夫ですよ、交

通渋滞もありませんという話をせんといかん。

【浦企画部長】議論がかみ合ってないと思いま

すけれども、私ども、一度も、ＩＲ区域へのお

客様の移動の交通手段として空飛ぶクルマで全

てが解決できる、あるいは開業時に空飛ぶクル

マでお客様を運ぶことを実現するということは

申し上げてないと思います。

将来の姿として、可能性の一つとして、そう

いった最先端技術を使った空モビリティの開発

が進んでいけば、導入も考えられると、そこは

目指していきたいということは申し上げてます。

ただ、それも、これからの技術開発で、当然、

乗車人数でありますとか、空モビリティのテク

ニカルなところが、どこまで進歩するのかとい

うのがありますので、そういったところは我々

も各種情報を集めながら、あるいは企業様とも

話をしながら、少しでも可能性を探っていきた

いということは申し上げておりますけれども、

ＩＲに関して、開業時に空飛ぶクルマで空港か

らの移動を実現させるとか、あるいはそれで移

動手段の渋滞を解決するとか、そういうことは
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申し上げておりません。あくまでも将来の実現

可能性を探していく、求めていく、そこは諦め

ずに我々はやっていくということを申し上げて

ますので、議論の前提がちょっとかみ合ってな

かったと思いますので、そこは申し上げておき

たいと思います。

【田中委員】 議論がかみ合うのが当たり前だ、

一般的な議論をしているわけじゃない。今の議

論は、私が質問したことに対して答えるのが議

論なんだよ。かみ合ってないから議論が続くわ

けであって、一般論的な議論をしているわけじ

ゃないんだよ。

スタートは、私の質問に対してあなたたちが

答弁するのが委員会の議論なんだよ。かみ合っ

てないから、こっちの方が困っているんだ。あ

なたたちが困っているわけじゃない。

【浦企画部長】お尋ねは、ＩＲの開業時に空飛

ぶクルマを交通手段として導入するのかという

お尋ねだったと思いますので、それは考えてお

りませんということを我々申し上げておるわけ

です。（発言する者あり）答弁が不十分だった

ところはお詫び申し上げたいと思いますけれど

も、そういう前提でお話は申し上げておりませ

んので、ぜひそこはご理解いただきたいと思い

ます。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません

か。

【宅島委員】ＩＲについてなんですけども、私

の令和3年の11月定例会の12月2日、令和3年な
んで1年ちょっと前になりますけども、このＧ
ＧＲを、例えば西九州新幹線のフル規格による

整備や、東彼杵道路、島原道路をはじめとする

地域高規格道路の整備、また未着工区間の重要

課題である南北幹線道路や様々な道路に県が使

えるのかという質問をしたんですけれども、そ

の時に企画部長さん、当時も浦部長だったんで

すけれども、そこで、「カジノの総収益、いわ

ゆるＧＧＲの15％に当たる認定都道府県等納
付金については、ＩＲ整備法において、観光や

地域経済の振興、社会福祉の増進、文化・芸術

の振興に関する施策等に活用するように定めら

れておるとなっております。納付金は、本県の

貴重な一般財源となるものでありますので、法

律の趣旨を踏まえながら、人口減少、あるいは

少子高齢化対策など、県政の課題解決に向けた

施策のほか、離島・半島地域の活性化、地場産

業の振興など、多様な施策を有効に活用してま

いりたい」と答弁をされているんですね。

それで、国土交通省のいろんなヒアリングの

中で、例えばですけども、整備新幹線のことに

ついての協議というか、こういうのがあるのか

どうか、いかがですか。

【浦企画部長】このＧＧＲの都道府県の納付金

の活用については、今、委員からお話がありま

したように、国の整備法においても定めがあり

まして、観光ですとか、地域経済の振興とか、

そういうのに充てるということに決まっており

ます。

今、お話しありました新幹線の関係で何か活

用するとか、そういった具体的な話、やり取り

というのは、現時点では特にございません。

【宅島委員】新幹線の場合は、全国新幹線鉄道

整備法の中で地元負担も決まっているので、そ

こは例えば長崎県が負担をしますからというこ

とはなかなか法律上難しいと思うんですけれど

も、例えば佐賀県と共通の課題である有明海沿

岸のところを解決するとか、そういったところ

には前向きに使えると思いますので、そういっ

た九州全体の発展に資する、また、長崎県の大

きな課題を解決することですので、ぜひ使って
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いただきたいと思いますけれども、部長、そこ

についてお願いします。

【浦企画部長】この認定都道府県等納付金につ

きましては、整備法の中でも、観光や地域経済

の振興に資するものに充てるようなことも定め

られておりますので、どういうものというのを

具体的に列挙しているわけではございませんけ

れども、この納付金の活用については、しっか

りと地域経済の活性化に資するような、有効な

活用となるように、効果的な活用となるように、

様々なご意見もお聞きしながら、これから検討

を進めていきたいと思います。

【宅島委員】終わります。ありがとうございま

した。

【中島(浩)委員長】 ほかにご質問はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、企画部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時 ４分 休憩 ―

― 午後 ３時 ４分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、地域振興部関係の審
査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時 ５分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年３月９日

自  午前１０時 １分

至  午後 ３時３１分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 坂本 智徳 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村  洋 君

〃 宅島 寿一 君

〃 中村 一三 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

地域 振興部 長 早稲田智仁 君

地域振興部政策監
(離島・半島・過疎対策担当)

渡辺 大祐 君

地域振興部次長 鳥居 祐輔 君

地域振興部次長
兼交通政策課長

小川 雅純 君

地域振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当)

坂田 昌平 君

地域づくり推進課長 宮本浩次郎 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当)

山下 公誉 君

市 町 村 課 長 大塚 英樹 君

土地 対策室 長 兼武  寛 君

新幹線対策課長 峰松 茂泰 君

県庁舎跡地活用室長 鯨臥 富生 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 開議 ―

【中島(浩)委員長】皆様、おはようございます。
委員会を再開いたします。

これより地域振興部関係の審査を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

地域振興部長より、予算議案の説明を求めま

す。

【早稲田地域振興部長】 おはようございます。

地域振興部関係の議案についてご説明いたし

ます。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」2ページをお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
であります。

はじめに、第1号議案「令和5年度長崎県一般
会計予算」のうち地域振興部関係についてご説

明いたします。

予算額は、歳入予算で合計45億2,614万1,000
円、歳出予算で合計126億9,601万4,000円を計
上いたしております。

3ページからでありますが、この歳出予算の
主な内容は、新たなチャレンジができるしまづ

くりの実現に向けた、島外事業者への積極的な
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アプローチ等や島外起業家等を対象としたビジ

ネスコンテストの開催に要する経費。Ｕター

ン・Ｉターンの区分や世代、仕事の情報等のタ

ーゲットに応じた情報発信など、効果的なプロ

モーションを展開するための経費。6ページで
ありますが、西九州新幹線の開業効果拡大のた

め、新幹線活用と県内周遊を組み合わせた旅行

商品造成や、子ども向け新幹線の体験乗車等へ

の支援、開業効果の実態調査等を実施するため

の経費。7ページになりますが、長崎空港の活
性化に向け、運用時間延長・24時間化につなが
る臨時便の誘致等に要する経費などを計上いた

しております。

なお、債務負担行為につきましては、住民基

本台帳ネットワークシステムの県ネットワーク

システム管理委託に係る令和6年度に要する経
費等を計上いたしております。

8ページでありますが、次に、第35号議案「令
和4年度長崎県一般会計補正予算（第14号）」
のうち地域振興部関係についてご説明いたしま

す。

今回の補正予算は、歳入予算で合計4億5,119
万3,000円の減、歳出予算で合計9億214万7,000
円の減を計上いたしております。

この歳出予算の主な内容は、国境離島創業・

事業拡大等支援事業の見込額の減や、市町村振

興宝くじ収益金の減に伴う交付金の減のほか、

離島航路の安定的な維持確保を図るため、運航

欠損額に対する補助に要する経費等の増や、国

境離島航路・航空路運賃軽減事業の見込減に伴

う負担金の減等を計上いたしております。

また、11ページでありますが、債務負担行為
につきましては、県議会議員選挙県分関係業務

に係る経費について、選挙公報発行費の不足が

見込まれ、現在設定している債務負担行為の金

額では契約ができないことから、198万7,000円
の増を計上いたしております。

同じく11ページでございますが、繰越明許費
につきましては、雲仙岳災害記念館の屋根改修

工事費でありますが、今回、計上しております

予算については、年度内に適正な事業期間が確

保できないため、繰越明許費を設定しようとす

るものであります。

最後に、令和4年度の予算につきましては、
今議会に補正をお願いいたしておりますが、今

後、年間執行額の確定に伴い、調整・整理を行

う必要が生じてまいりますので、3月末をもっ
て令和4年度予算の補正について専決処分によ
り措置させていただきたいと存じますので、ご

了承賜わりますようお願いいたします。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜わりますようお願い申し

上げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、地域づくり推進課
長より補足説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】それでは、私から

「総務分科会補足説明資料（令和5年度当初予
算概要）」についてご説明いたします。

まず、3ページをご覧ください。
これは、地域振興部の令和5年度と令和4年度
肉付後の比較表、上の方から地域づくり推進課、

市町村課、土地対策室となっておりまして、下

から3行目に地域振興部計Ａ、令和5年度が126
億9,600万円、令和4年度が134億9,300万円、差
引マイナス7億9,700万円といった内容で、主な
計上とか増減内容は右側の方に記載しておりま

す。

4ページをお開きください。ここから地域づ
くり推進課の離島を除く分として、私の方から



令和５年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月９日）

- 84 -

4項目ご説明させていただきます。4ページの一
番上の方で、事項名として【拡】ＵＩターン拡

大事業費、【拡】ながさきＵＩターン魅力発信

事業費ということで、合わせて5,134万円を計上
しております。

内容といたしましては、1番のところになが
さき移住サポートセンター負担金、これは市町

と共同設置しておりますが、2,395万円。
2番として、これは新たな取組になるんです

けれども、都市部移住相談会におけるキッズル

ームの併設ということで、子育て世代の移住相

談を促すため、都市部での移住相談会にキッズ

ルーム、ベビーシッター等を設置しようと思っ

ております。

3番、移住検討者に対する支援を行い、移住
を実現させた移住コンシェルジュ等に対して県

産品の贈呈、これも新たに取り組むこととして

おりまして、現在も移住コンシェルジュはいら

っしゃるんですが、そういった方で移住に結び

つけた方に県産品1万円。もう一つ、オンライ
ンコミュニティというのも運用しておりまして、

その中でまた移住に結びつけていただいた方に

県産品1万円というようなことを、これは新た
に取り組むこととしております。

4番、ＵＩターン促進プロモーションという
ことで、Ｗｅｂサイトの「ながさき移住ナビ」

への流入促進のためのＷｅｂ広告、それから県

と市町で共同してＵＩターン促進キャンペーン

というのを、また次年度もやっていきたいと思

っております。

5ページの上の方になりまして、「ながさき
移住ナビ」改修で、ここはＵターンの人にはこ

ういうページがいいかなとか、Ｉターンの人に

はこういう感じが見られるかなというところで、

少しターゲットに応じた情報発信の充実を図っ

ていきたいと思っております。

6ページでございます。上から2行目の事項名
のところで、移住・創業・地域貢献支援事業費

ということで2億4,900万円。
1番のところで移住支援事業、これは東京圏

23区在住または通勤者で、もう少し要件がある
んですけれども、そういった方に1世帯当たり
だと100万円、単身だと60万円。子育て加算、
これはその世帯に18歳未満の子どもがいた場
合に、令和4年度は30万円だったものが、令和5
年度からは100万円に増額されるというふうに
なっております。

2番の創業支援事業としては、6,600万円を計
上しております。

3番の地域貢献支援事業として、5,080万円と
いうことで計上いたしております。

7ページをお願いします。
事項名ですけれども、地域と関わる関係人口

創出事業費2,685万円ということで、内容としま
しては、事業概要のところを言いますと、リモ

ートワーク・ワーケーションの県内受入れ促進

といったようなところと、関係人口創出してい

きたいと思っております。

1番、マッチングイベント・ツアー、市町と
も話をしながら、市町のニーズを踏まえ、首都

圏の企業を選定し、ワーケーションマッチング

ツアーを誘致したいと考えております。これは

今年度もやっておりますが、引き続き実施しま

す。

2番の関係人口オンラインコミュニティ事業
で828万6,000円ということで、これも今年度か
ら始めているものですけれども、オンライン上

のコミュニケーション、あるいはそういった方

に実際に長崎でリアルでワーケーションといい

ますか、長崎を経験してもらうような取組をし
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ていきたいと思っております。

3番のところはワーケーションガイドの配置
ということでございます。

8ページをご覧ください。
上から2行目で地域コミュニティ活力向上促

進事業費ということで1,019万2,000円です。
1点目といたしましては、地域づくりプラッ

トフォーム構築事業ということで678万7,000
円。主に半島地域を主眼に置きながら、地域づ

くり人材の掘り起こし、人と人のマッチングで

地域活性化を促していきたいということで、こ

れを引き続きやってまいりたいと思います。

2番としてアドバイザー派遣事業等で、地域
運営組織の立ち上げに取り組む市町やまちづく

り協議会等にアドバイザーを派遣するといった

ような内容でございます。あと研修会もやって

いきたいと思っております。

私からは以上でございます。

【中島(浩)分科会長】 次に、地域づくり推進課
企画監より補足説明を求めます。

【山下地域づくり推進課企画監】私からは、し

ま振興対策費について、2件の事業をご説明さ
せていただきます。

それでは、9ページをお願いいたします。
まず、新規事業でありますしまのビジネスチ

ャレンジ促進事業費でございますが、予算額と

して1,997万2,000円を計上しております。
この事業は、国境離島地域において更なる雇

用の場を創出することで、移住・定住の促進を

図るということを目的としておりまして、有人

国境離島法に基づく雇用機会拡充事業の更なる

活用に向けて、島外の事業者に対し積極的なア

プローチを行うとともに、国境離島ビジネスコ

ンテストを開催するものでございます。

事業内容につきましては、大きく2つの柱で

構成をしておりまして、1つ目は島外事業者へ
のアプローチ等ということで、しまに思いがあ

る先輩実業家の皆様に「しまの海援隊」を委嘱

しまして、島外の事業者に対して国境離島地域

での起業や事業拡大に向けた営業活動等を行っ

ていただくものでございます。

2つ目は、国境離島ビジネスコンテストの開
催ということで、各市町における雇用機会拡充

事業の公募と連携しながら、ビジネスコンテス

トを開催することでビジネスプランのブラッシ

ュアップを図るとともに、起業の場としてのし

まの魅力を強力に発信することによって、更な

るビジネスの誘致促進を図ってまいりたいと考

えております。

続きまして、10ページをお願いいたします。
こちらは継続事業であります、しまの産品ス

テップアップ推進事業費でございまして、予算

額として7,548万7,000円を計上しております。
この事業は、しまの産品の振興による地域活

性化を図るため、食品流通専門の団体と連携し

ながら、しまで生産される産品の販路拡大を支

援するほか、マーケットが求める付加価値の高

い農水産物の生産や商品の開発等を伴走型で支

援するなど、しまの産品の生産から販売までの

取組を一体的に支援するものでございまして、

これまでの実績を上回る成果につながるよう、

関係団体や関係市町と一体となって事業を展開

してまいりたいと考えております。

私からの説明は、以上でございます。

よろしくご審議を賜わりますようお願い申し

上げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、市町村課長より補
足説明を求めます。

【大塚市町村課長】私からマイナンバーカード

普及促進事業費についてご説明させていただき
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ます。

資料11ページをご覧願います。
まず、予算額でございますが、6,500万円を計

上しており、全額が補助率100％の総務省のマ
イナンバーカード交付事務費補助金の交付対象

となってございます。

次に、事業概要、目的等でございますが、マ

イナンバーカード交付率向上を図るため、市町

と連携し、自動車を用いた出張サポート・受付

等を実施するものでございます。

本県のマイナンバーカードの交付率は、2月
末現在で63.8％、申請率は73.0％となっており
ますが、国は、来年度においても、全国民へカ

ードを配付することを目標としており、総務省

から都道府県に対して、令和5年度においても
カードの申請促進策を講じるよう要請がなされ

ているところであります。

このような中、県といたしましても、カード

の交付を担当する市町と連携して、未取得者に

対する申請促進策を実施しようとするものでご

ざいます。

事業内容でございます。まず、1、自動車を
活用したマイナンバーカード出張申請サポー

ト・受付事業でございます。

申請サポートを行う機器等、すなわちタブレ

ット端末や写真撮影のための設備等を備えた自

動車によって、県内各地を巡回し、公共施設、

病院、福祉施設などの県民に身近な施設におい

て申請サポート・受付を実施しようとするもの

で、自動車2台により実施することなどを想定
しております。

自動車による申請サポート等の実施場所につ

きましては、未取得者が多い地域・場所や国か

らの要請等を勘案の上、市町と密接に連携し、

地域の実情に応じた効果的な場所を選定したい

と考えております。

なお、事前の周知広報は、市町に依頼するこ

ととしており、広報誌、防災行政無線、自治会

回覧等を想定しております。

次に、追加でお配りしております「マイナン

バーカード普及促進事業費参考資料」（市町村

課）と右上に記載された資料をご覧ください。

こちらの1、マイナンバーカード交付率、申請
率の状況、2月28日現在でございますが、本県
における2月末現在の交付率・申請率は、とも
に全国平均をやや上回っている状況となってお

ります。県内の市町別の詳細につきましては、

記載のとおりでございます。

次に、2、令和5年度における県の取組予定で
ございますが、本予算を活用いたしまして、自

動車を活用した出張申請サポート・受付を中心

に、重点フォローアップ対象とされている長崎

市、佐世保市等、これはカードが届いてから交

付決定通知書を発送するまでの期間が特に長く

なっている市町のことでございますが、こうい

った市町のカードの滞留解消、交付率向上を支

援するため、市町の要請に応じ、カード交付の

サポートも行うなど、柔軟な対応を行ってまい

りたいと考えております。

このほか、国の動きを踏まえた市町への適切

な助言、先進事例等の情報提供などを実施する

こととしております。

以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【中島(浩)分科会長】 次に、土地対策室長より
補足説明を求めます。

【兼武土地対策室長】 私からは、資料12ペー
ジ、令和5年度当初予算の地籍調査費について
説明させていただきます。
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地籍調査は、土地の実態を明確にするために、

国の統一基準をもって全国的に調査・測量を行

っているもので、具体的には事業内容の3、内
容に記載しておりますが、土地の一筆ごとに所

有者や隣接地との境界など調べるとともに、位

置や面積等について測量を行い、作成した地図

等を登記所に備え付けてもらうことで、一般の

土地取引、公共事業や災害復旧の円滑化などに

役立てていくものです。

令和5年度の予算額は、上から2段目に記載し
ておりますとおり、7億7,759万1,000円であり
ます。

事業内容の1、実施主体ですが、令和5年度の
当初予算では、長崎市をはじめとした9市への
補助金を計上させていただいております。県内

21市町のうち、令和4年度末で雲仙市が調査を
完了する予定であることから、3市8町の完了と
なります。

2、調査面積ですが、令和5年度には20.9平方
キロメートル分の調査を進める予定としており

ます。

なお、本県の進捗率は、令和4年度末時点で
69％の見込みとなっておりますが、令和5年度
に計画分が完了しますと、令和5年度末時点で
は、おおむね69.5％程度まで進む見込みです。
なお、事業費内訳に記載のとおり、予算額7

億7,759万1,000円のうち、市に対する補助金は
7億7,400万円となっております。
以上をもちまして土地対策室の説明を終わら

せていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 次に、次長兼交通政策課
長より補足説明を求めます。

【小川次長兼交通政策課長】私から交通政策課

の主なもの3項目についてご説明をさせていた

だきます。

補足説明資料の13ページをお願いいたしま
す。

生活航路改善対策事業費についてご説明申し

上げます。

離島などの住民が日常生活及び社会生活を営

む上で必要不可欠な離島航路の維持・確保を図

るために要する経費でございます。

具体的には、補助航路の欠損額に対し、国が

補助した残額について、県・市町による支援を

行うこととしております。また、補助航路事業

者の経営安定化のため、単年度の銀行預託とし

て運転資金の貸付を行うことといたしておりま

す。この予算を25億4,045万3,000円計上させて
いただいております。

続きまして、資料14ページをお願いいたしま
す。

長崎空港活性化事業についてご説明申し上げ

ます。

長崎空港の活性化に向け、航空会社と連携し、

運用時間延長やネットワーク拡充につながる施

策に要する経費でございます。

具体的には、航空会社が行う運用時間外にお

ける臨時便運航及び二次交通対策にかかる経費

の支援を行うこととしております。

なお、本事業につきましては、2月20日に先
議いただきました、国の令和4年度経済対策予
算と一体的に行うこととしておりまして、航空

ネットワークの拡充や県産品の販路拡大を推進

する取組についても併せて行うこととしており

ます。当該予算について、経済対策分と合わせ

まして6,100万円という形の予算を計上させて
いただいております。

続きまして、15ページをお願いいたします。
離島航空路線確保対策事業費についてご説明
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申し上げます。

離島などの住民の日常生活の確保や経済活動

の活性化、交流人口の拡大などに不可欠な高速

交通手段である離島航空路線の維持・確保を図

るために要する経費でございます。

具体的には、国の運航費補助対象路線となる

離島航空路線に対して、国と県で協調して支援

を行うこととしております。

また、航空路運航事業者の経営安定化のため、

単年度の銀行預託として貸付を行うことしてお

りまして、9億7,337万8,000円の予算を計上さ
せていただいております。

以上で、交通政策課の予算概況の説明を終わ

らせていただきます。

ご審議いただきますようよろしくお願いいた

します。

【中島(浩)分科会長】 次に、新幹線対策課長よ
り補足説明を求めます。

【峰松新幹線対策課長】 私からは1点ご説明さ
せていただきます。

16ページのHello！KAMOME 新幹線開業効
果拡大事業費でございます。

西九州新幹線開業効果拡大のために実施をす

る事業でございます。

事業内容の1点目といたしまして、新幹線の
周遊促進対策として新幹線で本県を訪れた方々

が県内の二次交通を活用いたしまして周遊して

いただけるよう、個人向けの旅行商品造成の支

援や県内を周遊するフリー切符の広報支援を行

うものでございます。

2点目といたしまして、こども向け西九州新
幹線体験乗車の実施ということで、県内の子ど

も達が新幹線を利用する機会を創出するため、

本年の9月23日、開業1周年を記念した小学生向
け無料乗車会の開催や、開業1周年の記念イベ

ントを沿線市等と開催、修学旅行等における新

幹線の利用促進のための支援を行うものでござ

います。

3点目といたしまして、西九州新幹線開業に
よる実態調査でございます。新幹線開業後の県

内各地域における経済波及効果や税収効果、企

業、個人の利用実態調査やニーズ等を調査いた

しまして、更なる開業効果を高めるための施策

へ活用するものでございます。

以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【中島(浩)分科会長】 次に、県庁舎跡地活用室
長より補足説明を求めます。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】それでは、私から

17ページ、県庁舎跡地活用検討経費についてご
説明させていただきます。

昨年7月に策定いたしました「県庁舎跡地整
備基本構想」の具体化に向けまして暫定供用を

行い、活用策の検討と賑わいづくりを推進する

ための経費といたしまして、4,304万4,000円を
計上いたしております。

具体的には、1番にありますとおり、今年度
に引き続き、暫定供用期間中の賑わいづくりに

向けた県による主催事業の企画実施や、現地で

活動されるプレーヤーの方々への支援を行うと

ともに、利用状況等を踏まえながら、基本構想

の具体化に向けた検証・分析などを行い、その

後の設計、整備につなげてまいりたいと考えて

おります。

また、2番にございますとおり、県庁舎跡地
の歴史の変遷や暫定供用における利活用状況等

に情報につきまして、フリーペーパー等を活用

しながら、県民の皆様にわかりやすく発信する

ことといたしております。
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このほか、3番、石垣の保存・活用に向けた
検討や、4番、跡地の維持管理に係る経費を計
上いたしております。

引き続き、地域の皆様、プレーヤーの方々と

の連携を深めながら、跡地活用の活性化を図り

まして、賑わいの創出と基本構想の具体化に向

けた検証を進めてまいりたいと考えております。

ご説明は以上になります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)分科会長】 次に、提出のあった「政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料（政策的新規事業）」について説明を求めま

す。

【宮本地域づくり推進課長】「政策等決定過程

の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本分科会に提

出しております政策的新規事業の計上状況につ

いてご説明いたします。

2ページをお開きください。
この資料は、決議第5の3に基づきまして、政

策的新規事業にかかる令和5年度当初予算の要
求内容について、査定結果を提出するもので、

地域振興部の事業につきましては、しまのビジ

ネスチャレンジ促進事業費、マイナンバーカー

ド普及促進事業費、長崎空港活性化事業費、

Hello！KAMOME 新幹線開業効果拡大事業費
の4事業を掲載しております。
各事業の計上額につきましては、予算編成過

程において、事業内容等を精査した上で予算案

として計上した額を記載しております。

以上でございます。

よろしくお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんか。

【山田委員】ＵＩターン拡大事業費についてお

尋ねしたいと思います。

移住コンシェルジュについて、まず伺いたい

と思います。移住コンシェルジュは、今、21市
町全部にいるのかどうか、また何人いらっしゃ

って、どのような方にやっていただいているの

か、そのあたりを教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】 21市町に、1名の
ところもありますけれども、全部おります。今

日現在で123名おられます。
内容としましては、Ｕターン者でありました

り、Ｉターン者でありましたり、郵便局長も入

っておられて、あるいはカフェをされている方

とか、そういった人が登録されております。

【山田委員】ＵＩターン、移住者の方に限らず、

郵便局長やカフェを経営している方とか、もと

もと地元に住まわれている方もいらっしゃると

いうことでありますね。

今回お礼をするということでありますが、今

まで無料のボランティア活動であったというこ

とらしいですが、その1案件にこの方々が関わ
る時間というか、そういったものは平均的にど

んな感じなんですか。

【宮本地域づくり推進課長】私どもも一人ひと

り、一件一件は、申し訳ありません、押さえて

おりませんけれども、移住検討者によって1回
来たり2回来たり、それぞれですので、平均と
いった形では把握できておりません。

【山田委員】例えば、佐世保市に移住をしたい

と検討している方に、こういう移住コンシェル

ジュがいますよというアナウンスをして、その

中から選んで、予約をして伺うような形をとっ

ているということですよね。
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人によっては何回も話を聞きにいかれたりす

るかもしれないけれど、その移住コンシェルジ

ュから、今度は各市町の移住の担当の方につな

いでいくような仕組みということでよろしいで

すか。

【宮本地域づくり推進課長】お見込みのような

形になろうかと思います。その逆もあるかもし

れないと思っておりますけれども、市町の方か

らですね。そういったキャッチボールになって

くるのかなと思っております。

【山田委員】今まで、善意というかボランティ

アでやっていただいていたのを、今度からこう

いう形で50名の予算が組まれているようであ
りますが、見込み的には大体このくらいかなと。

移住者の数で言うと合わないのかなと思うんで

すけれども、移住コンシェルジュが関わらない

移住、各市町のセンターで入ってくる人たちも

いるから、コンシェルジュ関わりは大体50件ぐ
らいという理解でよろしいですか。

【宮本地域づくり推進課長】委員おっしゃいま

したように、コンシェルジュに全然関係なく移

住されてくる方もおりますので、見込みでござ

いますが、これぐらい出るといいのかなと思っ

ております。

【山田委員】今までの数の把握はあんまりでき

ていないようでありますが、もし足りなければ、

また予算を組めばいいだけのことなので、しっ

かりとお礼をいただきたいというふうに申し上

げておきます。

もう一点、オンラインコミュニティのことで

すが、このことも教えていただけませんか。

【宮本地域づくり推進課長】 4ページの下の方、
オンラインコミュニティというのは今年度開設

しておりまして、今、県外の人が約150人、県
内の人が150人登録して、いわゆるＬＩＮＥの

ような感じで会話ができるような形で運用して

いるところでございます。

そういったところで、オンラインの県内側に

登録している150人の人たちも、何らか移住に
オンライン上で協力していただいて、県外から

導いてきた場合に、この方たちにも1万円の県
産品を贈呈するというようなことを考えており

ます。

【山田委員】移住を希望している、検討してい

る県外の人が150人、県内の協力者が150人とい
うことでありますが、その300人がライングル
ープみたいなものでやり取りをして、最終的に、

例えば私が地元協力者としていた場合に、私が

関わったというのをどうやってつかむのか。そ

の後の個別やり取りをするようにしているのか。

どういうふうにしてその人に直接お礼がいくよ

うな仕組みにしているんですか。

【宮本地域づくり推進課長】そこにつきまして

は、まず、県内側の150人の中から、どういう
形で移住の功績があったというところのチェッ

クにつきましては、詳細はまたもうちょっと詰

めさせていただければと思っております。

【山田委員】なかなか難しいのかなと。ちょっ

とよくわからないんですけれども、300人の人
が一堂に会するグループラインというのはどう

なのかなというのと、もう少しちゃんと佐世保

とか南島原とか、エリアごとに絞ったグループ

をつくっていくとかしていかないと。そういう

イメージでよろしかったですか。

【宮本地域づくり推進課長】エリアごとの視点

は、我々も持ちながら進めていきたいと考えて

おります。

【山田委員】 エリアごとにつくってもらって、

多分どの人がどういう功績を上げたかというの

は、それぞれいろんなアドバイスをしていたら、
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なかなか難しいと思うので、その辺をしっかり、

関わった全ての方にいくような仕組みならとも

かくですけれども、誰かに限定するというのは

非常に難しいのかなと思うので、ここのオンラ

インコミュニティの扱いに関しては丁寧に制度

をつくっていただきたいと思います。

次に、しまのビジネスチャレンジ促進事業費

について伺いたいと思います。

これですけれども、しまに思いのある先輩実

業家に「しまの海援隊」を委嘱するということ

でありますが、今、この方々というのはしまに

いらっしゃるわけでもなく、長崎県にいらっし

ゃるわけでもなく、各分野でご活躍いただいて

いる方がイメージなのかなと思いますが、どう

いった方にどういうアプローチをしていくのか

を教えてください。

【山下地域づくり推進課企画監】お尋ねをいた

だきました「しまの海援隊」につきましては、

現在、振興局と連携しながら候補者のリストア

ップを進めているところでありまして、例えば

イメージといたしましては、本県の離島出身の

経営者ですとか、それから出身ではなくても何

らかのゆかりのある方、そういうしまに思いが

ある方ですね。それから、都市部においてスタ

ートアップの支援を行っているような方、そう

いった方々を想定しておりまして、まさに様々

なネットワーク、離島の市町、それから県、そ

ういった様々なネットワークを活用してアプロ

ーチをしてまいりたいと考えております。

【山田委員】この予算というのは、そういった

方々に対する予算だけということですか。

【山下地域づくり推進課企画監】補足説明資料

に記載しております島外事業者へのアプローチ

等約470万円でございますが、こちらにつきま
しては「しまの海援隊」の活動経費等を見込ん

でおりまして、具体的には旅費、謝金、それか

ら、ぜひ「しまの海援隊」としての名刺もお渡

ししたいと考えておりまして、そういった名刺

の作成経費、こうした活動経費を見込んでいる

ところでございます。

【山田委員】全離島、どういうふうにやってい

くのか、長崎県離島全部に何人かお願いするの

か、しまごとなのか、ちょっとわからないです

けれども、今、オンラインも進んだ中で、来て

もらわなくてもオンラインでの参加とか、いろ

んな形を考えているということですね。大体の

人数とか、そういうのがもし計画があれば教え

てください。

【山下地域づくり推進課企画監】まず、形態で

ございますが、委員ご指摘のとおり、必ずしも

リアルでなくても、様々な形態でオンライン等

を活用した活動というのが考えられますので、

ぜひ形にこだわることなく、ハイブリッドで進

めていきたいと考えております。

それから、人数でございますが、先ほど申し

上げましたように、今リストアップを進めてい

るところでありまして、約10人から20人程度の
方々にお願いすることを目標に人選を進めまし

て、協力をお願いしてまいりたいと考えており

ます。

【山田委員】 わかりました。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【北村委員】説明の最後で少し気になった部分

がありまして、政策的新規事業の計上状況とい

うのを最後に説明いただいたと思うんですが、

査定がなかなか厳しいなと見ております。企画

部と地域振興部のマイナンバー関係ぐらいはほ

ぼほぼということでありますが、ほかのを見る

と50％、空港関係に至ってはなかなか認められ
なかったんだなというところなんですが、内容
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は事業内容を精査した結果ということになって

おりますけれども、どういったものが外された

のかということがお答えできればご教示をいた

だければと思います。私のこの理解で合ってい

るんですか、これだけ要求したけれども、認め

られなかったという。

【小川次長兼交通政策課長】まず、長崎空港活

性化事業についてでございますが、先ほど補足

説明でもご説明いたしましたが、今回、当初予

算では、数字として3,200万円という数字になっ
ておりますが、先般、先議した経済対策で、こ

の対象事業のうち2,900万円の予算を計上させ
ていただいておりますので、合わせると約6,100
万円の予算という形になっております。

内容につきましては、運航便数とか支援単価

とか、そういうものでもろもろ調整をした結果、

そういう形で対応していこうということで整理

をされたものと理解をしております。

【北村委員】ということは、ざっくりしたもの

から全体像が見えてきたというか、そういう理

解だと思います。

ということであれば、航空ネットワークのチ

ャーター便の誘致というような説明があったか

と思いますけれども、大体目途はついているん

でしょうか、どこに、いつ、何便ぐらい飛ばせ

るかというのがですね。お願いします。

【小川次長兼交通政策課長】今回、当初予算で

お願いしておりますのは、運用時間外の運航と

いうことで、今、長崎空港の運用時間というの

が朝7時から夜の22時までの運用時間になって
おります。その運用時間を超えた形の運航とい

うのを、例えば首都圏の羽田とか、そういうと

ころから運航していただくようなことを今想定

して調整をしているところでございます。

また、お話にありましたチャーター便等につ

いては、経済対策の方で予算を計上させていた

だいている分でございますが、そういうものを

含めて、前回も多少ご説明させていただきまし

たが、今の定期便のネットワークがない羽田、

成田より北側の部分とか、もしくは四国等につ

いては今ネットワーク路線がございませんので、

そういうところと、地元の県の方とも連携をし

ながら、今後、詳細な調整を進めてまいりたい

と考えております。

【北村委員】前回の答弁から明らかにできる部

分は、今のところはまだないという理解でよろ

しいんですか。わかりました。

チャーター便に少し興味がありまして期待を

しておりますので、コロナ禍のリベンジ観光も

そろそろたくさん出てこようかと思いますので、

しっかりと県民の皆様にご利用いただけるよう

なチャーター便を設定していただければと思い

ます。

以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【田中委員】 宝くじの7億4,300万円、配分の
関係と今までどのくらいの実績があったのか、

聞かせてください。

【大塚市町村課長】市町村振興宝くじ収益金交

付費でございますが、まず、実績で申し上げま

すと、県内の売上自体は大体8億円から9億円ほ
どで推移をしております。交付金額の方は、5
億円から6億円ほどで推移をしているところで
ございます。

交付金につきましては全額県から公益財団法

人長崎県市町村振興協会に交付しているもので、

その使途として、サマージャンボ・ミニ分、ク

イックワンの8月分は、一旦全額を協会の基金
に積み立てをいたしまして、その中で研修事業

であるとか、防災ヘリコプター関連事業などに
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活用しております。

ハロウィンジャンボ・ミニ分、それからクイ

ックワンの9月分につきましては、協会の基金
を経由せずに、直接市町へ交付をしているもの

でございます。

【田中委員】内容はわかりましたけれども、一

応県の予算に上がっているわけだからね、県の

交付金ということで少し知らしめなければ。宝

くじが県を経由してきているというのがわかっ

てない。市もこういう制度があるわけでね。そ

れから赤い羽根とかいろいろな関係のお金が入

ってきたりするけれどもね、福祉協議会的なと

ころにね。一応もう長崎県の予算に7億4,300万
円計上されているわけだから、ぜひもう少し啓

蒙をという感じがします。

次に、地籍調査7億7,700万円、これは事業費
全体としては10億3,200万円ほどになるんです
ね。この10億円ペースで、大体今、県の進捗率
が69％と書いてあるけれども、あと31％が今の
10億円ペースでどのくらいかかるんですか。
【兼武土地対策室長】地籍調査のペースでござ

いますけれども、なかなかどれくらいでという

のは、場所や工程等によっても変わってきます

ので難しいんですけれども、ちょっと試算とい

うことで、あくまでも試算ですけれども、過去

3年間の進捗状況を見てみますと、令和元年度
から3年度までが平均で28.6平方キロメートル
進んでおります。令和3年度末の残りの調査面
積が1,225平方キロメートルありますので、これ
を過去3年の平均で割りますと、大体43年とい
う数字は、あくまでも大変粗い試算ですけれど

も、出てまいります。

【田中委員】 43年先まで分析してもらって悪
かったなという感じがするんだけれども、しか

し、気が遠くなる話ですよね、43年。せめて10
年ぐらいで目標を九十数％ぐらいに上げなきゃ

いかんと思うんだけどね、やる以上は。そのた

めには予算をもうちょっと、今の10億円ペース
から倍の20億円ペースぐらいにしなければい
けないと思う。これは、実質的な負担は5％ぐ
らいですかね。だから、例えば10億円やったっ
て、担当する市が5,000万円あれば10億円の事
業ができるわけだから、そこら辺でぜひもう少

し叱咤激励して、市町にお願いしなきゃいかん

と思う。

ちなみに、長崎県下で一番悪いのは佐世保市

ですか。佐世保市の実態だけ聞かせてください。

【兼武土地対策室長】佐世保市の進捗率ですけ

れども、令和4年度末の進捗見込みでまいりま
すと、37.6％ということになります。今年度末
の見込みでございます。順位としては、県内で

は一番下の方になります。県内で最低になって

おります。

【田中委員】わかりました。ありがとうござい

ました。佐世保市に話をしなきゃいかん、県下

で一番悪いんだよということをですね。

次に、松浦鉄道でお聞きしたいんだけれども、

7,400万円、どういう事業内容ですか。
【小川次長兼交通政策課長】松浦鉄道の予算の

内容ということでお答えさせていただきます。

松浦鉄道につきましては、令和5年度の事業
内容といたしまして、枕木の交換とか、電線設

備等の修繕等を予定してございまして、今、事

業費ベースで約2億6,000万円ほどを見込んで
おります。そのうち約5,700万円ほどについては
国の補助が入る予定でございますので、残りを

長崎・佐賀両県で1億円、沿線市で約1億円とい
う形で支援をする予定でございまして、両県の

1億円のうちの本県の負担というのが約7,400
万円ということで予算を計上させていただいて

いるという状況でございます。

【田中委員】もう一つ、新幹線絡みの上下分離
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方式、6億6,500万円の予算が組まれているけれ
ども、これは、参考までにまとめておきたいん

だけれども、あと何年予算を組まなきゃいかん

のか。上下分離は総トータルでどのくらいの投

資になるのか。期限がありましたよね。

【峰松新幹線対策課長】上下分離の区間につい

てのご質問でございます。あと何年かというと

ころにつきましては23年間を予定しており、総
額約210億円を両県で負担することとしており
ます。長崎県と佐賀県の負担割合が、長崎県が

2、佐賀県が1の負担割合でございますので、長
崎県は約140億円、佐賀県は約70億円を23年間
で負担することとなっております。

【田中委員】これは議案質疑で要望になって申

し訳ないけれども、この140億円も出すんだよ
ね、新幹線の絡みでね、140億円も。これは、
いろいろ要望が出てきているような佐賀のニュ

ースも聞くんだけれども、多分膨らんでいくと

思うよ。下の方は、古くなればずっと改修して

いかなきゃいかんし、佐賀県でも、議事録を読

んでみると、鹿島駅をどうのとか、途中駅のト

イレがどうのとか、そういうのまで全部やるよ

うになっているからね、佐賀県内のやつまでね。

そういう意味からすると、松浦鉄道に、目標

として、ＩＲができるＩＲ駅まで佐世保駅から

の延伸をぜひ、調査というかな、してもらいた

いね。できるかできないか、どのくらい費用が

かかるんだとかね。列車を買い替えなきゃいか

んという話をちょっと聞いている、今のままで

はね。本当言うと、新幹線の新大村駅まで松浦

鉄道を連結してもらうとありがたいんだ、新幹

線の新大村駅までね。島原鉄道は諫早駅でつな

がっているけど、松浦鉄道はつながってないん

だよ。

もっと言うと、終点の有田駅から、あれから

も佐世保線を通じて大村線を通じてＩＲ駅まで

環状線になるような、ＩＲ駅から伊万里までぐ

るっと一周できるように。これは大きく言うと

半島振興みたいな感じになるので、地域振興部

としては、ひとつ大きな目標みたいなことで研

究・検討をお願いしておきたい。これは回答は

要りません、要望ですから。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【中村(一)委員】 今の田中委員の関連ですけれ
ども、佐世保が37.6％ということですけれども、
各市町の進捗率を教えていただきたいと思いま

す。

【兼武土地対策室長】各市の進捗率ですけれど

も、令和4年度末の見込みでお伝えしたいと思
います。

長崎市が43％、佐世保市は先ほど申し上げま
した37.6％、島原市が52.2％、諫早市が92.1％、
大村市が59.1％、平戸市が45％、松浦市が
63.8％、対馬市が60.9％、五島市が56.7％、南
島原市が95.3％の見込みとなっております。
【中村(一)委員】 これから調査をされると思う
んですけれども、筆界未定の調べ方というのは

どのようにされるんですか。

【兼武土地対策室長】筆界未定につきましては、

土地の所有者に立ち合いをしていただきまして、

そこで問題なく境界が決まれば筆界未定にはな

りませんが、そこでまず境界について争いがあ

ってどうしても話し合いがつかない、それがま

ず筆界未定の原因になろうかと思います。あと、

そこの所有者が所在不明であるとか、あるいは

お亡くなりになられて、相続人の方とかも全国

に散らばっていて、なかなか立ち合いができな

くてご協力いただけないとか、そういった場合

に筆界未定になることがございます。

筆界未定につきましては、国の方でもいろん

な制度を整えてきておりまして、実際に立ち合
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いができなくても、図面を相続人の方に送付し

て、遠方の方は図面で確認をしていただくよう

な方法も認められておりますし、筆界案の公告

といいまして、相続人が何人か亡くなられてい

て、亡くなられていない方々と筆界案というの

をつくって、それを公告することによって筆界

の調査を進めていけるというような制度、調査

手法が認められております。

【中村(一)委員】 ある程度、この筆界未定とい
うのは市街地が多いんですよね、長崎市の真ん

中とか、あるいは佐世保市の真ん中とか。これ

からマンションとかいろいろ建てる時に、そこ

に筆界未定がなければ建物は建てられるという

ことですかね。わかりますか。要するに筆界未

定であるものですから、仮の登記をしているで

しょう。未登記があるわけですよね。登記と未

登記の場合は、アパートとかマンションとか家

を建てる時にはどのような処理をされるんです

か。

【兼武土地対策室長】申し訳ございません。建

物を建てる場合の取扱いにつきましては、私は

存じ上げておりませんので、お答えすることは

できません。申し訳ございません。

【中村(一)委員】 こういった時の紛争はやっぱ
りあるんですか。

【兼武土地対策室長】市の方に参りまして、う

ちの職員は地籍調査の工程ごとにずっと検査を

してまいりますけれども、どうしても境界につ

いての合意がそこで得られない場合には、どう

してもという場合には、確かに筆界未定となる

ケースがあり、紛争とかといったお話は伺って

おります。

【中村(一)委員】 建設課とも密にしていると思
うんですけれども、いわゆる事業や公共事業を

する時に、まずこれが一番ぶつかるんですよ。

2代、3代、4代で末代まであって、事業にかか

った時に、そういうことで事業の妨げになると

いうようなことがあって、この間、国の方でも

そういった議論がされていたんですけれども、

その辺はこれから先どのように、いわゆる孫や

ひ孫が100人いた時に、ある程度放棄したらな
るのかなというような、国の方でもちょっとそ

ういった話を聞いたんですけれども、その辺は

ご存じじゃないですか。

【兼武土地対策室長】筆界未定をどうやって解

決していくかというお話につきましては、国の

方でも先ほど申しましたような筆界案の公告の

制度とかできておりますけれども、まだ現場の

実態といいますか、そこにそぐわない部分もあ

りますので、もうちょっと踏み込んだ制度改正

ができないかというお話も我々の方からさせて

いただいて、九州地区の地籍調査の自治体が集

まります協議会であるとか、その上の全国組織

とか、そういったところに要望活動といいます

か、ブロックで意見をまとめたりして上に上げ

ていくようなところも今させていただいている

ところであります。

【中村(一)委員】 私たちの南島原は、事業を今
から進めていく上で、非常にそういったものに

ぶつかるものですから、そちらの方もどんどん

早く進めていただきたいというふうに思ってお

ります。

もう一つ、田中委員が松浦鉄道のことを言わ

れましたけれども、島原鉄道の予算も入ってい

ますけれども、どういったものでしょうか。

【小川次長兼交通政策課長】 島原鉄道の令和5
年度の当初予算の内容というご質問に対して回

答申し上げます。

島原鉄道の施設整備、レールとか枕木の交換

等を含めて、令和5年度は約9,300万円の施設整
備の予算を予定してございまして、そのうち3
分の1の3,100万円は国の補助を予定しており
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ます。残りの3分の1について、県の方から予算
を上げさせていただいているのが約3,100万円
ということでございまして、残りの3,100万円に
ついては雲仙市、島原市、諫早市、3市の方で
負担をしていただくような形で調整してござい

ます。

なお、島原鉄道の施設整備の補助につきまし

ては、前年度から数字は少し落ちているところ

でございますが、例えば令和5年度に車両の更
新等も予定をしていたんですが、現在、島原鉄

道については今後の活性化検討という格好で検

討を進めておりますので、その検討の進捗状況

を見ながら車両等については検討していくとい

うことで、そこを先延ばししているということ

もございまして、今年度、施設整備の事業費が

若干落ちているという状況でございます。

【中島(浩)分科会長】 ここで、換気のため、し
ばらく休憩いたします。

再開を11時10分といたします。

― 午前１１時 ２分 休憩 ―

― 午前１１時１０分 再開 ―

【中島(浩)分科会長】 再開いたします。
ほかに質疑はございませんか。

【ごう委員】ＵＩターンの拡大事業の中で、先

ほど山田委員からも質問があっておりました

LINE WORKS『長崎友輪家（ユーリンチー）』
のことについて、少しお尋ねをしたいと思いま

す。

Ｗｅｂサイトを先ほど見てみたんですけれど

も、この友輪家が、長崎をまず日本一の多様な

暮らし方、受入れうまい県にすることを目的に

設立された任意団体の「長崎・新たな暮らし方

会議」というところと県が連携協定を締結して、

その中でオンラインコミュニティをつくっては

どうかということで誕生したんだということが

書いてありました。

民と官が共同でコミュニティをつくって、そ

れを大学生のスタートアップ、学が運営をする

ということなので、これはとても時代に合って

いる取組だなということで、取組自体はかなり

私は評価をしたいと思っております。

先ほどの山田委員の質問の中で、県外が150
人、県内が150人ということで伺いましたけれ
ども、県内外の個人や法人、自治体が参加でき

るとなっておりましたので、その詳細について

お聞かせいただけませんか。

【宮本地域づくり推進課長】 300名のリストを
今直ちには持ち合わせておりませんけれども、

県外の方は基本的には個人の方がほとんどでご

ざいまして、県内に関しても基本的には個人な

んですけれども、例えば市役所の移住課の人と

か、あるいは市役所の移住課に前いたと、そう

なると、もうある意味個人になるんですけれど

も、基本的に団体というよりも個人の方で300
人、おおむね個人という形になっております。

【ごう委員】わかりました。これまでにオンラ

インのイベント、それからオフラインのイベン

トが開催されているようでございますが、「ス

ナック友輪家」という名前で開催されているよ

うなんですけれども、このイベントのこれまで

の実績、どういったものを何回ぐらいやったと

いうのがわかれば教えてください。

【宮本地域づくり推進課長】オンラインもリア

ルも両方という場合も多いんですけれども、ま

ず、この友輪家の勉強会ということでいきます

と、今まで4回程度やっておりまして、例えば
その内容としましては、「親子ワーケーション

ってどんなもの？」とか、「子育てってなんだ

ろう？」とか、そういったところをやっていま

すし、一回当たり10人から20人の参加で、ここ
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はリアルとオンラインと込みでそういったもの

をやっております。

それから、実際それはオンラインを中心にや

ったりもしているんですけれども、長崎側に来

て実際やるイベントとしては、年明け1月ぐら
いから複数やっておりまして、野母崎の方に水

仙マンというキャラクターがいるんですけれど

も、「のもざき水仙まつり」ということで、そ

れは参加者15名、あるいは「坂本龍馬の足跡散
歩」、これはちょっと少なくて3名だったんで
すけれども、そういった取組をしているところ

でございます。

【ごう委員】「親子ワーケーションってなんだ

ろう？」とか、子育てについてなどの勉強会な

ども開かれていることはいいことだなと思いま

した。

1月にオフラインのイベントで「のもざき水
仙まつり」等々やられているようですが、その

サイトを見ますと、1月にオフラインでやる交
流会などについては、いろんな補助を出します

ということも書いてあるんですね。イベントや

プロジェクトを募集して、この企画や準備にか

かった経費について費用の補助をしますとか、

それからコワーキング施設を利用した時の補塡

を行いますとかということが記載されておりま

すが、このあたりの実際にかかった経費という

のは、今もう出ていますでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】実際、そういった

ところの取組をやっているんですけれども、今、

その経費が幾らかというのは、すみません、直

ちにはわかりません。申し訳ございません。

【ごう委員】わかりました。後ほどで結構です

ので、その内訳等々、経費とかもお知らせいた

だければと思っております。

やはりお金をお支払いするとか、県のお金を

使ってオンラインサロンをやっているというこ

とで、普通に交流のオンラインサロンをやるだ

けにとどまって、成果というものが見えにくい

かなと思うんですね。やはりこの友輪家という

オンラインサロンが、何かの目標を定めている

のかとか、今後どういうスケジュールでやって

いくのかということが、我々議員にもなかなか

見えてきてないところがありますので、そのあ

たりを少し表に出してほしいということと、オ

フラインとかオンラインで何かイベントを催し

たとか、開催した時の例えばアンケートに答え

てもらったら、こんなものが出てきましたよと

か、こんな課題が出てきましたよとかというこ

とを、一定どこかでオープンにしていただける

機会がないのかなと思っているんですが、その

あたりはどのようにお考えでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】目標につきまして

は、これはもともと関係人口拡大で長崎ファン、

通常の交流人口とは違って、コアなファンも増

やしていこうというのが考え方としてあります。

その中で、最終的には移住につなげる人も増

やしたいという考え方がもちろんありまして、

そういった中で、3年間で大体目標として100名
移住につなげたいというのが目標感としてござ

います。

今、委員からありましたスケジュールとかア

ンケート等、今後、どういうやり方ができるか

につきましては、少し考えさせていただきたい

と思います。

【ごう委員】 3年間で目標100人を移住につな
げるということで伺いました。私は、とてもい

い取組だと思っております。交流人口、関係人

口とか、コアなファンづくりというのと、もう

一つは長崎在住の大学生とか、若い人にも長崎

のよさを再認識していただける機会だと思って
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おりますので、しっかりと取り組んでいただき

たいと思いますし、先ほど申し上げた実績等々

があれば、後ほどお知らせください。

以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

【山田委員】新幹線対策の件でお尋ねをしたい

と思っております。

予算が付いているHello！KAMOMEです。2
番目のこども向けの西九州新幹線体験乗車の実

施ということで、小学生向けに無料乗車会の開

催とありますが、このあたりの詳細を教えてい

ただけますか。

【峰松新幹線対策課長】こども向けの無料乗車

会の件でございます。内容につきましては、こ

れからＪＲ九州の方と話をしていこうと思って

いる内容でございますが、我々といたしまして

は、今年9月23日に開業1周年を迎えますので、
その日、もしくはその前後で無料列車をＪＲ九

州に貸切列車みたいな形で走らせていただいて、

その貸切列車に県内のこども達を親子連れでご

招待して乗車体験をしていただくということを

考えております。

予算といたしましては、団体列車を貸切ると

いう想定でございますので、その団体列車を一

日3往復、長崎～武雄温泉間を3往復させようと
考えておりまして、1編成当たり390名ほど乗車
できますので、3往復することで1,000名程度、
県内のこども達を親子連れで募集いたしまして、

募集の仕方につきましても今後検討させていた

だきたいと思うんですけれども、広く県内から

募集をさせていただいて、乗車体験をしていた

だくということを考えております。

【山田委員】 長崎～武雄温泉間の3往復という
ことでありますが、行って帰ってきて60分ぐら

い乗車をするというイメージですね。これは県

内各地でどのような募集をするのか、その辺を

教えてください。

【峰松新幹線対策課長】募集方法につきまして

もこれから検討させていただきたいと思うんで

すけれども、21市町、全地区から乗っていただ
きたいということを考えておりますので、そこ

を21市町から推薦していただくのか、もしくは
公募という形で21市町公募させていただくの
か、これからそこは検討させていただきたいと

思っております。

【山田委員】 21市町で推薦するのは、なかな
か難しいと思うんですよね。何をもって推薦リ

ストを作るかというのもあると思うので、やっ

ぱり公平性を考えた時には公募という形がベス

トではないかと思います。

それで、私の地元である佐世保は、新幹線の

姿かたちすら見えない。大村、長崎、諫早に住

む子どもたちは、新幹線が通る景色というもの

を見て、新幹線が長崎に来たんだというのを実

感していると思います。

だからといって、なかなか新幹線の恩恵を受

けていないといわれる県北地域とか、そういっ

たところを優先してくれとまでは言えないです

けれども、希望としては、正直、県北の機運と

いうのは当然ご存じだと思いますので、できる

だけ佐世保～武雄の移動とかのいろんな問題も

ありますけれども、親子招待であればもちろん

可能だし、できるだけ21市町平等に人数の配分
とか、人口割とかもあるかもしれませんが、一

般的に新幹線が通っていることがあまり機運と

して盛り上がっていない地域とか、そういった

ところも考えていただければと思っております。

あと修学旅行等における新幹線の利用促進の

ための支援も行うとありますが、このあたりは
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どういうふうに考えているのか教えてください。

【峰松新幹線対策課長】修学旅行等の利用促進

のための対策の件でございます。内容につきま

しては、小学校、中学校における修学旅行につ

きまして、今度6年生になる、もしくは中学3年
生になる、もしくは中学2年生という方たちが
修学旅行の検討をされていると思いますので、

その方たちに対して、通常、移動をバスでされ

ている部分につきまして新幹線を活用していた

だくように促すため、新幹線には普通料金と特

急料金がございますが、その特急料金分を支援

させていただくということを考えておりまして、

小学生ですと通常の料金の2分の1の負担とい
う形になりまして、中学生以上になりますと大

人料金という形になりますので、そちらの特急

料金を支援するということを考えております。

ただ、それを学校に直接支援するということで

はなく、基本的には旅行会社の方で旅行行程を

考えられていますので、そちらの旅行会社の方

に行程等を考えていただく中でこういった支援

を行うということを周知したいと思っておりま

す。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【吉村委員】今の新幹線こども乗車会、忘れん

うちに言うけど、県内21市町にやるというけど
さ、長崎県は一生懸命推進しよるわけよね、県

北の温度差は別として。佐賀県が反対しよるわ

けよね。佐賀県の子どもを乗せた方がいいんじ

ゃないの。そして、佐賀県が、新幹線に子ども

が乗って「よかったよ」って親に言って、「そ

うね、そんなら鳥栖までつないだがよかね」っ

てなるかもしれん。どうですか。

【峰松新幹線対策課長】こども乗車会の件です

が、委員がおっしゃいますように、佐賀県の方

をというところもお考えとしてあるのかと思い

ますが、今、我々の方で小学生向けの講座とか

を職員が出向いて学校で講座をさせていただく

アンケートの中で、実際、今、県内の小学生が

どれぐらい新幹線を利用されたかというところ

をアンケートしますと、まだ母数は少ないんで

すけど、3割程度が新幹線に乗車したというこ
とで、7割程度はまだ乗車してないという数字
もございますので、まずは県内の皆さんにもそ

ういう体験をする機会を創出しまして、新幹線

の良さというところ、新幹線のいろいろな可能

性というところを体験していただいて、子ども

達にまず体験していただくことが、委員おっし

ゃいますようにご家族の方にも広がっていくと

いうところもございますので、まずは県内の子

ども達ということを考えさせていただきたいと

思います。

【吉村委員】 だからさ、新幹線の可能性とか、

よさとか、それを一番わかってもらわんばいか

んとは佐賀県の人じゃないの。長崎県にそれを

広めたって。広めんでも長崎県の人は喜んどる

んだから、県北はあんまり喜んどらんけど。

だから、そこら辺は今後考えた方がいいんじ

ゃないかなと思ったりするけど。それは長崎県

の金で佐賀県の子どもたちを招待するというの

は、考え方がいろいろあろうと思うけど、やっ

ぱりそういうことでもやりながら、全線開通が

目標やろう。子どもたちに体験してもらおうな

んていうよりは、もっと全線開通に向けていろ

んな考え方を整理していった方がいいんじゃな

いかと思いますけど、これは今後のあなたたち

の取組の中にちょっと頭に入れとってもらえば

と思います。

それから、さっきの地籍調査ですけど、43年
ぐらいかかるでしょうという話でしたが、恐ら

く43年にはできんやろうね。もっとかかるよね。
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それで、予算をもっと増やせという話でしたが、

これはどんどん要求すれば、国は予算をどんど

ん付けてくれるものか。まず、国が予算を付け

てくれんとどうにもならんという話でしょうか

ら、その可能性はどれぐらいあるんですか。

【兼武土地対策室長】国の予算についてですが、

国の方はここ3年間ぐらいを見てみますと、大
体142億円から155億円で予算を計上していた
だいております。それ以前の年度を見ますと、

120億円前後という時期もありましたので、こ
こ3年間ぐらいは経済対策等の補正予算も含め
まして、かなり頑張っていただいているのでは

ないかと考えております。

今後とも、国の方に対しましては、地籍調査

の全国の協議会あたりと連携して予算の確保に

ついてお願いしていきたいと考えております。

【吉村委員】今の話で、増えるか増えないのか

と聞いたけれども、昨日の質問と答弁じゃない

けど、ちゃんとした答えが返ってきてないよう

にある。その前に長崎県の進捗率は何％と言っ

たかね、69％。全体の進捗率よ。そのくらいの
進捗率で、国は次の年度の予算を同額、あるい

は要求額どおり付けてくれるのか。進捗率は、

その予算の付き方に影響は受けないのかどうか、

そこら辺を教えてください。

【兼武土地対策室長】進捗率と予算の関係です

けれども、予算につきましては、近年、大体過

去5年間を見てみますと、県の要望額の全体の
83％ぐらいで予算を配分していただいており
ます。これは年度によって増減があります。各

市から上がってくる予算額も各年で、要望額も

各年で増減がありますものですから、実際には

増減しているところですけれども、平均して

83％ぐらいの割合で配分をいただいておりま
す。

【吉村委員】地籍調査は、市町が事業主体なの

で、なかなか県がどんどん計画を立ててやると

いうところまでにはいかん部分もあることはわ

かるけど、やっぱり県全体の地籍画定というか、

そういうことを考えると、ある程度市町と一緒

になりながら、どこをやっていくかとか。

佐世保市が先ほど37.6％、街中をやりよった
って絶対ならんわけよね、市街化区域をやっと

っても。どうして、境界の線が2本あるとやけ
んね、これを1本にするのは簡単にはいかない。
だから、周辺部分とか、ここの目的で課税の

公平化というのもあるんだけど、やっぱりほか

のいろんな開発とか、公共事業ができるとか、

そういう事業に供する面も考えると、その中心

部から外れた部分をやるということも、当然必

要になってくるわけね、全体やらんばいかんと

やけど。

そういう意味で、やっぱり中心部、市街化区

域というのは、まだもうちょっと残しておって

も、周辺部から事業を進めていくという考え方

も出てこんとかなと思うけど、そこら辺、県と

して考えたことがありますか。

【兼武土地対策室長】都市化した長崎市、佐世

保市あたりは、特に中心市街地の方からやって

いっている現状がありますけれども、周辺部で

公共事業等があると、例えば県道の工事がある

とか、大きな道路の計画があるという部分につ

きましては、毎年度、こういった公共事業を担

当する事業部局と地籍調査の私どもの方、それ

から国交省も含めたところで連絡会を開催して

おります。そこで地籍調査の情報と公共事業の

計画の情報を情報交換しまして、公共事業が予

定されているところで地籍調査を先んじてでき

るように、そういった情報交換等をさせていた

だいております。そういった格好で、また調整
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をしながら進めていきたいと考えております。

【吉村委員】そういう情報の交換とか、意見の

交換とかやっておりますというのであれば、い

わゆる事業の用に供するとかいう部分があれば、

そういうところも早めに調査にかかるというこ

ともやっていくべきと思うので、例えば山林に

入るとかね、そういうことをこの前からも言っ

ているけど、もう伐期がきた木材をなかなか切

れないとかという、それは境界が画定してない

から山に入れないということになるわけよね。

そういうところを画定してやると事業が進むの

で、それはそれなりに社会的な経済効果も出て

くるということなんです。ただただ、地籍調査

を国が言ってくるからやるというだけではなく

て、積極的な取組をお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

あと、さっきの松浦鉄道ですけど、田中委員

が答弁を求められなかったので、さっきの質問

に対する答弁を聞きたいんですけど、いかがで

すか。

【小川次長兼交通政策課長】先ほどの質問とい

うことで、松浦鉄道のハウステンボス駅への延

伸とか、佐賀県側の路線の延伸というものにつ

いてのご質問だったかと思いますが、現在、ま

ずはＪＲ線に乗り入れるということで大きな課

題の一つとしてありますのが、ＡＴＳ装置の車

両への設置という課題があるかと思っておりま

す。

もう一つは、今、ＪＲ佐世保線の高速化とい

う形で、佐世保市、ＪＲ九州とも協議を進めな

がら、施設の整備をしたり、ダイヤの調整もし

ていただきながら、できるだけ時間短縮という

ところで進めているんですが、ここに松浦鉄道

が入るとなりますと、どうしても速度の違い

等々で、高速化自体の進捗に影響が出て、なか

なか高速化できないという部分もあろうかと思

っておりますので、そういうものも含めまして、

ＪＲ九州ともお話をさせていただきたいと思っ

ておりますし、また現在、松浦鉄道につきまし

ては、今後10年間の施設整備計画等についても
沿線自治体連絡協議会で協議をしてございます。

そういう協議の中においても、そのような話が

県議会の中でもなされているということもお話

をしながら、そういう情報共有、意見交換はし

てまいりたいと考えております。

【吉村委員】 そうですね。まず、さっき、質問

を聞きよって、ＭＲのループ化、佐世保駅まで

つながっとらんのよね。これがぐるっと回って

つながると、ある意味利便性が上がったり、利

活用度合いが上がるというような期待がされる

わけよ。だから、それをつなぎたいと思うけど、

そこには今言ったＡＴＳの問題があると。だか

ら、それを解決すればそこのループ化はできる

んだということになるわけね。首をかしげよる

のはそれだけではないという意味やろうけど。

そのほかのＪＲ佐世保線とのいろんな影響はあ

るけど、ＪＲ九州も武雄駅から佐世保までを松

浦線で真っ直ぐもっていってもらうといいよう

な話も出たりするわけよ、個人的な意見として

ね。だから、そういうのを総合的にまとめて、

これからどういう形にしたがいいのかというの

は、これは松浦線の課題でもあるやろうなと思

うので、そこら辺、ループ化と武雄まで結ぶ、

ハウステンボスまでもっていくというのが、田

中委員の話でもあろうけど、武雄からＪＲ佐世

保線というのが要るのかどうかというところも、

今後の協議の一つの柱にはなっていくようなの

で、そこら辺、この協議会もあるという話やけ

ど、そういうところに反映をさせていくべきと

思うんですが、いかがですかね。



令和５年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月９日）

- 102 -

【小川次長兼交通政策課長】まず、ＪＲ佐世保

線の考え方についてでございますが、この佐世

保線につきましては、長崎県と、もしくは佐世

保市、ＪＲ九州で、佐世保線の有効活用、もし

くは時間短縮ということで一定初期投資を行い

まして、その時間短縮等々を図ってきた経緯が

ございますので、今すぐすぐにそういう議論と

いうのはなかなか難しいのかなと思っておりま

すし、また、松浦鉄道におきましては、自治体

連絡協議会でも今後の施設整備計画というのは、

今の松浦鉄道の路線の姿をどう今後残していく

のか。特に、古いところになりますと、鉄道橋

とかトンネルとか、かなりの経過年数も出てき

ていると。そういうものの維持補修等も今後必

要になってまいりますので、そういうものを見

据えた上で今後どう対応していくのかという議

論を今しているところでございますので、そう

いうご意見があったというのはお伝えしたいと

思いますが、そこも踏まえての議論となると、

なかなか今の時点で難しい部分があろうかなと

思っております。

【吉村委員】今すぐ具体化をしなさいとか、そ

ういうのじゃないけど、将来を語る時に、そう

いうのを頭に入れとって話をして、題材に入れ

てもらえれば、また入れるべきでもあろうとい

う観点から言いよるわけで、よろしくお願いし

ます。

最後に、県庁舎跡地、ずっと引っかかるんじ

ゃけど、もうこれをやり出して何年たつかなと

思うんじゃけど。これまで、総額いくら予算を

ここに使っているかね。合計額をお知らせして

ください。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】お答えいたします。

これまでの関連予算でございますが、今年度は

まだ決算が出ておりませんが、開始しました平

成21年度から令和4年度までの合計額が5億932
万4,000円となっております。
約5億円の内訳ですけれども、埋文調査の関

係等がそのうちの1億8,000万円ぐらいを占め
ておりますので、委託であったり工事であった

り、現在やっている暫定整備の工事費等を合わ

せますと大体3億円ちょっととなります。
【吉村委員】 埋文調査で1億8,000万円とか言
うけど、結局はかかっとるわけよね。それで、

今回、令和5年度でも4,300万円かけるんですと。
今、なかなか具体的にこの跡地をどのような形

につくり上げていくという結論はまだ出とらん

とよね、いかがですか。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】 昨年7月に委員会
でご議論いただきました県庁舎跡地の整備基本

構想ですけれども、その構想の中におきまして

は、主体的な柱となる機能として「広場」「情

報発信」「交流支援」、この3つの機能を柱と
いたしまして、あとは交通結節機能としてのバ

スベイであったり、石垣の上と下をつなぐ階段

の設置だったり、そういったほかの機能も付随

をしてくるんですが、この3つの機能を中心と
して整備をしていこうという方向性につきまし

ては決定をしているものと受け止めております。

ただ、その詳細につきまして、県がこうやっ

てこれを建てますとか、こう置きますというの

ではなくて、暫定供用という期間を置いて、ま

ずは「広場」という状況の中で県民の皆様に幅

広く使っていただきながら、その利用実績であ

ったり、使い勝手であったりというところをお

伺いして、それをベースとして私どもが本格的

な整備に向けた仕様書の中身をしっかりと詰め

ていきたいと、考えております。

【吉村委員】 今の3つの方向性、方向性だけが
決まっているということよね。「・・・と思わ
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れます」なんて言うたらだめね。決まっており

ますよね。

それから、それがすぐすぐ具体化できないの

で暫定供用をまずやります。そこでまた話を聞

いたりします。この暫定供用期間が何年やった

かね。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】暫定供用の期間と

いたしましては、令和6年3月までを予定してお
りますが、その後、具体的な仕様書の作成、設

計整備に入っていきますので、すぐ工事に入れ

ないと。そうなりますと、結果として令和6年4
月以降もオープンスペースとしての供用が続い

ていくということになっております。

【吉村委員】 結局、今からまだあと2年か、下
手すれば3年ぐらい暫定供用が続きながら、そ
の次のステップに入っていくということになる

のかなと、こう思うんだけど。

この広場とか情報発信とか交流ということが、

どれだけ考えないと具体化しないのかなと思う

んだけど、そういう時にもう少し何か気の利い

たというか、できんとやろかいと個人的には思

いよったんやけど、突然、長崎大学の経済学部

か情報学部かが、あそこの県営駐車場（常盤町）

の跡にきますと、長崎大学の方が発表した感じ

だったのよね。大学が発表してしまうと、何と

なく県は主体じゃなくて、大学の要望に従って

お膳立てをしていくというか、そういうことに

なるのかなと思って聞いたんだけど。私なんか

それを、あそこの駐車場（常盤町）、あそこが

果たしてまちなかなんやろうかと、こう考えた

りするんじゃけど。県庁舎跡地なんかの方がか

えって、長崎大学のキャンパスが来るなら、ま

ちなかですぐ横に出島もあるし、（県庁舎跡地

の）石垣も顕在化して置くなら、キャンパスの

中やったらよかろうし、なんかそういうところ

が考えられんだったのかなと思うんだけど、そ

の点について答えづらいかもしれんけど、何か

言えることがあれば、ちょっと答弁してもらえ

んですか。

【坂田地域振興部参事監】長崎大学のまちなか

移転の関係、それから県庁舎跡地活用、両方と

も私が担当しておりますので、どちらかという

と、長崎大学のまちなか移転に関しましては、

土木部の立場で観光生活建設委員会の方で主に

議論をさせていただいておりますが、関係があ

りますのでご答弁させていただきます。

吉村委員ご指摘のとおり、長崎大学のまちな

か移転につきましては、長崎大学がまちなか移

転を検討してみたいということで、昨年の9月
に、県と長崎市に対して「検討への協力依頼」

と、まちづくりにも関連するので検討に協力し

てほしいということで、我々も検討に協力して

いる立場でございます。

大学の立地につきましては、やはり基本的に

は大学の意向をもって大学がどこに立地したい

かを決めるというのが筋ではないかなというの

がある一方で、まちづくりにも影響があるので、

我々も協力しているという状況でございます。

そういう中で、我々の方の取組としては、ま

ちなか移転に適した県有地、市有地、いわゆる

公共の土地ですね、公共の土地はどこかあるで

しょうかと、使うとしたらどんな条件があるで

しょうかということを大学から問われて、我々

の方からお答えしました。例えば常盤の用地に

つきましては、出島・常盤交流拠点の用地とし

て今ガイドラインが定められているとか、駐車

場として使っていますので、直ちにはあそこを

使えませんよとか、また、県庁舎跡地につきま

しては、先ほどお話がございましたように、昨

年の7月に整備基本構想というのを策定いたし
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たところですので、こういった方針がある状況

でございますよということをお伝えしました。

そういう中で今年の2月に大学側が、常盤の土
地を用地として使いたいので、さらに検討を深

めたいということをご発言されたという状況で

ございます。

ですので、どちらかというと、大学側に県庁

舎跡地についても情報提供はしましたけれども、

大学の方が選んできたのは常盤の駐車場になっ

ているところを希望されたということでござい

ます。

【吉村委員】最後の方にひっかかったけど、県

庁舎跡地もその候補地として、県は長崎大学に

説明をしたの。そういう話は、今初めて聞くけ

ど、後付けで言いよるんじゃなかろうね。どが

んね。

【坂田地域振興部参事監】後付けということで

はございませんで、もともとこの話が出ました

のが昨年の8月の長崎サミットの場でございま
したけれども、長崎サミットの場においても公

共の土地に移転できないかということを大学側

が発言されて、その中の例示としましても、県

庁舎跡地というのも例示されておりました。

そういったこともございますので、我々とし

ましては、こういった構想が既に策定されてい

る状況でございますということも含めて情報提

供したということでございます。

【吉村委員】そういうところに出とったという

なら、まあ、話を聞くということにしても、例

えば広さ、面積で言うと、今の駐車場跡が何平

米やったか忘れたけど、県庁舎跡地というのは

面積的には移転の候補地としては十分であった

のかなかったのか、そこら辺の経緯がわかって

おればお知らせいただきたい。

【坂田地域振興部参事監】県庁舎跡地につきま

しては、もともと本庁舎が建っていた場所、そ

れから第一別館、第二別館が建っていた場所、

それから第三別館が今建っている敷地、そのあ

たりを含みまして約1万3,000平米ございます。
県警本部跡につきましては2,000平米ございま
すので、足し合わせますと1万5,000平米。一方
で県営常盤駐車場については約5,700平米、常盤
南駐車場というのもございますが、そちらにつ

いては約1万2,000平米ということで、合計で1
万8,000平米弱という状況でございます。
広さ的にはすごく狭いというわけではござい

ませんけれども、全体で見れば常盤駐車場の方

が広いというところでございます。

【吉村委員】最後にしますけれども、私は個人

的に「大学のまちなか移転」という言葉からす

ると、海を埋め立てて端っこの方、それは海の

方に向かって景色はいいかもしれんけど、駐車

場として使いよる。ここがつぶれる（大学が移

転する）と、また駐車場をどこかに造らんとい

かんわけね。そういうこともあるし、大学はフ

ラットな土地に建てるのが一番やさしいのかも

しれんけど、今ある長崎大学の経済学部、あそ

こはまちなかじゃないとかって、まちなかって

どこら辺がまちなかねってなるわけよ。もうそ

れ以上ここでは言わんけどさ。だから、フラッ

トじゃなくても、県庁舎跡地、あそこら辺もそ

れだけの広さがあるんやったら、フラットでな

くても建てられるし、まちなかならではの校舎

づくりとか景観づくりとか、そういうのが大学

やったらできたんじゃなかろうかと、私なんか

は個人的には思うわけよね。そういうのをもっ

と深めてほしかったなと思うけど、そこら辺、

今後、もう今のところ候補地で動かないんです

ということなのかどうか、最後にそこをお知ら

せください。



令和５年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月９日）

- 105 -

【坂田地域振興部参事監】今の状況といたしま

しては、長崎大学の方がさらに検討を深めると

いう状況でございます。そういう中で、検討を

深めるに当たっては協力をいただける事業者か

ら話を聞いていくというタイミングになってま

いります。今の状況ですと、常盤の駐車場の方

でのどういう開発ができるのかという話。それ

から片淵の（経済学部の）キャンパスがありま

すけれども、そちらもどういう開発ができるの

かという話。そのあたりについて意見交換をし

ていく段階に入っておりまして、なかなか県庁

舎跡地の方について、仮にやるとしたらどうな

るだろうかというところまで聞いて回るという

感じじゃないというふうに理解しております。

【吉村委員】急に聞いたものだから、もっと前

にそこら辺が私たちの耳にも入っておけば、い

ろんな意見を言う機会があったかなと思うけど。

そうなって、出てきた時には、「いや、もうあ

っちが良いって言いよらすんですよ」と後から

聞いたって、私たちは何もそこに言えんごとな

ってしまうわけよね。だから、そこら辺はちょ

っと不満よ、はっきり言って。

それと、やっぱり大学の移転というのも、こ

れは大きな事業よね、まちなか移転やけんね。

それが簡単に、ここって出たからって、もう余

地はないんですよというような話をされても、

私は何となく釈然とせんなと思うわけよ。

だから、今後の話の中でも、そういう意見も

出たんですが、長崎大学としてもそういう地形

を活かしたり、まちなかに溶け込む景観とか、

そういうことはどうでしょうかということも言

っていただければなと思いますが、それ言いま

すか、言いませんか。

【坂田地域振興部参事監】まず、大学にはこの

ようなご意見が出たことは伝えたいと思います。

今回、本会議場におきましても別の提案もござ

いましたし、我々の方のスタンスとしましても、

いろいろな方からのご意見をいただきながら、

最適な案になりますように引き続き努めてまい

りたいと思いますので、まちづくりの観点から

より良いものになるように、いろんな方々の声

をお伝えして、その上で、この検討の検討主体

は大学でございますので、我々も協力していく

ということで努めていきたいと思います。

【吉村委員】 以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

ほかに質疑がないようですので、これをもっ

て質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので採決を行います。

第1号議案のうち関係部分及び第35号議案の
うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
30分より委員会を再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５７分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

次に、委員会による審査を行います。
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地域振興部においては、委員会付託議案がな

いことから、所管事項についての説明を受けた

のち、陳情審査及び議案外の所管事務一般につ

いて質問を行います。

まず、地域振興部長より所管事項の説明を求

めます。

【早稲田地域振興部長】地域振興部の関係の議

案外の報告事項及び所管事項についてご説明い

たします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開き願います。

まず、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

これは、公用車による交通事故のうち、和解

が成立した2件につき、損害賠償金合計119万
4,200円を支払うため、去る1月25日付で専決処
分をさせていただいたものであります。

次に、所管事項についてご説明いたします。

（ＵＩターンの促進等について）

ＵＩターンの促進については、市町と連携し

ながら、丁寧な移住相談対応に努めるとともに、

地域の魅力発信等に取り組んでおります。

こうした中、本年度12月末までの移住者数の
実績は、1,239人となり、前年同期と比較すると
40人の増加となっております。
次年度においては、移住検討者に対して、タ

ーゲットに応じた情報発信を充実するほか、移

住の検討段階からサポートいただいている県内

の移住コンシェルジュ等に対しては、意欲的に

活動が展開できるよう、移住が実現した場合の

県産品贈呈など、さらなる移住促進に努めてま

いります。

一方、関係人口の創出・拡大については、ワ

ーケーション受入促進のため、去る2月15日に

都市部企業を対象としたプロモーションイベン

トを開催し、本県の魅力を発信したところであ

ります。

また、本県に興味・関心を持つ県外の方々と、

県内の地域活性化人材が交流するコミュニティ

活動において、1月のランタンフェスティバル
に合わせた交流イベント等を開催し、県外の

方々に本県の魅力を実感していただきました。

今後も引き続きオンラインコミュニティや、対

面での交流を通して関係人口の創出・拡大を図

ってまいります。

（地域づくり人材のプラットフォーム構築に

ついて）

県内各地での地域活性化や新たな地域活動の

創出を図るため、地域づくり人材の掘り起こし

や、人と人とのマッチングなど、地域づくり人

材のプラットフォーム構築に向けた取組を推進

しております。

具体的には、地域づくり活動に取り組まれて

いる方々に対し、活動内容等について、公開イ

ンタビューを行い、会場やオンライン視聴者と

も質疑・意見交換を行うトークイベントを開催

しており、これまで県内6地域において、延べ
約120名が会場で参加したほか、イベントの録
画配信についても約2,000回視聴されるなど、地
域づくり活動に向けた関心が高まってきている

ところであります。

このような取組の中で、新たな地域づくり人

材の関係構築に向けた動きも出始めてきており、

引き続き、人と人とのネットワークの強化を図

り、地域住民主体による地域活性化につなげて

まいりたいと考えております。

（長崎県離島振興計画について）

長崎県離島振興計画については、昨年11月に
可決・成立した改正離島振興法に基づき、関係
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市町と一体となって、策定を進めているところ

であり、本年1月の県議会離島・半島地域振興
特別委員会でのご議論やパブリックコメントに

よる県民の皆様のご意見を踏まえ、今般、新た

な離島振興計画（案）を取りまとめたところで

あります。

計画（案）においては、離島の不利条件を克

服するため、生活環境・産業基盤の整備のほか、

離島の医療・介護・教育の更なる充実や離島航

路・航空路をはじめとする総合的な交通体系の

整備などの施策を掲げております。

また、離島におけるデジタル基盤の整備や再

生可能エネルギーの導入・利用推進のほか、ジ

ェットフォイルを含めた船舶の更新等に対する

支援、小規模離島に対する支援の充実など、改

正離島振興法に新たに明記された施策を数多く

盛り込んでおり、本年4月の策定・公表を目指
しているところであります。

また、策定後は、関係市町と一体となって、

計画に盛り込んだ施策を着実に推進していくと

ともに、法律に基づく新たな支援制度の創設等

について国に強く要請を行うなど、離島地域の

更なる振興に力を注いでまいります。

（国境離島地域の振興について）

国境離島地域の振興については、平成29年に
施行された「有人国境離島法」に基づき、国の

交付金を最大限に活用しながら、関係市町と一

体となって各種施策に積極的に取り組んできた

ところ、令和4年における関係5市町の人口の社
会減は、法施行後で最少のマイナス529人とな
るなど、施策の効果が着実に現れてきておりま

す。

今後は、新たなチャレンジができるしまづく

りの実現に向けて、本県に思いのある先輩実業

家と連携し、島外事業者への積極的なアプロー

チを展開するとともに、ビジネスコンテストの

開催を通して、地域課題の解決につながる事業

の誘致を促進することで、更なる雇用の場を創

出し、移住・定住の促進につなげてまいりたい

と考えております。

併せて、しまの産品の振興による地域活性化

を図るため、引き続き、食品流通専門の団体と

連携しながら、しまの産品の生産から販売まで

の取組を一体的に支援するプロジェクトを展開

してまいります。

（長崎県地域公共交通計画（案）について）

長崎県地域公共交通計画については、令和2
年度の地域公共交通活性化再生法の改正により、

原則として全ての地方公共団体において、地域

公共交通計画を策定することが努力義務化され

ております。

そのため、県では、地域公共交通に係る関係

者との協議を重ねながら「長崎県地域公共交通

計画」の策定を進め、11月定例県議会の本委員
会において、計画（素案）をお示しさせていた

だきました。

その後、パブリックコメントを実施し、地域

公共交通活性化協議会におけるご議論を経て、

今回、計画案としてとりまとめたところであり

ます。

令和5年度からは、本計画に基づき、国や県
内市町、交通事業者等と連携をしっかりと図り

ながら、地域公共交通の維持・確保のため、各

種施策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

（離島航空路線の維持・確保について）

本土と離島を結ぶ航空路線は、オリエンタル

エアブリッジが保有する39人乗りのＱ200型機
により運航されておりますが、現在、ＡＴＲ48
人乗りへの更新が進められております。
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ＡＴＲ1号機は、本年7月頃の定期便就航を目
指しており、2号機は本年5月頃に到着し、令和
7年度からは、ＡＴＲ2機体制での運航を予定し
ております。

また、ОＲＣにおいては、これまで収益確保

策の一環として、ＡＮＡとの共同運航により福

岡～宮崎線、同小松線を運航しておりますが、

これに加え、3月26日から新たに中部～宮崎線、
中部～秋田線についても運航を拡大することと

しております。

なお、昨今の燃油価格及び航空機関連部品等

の高騰を受け、島外の利用者については、やむ

なく運賃を改定することとなりましたが、引き

続き、収益確保や収支改善に努め、離島航空路

線の更なる安定化に取り組むこととされており

ます。

県としましては、関係市町と連携しながら、

離島航空路線の運航をしっかりと支え、離島住

民の高速移動手段の確保や交流人口の拡大に努

めてまいります。

（ＡＮＡホールディングス株式会社との連携

協定締結について）

ＡＮＡグループでは、長崎空港の発着路線の

多くを運航するほか、離島航空路線についても、

オリエンタルエアブリッジとのコードシェアや

人材の派遣など、長きにわたり、本県の航空施

策に対して、ご支援とご協力をいただいている

ところであります。

また、ＡＮＡテレマート株式会社やＡＮＡコ

ンポーネントテクニクス株式会社の立地による

県内雇用の創出のほか、元日における初日の出

フライトなど、地域活性化にも積極的に取り組

んでいただいております。

このように、これまで様々な分野で連携した

取組を行ってまいりましたが、より緊密な連携

を図り、航空路線をはじめ、地域活性化策を推

進するため、去る2月10日にＡＮＡホールディ
ングス株式会社と連携協定を締結いたしました。

この協定では、長崎空港の利用促進や離島振

興に加え、県産品の販路拡大や先端技術の活用

検討、情報発信等について、双方が連携して取

り組むこととしております。

県としましては、引き続きＡＮＡグループと

連携しながら、地域活性化や交流人口の拡大に

力を注いでまいりたいと考えております。

（九州新幹線西九州ルートについて）

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料（追加1）」をご覧ください。
西九州新幹線（長崎～武雄温泉間）について、

開業から本年2月22日までの5か月間の利用者
数は、コロナ禍以前の2018年度の在来線特急と
ほぼ同水準で推移し、100万人を突破したこと
がＪＲ九州から発表され、ＪＲ九州においては、

「九州新幹線鹿児島ルートと比較しても好調で

ある」と評価されております。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料」にお戻りいただき、7ページの上段をご
覧ください。

この間、県では、新幹線開業効果の継続や

ＪＲ佐世保線の高速化の周知、県内主要駅の賑

わい創出を図るため、県内各地域の特産品の販

売や観光ＰＲ、鉄道に関するトークショーなど

を行うイベントを開催いたしました。

当イベントには、県内外から多くの皆様にご

来場いただいたところであり、引き続き、西九

州新幹線の開業効果拡大のための取組を県内市

町と連携しながら促進してまいります。

一方、新鳥栖～武雄温泉間の整備のあり方に

ついては、去る2月1日、与党整備新幹線建設推
進プロジェクトチーム「九州新幹線（西九州ル
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ート）検討委員会」において、佐賀空港を経由

するルートは、安全な運行に支障を生じさせる

恐れがあることなどから現実的な選択肢とはな

り得ないことが示され、2月9日、約1年ぶりと
なる「幅広い協議」の中で、国土交通省から佐

賀県に対して、その内容についての説明が行わ

れました。

併せて、幅広い協議では、フリーゲージトレ

インの試験設備の撤去に関する経緯についても

国土交通省から説明が行われたところでありま

す。

次に、恐れ入りますが、「総務委員会関係議

案説明資料（追加1）」の2ページ中段をご覧く
ださい。

その後、与党の同検討委員会の森山委員長か

らは、新幹線事業は、佐賀県だけの問題ではな

く、国家プロジェクトであるとの位置づけを再

認識し、国土交通省全体でこの問題に取り組む

よう求められております。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料」にお戻りいただき、7ページの下段をご
覧ください。

県としましては、幅広い協議や政府・与党の

議論を注視しながら、関係者と様々な議論を積

み重ねるなど、引き続き、全線フル規格による

整備の実現に向けて取り組んでまいります。

（県庁舎の跡地活用について）

県庁舎跡地の活用については、県庁舎跡地整

備基本構想に基づき、先行して開放していた第

二別館跡地に加え、昨年10月末から旧県庁正面
玄関前などの供用を開始し、利用状況の検証な

どを進めているところであります。

供用開始後は、敷地内の見学や子どもの遊び

場、楽器の練習等の日常的なご利用に加え、ト

ークイベントやキャンプイベントなど、県民の

方々が主体となった多様な催しが開催されてお

ります。

また、県においても、引き続き職員が現地に

常駐し、来場者へのアンケート調査や現地で活

動される方々との意見交換などを実施するとと

もに、県内各地への周遊やまちなかへの回遊を

促進するための情報発信、広場としての機能や

情報発信機能を具体化するためのワークショッ

プの開催などに取り組んでいるところでありま

す。

県庁舎跡地については、本年半ば頃には、全

体をオープンスペースとして開放する予定であ

り、利活用の幅も大きく広がることから、関係

皆様方との連携をより一層深め、更なる利活用

を促進し、賑わいの創出や基本構想の具体化に

向けた検証を進めてまいります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜わりますようお願い申し

上げます。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった「政策
等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】私から「政策等決

定過程の透明性等の確保及び県議会・議員との

協議等の拡充に関する決議」に基づき、本委員

会に提出しております地域振興部関係の資料に

ついてご説明いたします。

2ページをご覧ください。
11月から1月までの1,000万円以上の契約状

況の一覧になります。内容は、土石流被災家屋

保存公園内被災家屋保全工事など、競争入札に

付した契約の3件となっており、その資料を3ペ
ージから5ページにお示ししております。

6ページをご覧ください。
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陳情・要望に対する対応状況でありますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

11月から1月までに県議会議長宛にも同様の要
望が行われたものは、6ページから37ページま
でにお示ししているとおりでございます。

また、土木部の報告となりますが、営繕課で

契約を行った1,000万円以上の契約について、地
域振興部部分を参考配付させていただいており

ます。

以上で私からの説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、地域づくり推進課企
画監より補足説明を求めます。

【山下地域づくり推進課企画監】私から長崎県

離島振興計画（案）についてご説明いたします。

お手元の補足説明資料のうち、「長崎県離島

振興計画（案）骨子」というタイトルのカラー

の資料、こちらをお願いいたします。

左上の計画の目的・根拠に記載しております

ように、昨年11月定例会においてご説明をいた
しました離島振興法の改正延長を受けまして、

離島地域における総合的かつ計画的な施策を推

進することを目的として、令和5年度から令和
14年度までの10か年を期間とする新たな離島
振興計画を策定するものでございます。

離島振興計画は、今後の離島振興の方向性、

また講じようとする施策を明らかにするもので

ありまして、毎年度、その進捗状況についてフ

ォローアップを行うこととしております。

また、離島活性化交付金の活用の要件となる

ほか、離島税制の優遇措置を受けるための要件

にもなっておりまして、大変重要な計画である

と認識をいたしております。

計画の策定に当たっては、近年の社会情勢の

変化等を踏まえながら、現行の計画について必

要な見直しを行うとともに、今回の法改正によ

って新設をされました新たな項目について盛り

込んでおります。

資料の左下、策定手順・スケジュール、こち

らをお願いいたします。

計画の策定に向けては、改正法成立前の段階

から庁内各部局や振興局、各市町とともに策定

作業を進めてきたところであります。

まず、関係市町においては、それぞれの離島

振興計画案を作成いただいた上で、各振興局に

おいて、それをできる限り反映させる形で、対

馬島、壱岐島、五島列島地域といったような地

域別の計画を作成しました。

また、関係部局においては、県の総合計画や

各部局が所管する個別の計画、さらには、これ

までの県議会でのご議論等を踏まえながら、分

野別施策の作成を進めてまいりました。

その後、地域別計画と分野別施策の間で内容

の調整を図った上で、知事をトップとする長崎

県離島振興本部会議においても議論を行いなが

ら、離島振興計画の素案として取りまとめまし

た。

その上で、1月11日の離島・半島地域振興特
別委員会において、関係部局の理事者出席のも

とご審議をいただいた後に、1月19日から2月12
日まで、別途お配りをしております資料のとお

りパブリックコメントを実施しまして、県議会

や県民の皆様のご意見を踏まえまして取りまと

めたのが、この離島振興計画（案）でございま

す。本日の総務委員会でご審議をいただくとと

もに、国との協議・調整を行った上で、令和5
年4月にも正式に確定する見込みとなっており
ます。

続きまして、資料の中段、計画の構成、こち

らをご覧ください。

第1章から第4章まで、現行の計画とおおむね
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同じ構成としております。

また、第2章の講じようとする分野別の施策
につきましては、法律において計画に定める事

項があらかじめ規定されておりますので、それ

に基づきまして第1節から第17節まで構成して
おります。この中で1点だけ、現行の計画から
変更がございまして、第9節に赤字で記載をし
ておりますが、今回の法改正において、様々な

方々が離島地域に住み続けることができるよう、

障害者福祉や児童福祉に関する配慮規定が新た

に追加をされましたことから、第9節の項目と
して、障害者福祉、それから児童福祉について

明記をしております。

続きまして、資料の右側をご覧ください。

計画の基本理念につきましては、総合計画か

ら引用する形で、「ながさき しまの創生 ～し

まの人口減少に歯止めをかける～」という理念

を掲げておりまして、その下の基本的方向性に

つきましても、総合計画と同じく3つの柱で構
成しております。

続きまして、その下、講じようとする分野別

の施策でございますが、今回の法改正を受けて、

計画に盛り込んだ主な項目について、こちらに

リストアップしております。ポイントについて、

赤字で記載をしておりますが、ジェットフォイ

ルを含む船舶の新造・更新、5Ｇなどのデジタ
ル基盤の整備・維持管理、ＩＣＴを活用したス

マート農林水産業の推進、遠隔医療に係る体制

整備のほか、再生可能エネルギーの導入や関連

産業の参入促進と小規模離島に対する支援とい

ったような内容を盛り込んでいるところでござ

います。

続きまして、地域別の振興計画でございます。

今回の法改正によって、離島振興計画の中に、

新たに産業振興促進事項を記載することとされ

ておりますが、これは離島税制の優遇措置を受

けるために、これまで各市町が個別に作成して

いた計画について、今回、離島振興計画の地域

別計画に盛り込んでいるものでございます。

最後に、離島の振興に関する目標でございま

すが、こちらにつきましても、今回の法改正に

よって、新たに計画の目標を定めることとなっ

ておりまして、記載のとおり現行の有人国境離

島法に係る県計画の指標に合わせて目標を設定

しております。

なお、目標年につきましては、新たな離島振

興法の折り返し地点となります5年後をめどに、
法律の施行状況について検討を加えるとともに、

その結果に基づいて必要な措置を講ずることと

されておりますことから、これに合わせまして、

法律の施行から5年後であります令和9年度ま
での数値目標を掲げているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 次に、次長兼交通政策課長
より補足説明を求めます。

【小川次長兼交通政策課長】 補足説明資料の

「長崎県地域公共交通計画（案）」についてご

説明いたします。

まず、補足説明資料のパブリックコメントの

結果等をお願いいたします。

昨年12月23日から2月10日の期間におきまし
て実施いたしましたパブリックコメント結果に

ついてでございますが、26件のご意見をいただ
いたところでございます。

ご意見は、ＡからＥの区分に基づいて分類さ

せていただいておりますが、Ａの区分が3件、
Ｂの区分が8件、Ｃの区分が9件、Ｄの区分が6
件となっております。

計画案への反映については、対応区分Ａの意
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見は、趣旨を盛り込むため計画案へ反映し、対

応区分Ｂ、Ｃについては、今後、事業等を実施

するに当たり検討していくこととしております。

また、Ｄの意見につきましては、市町におい

て検討すべき内容であるなど、本計画の趣旨を

勘案いたしますと、反映は難しいという内容と

なってございます。

2ページ目をご覧ください。
主な意見の概要でございますが、番号2のモ

ータリゼーションの状況、人口構造の変化など

も分析すべきではないかなどのご意見につきま

しては、Ａ区分に整理いたしまして、意見の趣

旨を計画案に反映させていただいております。

次に、公表番号8の離島などではスクールバ
スとしてバスが必要不可欠となっていることを

追記してはどうかなどのご意見は、既に計画に

記載がある内容、また、毎年度実施していくも

のであることからＢ区分として整理をさせてい

ただいております。

次に、３ページ目になりますが、公表番号13
の大雪や台風などの自然災害発生時の代替交通

網の確保について検討してはどうかなどのご意

見は、今後、検討すべき内容としてＣ区分とし

て整理をさせていただいております。

次に、公表番号5の乗合バスの輸送人員のグ
ラフを県内ひとくくりにするのは無理があるな

どのご意見につきましては、本計画は、県全体

の計画であることや、市町において実施・検討

がなされるべき内容であることからＤ区分とし

て整理をさせていただいております。

パブリックコメントの結果は以上でございま

すが、続きまして長崎県地域公共交通計画（案）

の概要版についてご説明をさせていただきます。

今回は、11月定例会の総務委員会でお示しい
たしました地域公共交通計画（案）について、

その後に修正や追記を行った箇所について、概

要版にてご説明をさせていただきます。

5ページ目をお開きください。
右下に数値指標として、幹線バスの年間輸送

人員、幹線バスの利用者一人当たりの行政負担

額を掲げておりますが、現時点でこちらの数値

の最新値が出ておりませんので、算出され次第、

事務局において、今後数値を更新させていただ

ければと考えております。

次に、7ページをお開き願います。
資料左側の地域における最適な交通サービス

の検討の推進を今回追記をさせていただいてお

ります。

これは、島原鉄道活性化検討部会において、

沿線地域の持続可能な公共交通の維持・確保に

係る今後の方向性等に関する検討が始まったこ

とを踏まえ、追記したものとなります。

説明は以上でございます。

ご審議いただきますようよろしくお願いいた

します。

【中島(浩)委員長】 次に、地域振興部次長より
補足説明を求めます。

【鳥居地域振興部次長】 私から、「九州新幹線

西九州ルートにかかる最近の主な動き」という

資料をご説明させていただきます。

1ページをご覧ください。
まず、令和4年末の動きでございます。主に

令和5年度予算に関する内容でございまして、
令和4年12月16日、与党整備新幹線建設推進プ
ロジェクトチームにおいて、北海道新幹線（新

函館北斗～札幌間）の事業費増加に関すること、

北陸新幹線（敦賀～新大阪間）の環境影響評価

手続きの大幅な遅れに関すること、九州新幹線

西九州ルートに関しては、佐賀県と引き続き丁

寧な粘り強い協議を行っていくということが説
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明をされているところでございます。

12月20日、与党整備新幹線建設推進プロジェ
クトチームが続いて開かれまして、こちらでは

主に令和5年度の政府予算の新幹線関連の説明
があり、了承されたところでございます。

そして、北海道新幹線については、事業費全

体の増加分のうち発生の確度が相当程度高いも

の、2,922億円分の財源措置の説明がされたとい
うことでございます。

それから、北陸新幹線の敦賀～新大阪間につ

いては、北陸新幹線事業推進調査として12億円
強を令和5年度予算に計上することが説明され
ております。併せて、敦賀～新大阪間について

は、ＰＴとして、一日も早い全線開業に向けた

決議を行ったところでございます。

そして、12月23日、令和5年度予算について、
国土交通省から公表がされまして、まず、全体

としては新幹線の建設費として803億7,200万
円、前年度と同額が計上されております。

そして、九州新幹線の武雄幹線～長崎間の事

業費については、開業後の残工事が残っており

ますので、100億円が事業費として配分されて
おります。

それから、新鳥栖～武雄温泉間のアセス費用

については計上されておりませんけれども、こ

ちらについては国土交通省から、佐賀県の合意

が得られた段階で全体の予算から捻出などすれ

ば、必要な事業費を確保できるという見解を伺

ってございます。

続きまして、2ページでございます。2ページ
以降は、政府与党における議論の状況でござい

ます。

まず、令和5年2月1日でございます。与党
ＰＴ九州新幹線西九州ルート検討委員会が開催

されまして、こちらは令和4年11月に同委員会

の森山委員長から、空港ルートの技術的施工可

能性を調べて、精査するように指示があったこ

とを受けてのものでございます。

こちらの委員会において、鉄道運輸機構の方

から、この佐賀空港を経由するルートの技術的

施工可能性について報告がなされまして、主に

3つの構造形式について説明がされております。
3つございまして、1つ目と2つ目の橋梁方式、

それから沈埋トンネルの方式については、漁業

への影響などにより適用が困難というふうにさ

れてございます。

それから、3つ目のシールドトンネルの工法
については、技術的に施工可能ではあるけれど

も、施工後に実際の走行の段階で不等沈下等が

発生するおそれがあり、新幹線の安全な運行に

支障が生じるおそれがあることから、現実的な

選択肢とはならないという旨の報告がされてご

ざいます。

こちらについて、森山委員長からは、できる

だけ早く佐賀県に丁重に説明し、国交省には引

き続き、佐賀県と丁寧な交渉をすることをお願

いされたということでございます。

それから、委員会の中では、川幅がもう少し

狭い上流側にルートを変えた場合にどうなるか

といった意見がございまして、森山委員長から

は「地元の意見が集約されて、そのような提案

があれば、検討することはやぶさかではない」

ということが表明されております。

そして、3ページでございますけれども、2月
9日、先ほどの与党の検討委員会を受けまして、
佐賀県と国交省の間で幅広い協議の第7回が開
催されました。

こちらでは、まず、南回りルート（佐賀空港

を経由するルート）の検証結果について報告が

されたところでございますけれども、これに対
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して佐賀県からは、「フル」と決めたわけでは

ないのにこのような説明を受けることが不思議。

空港を通るルートと決めつけて調査し説明され、

違和感がある、ということ。それから、北側、

南側を通ると中長期的にどういうメリットがあ

るのかを示してほしいということ。それについ

ては、国が責任を持ってやるべきだということ

が主張されてございます。

国土交通省は、それに対して、メリットに関

しては国が考えるものではなく、地元と一緒に

考えるべきものであるということ。それから、

協議の進め方として、いろんな可能性について

佐賀県と相談しながら協議をしていくというこ

とが示されてございます。

併せて、この協議の中でフリーゲージトレイ

ンの試験施設の撤去の経緯についても説明がな

されまして、佐賀県からは引き続き選択肢から

外れることはないということが表明されて、一

方で、国土交通省からは、既に導入を断念して

いることから、選択肢としては難しい旨が表明

されております。

4ページでございます。
2月16日に与党ＰＴの西九州ルート検討委員

会が開催されまして、こちらで佐賀県との協議

の結果が報告をされたところでございます。

そして、佐賀県との幅広い協議が平行線だっ

たということで、森山委員長からは、引き続き、

佐賀県と丁寧に粘り強く協議するようにお願い

されているところでございます。

それから、今後の進め方に関して、森山委員

長から、新幹線事業というのは佐賀県のものだ

けではなく、国家プロジェクトであり、ルート

の問題を取っても、道路や河川との絡みや佐賀

空港と新幹線駅のアクセスなどを含めて、鉄道

局だけでは答えられない問題であり、そのため、

国交省に対して国家プロジェクトとしての位置

づけを再認識し、国交省全体でこの問題に取り

組むようお願いされたところでございます。

森山委員長としては、国家プロジェクトとし

て大事なルートということで、それを佐賀県に

理解いただきたいという考えを示されておりま

して、国交省の対応方針が決まれば、森山委員

長が佐賀県に出向いて山口知事等に対して、今

後の進め方に関して、国交省全体で幅広い協議

を進めることに関して受けていただくようお願

いをする方針である旨も表明されているところ

でございます。

私からの説明は以上になります。

【中島(浩)委員長】 次に、県庁舎跡地活用室長
より補足説明を求めます。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】私から県庁舎跡地

の活用についてご説明をさせていただきます。

まず、1番、暫定供用開始後の取組状況とい
うことで、（1）にございます暫定供用の状況
についてであります。

現在の供用範囲は、旧県庁正面玄関前と第二

別館跡地の2か所であります。
旧県庁正面玄関前は、毎日10時から17時まで
開放しておりまして、時間中は職員が常駐して

おり、安全確認やアンケートの聴取、プレーヤ

ーの方々との協議などを実施しております。

なお、旧県庁正面玄関前の来場者数は、記載

の期間中5,210人となっております。
次に、（2）県における主な取組についてで

すけれども、賑わいづくりや機能の具体化を図

るため、下の「・」に記載しておりますとおり、

まちの記憶を深堀するワークショップや、広場

で使ういすを作るワークショップの開催。

また、2ページに移りまして、世界遺産など、
県内各地の魅力を発信する情報コーナーの設置
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のほか、今月18日には、プレーヤーの皆さん同
氏をつないでネットワークの構築を図るための

活動発表会などを予定しております

また、2ページ中段の②のところにございま
すとおり、プレーヤーの方々が跡地でのイベン

ト等に活用できるテントやテーブル、いすなど

の備品等を準備しているほか、イベントの開催

告知へのご協力などを行っております。

次に、（3）プレーヤーの方々と連携した取
組といたしましては、トークイベントの定期開

催や、学校の吹奏楽部のミニコンサートと連携

した音の影響調査のほか、今週末には長崎市の

取組でございますが、ながさき若者会議と連携

した活動発表会を県庁舎跡地の方で開催いたし

まして、若い皆さんが跡地に求める環境などを

調査することといたしております。

続きまして、3ページの（4）プレーヤーの方々
が主催する取組についてですが、供用開始以降、

第二別館跡地も含めまして、様々なイベントが

開催をされております。暫定供用開始後、ご利

用いただいた延べ日数は52日となっておりま
して、下にお示ししましたとおり、子どもたち

を対象にしたはた揚げとか、こま回しの体験イ

ベントやキャンプイベント、かき焼きのイベン

ト、婚活イベントなど、内容は多岐にわたって

おりまして、資料の4ページに県事業であるワ
ークショップも含めまして利用状況の写真を掲

載させていただきましたので、ご覧いただけれ

ばと思います。

次に、2番のアンケートにおける意見等につ
いてご説明をいたします。

アンケートの内容につきましては、アクセス

や駐車場に関する項目を加えるなど、随時その

機能の具体化に資する見直しを図りながら実施

しております。

今年度分の最終的な集計・分析はこれからと

なりますので、今回は1月中旬までの概要を記
載しているところであります。

まず、県庁舎跡地の歴史の認知度は約68％と
なっておりますが、こちらの数値はサンプル数

の関係で、市内・市外の在住者を合計した数値

となっておりますので、今後、市内外とか、県

内外の年代別、そういったところにきちんと区

分けをして集計・分析を進めることといたして

おります。

続きまして、暫定供用期間中の利活用につい

ては、日常的な憩いの場や物産、飲食のイベン

ト開催を求める声が多く寄せられておりますほ

か、将来、跡地に求める機能としては、一番下

の「・」にございますとおり、歴史に関する展

示や広場としての活用を期待するご意見を多く

頂戴しております。

今年半ば頃には全体を開放する予定でござい

まして、利活用の幅も広がりますから、基本構

想の具体化に向けまして、これから各種の調査

やヒアリングを強化して、詳細な検証を進めて

いきたいと思っております。

ご説明は以上です。

よろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました。
次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。

審査対象の陳情番号は、81、84、4、5、11
番であります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし
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ます。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【北村委員】新大村駅より長崎空港へのアクセ

スについてお尋ねをさせていただきます。

実は、新大村駅も、新幹線をご利用いただい

て好調だというような状況の中で、その利用者

の皆様から様々なご意見をいただいているとい

うことで、私はお話をお伺いしてきました。

新大村駅は、県が主体、ＪＲが主体、市が主

体といろいろ考え方はあると思うんですけれど

も、必ずしも県が主体になって進めるような話

ではないんですが、かといって、県全体の交通

のボトルネックになっているような部分もある

んじゃないかということで見解をお伺いしたい

んです。

一応資料をいただいておりまして、観光案内

所がございます。なかなか駅員さんがいる時間

も短いということで、そこに、利用者の方々が

様々なお尋ねであったり、中にはもう苦情とい

うかクレームというか、そういったことをおっ

しゃる方が非常に多いと。特に、毎月数十件あ

るんですが、12月、年末なんかは78件もありま
したということでした。

どのような声かというと、新大村駅から空港

までのアクセスが悪いんだと、どうにかしてく

れというお話です。まず、空港までのバスがな

いのはおかしいであるとか、これはちょっと情

報が錯綜しているのかなと思いますが、長崎の

ホテルで、新大村駅から長崎空港まで15分置き
にバスが出ていると聞いてきたのになんでない

んだと。多分これは「かもめライナー」を間違

って情報が入っているんじゃないかなというと

ころでした。

あと、リムジンバスについては県営バスでご

ざいますから、ちょっと関係があるのかなと思

いますが、リムジンバスが停車する一番近いバ

ス停は植松東というバス停になりますが、非常

にわかりづらいとか、時間どおりに来なかった

とか、本当に観光案内所のスタッフの方はご苦

労されているなというところです。中には、非

常に暴言を吐かれたといったこともあるという

ことで、そんな中頑張っていただいているんで

すけれども。

空港と新大村駅のアクセスについて、現在は

「かもめライナー」というのが走っております

が、これは30分前に予約しないと乗れないとい
う状況で、しかも、長崎駅から新大村駅までは

15分なんですね。こういったところも少し情報
の共有というか、周知徹底を図っていく必要も

あるのかなと思いますけれども、このアクセス

についての資料は、先般お渡ししたとおりであ

りますが、これについて何とか改善できないの

かというようなことで、県の見解をお伺いした

いと思います。

【小川次長兼交通政策課長】新大村駅から長崎

空港へのアクセスの向上ということでございま

すが、令和4年9月23日の新幹線開業日から、大
村市の方におきまして「かもめライナー」とい

うのを新幹線の新大村駅と長崎空港間で運行を

していただいております。

今、実証運行期間中ということでございます

が、大村市とお話をしましたら、これについて

は4月以降も、約1年間ということで、今後半年
は実証運行を続けたいというお話をお聞きして
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いるところでございます。

一方、今回、新幹線開業日から、このかもめ

ライナーの運行に至った経緯というのが、地元

の大村市の地域公共交通会議において、公共交

通計画を作る過程におきまして、新大村駅と空

港間をどのようなアクセスをとっていくのかと

いうのを、地元の自治会とか交通事業者、もし

くは関係者を入れたところで協議された結果と

して、このかもめライナーの運行に至ったとこ

ろでございます。

現在のかもめライナーの運行の利用状況とい

うものを確認いたしましたら、これは9月23日
から1月末までという状況でございますが、こ
の期間約2,466名の方が利用されているという
お話をお聞きしておりますが、一便当たりの利

用者数というのが約1.7人という状況でござい
ますので、この分については、現段階で、やは

りバスの運行で賄えるというようなボリューム

感としてはなかなか難しいものと考えておりま

す。

また、北村委員のご指摘にありましたように、

結局予約がないと乗れないというものにつきま

しては、現在、大村市の方と協議いたしました

ら、今後、タクシー事業者とか運行システム事

業者との調整の上、空席があれば予約なしでも

乗っていただけるように、実証運行期間中に検

討を行っていきたいということを伺っていると

ころでございます。

【北村委員】わかりました。基本的には市の方

が主体になってくるのかなという気はいたしま

すけれども、やはり全体として長崎空港も絡ん

でいることですし、アクセスを何とか改善をし

ていただきたいなと思います。かもめライナー

に予約なしに乗れるというところは、ちょっと

は改善をするのかなと思いますし、予約した方

が確実に乗れるんでしょうから、そういったも

のが走っているんだというのを、長崎から乗っ

た後に知るんじゃなくて、乗る前に知っていた

だくような必要もあるんだろうと思います。

実験中で、これがどうなるのかというのは、

いろいろと先行きがまだわからない部分もある

んだと思いますけれども、大村のよさというの

は、空港、新幹線、高速道路というアクセスが

いいところというので、まず長崎県にいらっし

ゃる方を空港からお迎えしてというような入り

口の機能として強化をしていく部分もあるのか

なと思いますので、ぜひ大村市、またはＪＲ等

としっかりと協議を行って改善をお願いしたい

と思います。

あと一点ですが、先ほどパブリックコメント

の中にも書いてありましたけれども、1月の大
雪の際に、長崎空港から長崎市へのリムジンバ

スが運休になってしまって、空港の中で取り残

されるのかというような状況の中、新大村駅ま

で臨時のシャトルバスを運行していただいたと

いうようなお話でした。新幹線が災害に非常に

強いというか、そういったところも発揮したん

じゃないかなと思います。

ただ、臨時シャトルバスというか、非常に力

技で行ったというようなお話も聞いております

が、大村市ではとにかく感謝をされているとい

うお話でありましたから、こういったところの

災害時の対応というところも、しっかりと事前

に準備というか、用意というか、心構えをして

おく必要もあるのかなと思いますが、その点に

ついてはいかがですか。

【小川次長兼交通政策課長】 本年1月24日から
の大雪によりまして、長崎バイパスの方が通行

止めという形になったものですから、空港リム

ジンが運休と。これは県の交通局と長崎バスの

2社で長崎と長崎空港間を運行しておりますが、
2社とも運休という形になってしまったという
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状況がございました。

一方で、空港に問い合わせましたところ、飛

行機は離発着が行われているという状況でござ

いましたので、何年か前に関西空港で貨物船が

連絡橋に衝突して空港にお客様がそのまま取り

残されるという状況が生じたということがあっ

たものですから、運行事業者の方と協議をいた

しまして、災害時の臨時的な対応として運行が

できないかというご相談をして、今回、長崎空

港と新大村駅間を運行していただいたというこ

とでございます。

24日、25日の2日間で約1,000名の方をお運び
したという輸送実績を伺っております。

私どもとして、今回の大きな一つの教訓とし

て、例えばこういう大雪時、もしくは一昨年で

すか、大村の方でも大雨によって道路が冠水す

るという状況がございましたが、そういう大雨

の災害時等々で弾力的な運行をどうやって行い

ながら、利用者の移動手段の確保に努めるのか

という一つの大きなケースだったと思いますの

で、私どもとしても、部の組織もしくは交通事

業者とも、そういうものについて連携をとりな

がら、いろんな災害時等の対応について、迅速

に対応ができるように、その態勢をとってまい

りたいと考えております。

【北村委員】わかりました。なかなか想定され

てない中で、弾力的というか、突発的な危機対

応を行っていただいたということで、非常に感

謝をしていらっしゃる方ばかりでしたし、すば

らしい対応だったろうなと思います。

ぜひリムジンバスも、定期便で新大村駅に入

っていただけないかなと思ったりはしますが、

なかなかボリュームがないという話もありまし

たので、繰り返しになりますけれども、こちら

の観光案内所の方々は、せっかく大村に来てい

ただき、長崎県に来ていただいたというところ

で、何とかおもてなしの心でお待ちをされてい

るところに、そういったクレームというか、苦

情を言われるというところで、傷つきながらも

頑張っていらっしゃるので、県全体の交通体系

のアクセスの向上という意味でも、今後も、大

村市、ＪＲとしっかりと協議を行っていって改

善に努めていただきたいと思います。要望して

おきます。以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【川崎委員】 長崎県離島振興計画（案）につい

てお尋ねいたします。

先ほど説明をいただきましたが、講じようと

する分野別の施策、新たに盛り込んだ事項、赤

い字で書いてある部分がその内容ということで

理解をいたしますが、その中で2点、場所に制
約されない働き方の普及等を踏まえた対応、関

係人口の拡大推進と。一般的にはテレワークな

どをすぐ思いつくわけでありますが、これを離

島において推進をしていく、どのような形で普

及、こういうことに取り組んでいかれるのかお

尋ねいたします。

【山下地域づくり推進課企画監】関係人口の創

出・拡大に向けて、離島活性化交付金において、

令和5年度予算から中間組織の活動ですとか、
モニターツアー、それから情報発信など、関係

人口の拡大に活用できる、こうした仕掛けづく

りに活用できる支援メニューが新たに追加をさ

れました。

また、同じく国土交通省の社会資本整備総合

交付金においても、令和5年度予算からシェア
オフィスの整備にも活用できる離島広域活性化

事業が新たに追加をされたところでありまして、

こうした予算も念頭に置きつつ、関係市町とも

連携を図りながらしっかりと進めてまいりたい

というふうに考えております。

【川崎委員】 今からの取組ではあるんですが、
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少しこれも具体的にどういったことがイメージ

されるのか、長崎の離島の特性を見ながらご説

明いただきたいと思います。

【宮本地域づくり推進課長】一つは、例えば壱

岐市の方では「逆参勤交代」というのをやって

おります。参勤交代というのは、江戸時代に地

方の方が東京に行くというようなやり方だった

んですけれども、それを離島の方に、言葉で言

えば「逆参勤交代」、都市部の企業が来るとい

うような取組をこの数年、1～2年やってきてい
るところもありますので、例えばそういったと

ころの展開を、壱岐だけではなくて、離島、離

島だけでもないんですけれども、そういった分

についてワーケーションといいますか、逆参勤

交代といいますか、そういったところで関係人

口の拡大に努めていきたいと考えているところ

でございます。

【川崎委員】企業誘致という大がかりなもので

はなく、働く場所を離島に設けていくというこ

と、まさにテレワークの分野ですか。それを壱

岐以外の離島にも普及をしていくということで

しょうか。

【宮本地域づくり推進課長】私が申し上げたの

はテレワークでずっと壱岐にいると申しますか、

ある一時期、ワーケーション的な感じで、それ

が1週間なのか2週間なのかというところでご
ざいますが、まずはそういったところで離島の

よさをわかっていただくような取組をやってい

きたいと思っているところでございます。

【川崎委員】 理解いたしました。

もう一点、地域の実情に即した子育て支援体

制の整備、これもお尋ねできるんでしょうか。

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時２４分 休憩 ―

― 午後 ２時２４分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【山下地域づくり推進課企画監】今回の離島振

興法改正によりまして、多様な方々が離島地域

に住み続けることができるよう、児童福祉に関

する配慮規定が新たに追加をされました。

こうした動きを踏まえまして、本県の離島振

興計画（案）においても、少子化が進行してい

る離島地域において、身近な場所で安心して子

育てができるよう児童福祉施設等の運営や事業

等に対する支援に加えまして、質の高い保育や

教育を提供することができるよう、人材の確

保・育成を含めた環境整備、それから育児と仕

事の両立を支援する体制づくり等、地域の実情

に即した多様な子育て体制の整備を推進するこ

とというふうに記載をしております。

【川崎委員】これは離島だけじゃなくて、長崎

県全体もそうなんでしょうね。わかりました。

具体的なことについては、こども政策局等に確

認をいたしたいと思います。

次に、マイナンバーカードの普及促進につい

てお尋ねいたします。

来年度、事業を構築され、車で回って普及促

進という説明は、先ほど伺いました。

マイナンバーカードの交付率、申請率の状況

ということで2月末の状況の一覧をいただいて
おります。長崎県全体では、交付率は63.8％、
申請者73％ですから、いずれ届くということを
考えると、73％の方が取得をされるというとこ
ろで認識をしたいと思います。

73％、つまり4分の3の方は取得をされる。残
り4分の1の方に関して来年度施策を講じると
いうことであります。そもそも、どの程度の普

及率を目指して取り組もうとされているのか、

確認をさせていただきたいと思います。

【大塚市町村課長】カードの交付率、どこを目

指すかというご質問でございますけれども、ま
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ず、国の方は、今年度末までに、ほぼ全ての国

民がカードを保有することを目標としておりま

す。引き続き、来年度においても交付促進を進

めるということになっております。

これを受けまして、県といたしましても、具

体的に何％というのは申し上げられないんです

けれども、引き続き、少しでも多くの方々にカ

ードを保有いただくように市町と連携して努め

てまいりたいと考えているところでございます。

【川崎委員】何の事業も目標があって取り組む

んだろうと思っていて、できるところまでです

よということに関しての事業に本当に力が入る

のかというのは、はなはだ疑問ではありますが、

やはり利便性が高い、これからデジタル化社会

のインフラだと思っておりますので、本当に全

ての国民ということであれば、この73％という
数字はまだまだ逆に低いのかなというふうに思

っておりますので、しっかりとお取り組みいた

だきたいのと、市町別の一覧もいただいており

ますが、やはり進んでいる地域、そうじゃない

ところ、差があると思っておりますので、各市

町としっかりと、どうすれば普及促進が図られ

るのか、頑張っていただきたいと思っておりま

す。

そこで、これは国の施策でありますが、確認

させていただきたいんですけれども、健康保険

証のマイナンバーカードによる義務化というこ

とが報じられて推進されています。確かに病院

に行ったら、以前にはなかった読み取り装置が

かなり普及しているように感じます。非常に便

利だなというところは見ているわけであります

が、一方、義務化と言いつつも、取得されない

方が今現在も4分の1おられる中において、保険
適用の医療が受けられないのかということにな

るわけですが、一方ではそれを救済する措置も

あると。現状、わかりづらい施策の進め方だな

と思っているんですが、整理して伺わせていた

だきたいと思います。

【大塚市町村課長】マイナンバーカードと健康

保険証の一体化のご質問でございますが、政府

は、2024年（令和6年）秋に現在の健康保険証
の廃止を目指していると報道されております。

3月7日に、政府は、健康保険証を廃止して、い
わゆるマイナ保険証に統一し、マイナンバーカ

ードを持たない人は資格確認書で保険診療を受

けてもらうとしたマイナンバー法など、関連法

改正案を閣議決定し、国会に現在提出をしてい

るところでございます。

この報道等によりますと、資格確認書は、有

効期間最長1年の更新制とし、患者の窓口負担
もマイナ保険証よりも重くする方針というふう

に報道されているところでございます。

今後、国会の審議に委ねられることになって

おりますけれども、こういったことで今後は保

険証との一体化という部分を住民の皆様にもわ

かりやすく説明していく必要があるものと考え

ております。

【川崎委員】従来の保険証を廃止してマイナ保

険証に代えて、そして資格確認書を別途発行し

て救済するということですが、医療費について

は若干重くなるということから、やっぱりマイ

ナンバーカードを持っていた方がいいんでしょ

うね、国民にとっては。そう考えていけば、先

ほどの4分の1の方にどう訴求していって、なる
べく取得してくださいということから、漠然と

と言っては失礼ですが、目標を持たずにという

ことではなく、便利な時代にデジタル化によっ

て国から直接給付ということも、口座にひも付

け等もあってできるようになるわけで、そうい

ったところをきちんと皆さんにお伝えをしなが
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ら取り組んでいく。これは市町ということであ

れば、そこは非常に連携をしっかりとって、せ

っかく車までしつらえて21市町を回るわけで
しょうから、この交付率を限りなく、100％を
達成いただきたいと思いますが、見解をお尋ね

します。

【大塚市町村課長】 既に7割の方に申請をいた
だいておりまして、2月に申請した方々の数字
もこれに乗ってまいりますので、もう少し率は

高くなっていくものと思いますけれども、やは

り何らかの理由があって、これまでに申請され

てない方もいらっしゃいますので、今後、そう

いった方々には、役所で待つだけではなくて、

そういった自動車等も活用しながら、こちらの

方からも赴いて、少しでも交付申請いただくよ

うに努めてまいりたいと考えております。

【川崎委員】取得のためにポイントを、まさに

前回の議会の時にもいろいろ質問させていただ

きましたが、2月末までの申請であれば、かな
り高額のポイントがいただけるということから、

かなり申請があって、なかなか手元に届かない

というのが前回の議会の時の課題だったと思い

ますが、一定そこが2月末までで期限が終わっ
ていますので、取得される方々に対するメリッ

トというか、インセンティブがない中に、なか

なかどうなのかなというところは正直ありまし

て、何度も繰り返しになりますが、ぜひそうい

った利便性をもっともっとしっかりと訴求して

いかないと、従前のポイントサービスのインセ

ンティブの部分がない、それを凌駕する、そう

いった取組じゃないとなかなか交付が進まない

のじゃないかと思っているんですが、ぜひそこ

はしっかりお取り組みをいただきたいと思いま

す。

一つ確認ですけれども、恐らく年齢別にもい

ろいろとつかんでおられるんだろうと思います

が、お生まれになったお子様にはほぼ100％交
付をされている状況かというのはわかりますか。

【大塚市町村課長】 年齢別で申し上げますと、

まだ生まれて間もない方々といいますか、ごく

ごく若い方々については若干低い傾向がござい

ます。

年齢別のデータがございますので、それにつ

きましては確認の上、お示しさせていただいて

よろしいでしょうか。

【川崎委員】今後、ひも付けされるかどうかわ

かりませんが、妊娠時、出産時におのおの5万
円ずつの給付が補正も組まれて、恐らく恒久措

置になるんだろうと思っておりまして、そうい

ったことから考えると、いろんな給付制度が確

立されていく中において、小さなお子様、生ま

れたばかりのお子様といえども取得されるとい

うことが非常にメリットになってくると思いま

すし、これは市町だということでしょうけれど

も、ぜひそこはしっかりと取り組んでいただけ

れば、恐らく生まれた時に取得をすれば、ずっ

とそれは継続していくわけで、おのずと普及率

も上がっていくんだろうと思っているわけです

が、ぜひそういったところもしっかりと訴えて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【大塚市町村課長】委員のおっしゃるのはもっ

ともなことでございますので、そういった点に

つきましても市町の方と連携をとりまして、交

付促進に努めてまいりたいと思います。

【宅島委員】今、川崎委員からも質問があった

んですけれども、例えば今日現在生まれてくる

子どもさんに対して、最初からマイナカードの

申請ができるものなのかどうなのか。本当だっ

たら、もう旧保険証がなくなるのであれば、マ

イナカードに保険証をつけていいはずなんです
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けど、そこはどうなっていますか。

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３７分 休憩 ―

― 午後 ２時４９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【大塚市町村課長】まず、川崎委員からのご質

問にお答えいたします。

年齢別のカードの交付状況でございますが、

全国のデータは、全体の交付率が2月末現在で
63.5％でございましたが、0歳から4歳児につき
ましては52.2％となっておりまして10ポイン
ト以上低い状況となっております。

それから、宅島委員からのお尋ねでございま

すけれども、乳幼児のカードの交付については、

まず、出生届が市町村役場に提出された後、そ

の住所地の市町村の方で住民票を作成し、マイ

ナンバーが付番されます。それからマイナンバ

ーカードの交付申請という手続きになりますの

で、どうしても一定の時間がかかってしまうよ

うに現状ではなってございます。

そういったことも踏まえまして、現在、乳幼

児に対応して、出生後、速やかにカードを交付

できるように検討が行われております。現在、

厚生労働省、デジタル庁、総務省におきまして、

乳幼児のマイナンバーカードの出生後の速やか

な交付について検討が行われているところで、

その方法等につきまして現在議論が行われてい

るところでございます。

【宅島委員】 マイナカードは、国民に100％交
付を目指していくという中で、赤ちゃんが生ま

れて、その親が申請をするんでしょうけれども、

やっぱり最初からマイナカードが配付されるの

が望ましい形なんでしょうけれども、そこに国

が検討ということ自体ちょっと違和感があるな

と思っておりますので、ぜひ長崎県においては、

そういった意見も出ていますよということを総

務省の方に連絡をしていただければと思います。

それは終わりまして、県庁舎跡地についてで

すが、先ほど吉村委員の質問にもあったんです

けれども、本当にいつまで検討するのかという

ところがあると思うんです。私も4～5年前の総
務委員会で、基本路線は基本路線として、その

3つの基本をさっき言われましたけれども、そ
の基本をきちっと、例えば民間の事業者、デベ

ロッパー等々に投げかけてプロポーザル方式で

いい提案をしてくれるところを選んでもいいん

じゃないかという発言を4～5年前の総務委員
会でしたんですけれども、県として、今後、民

間の知恵というか、民間の力を借りるというか、

そういったお考えはないのかお聞きします。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】今、委員からお話

がございましたとおり、私どももこの暫定供用

期間中にいろんなことをチャレンジして、その

結果、例えば利用実績であったり、ご意見であ

ったり、そういったものを取りまとめをしまし

て、それをベースにいわゆる民間の方、建築家

の方にお願いする仕様書というものをしっかり

と作っていきたいと。最終的にプロポーザルで

あったり、コンペであったり、どういうふうに

するかということの決定には至ってはいないん

ですけれども、いろんな有識者の方からも一つ

の方法として、プロポーザル、コンペ等をやっ

て、そういう建築家の方とか、専門家の方々に

いいデザインをご提案いただくのがいいんじゃ

ないかと。そのためにも、私どもがしっかりと

した仕様書を作るために、いろんな方のご意見

や利用の状況などを検証していきたいと考えて

いるところであります。

【宅島委員】県庁舎跡地は、県民の大事な財産
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ですよね。やはりもったいないというか、1分
たりとも遊ばせているわけにいかないわけです

から、今の状況は今の状況で、あと少し様子を

見てもいいですけれども、実際3つのコンセプ
トが決まっているのであれば、そこをしっかり

提示をして、これに基づいて計画を募集します

というようなプロポーザル方式を、それを採用

したからといってそれを100％やりますでなく
てもいいから、いろんな参考にはなると思うん

ですよね。

というのが、長崎市は県庁所在地で、全国で

もワースト2ぐらいの人口流出が続いているわ
けですよね。そういったところで人口のダム機

能もつくらなきゃいけないし、そういったとこ

ろを県庁の人たちだけが考えて前に進んでいく

んじゃなくて、しっかりそういったところも含

めながら、民間のお金も入れながらとか、そう

いったこともあるので、ぜひ民間の力も知恵も

借りながら、早くそこの検討ができるような体

制をつくっていただきたいと思いますけれども、

参事監、いかがでしょうか。

【坂田地域振興部参事監】県庁舎跡地活用につ

きまして、本当に多くの方に様々なご意見を賜

わっているところでございます。

我々としては、皆さまの高い関心があるうち

に、しっかりいいものにつくり上げていきたい

と思っております。

一方で、現状は、結構瓦礫があるような状況

でございますので、まずは更地にしながら、そ

の中でまずは広場機能というところではどうい

うことができるのかということが検証の中心に

なると思いますけれども、しっかりと見ていき

たいと思います。

また、委員にご指摘いただきましたとおり民

間の知恵をもらって、よりよいものをしっかり

つくるということは誠に大切な視点だと思いま

すので、意を用いて、今後とも取り組んでまい

りたいと思います。よろしくお願いいたします。

【宅島委員】県庁舎跡地の問題であと一点。い

ろんな方のご意見があろうかと思いますけれど

も、第三別館のことですね。残すべきだという

人と、もう残さなくていいよという議論がある

と思うんですけれども、こういった時に最終判

断は誰がするんですか。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】今ご質問いただい

た旧第三別館でございますけれども、委員おっ

しゃるとおり、私たちのところにも日々、残し

てほしいとか、もういいんじゃないかとか、実

際に現場で常駐していると、いろんなご意見を

お持ちの方がいらっしゃいます。

現在、今月末までの期間で旧第三別館の耐震

性を中心に、旧第三別館に例えばこういう機能

を置くと仮定した場合、どういう耐震的な問題

があって、それに幾らぐらいかかるのかという

ところを、今、委託契約を結びまして検証して

いるところであります。

今後、旧第三別館を残すのか、それともいろ

んな改修をしていくのか、どういう耐震法がそ

れにあるのかという点と、敷地全体の機能をど

う配置するのかという点を総合的に考えていく

必要があると思っております。最終決定は誰が

するのかというご質問でございましたけれども、

今、そこに対して、現状こうですということを

なかなか明確にお伝えはしにくいんですが、ま

ずは判断のための材料をしっかりと集めて、そ

れを県議会の皆様、県民の皆様にもお伝えをし

ながら判断をしていきたい、ご意見もいただき

ながら考えていきたいというふうに思っており

ます。

【宅島委員】しっかり頑張っていただきたいと
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思います。

次に、新幹線のことです。これも午前中に吉

村委員から、いいアイデアを提案していただい

たと思うんですけれども、せっかく子どもたち

が新幹線に乗車していただくといういい計画だ

と思いますので、例えばその子どもたちの中で、

一部でも、佐賀県の子どもたちとサッカーを通

じてのスポーツ交流とか、野球、ソフトボール、

バレー、何でも結構なんですけれども、スポー

ツとか文化面での子どもたちの交流をぜひして

いただきたい。

そして、佐賀県の県庁とも、佐賀県の行政と

もしっかり長崎県が話をして、まずは長崎県が

出ていきますと、次は佐賀県の子どもたちを長

崎でスポーツ交流とか文化交流をしてもらいま

しょうとか、そういった本当に人の交流、これ

をぜひ進めていただきたいと提案をいたしたい

と思いますが、いかがでしょうか、部長。

【早稲田地域振興部長】新幹線の周遊促進対策

としまして、来年度予算においてこども向け体

験乗車の実施ということで、小学生向け無料乗

車会の開催や修学旅行等における新幹線利用の

実績に応じた支援などの計画をしているところ

であります。

また、そのほかにも沿線駅から県内各地への

二次交通ということで、本県だけではなくて、

佐賀県を含めました隣県から周遊促進というも

のを取り組んでいこうということで現在計画を

しているところでございます。

委員のご提案にありました様々な子どもたち

の交流事業などにつきましても、このような事

業を活用して何らかの対応ができないか、また

関係部局とも連携し、相談しながら対応してま

いりたいと考えております。

【宅島委員】 今年の9月23日で丸一年になりま

す。まだ時間がありますので、しっかり教育関

係、また佐賀県とも協議をしていただきながら、

ぜひ実現をしていただければと思います。

終わります。

【吉村委員】マイナンバーカード関連。さっき

の課長は誰かね。もう一回、目標値を言ってく

れんね。

【大塚市町村課長】マイナンバーカードの交付

の目標値につきましては、国が、今年度末まで

にほぼ全ての国民というふうに目標を掲げてお

りますので、県といたしましても、ほぼ全ての

国民と言いたいところですけれども、なるべく

多くの方々に取っていただくように努めてまい

りたいと考えております。

【吉村委員】「ほぼ全ての国民と言いたいとこ

ろですけれども」って、どがん意味か、それは。

100％やろう、目標は。そうじゃなかとね。変
な答弁ばしよったらさ、黙っとかれんごとなっ

たい。国が、さっき言いよったろ、あんた。閣

議決定、2年後、健康保険証に全て変える。そ
の時、なんて、資格認定書の発行。持たない人

は何か少し費用が高うなる。そがんとば長崎県

民にさせてよかとね、あんたは。そこば考えて

答弁してくれよ。どがんね、部長。

【早稲田地域振興部長】マイナンバーカードの

活用につきましては、今般の新型コロナウイル

ス感染症の経験によりまして、社会における抜

本的なデジタル化の必要性が顕在化ということ

でしております。デジタル社会の基盤であるマ

イナンバーカード、マイナンバーについて、国

民の利便性の向上等を図る観点ということで、

国においても、行政手続きをさらに推進するた

めの、現在、マイナンバーカードの利活用など

を含めました改正というものが検討されており

ます。
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その中で、先ほど委員からご指摘がありまし

たように、全ての国民に行き渡るような目標と

いうことですので、県としましても、最終的目

標というものは100％、やはり皆さんに行き渡
るような形で努力を重ねるべきだというふうに

考えております。

また、その上で、国においては、マイナンバ

ーの利用範囲の拡大ですとか、マイナンバーの

利用及び情報連携に係る想定の見直し、また、

マイナンバーカードと健康保険証の一体化とい

うことで、乳児の方につきましては写真を撮る

のを不要にしたりといった検討というものも行

われております。

そのため、様々な利用促進を今後推進するこ

とによりまして、さらなるマイナンバーカード

の普及促進、交付率の向上というものに県とし

ても努めてまいりたいと考えております。

【吉村委員】 あまり装飾が多すぎる。「100％
目標で頑張ります」でよかったい。あなたたち

は、この事業主体が市町と思っとる。そういう

頭があるわけよ。自分たちにはあんまり関係な

いと思うんじゃないとね。でも、それは全て県

民たい、市民でも町民でも。

そして、あなたたちは、予算を6,300万円も使
ってマイナンバーカードの出張サポートとかす

るって言いよるわけたい。それがあんた、目標

が何％か言いきらんとか、もぞもぞ、もぞもぞ

言うてどがんすんね。今の部長でもね、やりま

すと、目標100％で頑張るんだと言えばいいの
に、また装飾をこう付けるけんさ、だめよ。そ

こら辺もうちょっと答弁をしっかりやってもら

わんといかん。

もう一つ、答弁で地域振興部参事監、さっき

の県庁舎跡地の宅島委員の質問の時に「関心が

あられるうちに」と言うたよね。何の関心のあ

られるうちね。なんかひとごとに考えとっちゃ

なかとね。もう少しさ、ぴしっと答えてくれん

ね。腹立つよ。もう一回答えてくださいよ、何

が関心のあられるうちか。

【坂田地域振興部参事監】先ほどは拙い説明を

いたしまして大変申し訳ございませんでした。

様々なご意見を今まで賜わってきた、そして、

様々なご関心があるという、関心が高まってい

る状況の熱いうちに、うまく事業を進めたいと

いう趣旨でございました。説明が足りずに失礼

いたしました。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【ごう委員】 私からも県庁舎跡地のことで1点
だけ確認させていただきたいんですが、アンケ

ートにおける意見等をこれまでとっておられま

す。アンケートの数が339件。その中で県庁舎
跡地の歴史の認知度がおよそ68％ということ
で資料に記載をされておりました。

その下の方にも、将来、跡地に求めるものと

して、歴史に関する展示というものがしっかり

と入っている。それから、公園、広場の意見が

多いということなんですね。

県庁舎跡地というあの土地が、本当に県民に

とって大変重要な財産であるということ、それ

から深い歴史が折り重なって刻まれている、す

ごく宝物であると思っているんですね。である

にもかかわらず、歴史の認知度が68％というこ
とで物事が進んでいくのはどうかなというふう

に一点思っております。

プレーヤーの方が、今、イベントを開催した

り、様々な活用をしていただいておりますけれ

ども、私は、例えば今までの深い歴史をこれか

ら未来につなぐという役割も重要なことだと思

っているんですね。そうした中で、やはり子ど

もたちにしっかりとこの歴史を伝えるというこ
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とが必要ではないかと思っているんですが、そ

のことについて、今、県の方ではどのような取

組を行っているのかお聞かせください。

【鯨臥県庁舎跡地活用室長】今、ご質問いただ

いた件ですけれども、その前提の68％という数
字について、まずはご説明をさせてください。

先ほど補足説明で若干お伝えさせていただい

たところですが、市内の方と市外の方でかなり

認知度に乖離があると。市内の方だと大体75％
ぐらいあるのですが、市外、県外の方になると

もっと落ちるという状況でございます。ただ、

サンプル数が不足しておりまして、適正な形で

ご報告するには、もう少しサンプルを集めてか

らということで、年齢層を含めまして、今後、

改めてご説明をさせていただきたいと思ってお

ります。

そして、ご質問いただいた点につきましては、

私どもも歴史抜きには整備を進めていくことは

無理だと思っておりますし、来られる皆さんも

口々にそうおっしゃられます。

私たちも、認知度が75％と言われた時に、こ
のままじゃいけないと思っております。

先ほど申し上げたワークショップ等でも、ご

参加いただいた方に、跡地の歴史についてしっ

かりとレクチャーさせていただいておりますし、

我々が現地にただいるわけではなく、来られた

方々にいろいろお話、ご質問いただいたら、学

芸員ほどの知識はないですけれども、しっかり

と歴史についてお伝えをしております。

子どもたちに関しては、ワークショップでい

すを作ったんですけれども、そのいすひとつひ

とつに、例えば長崎港の開港の年代を入れたり

とか、天正遣欧少年使節団が出航した年を刻み

まして、来られた方に、「あら、これは何かな」

という気づきを提供するような工夫をしている

ところでございます。

もちろんワークショップ等の始まりの時には、

どういうワークショップであれ、県庁舎跡地の

歴史についての情報を私どもから提供させてい

ただくなど地道かもしれませんが実施している

ところであり、先ほどご承認をいただいた今年

度予算の情報発信の部分でも、そういった歴史

のところを大切に伝えていけるようなコンテン

ツをつくって紹介をしていきたいと思っており

ます。

【ごう委員】本当にしっかりと市内の方と市外

の方との差がこんなにあってはいけないと思う

んですね。なので情報発信というものは必要だ

と思いますし、また、今の暫定供用に来てくだ

さる方、プレーヤーの方というのはやはり限ら

れていると思うんですよ。年齢層も限られてい

ると思うんですね。でも、その中で、そのよう

なイベントによって皆様に歴史をお伝えする。

そうしたら、そのことがまたより一層広がるよ

うなきちんとした仕組みというものをつくって

いただいて、もっとより多くの方に歴史を知っ

てもらう、そして、その上で先ほど宅島委員が

言ったような、いろんな方のお知恵をお借りま

して、プロポーザルでも何でもいいので、何か

そういった本当によりよい活用ができるような

ことにしてほしいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【田中委員】今期というか、私どもの任期が終

わりなので、少し抽象的な話になるかもわから

んけれども、議案外で聞いておきたいと思う。

企画部という話も若干あったけれども、地域

振興という名前がついているわけだからね、地

域振興部長を中心にちょっとお聞きしたいんだ



令和５年２月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（３月９日）

- 127 -

けれども、県土の均衡ある発展、長崎県の均衡

ある発展、長崎、県央、県北、大きく言うと3
つになるわけだけれどもね。

どうも最近、私の周辺にも、また改めて流行

語が出てきた。新幹線の開通が一つの引き金に

なったかもわからんけれども、「県政の南高北

低」という言葉をご存じですか、部長。「県政

の南高北低」という言葉ですよ。またちょっと

流行してきましたよ。ちょっと見解を聞かせて

ください。

【早稲田地域振興部長】今、ご質問がありまし

た件ですけれども、例えば県北地域ですとか、

県南地域などを比較して、地域課題などを表す

表現としてお聞きしたことはございます。

【田中委員】聞いたことがあると、考えたこと

はないのかなという感じなんだけれどもね。考

えたとすればいろいろなことが、解消策はどう

なのかというところまでいっているのかどうか

わからんけれどもね。やっぱり新幹線というの

は大きなポイントだった、県北にとってもね。

もう決まっていたんだからね。それをＪＲが言

った、佐賀県知事が言ったとかいう話になって

いるけれども、やっぱり長崎県知事が決断をし

てやったことだから、よそが決めたという話に

はならないんだけれどもね。県北を切り捨てた。

県北を切り捨てた、新幹線ではね。

そんな状況の中で、30年たって新幹線が開通
して、長崎、諫早、大村はいいかもわからない。

県北はどうだという話になるわけね。利用法を

聞くと、武雄まで行って長崎に行ってください

という話だけれども、それはちょっと現実的じ

ゃないしね。せめて、武雄から先を鹿児島ルー

トにつないでおれば、それは県北だってまだ利

用できる、武雄で乗り換えてね。新幹線に乗っ

て博多に行ける、大阪に行けるという話だから、

鹿児島にも行けるだろう。そこら辺がどうした

って頭から離れない。

皆さんもそんな話で、「もう南高北低がひど

かよ、長崎県は」という話になっている。

そこで、30年前、「もう新幹線は仕方ないた
い。道路を造るわ」と言った代議士がいた。道

路を造りましょうと。東彼杵道路、30年たって
もできない。進まない。これは土木部の管轄か

もわからんけれどもね。

それから、その後出てきたＩＲもはっきりし

ない。ＩＲ、これができると県北も起爆剤にな

る、ＩＲはね。起爆剤になるけれども、どうも

県の対応、国が国がという話になるんだけれど

もね、はっきりしない。

50年来ずっとお願いしてきた石木ダムも決
断しない。50年間ずっとお願いしてきたんです
よ、どうにかしてほしいと。佐世保の水は大変

なんだ、企業誘致も簡単にいかないんだという

話がね。そこら辺になると、東彼杵道路、ＩＲ、

石木ダム、所管がちょっと違うところもあるけ

どね、ここでもう一度部長の見解をちょっと聞

いておきたいと思うな。

【早稲田地域振興部長】県北地域の発展を目指

しまして、地域振興部としても県の施策の中で

様々取り組んでいるところでございます。

交通モードで申しますと、ＪＲ佐世保線の輸

送の高速化にも取り組み、今般、西九州新幹線

の開業と併せて高速化事業を完了しております。

また、併せてＪＲ九州の方では、観光列車を

走らせていただいて、県北を含め、各駅への停

車を通じて地域振興を図っているところでござ

います。

また、ほかの部、土木部などの所管になりま

すけれども、西九州自動車道の延伸など、交通

ネットワークの整備にも取り組んでいるところ
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でございます。

県北地域におきましては、世界遺産を含めま

して観光資源、それから豊富な農林水産資源と

いうものがありますので、このような魅力発信

を通じて、引き続き、県としても、さらに県北

地域の振興に力を注いでいかなければいけない

というふうに考えております。

【田中委員】「南高北低」という言葉は、私も

好きじゃない。使いたくない。屈辱感を感じる。

議員をやってきてね、30年頑張って一歩も変わ
らんのかという話になって自問自答しなきゃい

かんのだけれどもね。使いたくないけれども、

新幹線を契機にして、またそういうムードが出

てきた、県北にね。これは、やっぱりどうにか

打開策を考えてもらわなきゃいかんね。

地域振興部が中心になって、企画に呼びかけ、

どこに呼びかけして、県北どうなんだ、三十数

万人、平戸、松浦を入れたら30万人を超えるよ
ね。半島という形にもなるのかな、あそこはね。

それで、現実論としては、やっぱり新幹線が

来ると決まっていた新佐世保駅、早岐駅。当時

想定された事業がいろいろあるわけよ。知らん

ぷりというわけにはいかんと私は思うんだけど

ね。期待して期待して、待っていて、新幹線が

来るということになって、さあこれで一安心と

いったら外された。それから30年、何も言って
ない。長崎の車両基地の関係で、あれは神風が

吹いてやってもらった事業はある、駅周辺、駅

の用地内でね。だから、当時の新幹線で早岐駅

ができる、新佐世保駅ができるという時の構想

というのが残っているはずだ。もう少し考えて

もらわんといかん。

午前中ちょっと話した松浦鉄道の活性化、こ

れも同じＪＲ絡みだとすれば、松浦鉄道の活性

化は、県北の大きなポイントになると私は思う。

いま一度、あれも40年ぐらい前だね、民間に払
い下げられた。当時、反対だったけれども、転

換交付金というのが結構大きかったからね、仕

方ないじゃないかという話になったけれども、

もう40年近くたつので、転換交付金なんて残っ
ているわけない。だから、動きがとれない、新

たな投資をしなければね。

先ほどの上下分離で140億円も出すのなら、
せめて半分ぐらいは松浦鉄道にも、残りの半分

はまた島原鉄道にでも回してね、やっぱり活性

化を図らなきゃ。私はそう思うし、大型の企業

団地構想も、最近はもう市に任せているような

感じでね。もともとが、今のハウステンボス、

ＩＲ用地は、40万坪の大型工業団地だった。そ
れが水がないからできなくて今に至っているん

だけどもね。40万坪ぐらいの大型の工業団地ぐ
らい企画して、諫早は、今、半導体関係です。

熊本いいよね。熊本は今、ぐっと。そういう一

つの県北プロジェクトみたいなものをやっぱり

考えてもらわないと均衡ある発展にならない。

最後だから、これだけ述べて、部長、見解があ

ればちょっと聞かせてもらって終わります。

【早稲田地域振興部長】県北地域が有する様々

なポテンシャルというものを活用して、地域の

活性化というものを図ることは非常に重要だと

認識をしております。

県の総合計画の中でも、各地域別の活性化と

いうものを捉えた計画づくりというものを行っ

ておりまして、やはり県土全体で底上げして、

均衡ある発展というものを目指してまいりたい

と思います。

県北地域においては、現在、ＩＲ誘致なども

行っておりまして、こういった動きとも連動し

ながら、新たなまちづくり、また、多様な産業

の活性化に向けまして、地元の市町や経済団体
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等と十分に協議を行い、ともに県北地域の活性

化というものを図ってまいりたいと考えており

ます。

【田中委員】 頼みます。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【川崎委員】 2巡目ですので1点だけ。
離島振興計画の中で、島外への人口流出とい

うことで、政府施策要望の会議の時だったと思

いますが、高等教育を求める際に、大学、専門

学校が島にないから、それを目指す方はある意

味100％島外に出ると。そこからＵターンとい
うのがなかなか難しいので島外流出が多いとい

うことも一つの要因ではないかと指摘をしつつ、

ぜひそういった高等教育機関を島内に誘致を図

ってほしいと、図るべきだと、こう申し上げた

ところでありますが、今回、計画の中にはサテ

ライト教室の誘致ということに取り組むという

ことも触れていただいておりまして、大変感謝

申し上げたいと思います。

検討ということになってございますが、県と

して具体どういうふうな行動を起こしていかれ

るか、お尋ねをいたします。

【山下地域づくり振興課企画監】離島地域への

大学、それから専門学校等のサテライト教室の

誘致でございます。こちら、ただいま川崎委員

からお話がございましたように、これまでの総

務委員会でのご議論等を踏まえまして、「離島

振興計画（案）」の本体の22ページ、第16節の
離島の振興に寄与する人材の確保及び育成にお

いて、大学や専門学校等のサテライト教室の誘

致などについても検討していくと記載をさせて

いただいたところでございます。

それで、その具体的な進め方でございますが、

本県離島においては、地方創生等を目的として、

大学と連携協定を市町が締結している事例も複

数ございます。また、壱岐市においては、壱岐

テレワークセンターに慶應義塾大学のＳＦＣ研

究所のサテライトオフィスが入居しているよう

な事例もまたございます。そうした事例を突破

口にしながら、市町と一体となって検討を進め

てまいりたいと考えております。

【川崎委員】最大の島は五島の福江島の方が人

口としては多いんだろうと思っているし、高校

も複数校あると思いますが、そういったところ

が一つひとつ、今おっしゃったように市町と連

携をして、サテライト、本体をどっと持ってく

るということになると、それこそ教授、先生方

の確保ということがなかなか難しいと思います

ので、そういった機能から進めていただいて、

ぜひ離島での高等教育が受けられる環境整備、

ぜひとも実現をしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

【吉村委員】二回り目までして申し訳ないんで

すが、もう一点。

今、南高北低の話も出たので、また思い出す

んじゃけど、西九州新幹線の話で、さっき追加

資料まで出して、5か月間で100万人という訂正
をした。もう新幹線にばっかりあなたたちは頭

がいっとるのでそういう話になるんだろうけど、

並行して「ふたつ星4047」、それから「36ぷら
す3」、これが地域振興のために、新幹線を中
心として、その周り、また県北にその効果を至

らしめるためにこういうことをやっているんで

すよと、ここまで報告してくれたらうれしかっ

たんじゃけど、この実績というのはどうですか。

【峰松新幹線対策課長】県北地域に走っており

ますＤ＆Ｓ列車の「ふたつ星4047」の件でござ
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います。委員の方から、先般、佐世保市の方に

も周遊していないという話もございましたので、

その件につきましては継続してＪＲ九州にお話

をさせていただきまして、先般2月にも県の方
から要望させていただいております。

また、「ふたつ星4047」につきましては、今
も予約状況というのは1か月前から予約をして
おりますが、90％以上の予約状況ということで、
引き続き好調な状況であるというふうにもお話

は伺っております。

佐世保線につきましても、高速化をいたしま

して、ダイヤの利便性につきましても、引き続

き佐世保市とともに要望させていただいている

ところでございます。

【吉村委員】 今の報告でわかるけど、最初に、

この新幹線と一緒にこういうのまで当初の説明

からでもあったんだけんか、その実績というか、

その後を一緒に報告してもらっとけば、南高北

低とか思わんごとなるとたい。そこを忘れて外

しとるけん、そうなるんじゃ。

あなたたちの頭の中にないわけよ、頑張りま

すと言いながら。ここでもあなた、開業効果拡

大のために、県内市町と連携しながら促進して

まいりますと、言葉ばっかり、口ばっかりさ。

だから、そこら辺はきちっと捉えて、今後も。

佐世保駅まで、まだ実績としては来ていない。

だから、これを一つでも来るように、実現に向

けて頑張ってくださいよ。どうですか、意気込

みを聞かせてください。

【峰松新幹線対策課長】佐世保駅までの延伸の

話ですが、ＪＲ九州と話をしておりますと、や

はり我々も強く要望していくというところは必

要でございますが、地元の佐世保市の方、もし

くは県北地域におきましても、駅の方で、来て

いただくお客様を迎えていただくというところ

についても頑張っていただくことが必要だと思

っておりますので、その点につきましては佐世

保市をはじめ、沿線の自治体の皆様方、関係者

の皆様方と一緒に、どういうおもてなしができ

るかというところを協議させていただきたいと

いうふうに考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、地域振興部関係の審査結果について整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２９分 休憩 ―

― 午後 ３時２９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

本年度の地域振興部の審査は、本日で最後に

なりますが、この3月で退職される方が1名いら
しゃいますのでご紹介させていただきます。

お名前をお呼びしますので、ご起立を願いい

たします。

兼武土地対策室長でございます。

【兼武土地対策室長】委員の皆様には、これま

でいろいろご指導いただきまして大変ありがと

うございました。お世話になりました。（拍手）

【中島(浩)委員長】 長年にわたり県政発展のた
めにご尽力いただきまして、本当にありがとう

ございました。

今後とも、県民のために、その知見を活かし

ていただければと存じますし、後進の指導に当

たっていただければと存じます。本当に長い間

お疲れさまでした。ありがとうございました。

（拍手）

これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。
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本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、危機管理監、総務部関

係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時３１分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和５年３月１０日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ２時１５分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 赤木 幸仁 君

委 員 田中 愛国 君

〃 坂本 智徳 君

〃 山田 朋子 君

〃 川崎 祥司 君

〃 ごうまなみ 君

〃 宅島 寿一 君

〃 吉村  洋 君

〃 中村 一三 君

〃 北村 貴寿 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

危 機 管 理 監 多田 浩之 君

危機 管理課 長 飛永 琢也 君

危機管理課企画監 川原 久春 君

消防保安室長(参事監) 宮﨑 良一 君

総 務 部 長 大田  圭 君

総 務 部 次 長 伊達 良弘 君

総務文書課長(参事監) 鳥谷 寿彦 君

県民センター長 和田木詳広 君

秘 書 課 長 大瀬良 潤 君

広 報 課 長 椿谷 博文 君

人 事 課 長 今冨 洋祐 君

新行政推進室長 徳永 真一 君

職員 厚生課 長 浦田 浩次 君

財 政 課 長 小林  純 君

財政 課企画 監 石田 祐子 君

管 財 課 長 山道  繁 君

管財 課企画 監 森  祐子 君

税 務 課 長 山口 俊也 君

税務 課企画 監 田端 健二 君

債権管理室長(参事監) 田尾 康浩 君

スマート県庁推進課長 吉村 邦裕 君

スマート県庁推進課企画監 井手 潤也 君

総務事務センター長 小林 陽子 君

企 画 部 長 浦  真樹 君

地域 振興部 長 早稲田智仁 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子 君

監査 事務局 長 上田 彰二 君

人事委員会事務局長
労働員会事務局長(併任) 大﨑 義郎 君

議会 事務局 長 黒﨑  勇 君

警 務 部 長 橋本 真和 君

６、審査の経過次のとおり
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― 午前 ９時５９分 開議 ―

【中島(浩)委員長】皆様、おはようございます。
委員会を再開いたします。

これより、危機管理監及び総務部関係の審査

を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

まず、危機管理監より予算議案の説明を求め

ます。

【多田危機管理監】危機管理監関係の議案につ

いて、ご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の危機管理監の3ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第35号議案「令和4年度長崎県
一般会計補正予算（第14号）」のうち関係部分
でございます。

はじめに、第1号議案「令和5年度長崎県一般
会計予算」のうち、危機管理監関係についてご

説明いたします。

歳入予算は、合計で1億8,311万7,000円を計
上いたしております。

歳出予算は、25億673万1,000円を計上いたし
ております。

このうち、主な事業についてご説明いたしま

す。

防災対策費につきましては、災害対策基本法

や長崎県地域防災計画に基づく防災行政の推進

や総合防災訓練等の実施、また、自主防災組織

結成に向けた防災推進員養成講座の実施等に要

する経費として、5,499万円を計上いたしており
ます。

その他の事業につきましては、記載のとおり

でございます。

次に、5ページをご覧ください。
令和6年度以降の債務負担を行うものについ
て、主なものをご説明いたします。

防災ヘリコプター運航管理業務に係る令和6
年度に要する経費として、1億5,000万円を計上
いたしております。

次に、第35号議案「令和4年度長崎県一般会
計補正予算（第14号）」のうち、危機管理監関
係についてご説明いたします。

歳入予算は、合計で2,469万1,000円の減を計
上いたしております。

歳出予算は、5億4,290万4,000円の減を計上
いたしております。

これは、主に、防災行政無線運用管理費にお

いて、防災行政無線衛星系設備再整備事業の入

札減によるものであります。

また、債務負担行為について、防災ヘリコプ

ター燃料供給業務に係る令和5年度に要する経
費として2,293万5,000円を計上いたしており
ます。

最後に、令和4年度の予算につきましては、
今後、年間の執行額の確定に伴い、調整・整理

を行う必要が生じてまいりますことから、3月
末をもって、令和4年度予算の補正について専
決処分により措置させていただきたいと考えて

おりますので、ご了承を賜りますようお願いい

たします。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)分科会長】 次に、総務部長より予算
議案の説明を求めます。
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【大田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。

総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料をお開き願います。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

1号議案「令和5年度長崎県一般会計予算」のう
ち関係部分、第9号議案「令和5年度長崎県庁用
管理特別会計予算」、第12号議案「令和5年度
長崎県公債管理特別会計予算」、第35号議案「令
和4年度長崎県一般会計補正予算（第14号）」
のうち関係部分、第41号議案「令和4年度長崎
県庁用管理特別会計補正予算（第1号）」、第
43号議案「令和4年度長崎県公債管理特別会計
補正予算（第1号）」でございます。
はじめに、第1号議案「令和5年度長崎県一般

会計予算」のうち、関係部分についてご説明申

し上げます。

歳入予算総額は、5,564億5,655万1,000円、
歳出予算総額は、1,993億8,712万5,000円を計
上しております。

この歳出予算の主な内容は、定年引上げ期間

中の退職手当支給に必要な財源確保のための退

職基金積立金等、本庁舎及び振興局庁舎の改修、

県南振興局庁舎整備等に要する経費、ふるさと

納税の推進に係る経費や令和5年度のふるさと
納税を次年度以降の財源として活用するための

基金積立金、庁内業務のデジタル化推進及び情

報ネットワークの維持管理等に要する経費でご

ざいます。

また、債務負担行為については、総務行政機

器等の保守業務に係る令和6年度から令和11年
度までに要する経費等を計上しております。

次に、第9号議案「令和5年度長崎県庁用管理
特別会計予算」についてでございますが、歳入

予算、歳出予算ともに総額2億8,002万9,000円

を計上しております。

また、債務負担行為として、文書集中収受発

送に係る令和6年度に要する経費等を計上して
おります。

次に、第12号議案「令和5年度長崎県公債管
理特別会計予算」についてでございますが、歳

入予算、歳出予算ともに総額781億5,061万
6,000円を計上しております。
次に、第35号議案「令和4年度長崎県一般会
計補正予算（第14号）」のうち、関係部分につ
いてご説明いたします。

補正予算額は、歳入予算総額4億5,430万
5,000円の増、歳出予算総額122億3,974万9,000
円の増を計上しております。

この歳出予算の主な内容といたしましては、

地方消費税に係る他県との清算金の増、地方消

費税の市町に対する交付金の増でございます。

また、令和5年度以降の債務負担を行うもの
としまして、ふるさと納税に係るインターネッ

トからの申込み受付業務等について、ふるさと

納税の寄附総額の増に伴う経費を計上しており

ます。

次に、繰越明許費についてご説明いたします。

今回、繰越明許費といたしまして、財産管理

費250万5,000円を計上しております。
これは、出島交流会館非常用放送設備の更新

工事について、適切な事業期間を確保できない

ことから繰越しを行うものでございます。

次に、第41号議案「令和4年度長崎県庁用管
理特別会計補正予算（第1号）」についてでご
ざいますが、補正予算額は、歳入予算、歳出予

算ともに7,582万7,000円の減を計上しており、
歳出予算の補正の主なものは、集中印書事務費

の減でございます。

次に､第43号議案「令和4年度長崎県公債管理
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特別会計補正予算（第1号）」についてでござ
いますが、補正予算額は、歳入予算、歳出予算

ともに2億7,689万1,000円の増を計上しており、
歳出予算の補正の主なものといたしましては、

元利償還金の増でございます。

最後に、令和4年度補正予算の専決処分につ
いて、あらかじめご了承賜りたいと存じます。

令和4年度の予算につきましては、今議会に
補正をお願いいたしておりますが、今後、年間

の執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必要

が生じることから、3月末をもって、令和4年度
の予算の補正について専決処分により措置させ

ていただきたいと考えておりますので、ご了承

賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

らせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんか。

【北村委員】 よろしくお願いします。

危機管理監の消防学校運営費について、お尋

ねいたします。

消防学校の運営、消防職員及び消防団員の教

育訓練に係る経費として8,695万6,000円の計
上をしておるという説明をいただきました。

委員会で、現地をつぶさに見学をさせていた

だきまして、現状、かなり施設の老朽化とか、

備品の更新の必要があるなというのを委員の皆

様にも認識をしていただいたなと思うんですが、

これは前年度に比べて増額をされているのかど

うかとか、どういったものに使われているのか

という具体的なところをご説明お願いいたしま

す。

【宮﨑消防保安室長】消防学校の資機材、それ

から施設の改修につきましては、令和5年度の
当初予算等におきまして、まず資機材につきま

しては、空気呼吸器や空気呼吸器用のボンベ、

化学防護服、それから給食設備などにつきまし

て約1,650万円を計上いたしております。
また、施設の改修につきましても、屋内訓練

場電動シャッターの取替えとか、補助訓練棟2
階シャッターの取替えなど約900万円でござい
ますけど、別途、予算計上されているところで

ございます。

【北村委員】ありがとうございました。いろい

ろと改修をしていただけるということで、あり

がたいなと思います。

前年度に比べて総額としてどれぐらいアップ

しているというようなところは答弁できますか。

【宮﨑消防保安室長】 令和4年度の当初予算に
比べますと、約800万円増額させていただいて
おります。

【北村委員】 ありがとうございました。

消防学校の機能としては、近代消防人の育成

を目指すというようなことで、資機材も、それ

なりのものが必要なのかなと思いますが、それ

に一歩近づいたかなと思って高く評価をしてお

ります。今後も消防人材の育成に努めていただ

ければと思います。

以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

【吉村委員】 消防団の件で1件、消防団の力向
上モデル事業委託金というのが約200万円ぐら
いあるんじゃけど、この中身について教えても

らえんですか。

【宮﨑消防保安室長】消防団の力向上モデル事
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業につきましては、消防庁の委託事業でござい

まして、100％国の方から財源をいただいて実
施したものでございます。

今回、勧誘対策の支援、それから事業所との

連携だけでなくて、幼少期、若い時から、子ど

もの時からの防災ですとか消防団に対する関心

を高め、理解を深めていただくことが、まずは

必要ということで、この事業を活用いたしまし

て、長崎の消防団のホームページを使いまして、

そこにいろんな防災ですとか、消防に関する教

材、データ、写真などを載せて、そして地域、

それから学校におけるいろんな防災教育、消防

団に関する啓発活動に使っていただけるよう、

まずは令和4年度において長崎の消防団のホー
ムページを改修したものでございます。

【吉村委員】教育やね、教育のための費用とい

うことやね。わかりました。

そしたら、その次の防災指導費で消防団活動

充実強化事業費340万円、「団員の確保や事業
所との連携強化」と書いてあるんだけど、これ

の中身はどういうことになりますか。

【宮﨑消防保安室長】 基本的には、3つの柱が
ございます。

1つ目は、これまでやっておりました勧誘対
策の支援ということで、勧誘対策研修会の開催、

それから勧誘促進動画の作成、パンフレットの

作成などを通じまして、市町の勧誘対策を支援

しようというものでございます。

2つ目として、やはり消防団員の約7割が被雇
用者ということでございますので、事業所との

連携を促進するために、まずは、事業所の皆さ

んに対する消防団、それから防災に関する研修

会を開催し、意識を高めていただくということ。

それから、消防団協力事業所に関する表示制度

について理解を深めていただくなどについての

講演会などを通じた啓発活動を行っていこうと

考えております。

そして3つ目として、先ほど申し上げました
幼少期からの消防団、それから防災に関する理

解を深めていただくための取組として、令和4
年度にホームページを改修したところでござい

ますので、令和5年度におきましては、その中
に入れるコンテンツの作成をしていこうという

ことで、市町村等に出かけて取材をしたり、取

材したもの、それから市町関係者からいただい

たいろんなデータ、動画などの編集の経費を計

上させていただいているところでございます。

【吉村委員】消防団員の確保というのが一つの

課題なんやけど、現場の消防団員の意識として

は、地域のために頑張らんばいかんという意識

は高いわけよ。でも、何となく活動が昔のよう

になかなかできない。

なぜかというと、個々には、団員個人個人に

は手当も十分いっておるんじゃけど、それが活

動する塊というのは分団なのよね。この分団の

活動を充実させんと、団員の皆さんの気持ちが

一つにならんというか、そこら辺が今課題なん

じゃけど、そこら辺について改善をしていかん

ばならんという考え方というのがあるのかどう

か、お尋ねをしたいんですけど。

【宮﨑消防保安室長】 令和3年の4月1日で、消
防団員の報酬等に関する基準が国の方で設けら

れまして、それに伴いまして県内の各消防団の

報酬、いわゆる年額報酬と、それから出動報酬

が多くの市町村で引上げられたところでござい

ます。それに伴いまして国の地方財政措置も充

実されているところでございまして、現在は、

年額報酬、それから出動報酬について、いわゆ

る個人への直接支給ということを、消防庁が目

標として掲げておりまして、それを今推進して
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いるところでございます。

これまで、運営費的な経費につきましては、

市町村が公費でもって手当をする部分と年額報

酬、昔は手当と言ってまして、今は出動報酬と

言うんですけど、これらを分団経由で支給する

と。その分団経由で支給する時に、その中から

必要経費をいただいていたということで、その

2つでもって運営されていたと理解しておりま
す。

これが、今現在、直接支給という形になりま

して、今、市町村におきまして、公費で賄える

部分と公費ではなかなか賄いきれない部分につ

いてどうするかということを悩みとして考えて

いる市町村もございます。

消防協会の会議などにおきましても、そうし

た団長さんの苦労というものが提案されまして、

県内の市町において、そういう運営経費をどう

いうふうに調達、集めていくのかというような

ことについてアンケートをして、その結果を各

市町村にもバックして検討をしていただいてい

るところでございます。

県としましては、一旦やはり直接支給をし、

それをいかにうまく必要経費として集めていく

のかというところについて、県内の情報を今提

供しているわけですけれども、今後、必要に応

じて、他県の事例なども調査して、情報提供し、

円滑な運営ができるよう支援していきたいと思

っております。

【吉村委員】 あんた、何を言いよるとか、いっ

ちょんわからん。ぐるぐるぐるぐる回って、最

終的に何を言ったとかな。

直接支給をされる、それで分団経費というの

が、そこには見られんわけよね。だから、それ

を二本立てで、分団の活動費と個人の出動報酬

というふうに分けてもらわんと、やりづらいと

いうのが現場の声たい。それに対して、主体は

市町であるけれども、その声を県は吸い上げて、

国に対して、そういう制度設計をやってくれん

かていう話をせんばいかんとやろうと思うけど、

そういうことをやりよっとかていう話を聞いて

います。

もう一回、どがんですか、そこら辺の動きは。

【宮﨑消防保安室長】そうした制度設計につい

て国に要望したことはございません。

【吉村委員】簡単に答えればよかという話じゃ

なか。そがんことばせんばっちゃなかかと思う

けど、どうかと聞きよるとたい、どうですか。

【宮﨑消防保安室長】現在、市町において税金

を交付し、税金の中から活動費を交付している

わけでございますけど、それとは別に、どうし

ても運営上かかる経費についてどういうふうに

調達していくのか。そこが課題になっているこ

とは間違いありませんので、やはり市町のご意

見を聞きながら、国の方に、そのあたりの制度

改正等ができるかどうか、やはり相談はしてい

きたいと考えております。

【吉村委員】相談はしてみたいじゃなくて、国

に対して、そのような働きかけを行ってまいり

たいやろうが。そがん言うてもらわんと、つら

かわけたい。

昔は、僕らが消防団の頃は、手当は全部投げ

出しやったわけよ、分団にね。そして、日々の

活動の費用にする、研修旅行に行ったりする、

そういうので分団の融和とか、活動とか、連携

とか、そういうことがとれよったわけ。今はそ

れが全然ないもんだから、団員で名前は登録し

とるけれども、日々の活動にほとんど出ないと

か、そういうことで団結力が弱っておるわけよ

ね。だからそこを早急に改善していかんといか

ん。
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国は出しよると言う、費用をね、費用負担は

しよるんだと。しかし、負担の仕方が悪いから、

そういう形になっておる。だからそれを改善せ

んといかんということになるんで、市町の話は、

当然、そういう話なのよ。

だから、それを市町も国に言うんだろうけど、

そんなら県はどうするとよと言えば、その声を

代表して国に上げていくという作業をせんばい

かんわけたい。それをもっとどんどん、そう思

いますぐらいじゃなくて、やりますって言わん

といかんたい。お願いしますよ。

以上です。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第9号議案、第12
号議案、第35号議案のうち関係部分、第41号議
案及び第43号議案については、原案のとおり可
決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

諮問第1号を除く議案を議題といたします。

まず、総務部長より総括説明を求めます。

【大田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明いたします。

総務部の総務委員会関係議案説明資料をお開

き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第16号議案「内部組織の設置に関する条例の一
部を改正する条例」、第17号議案「長崎県手数
料条例の一部を改正する条例」のうち関係部分、

第29号議案「包括外部監査契約の締結につい
て」でございます。

はじめに、条例議案についてご説明申し上げ

ます。

第16号議案「内部組織の設置に関する条例の
一部を改正する」。

この条例は、秘書及び広報並びに危機管理等

の体制を強化するため、内部組織及びその分掌

事務の一部を改正しようとするものでございま

す。

第17号議案「長崎県手数料条例の一部を改正
する条例」のうち関係部分。

この条例は、行政手続のオンライン化の推進

に合わせて、手数料の金額に郵便料金等を加算

できることとするため、所要の改正をしようと

するものでございます。

次に、事件議案についてご説明いたします。

第29号議案「包括外部監査契約の締結につい
て」。

この議案は、地方自治法第252条の36第1項の
規定に基づき、包括外部監査契約を締結しよう

するものでございます。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

権利の放棄についてでございますが、1件50
万円以下である長崎県母子及び父子並びに寡婦
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福祉資金貸付金2件の権利の放棄について、地
方自治法第180条の規定に基づく軽易な事項と
して専決処分をさせていただいたものでござい

ます。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回ご報告いたしますのは、令和5年度の組
織改正についてであり、その主なものをご説明

いたします。

まず、様々な広報媒体を通した県の魅力発信

や知事のトップセールス等を分野横断的な視点

で戦略的に実施する体制を強化するため、新た

に「秘書・広報戦略部」を設置することといた

しております。

また、危機管理分野における体制を強化する

ため、「危機管理部」を新設するなど、組織の

体制強化を図るほか、統轄監を発展的に解消す

ることとしております。

なお、この件に関しましては、後ほど新行政

推進室長から補足説明をさせていただきたいと

存じます。

今後とも、新たな組織体制のもと、より効率

的、効果的な県政運営の実現に努めてまいりま

す。

以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、危機管理監より所管
事項の説明を求めます。

【多田危機管理監】危機管理監の議案外の所管

事項についてご説明いたします。

今回ご報告いたしますのは、令和5年度の組
織改正について、令和4年度長崎県国民保護共
同図上訓練の実施について、令和4年度雲仙岳

火山防災協議会の開催について、男女群島西方

沖における貨物船の沈没事故について、救急安

心センター事業（＃7119）の検討会の開催につ
いて、消防団活動の充実強化についてでござい

ます。

お配りしております総務委員会関係議案説明

資料の3ページをお開きください。
まず、令和5年度の組織改正についてですが、
危機管理監については、「危機管理部」を新設

するとともに、「危機管理対策監」を配置する

こととしております。

また、佐世保市の新たな基地政策方針の策定

や陸上自衛隊水陸起動団の3個目の連隊の大村
市への配備決定並びに安全保障環境の変化等を

踏まえ、「危機管理課」を改組し、「防災企画

課」及び「基地対策・国民保護課」を新設する

こととしております。

今後とも、新たな組織体制のもと、より効率

的、効果的な県政運営の実現に努めてまいりま

す。

次に、令和4年度長崎県国民保護共同図上訓
練の実施についてですが、去る2月16日、市町
の弾道ミサイル事案に対する初動対処能力の向

上を目的として、消防庁と共同で訓練を実施い

たしました。

内容としては、まず、消防庁から、「弾道ミ

サイルを想定した市区町村の初動対処マニュア

ル作成の手引き」の説明が行われました。

次に、今回の図上訓練が円滑に進むよう、県

及び佐世保市職員による展示訓練が行われた後、

弾道ミサイルにより五島市に被害が及ぶ可能性

があるという想定のもと、地域住民への避難の

呼びかけ、災害対策本部の立上げ、被害・避難

者情報の収集及び国や関係機関との連携等を確

認するための図上訓練に取り組んだところでご
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ざいます。

県内21市町、消防庁並びにオブザーバーとし
て警察、海保、陸海空自衛隊の関係機関約60名
のご参加をいただき、弾道ミサイル攻撃時にお

ける初動対処及び国民保護措置の遂行能力の向

上を図ったところでございます。

今後とも、関係機関との連携を密にし、国民

保護計画に基づく体制の充実・強化に努めてま

いります。

次に、令和4年度雲仙岳火山防災協議会の開
催についてですが、去る2月15日、島原半島3市、
気象台、自衛隊、警察、消防、火山専門家、民

間機関などからなる委員の方々にご参加いただ

き、南島原市で協議会を開催いたしました。

本協議会は、県、島原半島3市が、火山災害
警戒地域として指定されたことを受け、平成27
年度に法定協議会として設置したものでござい

ます。

本年度は、実務担当者などで構成する幹事会

を1回開催し、溶岩ドーム崩壊などに備えた
様々な対策の検討を行ってまいりました。

今回の主な審議事項といたしましては、警戒

区域の更新、登山道防災マップの改訂、計画の

修正などをご審議いただいたところです。

今後も引き続き、溶岩ドーム崩壊危険度判定

分科会での溶岩ドームの監視基準の見直しの検

討や訓練を実施するなど、火山災害に備えた対

策を推進してまいります。

次に、男女群島西方沖における貨物船の沈没

事故についてですが、去る1月25日、男女群島
西方沖の海上で、香港船籍の貨物船が沈没し、

乗組員22名のうち、中国、ミャンマー国籍の計
8名の方がお亡くなりになり、9名が行方不明と
なる大変痛ましい事故が発生いたしました。

県としては、最大22名が本県医療機関に搬送

される可能性があることから、同日、長崎県特

殊重大災害対策本部を設置し、海上保安部など

関係機関から情報の収集を行うとともに、中国

駐長崎総領事館に対しても、事故発生の情報提

供を行いました。

その後、1月30日に海上保安部が対策本部を
解散したことに伴い、同日をもって本県の対策

本部を解散し、通常業務の中で必要な情報収集

を行っております。

次に、救急安心センター事業（＃7119）の検
討会の開催についてですが、＃7119救急安心セ
ンター事業は、急な病気やけがの際の対応で迷

った際の相談窓口として、専門家からアドバイ

スを受けることができる電話相談事業であり、

現在、全国19地域で事業が実施されております。
＃7119は、救急車の適時、適正な利用や救急
医療機関の受診の適正化、住民への安全・安心

の提供などに効果があると考えており、搬送困

難件数が増加しても、救える命が救えなくなる

ことがないよう、去る2月17日に、福祉保健部
と連携し、導入に当たっての実施方法、対応時

間等について、県の考え方を消防、医療部局に

対して説明したところでございます。

今後、市町の意向調査の結果等を踏まえなが

ら、導入に向けた検討を進めてまいります。

最後に、消防団活動の充実強化についてです

が、令和5年1月5日から10日にかけて、県内20
市町において、消防出初式が開催されました。

新型コロナウイルスの影響により、市町によ

っては、規模が縮小されていますが、式典では、

消防功労者、消防団協力事業所の皆様などに対

する表彰が行われ、また、式典終了後には、消

防職団員による分列行進や一斉放水などが盛大

に行われました。

こうした消防行事は、消防団員の士気を高め
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るとともに、住民の皆様に消防団活動の重要性

を理解していただく大切な機会であり、県とい

たしましても、長崎県消防協会とも連携し、引

き続き支援してまいります。

また、県では、市町の勧誘活動を支援するた

めに、1月から2月にかけて、県の全世帯広報誌、
県政広報番組でＰＲを行うとともに、消防団員

勧誘促進の動画「あなたの知らない消防団の世

界」の視聴促進のためのユーチューブ広告を行

っています。

さらに、別途お配りしております説明資料（追

加1）のとおり、勧誘対策の強化のため、市町
から要望が多かった効果的なＰＲの方法につい

て、去る3月4日に、デザイン制作とマーケティ
ングの専門家を招いて、80名の参加のもと、研
修会を開催したところでございます。

引き続き、市町の消防団員の勧誘対策の支援

に努めてまいります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

【吉村委員】 1点だけ、権利の放棄について。
1件50万円以下の長崎県母子及び父子並びに

寡婦福祉資金貸付金2件。これ、通常の貸付金
やろうと思うんじゃけど、コロナの感染が拡大

して、そういう方々に福祉資金の貸付けという

のがあったっちゃないかなと思うんじゃけど、

その時、国は半分は返さんでもいいよみたいな

話をしながら貸付けをやったということが記憶

にあるんだけど、そこら辺の動きというのは、

まだ今からなんですかね。ここには2件としか

出てきておらんもんだから、それとはまた違う

という色分けをしてあるのか、そこら辺説明を

お願いします。

【田尾債権管理室長】 今回、母子・父子・寡婦

福祉貸付金で専決で2件ご報告させていただい
たわけでございますが、まず、この2件の概要
につきましてご説明いたします。

1件は、17年度の貸付けでございます。もう1
件は平成23年度の貸付けでございまして、とも
に債務者ですとか連帯保証人が破産免責を受け

て法的に支払い義務がないということが明らか

でございました。移管を受けた債権管理室、実

はこの2件は、年度途中、通常7月1日で移管を
受けておるんですが、この母子について、かな

り時効期間が経過したもの、古いものがかなり

多うございましたので、追加でも移管を受けま

すということで私どもが働きかけをした結果、

11月1日に移管を受けました。その2件でござい
ます。

吉村委員のご質問につきまして、私の方で今

直接お答えできる情報を持ち合わせておりませ

んのですが、これは申し上げたとおり、平成17
年度、23年度の古い貸付けでございまして、直
接はコロナに関係ございませんので。申し訳ご

ざいません、お答えになってないかもわかりま

せんが、以上でございます。

【吉村委員】これは、一般のそういう状況だっ

たことは理解します。参考で聞いてよかとかわ

からんけど、今からそういうのが発生するんじ

ゃなかろうかなと思うんだけど、コロナ禍で生

活困窮で貸付金を受けました。それが、今後、

見込みとしてどうなっていくのかなというのを

考えるんだけど、そこら辺、予算審査の中で想

定で話をするのも問題やけど、何か感じとして

わかるところがあったらお知らせしていただけ
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んかなと思うんだけど、部長、どがんね。

【大田総務部長】私の方で把握している限りで

恐縮でございますけども、おっしゃっていただ

いたのは、恐らく10万円、20万円の貸付けの分
で、コロナの関係で、ある程度条件を緩くして

貸付けを行っているものだと承知しております。

こちらにつきましては、収入が一定金額以下

の方々というのは、もともと償還免除をされる

という形になっておりますので、今おっしゃっ

ていただいたようなご懸念の低所得者の方々が

お困りになるということは恐らくないと思いま

す。

ただ、一方で、いろんな方々に貸付けをされ

てますので、これからまさに償還が始まってい

くということでございますので、これは社協を

通してやっている部分ですけども、社協の人員

の補強の予算ですとかも補正予算の中で組ませ

ていただいておりますので、そういった体制強

化の中で、これから発生をしていくものだとい

うふうに承知しております。

【吉村委員】 今からなので、10万円、20万円
のコロナの分は返さんでもいいとなるのかもし

れんけど、それ以外もやっぱりそういう影響を

受けて借りておる。そこが返せないとなると、

ある程度、その期間の分は国も、社協を通じて

やけど、要件が緩和されておると。されとるけ

ど、手続だけはやらんばいかんとなるかと思う

わけよ。いや、もう返さんでいいですよ、そん

なら楽なんやけど。

今、部長からも社協の人員の配置についても

検討しておるような話があったけど、通常の手

続、5年間過ぎてとか、滞納が一定期間を過ぎ
らんと手続に入れんとか、そういう一般の手続

にのっとって行われるのか、特別に措置される

のかというとこら辺がどうなんやろうなと思う

んじゃけど。

【中島(浩)委員長】 休憩します。

― 午前１０時４０分 休憩 ―

― 午前１０時４０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
ほかに質疑はございませんか。

【宅島委員】 お疲れさまです。

第16号議案「内部組織の設置に関する条例の
一部を改正する条例」なんですが、4月1日から
改正ということでの提案だと思います。

お聞きしたいのは、危機管理監において、今

度、「危機管理部」とするということで大変い

いことだと思うんですけども、説明によります

と、「危機管理対策監を配置することとしてお

ります」と書いてあるんですけども、危機管理

部となっているので、危機管理部長は置かない

んですか。

【徳永新行政推進室長】 お答えいたします。

当然、危機管理部には新たに部長を設置いた

します。それに加えまして危機管理対策監を置

きまして、この危機管理対策監につきましては、

災害時に災害対策本部の総務対策部長として、

災害対策本部の実務上の指揮命令を行うという

こととしており、これまでと同様、専門的な知

見を持った職員を配置したいと考えております。

【宅島委員】この人員は、現在の人員からどう

いうふうになっていますか。

【徳永新行政推進室長】 令和4年度の危機管理
監の人員につきましては、37名体制でございま
す。令和5年度につきましては、現在、人事作
業中でございますが、実質的に38名の配置にし
たいと考えております。実質、1名増ですが、
内部で防災とか国民保護とか、そういったとこ

ろに重点的に人員を配置していきたいと考えて
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おります。

【宅島委員】 ありがとうございます。

今回、防災企画課及び基地対策・国民保護課

を新設することとされておりますので、特に佐

世保の基地対策等しっかり対応していただけれ

ばと思います。

終わります。

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はございません
か。

【田中委員】この組織改正ということで総括的

にお聞きしますけども、統轄監が5年間やった
けれども、なくなった。発足のいきさつを私は

あまり覚えてないんだけど、統轄監を置くと、

知事直轄の統轄部門を置くという、5年前のね。
だから5年間で廃止となった。そこら辺の流れ
をまずは聞かせてください。

【徳永新行政推進室長】まず、統轄監につきま

しては、分野横断的な行政課題に的確に対応す

るために、人口減少対策はじめ、特に重要な施

策などについて各部局長の上位の立場から総合

調整を担う職として、平成30年度から配置して
いるところでございます。

これまでの5年間で、部局横断の施策構築を
通しまして部局連携意識が浸透したため、今回、

発展的に解消しようとするものでございます。

【田中委員】統轄監を置く時点では、若干横並

びがうまくいってなかったので、この5年間で
部局間の連絡関係がうまくいくようになったと

いう理解でいいのかな、今の答弁は。

【徳永新行政推進室長】先ほど申し上げました

部局間の連携意識が浸透したほか、例えば、社

会減については平成30年と令和3年を比較しま
すと6,000人で推移しておりまして、特に若年層
は改善傾向ということでございます。

こちらにつきましては、部局間連携の部分で、

移住分野とか、あとは高校生の県内就職の関係

で成果が出ているものと考えております。

【田中委員】 次に、秘書・広報戦略部というの

ができて、部長さんが一人また増えるわけだよ

ね。このいきさつをちょっと聞かせてください。

【徳永新行政推進室長】 まず、秘書・広報戦略

部の設置の目的、狙いでございますが、選ばれ

る長崎県の実現に向けて様々な広報媒体を通し

まして、県の魅力発信やトップセールスなどを

分野横断的な視点で戦略的に実施する体制を強

化したいということで、今回、設置したもので

ございます。

【田中委員】そういう目的があって、新しく秘

書・広報戦略部というのをつくって部長を置く

ということですね。

その次に、今問題になっていた危機管理部に

ついて、危機管理対策監、これは次長クラスと

いうような感じで見ればいいのかな。

【徳永新行政推進室長】危機管理部長及び危機

管理対策監につきましては、部長級を想定して

おります。

【田中委員】危機管理部長も知事直属だと思う

んだけども、危機管理対策監については、特に

知事直属という組織、直轄という組織なってい

るみたいだね。部長も知事の管轄下だろうけど、

直轄という意味を、どういう解釈をしたらいい

ですか。

【徳永新行政推進室長】現在の危機管理監の体

制は、平成18年度に責任体制の明確化と迅速な
対応を図るためということで設置した、どちら

かというと、組織ではなく職、ポストというこ

とでございます。

平成17年度までは、総務部の理事が危機管理
関係を対応しておりました。それを専門の職と

いうことで防災危機管理監を置いたのが平成
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18年度でございます。
今回は、そこの職という形ではなくて、県の

内部組織として、部として、しっかり体制を強

化したいということで、今回、改正をお願いし

ているところでございます。

【田中委員】 要は、危機管理部が、危機管理部

長、危機管理対策監は部長クラスと。1課と1室
だったのが2課と1室になるわけね。基地対策・
国民保護課というのが、新たに新設されると。

これはありがたいことなんだけども、この基地

対策、特にやっぱり横の連携的な問題があるの

で、人材が、本当に希望していく人がいるのか

なというような感じもちょっとするんだけれど

も、大丈夫ですかね、基地対策課は。

【徳永新行政推進室長】現在、人事作業中でご

ざいまして、体制についてはしっかり考えてい

るところでございます。

【田中委員】要は、プロパーの人が上がるわけ

ね、外部から特別に人を入れてどうのという話

じゃないんですね、危機管理部そのものが。従

来、警察から一人来られているのは、これはも

う従来どおりだろうからね。流れはそういうこ

とでいいんですね。一応確認しておこう。

【大田総務部長】流れとしては、おっしゃると

おりでございます。今回、危機管理部長のとこ

ろは、プロパーの職員を充てたいと思っており

ます。危機管理対策監につきましては、やはり

有事の対応という意味では、今、警察から来て

いただいているところに引き続き来ていただき

たいというふうにお願いをしておりまして、そ

の方が危機管理対策監のところにはまっていた

だくと。その上に部長というところを設けまし

て、人事の中で適切な人員配置をしていきたい

と考えております。

【田中委員】この資料の裏の方に、若者定着課

と雇用労働政策課が一つになって未来人材課と

いうことになっているし、これはどうなんです

か、農政と農業園芸の班が農業イノベーション

推進室と、土木では新設して盛土対策室という

のができているみたいで、新幹線事業対策室は

廃止というのは大体わかるんですけどもね。名

称を変えればいいというもんじゃないから、中

身をやっぱり充実してもらわないといかんなと

いう感じがするんですけどもね。

こども未来課は、課長級職員を配置するとい

うことで、わざわざ書いてあるのかな、体制変

更。それから、福祉保健部の方に感染症対策室

が、これは移るんだね。

今、確認したことについて答弁をお願いして

おこうかな。

【徳永新行政推進室長】産業労働部につきまし

ては、高校や大学の新規卒業者に加えまして、

ＵＩターン者など幅広い産業人材の確保・育成

を一体的に推進するということで、若者定着課

と雇用労働政策課の産業人材施策に関する業務

を統合いたしまして未来人材課を新設すること

としております。

また、農林部につきましては、スマート化や

グリーン化の普及拡大を一層推進するというこ

とで、農政課と農産園芸課の関連業務を統合し

まして、農業イノベーション推進室を新設する

ことにしております。

盛土対策室につきましては、盛土規制法が来

年度5月に施行されることに伴いまして、調査、
規制区域の設定などを速やかに対応するために

新設をするというようなことでございます。

こども政策局につきましては、子ども政策の

企画立案や推進体制の強化を図りたいというこ

とで、組織改正ではございませんが、体制の強

化を図ろうと考えているところでございます。
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主なものは大体以上でございます。後ほど、

全体の概要について補足説明させていただきた

いと思います。

【田中委員】農業イノベーション推進室とか出

てきているので、委員会でも指名する時は農業

イノベーション推進室長というような感じにや

らなきゃいかんのだろうけどもね。

要は、10部あった部が12部になると。75課が
77課になって、14室が15室になると。だから部
長クラスが2人、課長クラスが2人、室長が1人
増えるという人材配置については、そういうこ

とになるわけですね、確認して終わりますが、

答弁してください。

【徳永新行政推進室長】 おっしゃるとおり、

10部が12部になりまして、その分、部長が増え
るということでございます。

また、課でございますが、75課14室2センタ
ーが77課15室3センターということで、3課・室
のトータル増になりますので、その分、課・室

長が増えるということになります。

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はございません
か。

【山田委員】 私も、第16号議案の件で危機管
理の体制についてお尋ねをしたいと思います。

先ほど来の答弁で、新たに佐世保市の要望で

ありました基地対策とか国民保護課ができたに

も関わらず、人員はプラス1ということであり
ました。こちらの方に厚く人員を配置するとい

うことだったんですけど、消防保安室とか、そ

ういったところから人が横に流れていくという

か、体制的にどういうふうになっているのか、

今の人員がどのようになっているのか教えても

らっていいですか。

【徳永新行政推進室長】 実質、37人体制が38
人体制になるということを先ほど答弁申し上げ

ました。

全体ですれば1増でございますが、消防保安
室につきましては、期間限定で人員を増してい

た部分がありますので、そこは1名減員という
ような形で、まずは38名の体制の中でやってい
こうと考えております。業務量の状況を見させ

ていただいて、必要な体制については、今後と

も考えていきたいと思っております。

【山田委員】消防保安室は、何か特別なものが

あって1人増員をしていたということですか、
今。わかりました。

防災企画課と基地対策・国民保護課は、それ

ぞれ何人ずつ配置するんですかね。

【徳永新行政推進室長】まず、内訳でございま

すが、防災企画課は13名体制で、基地対策・国
民保護課につきましては、9名体制というふう
なことを想定しております。

【山田委員】 新行政推進室長の答弁によると、

業務量とか、今いろいろ世界的にも、日本もミ

サイルが飛んできたりとかいろいろ、まだまだ

予想ができないような危険なことって、県民が

そのような目に遭うこともある可能性が高い中、

必要に応じて、やはり県民の命を守るための最

前線のところでありますので、必要な人員をし

っかりと確保していただきたいと思います。

もう一点、お尋ねをします。第17号議案です。
今回、行政手続のオンライン化ということで、

県民サービスとしては負担が軽減され、とても

いいことだと思います。

しかしながら、受付の業務とか窓口業務がな

くなるのだと思うんですが、今までだったら、

その場でお渡しをしていたものを郵送するよう

な新たな手間が発生すると思いますが、職員の

負担等はどういうふうな感じで考えているのか。

窓口業務、受付業務がなくなった分と、発送業
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務等が新たに加わるけど、それでプラス・マイ

ナス・ゼロぐらい、どういうふうな考え方なの

かを教えてください。

【小林財政課長】 今回、この条例改正、出させ

ていただきました。行政手続のオンライン化は、

もともと窓口でやっていたりだとか郵送で送っ

ていただいたりしたものにつきまして、オンラ

インでできるようになっていくというところで

ございます。

基本的には人員負担の増があるというふうに

は見込んでおりませんけれども、過渡期におき

ましては、制度の改正部分等ございますので、

周知も含めて何かしらの負担というのが出てく

る可能性はございますけれども、基本的に大き

く負担が増えるというふうには考えていないと

ころでございます。

【山田委員】わかりました。併せて作業の軽減

というか、負担の軽減というのは見込めている

んですか。負担増はないと思われるけど、職務

の軽減というか、そういうのはどんな感じです

か。

【小林財政課長】今後、システム等につきまし

てどんどん入れていくというところではござい

ますけれども、管理部分等でオンライン化する

ことによって申請がそのままクラウドの中に入

っていったりだとか、管理部分で簡略化される

部分はあるのではないかと考えております。

【山田委員】 わかりました。

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はございません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。

第16号議案、第17号議案のうち関係部分及び
第29号議案については、原案のとおり可決する
ことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。

ここで換気のため休憩をとります。再開を11
時10分といたします。

― 午前１１時 １分 休憩 ―

― 午前１１時１０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

次に、諮問第1号を議題といたします。
総務部長より、議案説明を求めます。

【大田総務部長】 諮問第1号について、ご説明
いたします。

総務委員会関係議案説明資料（追加1）をお
開きいただければと存じます。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、諮

問第1号「退職手当支給制限処分に係る審査請
求に関する諮問について」でございます。

この議案は、長崎県教育委員会が行った退職

手当支給制限処分について、行政不服審査法第

2条及び第4条第1号の規定に基づきまして、長
崎県知事に審査請求があったことから、地方自

治法第206条第2項の規定により、諮問するもの
でございます。

なお、この件につきましては、人事課長から

補足説明をさせていただきたいと存じます。
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以上をもちまして、諮問についてのご説明を

終わります。よろしくご審議賜りますようお願

いいたします。

【中島(浩)委員長】 次に、人事課長より補足説
明を求めます。

【今冨人事課長】私からは、横長の総務委員会

説明資料〔退職手当支給制限処分に係る審査請

求に関する諮問について〕と、総務委員会補足

説明資料諮問第1号関係資料（酒気帯び運転事
案）の2つの資料に基づきまして、制度の概要
及び審査請求の内容等について補足して、ご説

明をいたします。

まず、横長の令和5年2月定例県議会総務委員
会説明資料の3ページをご覧ください。
ここには、この制度の概要について記載をし

ております。

まず、1、要旨については、長崎県教育委員
会が行いました退職手当の全部を支給しないこ

ととする処分について、行政不服審査法の規定

に基づく審査請求がありましたので、地方自治

法の規定に基づき、今回、議会で諮問するもの

でございます。

2、議会への諮問についてですが、地方自治
法の規定により、審査請求がされた場合には、

当該審査請求が不適法であり、却下するときを

除き、議会へ諮問した上、当該審査請求に対す

る裁決をしなければならないとされており、ま

た、議会は諮問を受けた日から20日以内に意見
を述べなければならないとされております。

次に、3、諮問事案についてですが、（1）審
査請求人及び（2）事案の概要についてご説明
いたします。

元公立学校教頭である審査請求人は、令和2
年12月に大村市内の飲食店で飲酒した後、運転
代行を利用し、帰宅の途につきました。その際、

審査請求人は運転代行業者に、自宅の最寄りの

駅に向かうよう伝えましたが、自宅まで誘導で

きず、同駅付近の空き地右側の道路上に車両を

停車するよう指示しました。そして、運転代行

業者が去った後、自宅に帰るために同車両を運

転し、直後に道路脇の空き地へ脱輪させる非違

行為を行った事案であります。

これに対し、長崎県教育委員会は、令和3年
10月に審査請求人に対して懲戒免職処分を行
うとともに、退職手当の全部を支給しないこと

とする処分を行っております。

（3）審査請求の趣旨につきましては、長崎
県教育委員会が行った退職手当の全部を支給し

ないこととする処分の取消しを求めるものでご

ざいます。

4ページを、お開きください。
ここには、懲戒免職等処分を受けて退職した

者に対し、退職手当の支給を制限する処分を行

うに当たっての条例等の根拠規定を記載してお

ります。

表の左側には、職員の退職手当に関する条例

第12条第1項を要約して記載しております。
これは、懲戒免職等処分を受けて退職した者

に対し、退職手当管理機関（今回の案件では、

長崎県教育委員会）が処分するに当たって、①

から⑦に掲げている事項を勘案して、一般の退

職手当等の全部、または一部を支給しないこと

とする処分を行うことができるという規定にな

っております。

表の右側には、職員の退職手当に関する条例

の運用について第12条関係を記載しておりま
すが、これは条例を運用するに当たっての人事

委員会委員長通知であり、国の運用方針に準じ

た内容となっております。

第1項におきましては、非違の発生を抑止す
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るという制度目的に留意し、一般の退職手当等

の全部を支給しないこととすることを原則とす

ると規定されております。

次に、第2項において、一部を支給しないこ
ととする処分にとどめることを検討する場合は、

当該退職をした者が行った非違の内容及び程度

が、（1）停職以下の処分にとどめる余地があ
る場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処

分とされた場合など、ここに列挙しております

（1）から（4）に該当する場合に限定すると規
定されているものであります。

退職手当管理機関は、これらの規定に基づき、

懲戒免職を受けて退職した者に対する退職手当

の全部、または一部を支給しないこととする処

分を行うということが、制度上の基本的な考え

方であります。

次に、5ページをご覧ください。
ここには、審査請求から裁決までの流れと、

その根拠法令を記載しております。

審査請求を受理した知事は、議会からのご意

見をいただき、そのご意見を踏まえた上で、審

査請求人に対して裁決を行うことになります。

なお、知事の裁決内容に対し、さらに不服が

ある場合は、請求人は処分庁を被告に処分の取

消しを求める訴訟を起こすことが可能でありま

す。

以上が、制度の概要の説明となります。

次に、今回の事案の概要についてご説明しま

す。

総務委員会補足説明資料諮問第1号関係資料
の3ページを、お開きください。

1 審査請求人、2 処分庁、3 事案の概要、4
審査庁での審査経過については、記載のとおり

であります。

資料3ページの一番下の段にあります4の（3）

審査請求人及び処分庁の主な主張に関しまして

は、別添のとおりとしておりますが、その別添

を、5から6ページに記載をしております。
まず、5ページをお開きください。
この資料は、審査請求人及び処分庁の主張の

うち主な争点と考えられる内容と、それに対す

る審理員の意見の概要を記載しております。

なお、審理員とは､行政不服審査法に基づき審

査庁が原処分に関与していないなどの要件を満

たす者から指名した者であり、審理員は、審査

請求人と処分庁の双方の主張を十分聞いた上で、

審査庁がすべき裁決に関する意見書を審査庁へ

提出することとなっております。

まず、1、非違行為の内容・程度についてで
ございます。

審査請求人の主張としましては、実際に運転

した距離は数メートルであったこと。人や車の

往来の少ない深夜から未明の時間帯であり、交

通量のほとんどない道路であったこと。第三者

への物損や人損事故を伴っていないことから、

この飲酒運転行為は極めて軽微であり、酒気帯

び運転の中でも悪質性が極めて低いと主張をし

ております。

これに対する処分庁の主な弁明につきまして

は、飲酒後、相当な時間を経ずに運転をし、自

損事故を起こしており、飲酒により記憶がない

状態で自宅まで運転しようとした行為は、重大

な事故を起しかねない極めて危険・悪質な行為

であったと弁明しております。

これらに対する審理員の主な意見としまして

は、走行距離が僅かであり、交通量も多いとは

言えない深夜の時間帯での行為であったこと。

他者に被害がなかったことから、非違行為の危

険性・悪質性は、それほど高くなかったという

意見でございます。
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次に、非違に至った経緯についてでございま

す。

審査請求人の主張としては、運転代行を利用

しており、飲酒運転を行おうという計画性はな

く、避けようとする行動が顕著であったと主張

しております。

これに対する処分庁の主な弁明につきまして

は、運転代行の利用は、飲酒により正常な判断

ができなくなり、飲酒運転のリスクが高まるこ

とから、飲酒する場合は、公共交通機関の利用

や鍵を預けるなどの防止対策を繰り返し周知し

てきたこと。

また、管理職であり、飲酒運転防止を指導す

る立場にあり、当日も校長が自家用車を置いて

から参加するよう勧めたにもかかわらず、会場

へ自家用車を使用したこと。

また、過去に、飲酒により記憶がなくなった

ことがあり、飲酒後の身体の影響を把握してい

たにも関わらず記憶をなくすまで飲酒したこと。

運転代行を使用したが、自宅の最寄りの駅に向

かうよう指示し、料金を支払った後に、飲酒運

転を回避せず運転したこと。

こういったことから、これらの飲酒運転は、

審査請求人の「故意」が招いたものであり、加

重すべき事情はあれ、軽減を斟酌する余地はな

いと弁明しております。

これに対する審理員の主な意見としましては、

脱輪がなく、酒気帯び運転が続けられていたと

すれば、自宅までそれほど離れていないとして

も、重大な事故が発生しなかったとは断じえな

いとのご意見でございます。

次に、6ページをご覧ください。
3、処分の妥当性についてでございます。
審査請求人の主張としましては、退職手当の

全部不支給とする処分が違法と判断された平成

31年の長崎地裁判決と比較しても、本件非違行
為は極めて軽微であり、判決を考慮せずに処分

を行ったことは妥当性を欠き、処分庁の裁量権

を逸脱、または濫用したものであり、違法であ

ると主張をしております。

これに対する処分庁の主な弁明につきまして

は、参考判例と本件は内容が異なること。懲戒

処分基準では飲酒運転の処分量定は免職のみと

なっており、停職以下とする余地がないことか

ら、運用通知上も一部支給を行う規定に該当せ

ず、全部不支給とするほかないと弁明しており

ます。

これらに対する審理員の主な意見としまして

は、本件処分は、危険性・悪質性はそれほど高

くない非違行為について、退職手当を全部支給

しないという極めて厳しい処分を行ったもので

あり、本件処分は、処分庁の裁量権を逸脱、ま

たは濫用したものであり、違法であるとの意見

でございます。

以上の審査請求人の主張や処分庁の弁明の詳

細については、8ページ以降に記載をしており
ます。

4ページにお戻りください。
以上の主張を踏まえた、5、審理員の意見の

まとめとなりますが、記載しておりますように

審理員としましては、「本件退職手当支給制限

処分は取り消されるべき」とのご意見でござい

ます。

また、現行の「職員の退職手当に関する条例

の運用について」も見直しを検討すべきとの意

見を付言としていただいております。

これらを踏まえた、6、本件事件に係る審査
庁としての対応でございます。

私ども審査庁としましては、まず、全国の過

去の裁判例を確認いたしました。その結果、（1）
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退職手当支給制限処分の裁判例における判決の

ポイントでございますが、過去の裁判例におい

ては、当該非違が勤続の功を没却するほど、危

険性・悪質性が高いかどうかという点が、全部

不支給処分が適法か違法かの判断の基準とされ

ておりました。

次に、（2）類似案件に係る裁判例の比較結
果についてでございます。

非違行為の危険性・悪質性が高いかどうかを

判断するに当たり、今回、類似する裁判例を比

較した結果、「事故なし」、「呼気のアルコー

ル濃度が低い」、「走行距離が短い」場合で、

ほかに大きな加重要素がない場合には、悪質性

が低く、処分は違法と判断されておりましたが、

反対に同じ状況下でも、「管理職の立場」、「公

用車の運転を担当する業務に従事している」場

合、また、「過去にも同事由による処分歴があ

る」場合などの加重要素がある場合には、悪質

性が高く、処分は適法と判断されておりました。

これらを踏まえました（3）審査庁としての
対応の方向性についてでございます。

本件非違行為の内容の程度としましては、他

の裁判例と比較すると、「走行距離が短い」な

ど悪質性が低い場合に該当すると考えられます

が、処分庁の主張する非違行為に至った経緯に

おける加重要素となる事情を考慮すると、直ち

に悪質性が低く、処分庁の裁量権の範囲を逸

脱・濫用し、違法とまでは言えないと考えてお

ります。

以上のことから、審査庁としましては、本件

審査請求について棄却としたいと考えておりま

すが、最終的には、県議会のご意見も踏まえ、

判断させていただきたいと考えております。

最後に、7、退職手当支給制限処分に係る県
としての今後の取扱いについてでございます。

全部不支給処分を取り消す過去の裁判例や、

今回の審理員のご意見を踏まえまして、県とし

ましては、今後も飲酒運転に対する厳しい姿勢

は堅持し、これまでどおり、飲酒運転に対して

は懲戒免職とし、退職手当も全部不支給とする

ことを原則としつつも、非違行為の内容及び程

度について、他の裁判例と比較検討し、全部不

支給処分では確実に敗訴する事例に該当すると

判断できる場合につきましては、一部不支給処

分を行うことができるように、運用通知の見直

しを検討したいと考えております。

これをもちまして、退職手当支給制限処分に

係る制度の概要及び審査請求の内容等について

の説明を終わります。

よろしくご審議のほど賜りますよう、お願い

申し上げます。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより諮問第1号に対する質疑を行い
ます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２７分 休憩 ―

― 午前１１時２７分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
諮問第1号に対する質疑・討論を終了しまし

たので、採決を行います。
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諮問第1号は、棄却すべきとすることにご異
議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、諮問第1号は、棄却すべきとするこ

とと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【飛永危機管理課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります危機管理監関係の昨年11月から本年1
月までの実績に関する資料について、ご説明い

たします。

資料の3ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件につきましては、長

崎県防災ヘリコプター3,300時間点検整備の1
件であります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【鳥谷総務文書課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料についてご説明いた

します。

2ページをお開きください。
1,000万円以上の契約状況一覧でございます。
令和4年11月から令和5年1月までの実績は計

8件であり、各契約の内容は、資料に記載のと
おりであります。

また、4ページから10ページにつきましては、
入札結果一覧表を添付いたしております。

11ページをご覧ください。
次に、附属機関等会議結果報告でございます

が、令和4年11月から令和5年1月までの実績は、
長崎県情報公開審査会が3件、長崎県個人情報
保護審査会が2件、長崎県行政不服審査会が1件、
長崎県公益認定等審議会が1件、長崎県コンプ
ライアンス委員会が1件、（令和4年度）長崎県
広報外部評価委員会が1件の計9件となってお
ります。

それぞれの会議の結果につきましては、12ペ
ージから23ページにお示ししております。
以上で、資料の説明を終わらせていただきま

す。よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

【中島(浩)委員長】 次に、新行政推進室長より
補足説明を求めます。

【徳永新行政推進室長】 令和5年度の組織改正
案について、補足して説明いたします。

委員会補足説明資料議案外②令和5年度組織
改正（案）の概要をご覧願います。

まず、統轄監につきましては、分野横断的な

行政課題に的確に対応するため、特に重要な施

策について、各部局長の上位の立場から総合調

整を担う職として、平成30年度から配置をして
おりますが、これまでの5年間で、部局横断の
施策構築を通して部局間の連携意識が浸透した

ため、発展的に解消することとし、今後は、施

策のテーマごとに応じて主務部局や企画部が旗

を振り、部局間連携の仕組みをさらに深く根づ

かせながら、施策の一層の重点化や充実・強化

等を推進してまいります。

次に、様々な広報媒体を通した県の魅力発信

や知事のトップセールスなどを分野横断的な視

点で戦略的に実施する体制を強化するため、新

たに「秘書・広報戦略部」を設置するとともに、
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戦略的かつ効率的な情報発信を行う「ながさき

ＰＲ戦略課」を新設することとしております。

併せまして、総務部の「秘書課」及び「広報

課」につきましては、新設する「秘書・広報戦

略部」に移管することとしております。

危機管理監につきましては、危機管理分野に

おける体制を強化するため、「危機管理部」を

新設するとともに、「危機管理対策監」を配置

することとしております。

また、佐世保市の新たな基地政策方針の策定

や陸上自衛隊水陸機動団の3個目の連隊の大村
市への配備決定並びに安全保障環境の変化など

を踏まえまして、市町や関係機関との連携を強

化するため「危機管理課」を改組し、「防災企

画課」及び「基地対策・国民保護課」を新設す

ることとしております。

続きまして次ページでございますが、産業労

働部につきましては、高校や大学の新規卒業者

に加えまして、ＵＩターン者など幅広い産業人

材の確保・育成を一体的に推進するため、「若

者定着課」と「雇用労働政策課」の産業人材対

策に関する業務を統合し、「未来人材課」を新

設することとしております。

農林部につきましては、本県農業のスマート

化やグリーン化の普及拡大に必要な技術革新を、

より一層推進し、活力ある産地の振興を図るた

め、「農政課」のスマート農業技術の実証・普

及等に関する業務と「農産園芸課」の環境保全

型農業の推進等に関する業務を統合し、「農業

イノベーション推進室」を新設することとして

おります。

土木部につきましては、「宅地造成及び特定

盛土等規制法」、いわゆる盛土規制法の施行に

伴いまして、速やかに盛土等の調査や規制区域

を設定するなど、県民の安全確保に取り組む体

制を整備するため、「盛土対策室」を新設する

こととしております。

また、「新幹線事業対策室」につきましては、

西九州新幹線の開業に伴い廃止し、新幹線整備

事業費負担金等の業務は、引き続き、土木部で

所管することとしております。

なお、地域振興部の新幹線対策課におきまし

ては、開業効果のさらなる拡大やフル規格での

全線開業に向けた取組を推進してまいります。

その他の主な体制変更といたしまして、こど

も政策局につきましては、県政の基軸でありま

す子ども施策の企画立案や推進体制強化を図る

ため、こども未来課に課長級職員を配置するこ

ととしております。

また、新型コロナウイルス感染症対策の体制

につきましては、感染症法の位置づけが5類に
移行するなどの環境変化を踏まえまして、総務

部の「新型コロナウイルス感染症対策戦略チー

ム」を解消し、県民への感染対策の周知等の業

務を福祉保健部の感染症対策室に移管すること

としております。

以降のページは、組織の全体を示したもので

ございますので、説明は省略させていただきま

す。

今後とも、新たな組織体制のもと、より効率・

効果的な県政運営の実現に努めてまいりたいと

考えております。

以上で、令和5年度の組織改正（案）の補足
説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました。
次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧
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願います。

審査対象の陳情番号は、2番、7番、8番でご
ざいます。

陳情について、何かご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんか。

【北村委員】よろしくお願いします。獣医師の

確保について質問させていただきます。

基本的には獣医師についての所管は生活衛生

課になろうかと思いますが、ただ、獣医師を確

保するに当たって、全国的に、いわゆる待遇の

改善というのが自治体同士で様々あるというこ

とで、本県の状況についていろいろとお尋ねを

させていただきたいと存じます。

ある畜産関係の方から、「厳しい状況が続い

ています。何とかしてください」というような

お声をいただきました。

まず、本県の獣医師の充足状況、どのような

状況か確認をさせていただきたいと思います。

答弁をお願いします。

【今冨人事課長】 令和4年4月1日現在で、現員
113名、欠員14名、うち9ポストにつきましては、
職員ＯＢなど会計年度任用職員等によりまして

代替職員を配置しておりますので、5ポストに

ついて未補充という状況でございます。

また、今年度の採用試験の状況につきまして

は、試験を4回行いまして、募集17名に対し6名
が合格いたしましたが、そのうち4名が辞退し、
現時点においては、来年4月から2名を新規採用
として採用する予定となっております。

【北村委員】 17名の枠に2名しか埋まっていな
いという状況で、かなり深刻な状況だなと思い

ますが、これを先ほど、ポストも埋まってなく

てＯＢ、いわゆる再雇用とかでしのいでいると

いうような状況かと思います。

獣医師の皆さんが、お金だけで寄ってくると

いうようなことはないんだろうとは思いますが、

やはり処遇改善というのが必要なのかなと思い

ます。これまで本県についても様々なことを行

ってきていると聞いておりますが、今までの状

況について答弁を求めます。

【今冨人事課長】獣医師の処遇改善につきまし

ては、人事委員会報告を踏まえまして、人材確

保の観点から、平成23年4月に初任給調整手当
制度を新たに導入し、それ以降も、平成27年度、
平成30年度に月額改正や支給期間を長くする
などの処遇改善を行ってきたところでございま

す。

また、今年度におきましては、人事委員会か

ら、近年の獣医師の確保困難な状況を踏まえま

して、初任給調整手当の引上げの必要性につい

て報告を受けたことから、11月議会でもご審議
をいただきましたとおり、採用1年目の月額を3
万円から5万5,000円とするなど大幅な増額を
行ったところであります。

【北村委員】わかりました。大幅な増額という

ことで、5割まで届きませんが、調整手当につ
いてはかなりの改善をしたということでありま

す。それでも17名の枠に2名という状況がある
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わけでありまして、他県の状況はどういった状

況なのか。要は、比べて有利な状況なのかどう

か、その辺のところはいかがですか。

【今冨人事課長】今年度、初任給調整手当につ

いて改善しました結果、採用1年目の初任給調
整手当に初任給を加えました合計額で申し上げ

ますと、改定前は九州で6位、全国で31位であ
ったものが、改定後は九州で2位、全国でも9位
と、全国でもトップクラスの水準となる見込み

であります。

【北村委員】かなりの改善の度合いで、ランキ

ング等も非常に上がっているということで評価

をするところでありますが、福岡県については、

独自で獣医師の給料表を策定しているというよ

うな話もありました。手当で改善していくとい

うのはよいかと思いますが、やはり給料表を、

獣医師の方々専用みたいな、新設というような

こともかなりアピールになるんじゃないかなと

思いますけども、そういったところでの処遇改

善は考えられないんでしょうか、答弁をお願い

します。

【今冨人事課長】先ほどお話がございました獣

医師独自の給料表についてなんですけども、独

自に創設をされているのが、今、福岡県と徳島

県、2県があるということは承知しております。
ただ、2県とも、人事委員会からの報告を受

けて創設されたものであり、全国でも、この2
県しかないという状況でございます。

地方公務員の給与につきましては、地方公務

員法によりまして、民間、国、他の都道府県と

の均衡を図ることとされておりまして、人事委

員会が民間の給与等の調査を行って任命権者に

勧告を行う制度というものが設けられておりま

す。

本県におきましては、これまで人事委員会勧

告・報告を最大限尊重しまして、給与制度の運

用を行ってきたところでございます。

獣医師の給料表につきましては、国の通知に

おきまして、医療職給料表（二）を適用するこ

とが適当であるとされておりまして、全国でも

多くの団体で、この医療職給料表（二）が適用

されているところでございます。

このような国、他県の状況、民間の状況を踏

まえまして、人事委員会としましては、医療職

給料表（二）が適当と判断されているものだと

いうふうに理解しております。

今後とも、人事委員会勧告・報告制度を尊重

し、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

【北村委員】 わかりました。2県しかないとい
うことで、冒頭申し上げたように、お金だけで

というようなところが判断基準になるのかどう

かということでもございますけれども、現実と

しては、なかなか集まっていないというところ

で、今後どのようにしてこの確保対策、これま

でもやってこられていると思いますけれども、

どう進めていくのか答弁を求めます。

【今冨人事課長】委員ご指摘のとおり、こうい

った処遇を改善したからといって、それをもっ

て人員確保ができるというふうには我々として

も考えておりません。

こういった処遇改善と併せて、例えば修学資

金の貸与事業でありますとか、インターンシッ

プの研修、または獣医系大学での就職説明会な

ど採用に直結するような対策、こういったもの

をしっかりとやることによって人材確保に努め

てまいりたいと考えております。

【北村委員】 わかりました。

全国的に獣医師の数がどうなのかというよう

な話もありますが、愛玩動物の方に流れていっ
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ているというような分析もあって、一概に獣医

師の数を増やせばいいというような見解ではな

いというお話もお伺いしております。

様々な思いを持って獣医師を志されている

方々がいらっしゃると思いますが、やはり公務

員獣医師、本県の畜産振興についても本当に必

要な人材でありますので、広報が、まずは必要

なのかなと、待遇も本県もしっかりやっていま

すというようなことが獣医師を目指される方に

伝わっていけばいいのかなとも思っております

ので、そういった点もしっかりと力を入れてい

ただいて、確保対策に継続して注力していただ

きますようにお願いを申し上げて、質問を終わ

ります。

以上です。

【中島(浩)委員長】ほかに質疑はございません

か。

【川崎委員】 「＃7119」について、お尋ねい
たします。

準備を進められているということでありまし

たが、導入の時期はどういったところをめどに

されているのか、お尋ねいたします。

【宮﨑消防保安室長】 「＃7119」につきまし
ては、現在、今後導入するに当たって県の考え

方を市町に説明しておりまして、それに対する

市町の意見、意向を今確認しているところでご

ざいます。

その意向、意見の結果に基づきまして、今後

のスケジュール等が決まってくるかと思います

ので、今のところは、できるだけ早くというこ

としか申し上げることはできない状況でござい

ます。

【川崎委員】 できるだけ早くお願いします。

これは、119にかけるのを迷う時に先に相談
するということで理解しております。そういっ

た必要性がある時には、今からの議論なんでし

ょうが、それは受けた方が救急にそのまま連絡

をして、すぐ救命に向かうというような、そう

いった仕組みになっているんですか。

【宮﨑消防保安室長】基本的には、相談先のコ

ールセンターで相談を受けまして、その時の助

言・アドバイスに基づいて相談者自身が119に
かけていただくということが基本でございます。

【川崎委員】 基本は、そうかもしれませんが、

お話ししている間にですよ、だんだん、だんだ

ん急変するとかということがあった時に、それ

でも自分でかけてくださいというような、そん

な冷たい対応ということでいいのかなという疑

問なんですが、いかがでしょうか。

【宮﨑消防保安室長】コールセンターと相談者

のやり取りの中において、体調が悪くなってき

て、例えば相手が応答に応じられないとか、も

うかけられないような状況だというふうに認め

た場合には、コールセンターの方から消防署に

連絡すると。そして、その方のかかってきた電

話番号などを基に住所等を割り出して、消防署

から向かっていただくというような手続も取れ

るようになっておりますので、そのあたりは対

応できるかと考えております。

【川崎委員】わかりました。よろしくお願いし

ます。

次に、組織改正の件でございますが、秘書・

広報戦略部という部ができると説明をいただき

ました。秘書課はわかるとしても、広報の部分

は2課に分けて、さらに知事のトップセールス
というところで非常に力を入れていくというこ

とについては、いいことだというふうに思って

おります。かねてから知事もそうおっしゃって

おられたので具現化するのかなと思います。

ついつい、宮崎県のかつての知事がやったと
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ころがイメージされるわけでありますが、本当、

人口減が厳しい長崎県において知事のＰＲとい

うか、体を張っての取組ということは非常にあ

りがたいというか、やるべきだというふうに思

います。

そのトップセールスというところの、どうい

ったことが想定されているのか、お尋ねをいた

します。

【椿谷広報課長】今回、ながさきＰＲ戦略課と

広報課を置きまして、ながさきＰＲ戦略課の方

で、いわゆる戦略的な広報を担っていくと考え

ております。

その中におきまして、プロモーション活動に

おきましても、戦略性をより持たせるというの

が一つ、それから県の特産品であったり、物販

であったり、そういったところで、現在も知事

が出ていって先頭に立ってやっているところで

はございますが、そういった部分につきまして

も、これまで以上に新しく設置されるながさき

ＰＲ戦略課の方でかじ取りをしまして、よりト

ップセールスとして発信力を高めていくといっ

たところで考えております。

【川崎委員】早くそういったことが実現できる

ように準備を進めていただければと思います。

次に、予算のところで伺えばよかったんです

が、予算の横長資料の20ページ、普通財産貸付
収入2,705万6,000円についてお尋ねをいたし
ます。

これは、主な項目はどういった項目でしょう

か。

【山道管財課長】財産収入の中の財産貸付収入

のお尋ねでございますが、これにつきましては、

公舎の貸付収入と普通財産貸付収入というのが

ございます。あと、広告掲載場所貸付収入、こ

の3つが大きなものでございます。これは普通

財産貸付収入とはなっておりますが、通常の普

通財産の貸付けのほかに自販機の貸付収入もこ

の中に含んでおります。

内容としましては、記載の通りでございます。

【川崎委員】 そうしましたら、その2,700万円
のうち自販機が占める割合といいますか、額は

どういったことが予算化されているんでしょう

か。

【山道管財課長】 2,705万6,000円の内訳の中
の自販機につきましては、17台、1,370万9,000
円を見込んでおります。

【川崎委員】 17台で1,300万円、かなりの額で
すね。逆に17台というのは、所管する部分が17
台。例えば、いろんな振興局とかにも自販機が

あったりするんだろうと思うんですが、そんな

のも含めて全部で17台ですか。
【中島(浩)委員長】 休憩いたします。

― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午前１１時５３分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【山道管財課長】 17台につきましては、本庁
舎に設置しております台数でございます。

【川崎委員】そうしますと、本庁舎以外にある

ところは、それぞれの所管する部署で計上され

ているという理解でよろしいんでしょうか。

【山道管財課長】 そのとおりでございます。

【川崎委員】そしたら後ほどでも結構ですけど、

全体で自販機がどのような形で税収に貢献して

いるのかということをお知らせいただきたいと

思います。

逆に、ファシリティマネジメントの一環とし

て税収が上がるようなスペースがあれば、もっ

ともっと検討していただいて、ニーズがあれば、

お取り組みいただければなと思います。
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次に、広告掲出場所貸付収入210万7,000円、
これも本庁舎の、例えばエレベーターに貼って

あるポスターとか、そういったことでしょうか。

【山道管財課長】この広告貸付収入につきまし

ても、本庁舎における広告枠及びデジタルサイ

ネージに係る予算でございます。

サイネージの台数のカウントが難しゅうござ

いますが、大体17件ほどを考えております。
【川崎委員】これも先ほどと同じように、ぜひ

少し整理をしてお知らせをいただければなと思

います。

むやみに掲出場所を提供するというのも、い

ろいろ問題もあるとは思うんですが、一方で自

主財源の確保ということであれば、活用できる

ところはしっかりと活用していければなと思い

ますので、よろしくお願いします。

最後に、諮問第1号のことでお尋ねをいたし
ます。

先ほど詳しく説明をいただきましたが、1点、
退職手当支給制限処分に係る県としての今後の

取扱いというところで、飲酒運転に対する厳し

い姿勢は堅持するということです。それは至極

当然だというふうに思います。

しかし、裁判例等を踏まえて、「全部不支給

処分では確実に敗訴する事例に該当すると判断

できる場合は、一部不支給処分を行うことがで

きるように、運用通知の見直しを行う」という

ことであります。

例えば、飲酒運転に限った話でいくと、脱輪

をして、人身あるいは物損というところについ

て他人に対しては決して迷惑をかけているわけ

ではないですが、仮に脱輪してなければ、ひょ

っとしたら重大事故を招いたかもわからないと

いう判定というか、認定というか、そういった

ところが厳しい処分になっているんだろうと思

います。

何もなかったから軽微でいいということつい

ては、私も非常に疑問であって、事故が起こる

から飲酒運転はだめなんですよ、厳しく臨むん

ですよという、そういった県の姿勢であり、ま

さに、一般的にはそうなんだろうと思っていま

す。

よって、この最後の、県の今後の取扱いとい

うところで、どういったことが一部不支給処分

ということになっていくのか。今から検討でし

ょうけれども、現段階でどういったことが、こ

ういう動きになってくるのかお尋ねいたします。

【今冨人事課長】大きな考えとしましては、飲

酒運転については、基本、懲戒免職とする退職

手当についても出さない。こういう方向を原則

とするということで今後も考えていきたいと思

います。

その大きな考え方は、これまでどおりなんで

すけども、ただ、その一方で、その裁判例とい

うものがやっぱりあって、先ほど申し上げたよ

うないわゆる酒気帯び運転で、運転した距離も

短くて、事故もないような場合、こういう事例

において、裁判例で退職手当はやっぱり出すべ

きというような、この判例が積み上がってきて

おりますので、そういった裁判例があるような

ものについては、やっぱり県としましても、そ

の流れについては考慮すべきことなのかなと思

っています。

そういうふうに考えた時に今明らかになって

いる部分、先ほど申し上げたような3つの視点
というのは、考える時に考慮していく部分なの

かなと思っています。

ただ、そこで加重要素としてどこまで見るか

というところが、ここは今後も裁判例として積

み重なってくるところなのかなと思います。
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そこの裁判例が積み重なってきた中で、ここ

までは明らかにやっぱり裁判しても負けるなと

いうようなことが、顧問弁護士とも相談しなが

ら、確実だというものについては、支払ってい

くという方向で対応していきたいと考えており

ます。

【川崎委員】裁判ということであれば、司法の

判断は必ず尊重しなきゃいけないので説明とし

てはわかりましたが、そういったところに至ら

ないような、本当、飲酒運転をさせないという

ところ、過去にいろいろトラブルとか問題もあ

っているわけで、いまだにこうかというところ

が非常に残念でならないわけで、全庁的に、教

育委員会も、今回もその対象でしょうけど、そ

れ以外の警察とかいろんなところを含めて、も

う一度、これはきちんとした戒めをやっていっ

ていただきたいと思いますが、部長、そこはも

うぜひ厳しい姿勢で、飲酒運転は絶対今後起こ

さないというところ、決意を示していただきた

いと思います。

【大田総務部長】ご指摘いただきましたとおり、

飲酒運転はあってはならないことでございます

ので、この機会を捉えまして、職員に再度、周

知徹底を図っていくとともに、今後、絶対に起

こさないという決意の下、取り組んでいきたい

と思います。

【中島(浩)委員長】 ここでしばらく休憩いたし
ます。

再開を午後1時30分といたします。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

ご質問はございませんか。

【山田委員】 部長説明の4ページの雲仙岳火山

防災協議会の開催についてというところで、「溶

岩ドームの崩壊危険度判定分科会で溶岩ドーム

の監視基準の見直しの検討を行い」とあります

が、この見直しというのがどういった内容なの

かを教えてください。

【飛永危機管理課長】 お答えいたします。

雲仙・普賢岳の溶岩ドーム崩壊の基準の見直

しに関してということだと思いますが、こちら

に関しましては、この前に分科会を開催しまし

て、そこで専門家の先生方の意見もいただきま

した上で、協議会において決定をしたところで

ございまして、現在の監視基準についての変更

を行う必要はないという結論を得ております。

【山田委員】この内容は、基準の見直しの検討

を行ったけども、見直す必要はないという結論

に至ったということですね。わかりました。

崩落の危険があるというか、やっぱりそのリ

スクを背負っている、大きな地震があったら落

ちてきたりするとか、既にきつめの基準の下に

監視を行っているという理解でよろしいですか。

【飛永危機管理課長】監視基準につきましては、

振動センサー、震度計、あるいは点を決めてお

いて、その距離がどれくらい変わるかを測定す

る光波測距等で常時計測を続けております。

その基準につきましては、おっしゃるとおり

相当厳しい基準を設けておりますが、大きな変

化は見られないため、監視基準については、こ

れを改めて変える必要性は、現時点においてな

いという結論でございました。

【山田委員】わかりました。引き続き県民の命

を守るために、しっかりと取り組んでいただき

たいと思います。

午前中も質疑がありました「＃7119」につい
て、お尋ねをしたいと思っております。

今回、私も、川崎委員も一般質問などで質問
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をさせていただきましたが、実現の方向で進ん

でいることを非常によかったなと思っておりま

す。

それで、今回、「福祉保健部と連携をし、2
月17日に、導入に当たっての実施方法や県の考
え方を市町の消防、医療部局にいろいろ説明し

た」とありますが、どのような内容を説明した

のか、お聞かせをいただけますか。

【宮﨑消防保安室長】 2月17日に開催しました
検討会におきましては、救急搬送件数、搬送人

員が過去最高になっていること。それから、病

院到着までの時間、これも過去最高になってき

ていることを踏まえまして、救急搬送、救急医

療に効果のある「♯7119」を導入したいと、そ
して、県と市町で協力して実施したいというこ

とで、先行する都府県の状況などを説明した上

で、実施する際のイメージとして、県において

実施すること、民間コールセンターへの委託を

行うこと、それから24時間365日の実施体制に
することなどについて説明をしたところです。

【山田委員】スケジュールについては、午前中

の質疑で答えていただいてたのかと思うんです

が、今後のスケジュール、併せて費用負担につ

いてどういうふうに説明をしているのか、その

あたりを教えてください。

【宮﨑消防保安室長】スケジュールにつきまし

ては、今、県の考え方に対しての市町の意見、

意向を伺っている最中でございますので、その

結果に従って、今後、さらに協議が必要という

ことも考えられますので、その結果次第という

ことになってくるものと考えております。

それから、費用負担につきましては、基本的

には先行する都府県の状況を説明した上で、県

と市町で負担していくということで協議をして

いるところです。

なお、負担割合については、現在、市町と協

議をしている最中でございますので、説明は控

えさせていただきたいと考えております。

【山田委員】タイムスケジュールとしては、今

回、県が2月17日に考え方をお示しをし、その
回答期限というか、そういったものをいつにし

ているのか。その後のスケジュール、意見が出

た場合、いろいろ改善とかしなきゃいけないこ

ともあるかもしれないけど、どういうふうに大

体考えているのか教えてもらっていいですか。

【宮﨑消防保安室長】 現時点におきましては、

来週には一応回答いただくということにしてお

ります。

回答の中には、いろいろ意見等もございます

ので、そのあたりもまた詳しく聞きながら取り

まとめていき、今後のスケジュールといいます

か、検討する工程を組み立てていきたいと思い

ます。まずは来週までの結果を待ちたいと考え

ております。

【山田委員】 来週、意見をいただいて、実現に

向けて、それぞれ市町の財政的な負担が発生す

ることもある。ただ、住民サービスはとても向

上をするというか、安心・安全が増していく話

だと思ってはいるんですが、例えば救急車のあ

まり恩恵を受けないであろう地域ですね。

都市部においては、救急車が殺到し、もとも

と救急車が本当に必要じゃない方が利用されて

いる割合、実際のところ、2割か3割かあったの
かなと思うんですが、そういったことの軽減に

もつながり、時間も早く到着できると思うんで

すが、小離島とか離島においてはそこまで、都

市部ほどのニーズというか、この必要性という

のが低いのかなと若干思います。

そこで、単純に人口割とかそういった話では

なく、実情に応じた形での負担割合というのも
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ぜひご検討いただきたいと思っております。そ

して、一日も早く、これが実現することを本当

に願ってますので、担当部局におかれましては、

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はございません

か。

【田中委員】当初予算なので、予算の内容で総

括をしておきたいと思います。資料は当初予算

の概要です。

5年度の一般会計当初予算で県税が1,375億
円、158億円ほど増えているので、これはいい
ことだと思うけれども、内容、要因について触

れてください。

【山口税務課長】 158億円の増ということにな
っておりますけども、内訳は、地方消費税で132
億円、法人事業税・県民税で14億円、個人県民
税で14億円の増ということになっております。
地方消費税におきましては、輸入額の大半を

占める石炭などの燃料価格の高騰とか円安の影

響によりまして、輸入取引に課税される貨物割

が増加しているということが要因になっており

ます。

法人二税につきましては、県内主要法人への

状況調査等を踏まえて算定をしておりまして、

企業業績が堅調に推移しているということから

14億円の増ということになっております。
個人県民税につきましては、給与所得とか営

業所得、これらを中心とした所得割が増えてお

りまして、これも14億円の増というような状況
でございます。

【田中委員】私は不勉強なんだけど、法人二税

と法人事業税の関係は、大体どんな感じになっ

ているんですか。

【山口税務課長】 法人県民税につきましては、

法人税割と均等割というのがございまして、法

人税割は、国の法人税に率を掛け算定します。

均等割りは、企業の規模によって2万1千円など
税額が決まってきます。

法人事業税につきましては、所得に率を掛け

るというような仕組みになっております。

【田中委員】 次に、地方消費税清算金、81億
円ほど増えている。地方譲与税はマイナスなん

だけども、これは県を通して市町にいくような、

そこら辺のシステムを理解しておきたいと思う

んだけど。

消費税清算金が、丸々、県の真水の収入にな

るわけじゃないでしょう、教えてください。

【山口税務課長】地方消費税の仕組みでござい

ますけど、まず、県で徴収されたものが地方消

費税ということで歳入に上がってまいります。

全国、清算をするということになりますので、

清算金の支出ということで、本県に入ってきた

地方消費税から他県に支出するというのが清算

金の支出でございます。

逆に、他県から清算して入ってくるのが地方

消費税の清算金の収入ということです。これを

地方消費税本体と清算金収入・支出をプラス・

マイナスして、これが686億7,800万円となりま
す。これから徴収取扱費1億1,400万円を引いて、
市町に2分の1を交付すると地方消費税交付金
という形になりまして、これが340億円。実収
入としては、それを差し引きまして345億円が
県の実収入というようなことになります。

【田中委員】 私もちょっとわかりかねるので、

ペーパーでもらえればありがたいなと思う。

地方譲与税もトンネルかな。

【小林財政課長】 地方譲与税につきましては、

基本的には地方の税収入、都道府県の税収入で

入ってくるものでございますけれども、便宜上、
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国が調定をしまして、それを都道府県に交付す

るという形を取っております。

【田中委員】これ、真水の金額ということでい

いのかな。247億円、ちゃんと長崎県に入って
くるということで。

【小林財政課長】 ご認識のとおりです。

【田中委員】先ほど消費税で聞いたのは、地方

消費税清算金と県税の中に占める地方消費税、

金額は全然違うもんだからね、これは424億円
なんだよね、地方消費税は。ところが、こちら

の清算金のときには676億という数字が出てく
るから聞かせてもらったんだけどね。

先にいきます。

地方交付税が489億円増えて、国庫支出金が
249億円減ったのかな、そこら辺の絡みで少し
わかるなら。地方交付税は増えた。国庫支出金

は減った。現象としてなのか、相関関係がある

のか、若干ね。

【小林財政課長】国税等含めて、地方税等含め

て、税収の堅調な伸びというものがございまし

て、地方交付税の交付額としては増えておりま

す。

ただ、実質的な地方交付税という形で見なけ

ればならなくて、県債の中に、一部、臨時財政

対策債ということで、ここの合計でいきますと、

実質的な地方交付税では少し減っているという

現状でございます。

国庫支出金についてですけれども、大きく減

少しているところでございます。当初予算にお

きまして、コロナ対策の事業費というものが前

年度と比べますと212億円減っているところで
ございます。皆さん、ご承知のとおり、コロナ

対策につきましては、基本、国庫支出金という

ものを大半使ってやってきているところがござ

いますので、大きな要因としては、そこでござ

います。

【田中委員】 次に、歳出の方で、環境保健費が

67億円減ったのかな、商工費が147億円減った
んだな、教育費も73億円減ったんだけども、こ
こら辺の関係がわかりますか、財政課で。

【小林財政課長】こちらもコロナ対策というと

ころが大きくございます。特に、環境保健費に

つきましては福祉関係がここに入ってきますの

で、大きく減っているところでございます。

また、商工費につきましても、産業労働部の

関係だけではなく観光関係がございます。国の

旅行支援等がこの中に入っていてコロナ対策が

大きく減っているというところが、大きな減少

要因というふうになっております。

【田中委員】 教育費が73億円減っているから、
どうなのかなと思ったんだけども、諸支出金で

167億円増えているわけね。これは要因はどう
いうことですか。

【小林財政課長】諸支出金につきましては、先

ほど出てまいりました消費税関係の清算金でし

たり、交付金でしたり、そういったところが入

ってきます。ここが大きく増えているというと

ころでございます。

【田中委員】最後に、県債でまとめたいと思う

んだけども、県債の発行高は少なかったのかな。

1兆2,418億円になっているみたいね、年度末残
高が。臨時財政対策債があまり増えてなくて、

減っているわけだな、4,018億円から3,736億円
に、トータルだよ、県債の残高のね。ここら辺

はどう説明しますか。

【小林財政課長】委員が、ただいま述べられた

認識のとおりではございますけれども、県債残

高は令和4年度と令和5年度を比較しますと、令
和4年度は2月補正後という数字になりますが、
県債残高は全体で215億円減っているという状
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況でございます。そのうち臨時財政対策債は

282億円減っているというところと、それを除
くと67億円増えているというような状況で、こ
の2つが合わさって全体では減っているところ
でございます。

【田中委員】 令和5年度は減っているという認
識をもちろん私も持っている。だから一人当た

りの残高にしたって、県民一人当たりで割ると

94万1,000円ということになっていて、特に、
臨時財政対策債を除く感じでいうと65万8,000
円という数字が出ている。これは臨時財政対策

債を除く分はちょっと増えているけれども、し

かし、全体的な県民一人当たりの借金は94万
1,000円ということで、ちょっと減ってきたとい
う理解でいいわけですね。

【小林財政課長】臨時財政対策債につきまして

は、本来、交付税として交付すべきものを県債

という形で発行して賄っているものでございま

す。

こちらにつきましては、元利償還金が後年度、

交付税として入ってくる形で、実質負担はない

というようなものでございます。正確に認識す

るのであれば臨時財政対策債除きの数字で考え

ていくというところで、少し増えたという認識

をいただければと思います。

【田中委員】終わりにしますが、昨日からの懸

案事項が残っていて、ＩＲ対策の関係で。

参考までに、課長、人口が3万人増えると、
地方交付税の基準財政需要額はどのくらい増え

るのかわかりますか。

【小林財政課長】交付税の算定の基礎となりま

す基準財政需要額についてですけれども、人口

が一人増えると単純に幾ら増えますという出し

方というものは、基本的にはなかなか難しいと

ころでございます。それは様々な要素がござい

まして、全体でいうと、人口で基礎数値を出し

ながら算出するものもあれば、施設の延長なり、

河川の延長なり、そういったところもたくさん

混ざっておりますので、なかなか単純に人口一

人当たりというのは出せないというのが、まず、

大前提としてあります。

ただ、例えば、人口関係で算出される数字と

いうものを取り上げていくというのであれば、

令和4年度の基準財政需要額で、全体3,571億円
あるんですけれども、そのうち人口や65歳以上
人口、75歳以上人口、生徒数、こういった人の
数というものが基礎になっているもののみをピ

ックアップしますと、約1,717億円というところ
でございます。

先ほども申し上げているとおり、これを130
万人で割っても、正確な数値というわけではな

いんですけれども、130万人で割ると13.2万と
いう形で一人当たりになります。これを3倍す
ると39.6万という数字が出てくるところであり
ます。ここは参考までの数値というご認識でい

ただければと思います。

【田中委員】 要は、昨日の議論の中で、地方交

付税を国からもらうのに、税収が増えれば地方

交付税はカットされるんだという議論が出てき

た。それはもちろん我々も知っているから当た

り前の話なんだけどもね。しかし、基準財政需

要額そのものが増えるわけだ、人口が増えると

いうことは。間違いなく減りはしないんだ、基

準財政需要額は、規模が大きくなるわけだから。

だから、間違いなく税金が幾ら増えようと、

県の収入は3万人人口が増えて、いろいろな要
点があるとするならプラスになるんだよという

話を、昨日しようと思ったんだけども、ＩＲ推

進室のトップが、「いや、税金が増えると、交

付税減らされるんですよ」みたいな論点を持っ
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てくるから、それはおかしいぞという話になっ

た、ということだ。

終わります。

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はございません
か。

【山田委員】一つ、ちょっと聞き忘れておりま

した。秘書課長にお尋ねをしたいと思います。

知事が就任して1年が経過をしましたが、県
内各地、知事が訪問されたかと思うんですけど、

その状況を教えていただけますか。

【大瀬良秘書課長】 知事就任後、1年間の訪問
状況ということでございます。

粗く地区を分けさせていただきますが、県北

地区でございますと、45日間、延べ日数行って
おります。そのほか県央地区でいきますと24日、
島原地区でいきますと7日と、こういった数字
です。

なお、長崎市内は、かなり行事が多いもので

すから、そこはすみません、集計をしておりま

せん。

【山田委員】 県北地域に45日間ということで
ありました。県央に24、島原に7で、長崎は多
いのでということでありましたが、あと離島地

域とかはどうなっていますか。

【大瀬良秘書課長】 離島地域については、6日
になっております。

【山田委員】 この離島地域ですけど、下五島、

上五島、壱岐、対馬、小値賀とか離島があるか

と思いますが、どんな感じで回っていらっしゃ

るのかわかりますか。

【大瀬良秘書課長】今申し上げた離島地域につ

きましては、対馬が2日、壱岐が1日、五島市2
日、新上五島町が1日、お話がありました小値
賀につきましては、残念ながら、今のところ行

けておりません。

知事としましては、全県下回りたいというこ

とですけれども、今年度の1年間、残念ながら、
今のところ、小値賀には行けてないという状況

で、来年度以降、また検討していきたいと思っ

ております。

【山田委員】小値賀にも、新しい診療所もでき

ましたし、移住者で社会増のしまでもあります。

海外からも多くの方が来たりして、移住先とし

ても人気のあるところでもありますので、ぜひ

知事にも足を運んでいただきたいと思います。

それで、私の地元の県北地域で45回というこ
とでありましたが、佐世保の内訳、佐世保がど

れくらいかと、あと主な内容についてもお聞か

せをいただけますか。

【大瀬良秘書課長】県北地域のうち佐世保市に

つきましては、宿泊も含めてですけれども、26
日になっております。

主な内容としましては、いろんな行事がござ

いますけれども、例えば今年度4月1日は、佐世
保市の市政施行120周年記念行事等もございま
したし、高校総体の開会式でありましたり、消

防団の大会であったり、その他基地関係であっ

たり様々な行事等で行かせていただいておりま

す。その他、例えば、新幹線に関係して振子型

車両の出発式典でありましたり、松浦鉄道のラ

ッピング車両の出発式でありましたり、今年度

特有の行事というのもございました。

【山田委員】佐世保に多く来ていただいたよう

でありますが、コロナ禍前、例えば前知事の時

代とかと比べて、なかなか数字がすぐには答え

られないと思いますが、感覚的な感じで結構で

ございますが、特に佐世保が増えてきた感じ、

県北が特に増えているようなことは感じられま

すか。

【大瀬良秘書課長】コロナ前の数字を持ちませ
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んので、明らかにこうだということは言えませ

んけども、基本的には、今年度、先ほど申し上

げた行事等を含めまして特有のもの、それから

基地関係も行ったりしている。そういうことで

いきますと若干増えているのではないかという

推測はありますが、いずれにしても、バックデ

ータがございませんので、そこについては検証

してみないとわからないという状況でございま

す。

【山田委員】南高北低とかいう言葉がないよう

に、知事は公約の中でも、県北地域の活性化の

都市構想とか何とかというマニフェストも書か

れていたので、具体的に、前、その話を質疑で

した時に、端的にはＩＲ待ちみたいな感じの考

え方のようではありますが、ＩＲが来るこない

に関わらず、1年間、知事においては結構来て
いただいてるようではあるけれども、県北の活

性化にはさらに取り組んでいただきたいという

ことをお願い申し上げ、質問を終わります。

【小林財政課長】先ほど田中委員からのご質問

で答えられなかった部分について、この場でお

答えをさせていただきます。

教育費の減の要因についてですけれども、こ

の73億円の減のうち65億円が職員給与費とな
っております。定年の引上げで退職手当の分が

大きく減っているというところでご認識いただ

ければと思います。大変失礼いたしました。

【赤木副委員長】 お疲れさまです。1点だけ質
問をさせていただきます。

一般質問でも、新型コロナウイルスの感染段

階のことについて質問をさせていただきました。

その件で、新型コロナウイルス感染症対策戦

略チーム、総務部の管轄の中でこれまで動いて

きて、様々な発信も含めて検討も進められてき

たと思いますが、昨日たまたまお伺いして、今

度の3月で解散されるというふうにお聞きをし
ました。

今まで、戦略チームが担ってきた業務が、今

後どのように割り振られていくのか。あと、解

散するに当たって、これまできついことの方が、

きついことしかなかったと思いますけども、解

散するに当たっての所感というものをお伺いで

きればと思います。

【伊達総務部次長】我々戦略チームでは、特措

法に基づきまして感染要因の分析でございます

とか、分析結果を踏まえた感染拡大防止対策の

検討、そして知事会見資料の作成、県民や事業

者向けの各種広報のほか、感染段階対応の目安

の策定や国との各種協議等の業務を担ってまい

りました。

感染症対策そのものにつきましては、5月8日
以降は感染症法上の位置づけが変更となります

ことから、コロナ自体が特措法の対象から外れ

るということで、これまでやってきたような対

策そのものは、その根拠がなくなりますけれど

も、ただ、今後もウイルスそのものがなくなっ

たわけでもございませんので、年に数回は、ま

た拡大が起こることも想定されます。

そうしたことも想定しながら、今後は県民の

皆様が、自分たちの判断で感染対策をしっかり

講じていただくというふうに変わっていきます

けれども、その判断の材料を行政としてもしっ

かり発信をしていく必要があるのかなと思って

おります。

そのほかにも、そういう感染動向でございま

すとか、感染が拡大した時の感染対策の呼びか

け、こういったものを今後もしっかりやる必要

があるかなと思っておりますので、そういう業

務につきましては、しっかりと感染症対策室の

方に引継ぎをして実施を継続していってほしい
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ということで考えております。

この3年間の所感ということですが、3年に及
ぶ長いコロナ対策でございますが、依然として、

まだウイルス自体の収束は見えないという状況

でございます。

ただ、この3年間にウイルスの毒性も変化し、
ワクチンの接種の進展、それから治療薬の開発、

保健医療体制の強化など、コロナを取り巻く環

境は大きく変わってまいりました。

そして、3月13日からは、マスクの着用が個
人の判断となり、5月8日からは、感染症法の位
置づけが5類に移行し、特措法の対象からも外
れて、これからは行政による行動制限に頼らず、

自身の身は自身で守るというようなことが基本

となってまいります。

そういう本格的なウィズコロナへの転換の時

期を迎えてまいりますけれども、ただ、先ほど

も申し上げましたようにウイルス自体は残って

まいりますので、我々行政としても、今後もし

っかり県民の皆様の感染を未然に防ぐ、高齢者

等の重症化率の高い方を守れるような形で、し

っかりと情報発信をしていきたいと考えており

ます。

【赤木副委員長】ありがとうございました。ぜ

ひとも、今まで担ってきた業務をしっかりと振

り分けて、引き継いでいただいて、県民の皆様

の安心・安全にこれからもつなげていただくよ

うお願いを申し上げます。

所感も述べていただきましたけど、重ねて申

し上げますが、県民の皆様から様々な意見が寄

せられたり、苦しいことが多かったと思います。

なかなか応えきれない投げかけというか、厳し

い言葉もたくさん受けてきたと思いますので、

それが、今回解散するということで、どう報わ

れたのかというのはなかなか難しいのかもしれ

ませんけど、私から本当に感謝を申し上げたい

と思います。ありがとうございました。

以上です。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、危機管理監及び総務部関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ２分 休憩 ―

― 午後 ２時 ３分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

本年度の危機管理監及び総務部審査は、本日

で最後になりますが、この3月で退職される方
が3名いらっしゃいますので、ご紹介させてい
ただきます。

お名前をお呼びしますので、ご起立をお願い

いたします。

宮崎消防保安室長、和田木県民センター長、

田尾債権管理室長。

皆様には、長年にわたり、県勢発展のために

ご尽力をいただきまして、本当にありがとうご

ざいました。

今後とも、県民のために、その知見を生かし

ていただければと存じますし、後進の指導に当

たっていただければと存じます。

長い間、本当にお疲れさまでございました。

ありがとうございました。（拍手）

これをもちまして、危機管理監及び総務部関

係の審査を終了いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。
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― 午後 ２時 ４分 休憩 ―

― 午後 ２時 ５分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ６分 休憩 ―

― 午後 ２時 ６分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何か意見はご

ざいませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと存じます。

委員改選前の定例会における委員会は、本日

が最後となりますので、閉会に当たり理事者の

出席を求めております。

理事者入室のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ７分 休憩 ―

― 午後 ２時 ９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

本任期中の定例会における委員会は、これで

最後となりますので、閉会に当たりまして、一

言、ご挨拶を申し上げます。

11月定例会から総務委員会の委員長を仰せ
つかりまして、審査等を実施してまいりました。

赤木副委員長をはじめ、各委員の皆様には、

ご助言やご協力を賜り、また、理事者の皆様方

には、誠意あるご対応をいただきました。おか

げさまをもちまして、総務委員長としての重責

を果たすことができましたことを、この場をお

借りしまして心からお礼を申し上げます。

さて、本委員会の審査においては、「原子力

防災対策」、「ＩＲ区域整備計画の認定申請」、

「ふるさと納税の状況」、「九州新幹線西九州

ルートのフル規格化」、「ＵＩターンの移住対

策」、「県庁舎跡地の活用」、「ニセ電話詐欺

対策」などをはじめとして、熱心な論議が交わ

されました。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

によって、県民の生活はもちろん、県内経済を

はじめとする各分野において大変厳しい状況と

なる中、理事者の皆様方には、県民の暮らしを

守るための各種関連事業を構築してこられたこ

とに対し、感謝を申し上げます。

今後は、日常生活の回復に向けた取り組みが

重要になりますので、改めて、皆様方に感染防

止対策の徹底をお願いし、一日も早い終息を祈

念すると共に、人口減少対策などの様々な事業

について、理事者の皆様方と共に、取り組んで

まいりたいと考えております。

最後になりますが、委員の皆様並びに理事者

の皆様方には、健康に十分ご留意され、さらな

るご健勝、ご活躍を心から祈念申し上げまして、

私のご挨拶といたします。

本当にありがとうございました。

次に、理事者を代表して、総務部長にご挨拶

をお願いいたします。

【大田総務部長】閉会に当たりまして、総務委

員会所属の各部局を代表いたしまして、お礼の

ご挨拶を申し上げます。

中島(浩)委員長、赤木副委員長並びに各委員
の皆様方におかれましては、多くの部局が属す

る総務委員会におきまして、幅広い分野にわた

り、終始熱心にご審議をいただき、大変貴重な

ご意見、ご提言を賜りましたことに対しまして、

厚く御礼を申し上げます。

この間、「特殊詐欺被害防止対策」、「人身
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安全関連事案対策」、「特定複合観光施設（Ｉ

Ｒ）区域整備の推進」、「デジタル化やＤＸの

推進」、「ＵＩターンの促進や関係人口の創出」、

「離島地域の振興」、「九州新幹線西九州ルー

ト」、「県庁舎跡地の活用」などにつきまして、

熱心なご議論を賜りました。

その中でも、西九州新幹線（長崎～武雄温泉

間）につきましては、およそ半世紀に及びます

紆余曲折を経て、県議会をはじめ多くの関係の

皆様の多大なるご尽力のもと、昨年9月、開業
を迎えました。

引き続き、県内外の多くの方々にご利用いた

だくとともに、その開業効果を県内各地へ波

及・拡大できるよう、来県者のための受入体制

づくりや二次交通対策等について、市町や関係

団体としっかりと連携を図りながら充実させて

まいります。

九州新幹線西九州ルート（新鳥栖～武雄温泉

間）の整備の在り方につきましては、現在、国

土交通省と佐賀県との幅広い協議や、与党ＰＴ

「九州新幹線（西九州ルート）検討委員会」等

での議論が継続しております。

県といたしましては、このような動向を踏ま

えながら、関係者と様々な議論を重ねるなど、

今後とも、全線フル規格による整備の実現に向

けて力を注いでまいります。

また、特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備に

つきましては、ＩＲがもたらす経済効果の最大

化や安全・安心に資する取組などについて、大

変貴重なご意見、ご提言を賜りました。

現在、国が設置した審査委員会において、継

続した審査が行われており、本県も適切に対応

しているところでございます。区域認定後、速

やかに各種施策を進められるよう万全を期して

まいります。

さらに、新型コロナウイルス感染症につきま

しては、感染予防・拡大防止と社会経済活動の

両立を目指して、各種対策に係るご論議をいた

だきました。

政府におきましては、本年5月8日以降、季節
性インフルエンザと同じ「5類」への引下げが
決定されるなど、社会経済活動は正常化に向け、

大きく前進していくものと考えております。

このほかにも課題は山積しておりますが、本

委員会において賜りました貴重なご意見、ご提

言を今後の施策に生かしながら、県民の皆様に

具体的な成果をお示しできるよう、職員一丸と

なって取り組んでまいります。

最後になりますが、委員の皆様方におかれま

しては、この4月、一つの節目を迎えられるこ
とと存じます。

今後とも、ご健勝にてご活躍をいただき、県

政に対しまして一層のご支援、ご指導を賜りま

すようお願い申し上げます。

時節柄、健康には一段とご留意の上、ますま

すのご発展、ご活躍を祈念申し上げまして、簡

単ではございますが、お礼のご挨拶とさせてい

ただきます。

本当にありがとうございました。（拍手）

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

これをもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ２時１５分 閉会 ―
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